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平成21年第3固定例会議会会期日程

月 日 曜日 内 生打y;

9/7 月 開会・行政報告・提案理由説明・決算審査報告・研修報告

9/8 火 議案審議(認定第 1号~報告第6号)質疑・委員会付託

議案審議(議案第59号・議案第60号)質疑・討論・表決

9/9 水 休会(議案調査)

9/10 木 休会(議案調査)

9/11 金 休会(議案調査)

9/12 土 休会

9/13 日 休会

9/14 月 休会(議案調査)

9/15 火 一般質問

9/16 水 一般質問

9/17 木 一般質問

9/18 金 総務常任委員会

文教厚生常任委員会

産業建設常任委員会

9/19 土 休会

9/20 日 休会

9/21 月 休会(敬老の日)

9/22 火 休会(国民の休日)

9/23 水 休会(秋分の日)

9/24 木 総務常任委員会

文教厚生常任委員会

産業建設常任委員会

9/25 金 総務常任委員会

文教厚生常任委員会

産業建設常任委員会

9/26 土 休会

9/27 日 休会
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月 日 曜:日 内 谷にん.

9/28 月 議案審議(議案第47号~議案第58号)表決

9/29 火 休会(議案整理)

9/30 水 委員長報告・質疑・討論・表決・発議・閉会

つ臼



平成21年第3回菊陽町議会定例会一般質問表

順位|質問者 質問事項 t二
日質 問の要

①町は住民への情報公開が不十分ではなし、か

②住民説明会のありかたについて(時期・内

容)

1.保育所の民営化や中部小|③審議会や検討委員会のありかたについて

の建替えなど重要問題の|④住民の民意を今後どう把握していくのか

政策決定について

1 
小林久美子

(P77 "-' ) 

(町のホームページへの意見の反映・町長

への直行便など)

⑤議会と審議会などとの関係を町長はどのよ

うに捉えておられるのか

①行政としての対応、対策は
2. 新型インフルエンザ対策|

②住民への周知徹底をどのように図っていく

のか(家庭でできる対策なども含め)
について

①少人数家庭や一人暮らしなどの方から、ゴ

3 指定ゴミ袋制度について| ミ袋の小さいものを作ってほしいという要

望がある。対応できなし、か

[ 1 ]全面建替えであれば教育に対する基本

的な考え方が必要である。

①「教育は100年の大計j である。この

意味するところを問う

②この意味するところをどう反映させ、

青写真として描いているのか

③反映させるとするなら、現地建替えと

移転建替えのどちらが相応と思うか

[ 2 ]現地建替えの場合の問題点について

①具体的・個別的にどういう問題点があ

ると認識しているか

②認識している問題点が生じる大きな原

因・理由は何か

③その問題点を解決するための教育委員

会の見解は

[ 3] 3月議会後の執行部の取組みを問う

①否決された理由につき検証が必要であ

るとの町長の答弁(6月議会)であっ

たがどう検証されたか

②建設場所の選定につき具体的に調査・

依頼等はされたのか

③益城中央小を視察されたが参考にすべ

き点は何か。又率直な感想、は

2 
石 原武義 11.中部小学校建替えについ

(P90"-' ) I て
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順位|質問者 質問事項 質問の要

[4 ]住民説明会について

①その意図、主旨は何であったのか

②遅くなった理由は何か

@建替え場所につき住民の意見をどのよ

うに受け止め判断したか

1:::. 
日

①学校外教育支援センター(すぎなみ教室)

について

1.過去 1年間の質問事項の|②西部地域の学校外教育支援センターについ

進捗状況を問う | て

③子供議会の開催について

④ニンジンのシンボルタワー設置について

3 
福島知雄

(P99"-' ) 
①緑はあるが花が少ない、四季折々の花を植
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いて
整備すべきではなし、か

③「さんふれあj から西小学校聞が暗くて危

険である

2.全国大会等の出場補助金

外灯設置をすべきではなし、か

「光の森地域及びゆめタウンを中心とした商

業地域の犯罪防止を目的に設けた自警団のJ

1.光の森自警団の活動につ|①現在の活動状況は

いて |②ゆめタウン商業地域における犯罪発生の現

状は

③活動が犯罪防止に役立つているか

①スポーツ等の普及及び振興を図るため、中

央の競技団体等が主催する大会の出場に対

しては補助金を交付すると要綱があるが

「文化活動Jについての補助はないのか

②町のスポーツ活動及び文化活動は町の知名

度向上に役立つていると思われるが、町長

の認識は

交付について

4 
芝 和長

(PIIO"-' ) 

①校区説明会ではC案(現地建替え)は除く

べきで、はなかったか

②中部小学校の生徒に説明をすべきではない

か

鍋島有志男 11 中部小学校建替えについ|③E案(別の場所での建替え)の工程は見直
5 

(P121"-') て すべきではなし、か

④町長は住民説明会へなぜ出席がなかったか

⑤高IJ町長もなぜ出席がなかったか

⑥中部小学校改築基本構想はなんの為作成し

たのか
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順位|質問者

6 

7 

甲斐栄治

(P132-----) 

吉本 堅

(P145-----) 

質問事項 質問 。コ 要 to:::. 
日

⑦当初設計の基本構想報告書をなぜ改定した

か

①4回の地区説明会をどう評価し、今後にど

うつなごうとしているか

②町長の本事業に対する姿勢について

③本事業に対する教育委員会の位置づけと役

1.中部小学校建設計画につ| 割について

いて |④H20年8月頃に設計業者の変更がなされて

し、るが、その経緯を明らかにせよ

⑤設計業者変更の理由は何か

⑥仮設校舎設置の問題点全般について

⑦今後の日程(工程)を示せ

①民営化の理念を簡潔に示せ

②これまでの進め方をどう評価しているか

③4月28日新聞報道以後の各種説明会での意

見をどう評価し、計画に反映させているか

[各種の問題点について簡潔に応えよ]

④引き受け法人の選考基準及び選考委員会の
2. 町立保育所の民営化計画|

人選のあり方
について

⑤民意の集約のあり方

⑥公有財産の処理について

⑦民営化の最終目標、町立保育所の役割、移

管後、町は私立保育所にどうかかわるかな

どについて

③民営化の今後の日程を示せ

①町が町外に町有林を取得した経緯は

l②町有林が果たす役割は
1. 137haの町有林を活かす|

|③町有林に杉、ヒノキを植林してきた目的は
には | 

目④山に見合う植林のしかたは

12.誘致企業との信頼関係を

保つには

⑤今後の町有林の維持管理の仕方は

①県や町の誘致企業に対し、町が期待するも

のは

②県内の誘致企業に対する町長の認識は

③世界的な不況の中、自動車業界唯一の県の

誘致企業(ホンダ)に対し町が協力できる

ことは

①町長が平成19年度に職員プロジェクトによ

る検討を指示された理由は

3. 中部小学校建替えの争点|②基本構想改定に至るプロセスは

とは |③基本構想改定案 (C案、 E案)を問う

一 5-

④小学校建替えに向けたプロジェクトチーム

結成は不要か



順位|質問 者

8 

9 

北 山正樹

(PI59"-' ) 

川 俣餓也

(p 179"-' ) 

質問事項 質問の要 = 日

①放課後子ども教室の今後の実施方針は

②小学校の通学路(新山 5号線)の安全対策

は
1.子どもの育成・安全対策|

③防犯パトロール隊の任期と計画に対する達
について

成度は

④武蔵ヶ丘中のグラウンドの拡張・教室の増

築の時期は

①後継者不在と高年齢化による離農の原因は

②耕作放棄地再生利用緊急対策についての取

2 農家の為のあるべき政策| 組みは

は |③町は個々の農家の収入等について、数値化

した目標を揚げるべきでは

④農業委員会の指導力・権限の強化を

3. 商工振興・観光事業への|①企業誘致の実績と今後の方針について

取組みは e観光事業についての考えは

「人・緑・元気輝く生活創造都市j を実現さ

せるための効率的で効果的な行政経蛍の進捗

状況を問う

①事務事業の徹底的な見直し

(特に効果的であった事業は何か)

②外部委託等の推進

(検討委員会の活用は十分されたか)

③組織機構の見直し

1.町の基本構想、について 見直しの効果はどうだったか)

(H 13"-' H22まで④定員管理

2. 町長の姿勢を問う

3. 幹部職員の姿勢を問う

(当初の計画から人口が増加しているが現

状の職員でスムーズな職務遂行ができてい

るか)

⑤人材育成と確保

(今の職員で大丈夫か。専門職員の育成が

必要ではないか)

⑥定期的な調整会議の開催

(調整会議が有効に働いているか)

①個性と強力なリーダーシップの発揮をすべ

きではないか

①徹底した現場主義をつらぬくべきではない

か

11. ALT  (外国語指導助|①菊陽町雇用及び勤務なのになぜ熊本市に居
坂本秀則 I~. ~~~.~ 

| 手)の活用に対する疑問| 住しているのか
(PI91"-') 

点について
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順位|質問者 質問事項

2. 国際交流協会設立につい

て

質問 の要 ヒ2
日

②ALTをもっと活用し、英会話講座の会場

を増やすべきではなし、か

③小・中学校の英語力向上の為、 ALTの学

校派遣を増やすべきではなし、か

①町内居住の外国人向けに町内での生活ガイ

ダンスが必要ではないのか

②オーストラリアからのホームステイ生徒及

び先生達を囲んでユの一般町民との交流会は

できなし、か

③町民との「協働」で、町内居住の外国人及

び外国語指導助手を含めた交流活動を発展

させる為にも「国際交流協会j の設立が必

要ではなし、か

①小・中学校における新型インフルエンサ会の

感染拡大が懸念されるが、感染防止の為の

対策は十分に出来ているか

3. 小・中学校における新型|②感染者が判明した場合の措置は迅速に出来

インフルエンザへの対応| るのか

について |③中・高校受験への影響も懸念されると思わ

4.農業問題について

れるが、受験者対象に新型インフルエンザ

用ワクチン接種を優先することは出来ない

か

①菊陽町営農生産者組合は、農業機械に対し

て国の補助及び助成事業が受けられない状

況である。

農協サイドもかなり努力されているが町は

農業発展の為にもこの現状をどう捉えてい

るカ冶

②今後の対応と対策はないか

-7 -



第3回菊陽町議会9月定例会会議録

平成21年 9月 7日(月)開会

( 第 1 日 )

菊陽 町議会
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1. 議事 日 程(1日目)

(平成21年第3回菊陽町議会 9月定例会)

平成21年9月 7日

午 前 10時間議

於 議 場

日程第 1 会議録署名議員の指名について

日程第2 会期の決定について

日程第3 諸般の報告

日程第4 行政報告

日程第5 認定第 1号から議案第60号までの一括議題

日程第6 町長の提案理由の説明

日程第7 決算審査報告

日程第8 研修報告

2. 出席議員は次のとおりである。

1番 坂本 秀 則 君 2番 北山正樹君

3番 石 原 武 義 君 4番 甲斐柴治君

5番 芝 和長君 6番 岩下和高君

7番 佐 藤竜巳君 8番 大塚 昇君

9番 福島 知 雄 君 10番 川俣銭也君

11番 吉本 堅君 12番 小林久美子君

13番 酒井良 君 14番 上田茂政君

15番 梅 田清明君 16番 鍋島有志男君

17番 永 野輝全君 18番 吉村豊明君

3. 欠席議員は次のとおりである。

な し

4. 会議録署名議員

8番 大塚 昇君 9番 福島知雄君

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名

町 長 後藤三雄君 教育委員長 コ島誠 君

教 =円をて 長 赤峰洋次君 教育 次 長 田 中 真 治 君

総務部長 宮本義次君 産業建設部長 服 部貞 夫君

会計管理者兼
大野秀治君 総務総部務審課議員 吉岡典次君会計課長 兼長

総合政策課長 松本東 E 君 財政課長 賓取初雄君

税務課長 贋野豊徳君 人権教育・ i度遺幸伸君
啓発課長

福祉部審議員
異鍋清也君 健康・保険課長 阪本 修 君兼福祉課長
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環境生活課長 吉野邦宏君 町民課長 堀川正信君

武蔵ケ丘支所長 村田保孝君 農政課長 荒木 雄 君

建設課長 松村孝雄君 都市計画課長 坂本恭 君

下水道課 長 山崎謙三君 商工振興課長 平野 誠也 君

総務課長補佐
服部誠血君

教育審議員兼
帆保 勇君兼庶務法制係長 図書館長

教育務審議員兼 大山 晃君 中央公民館長 堀川俊幸君
学 課長

生涯学習課長 佐 藤 清 孝 君 農業委員会事務局長 志垣敏夫君

菊陽町代表 大倉理稔君
監査委 員

6. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 阪本健治君

書 記 山川真喜子君
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---..........................""""-'''''''''-'.............''''''''-'''''''''-' 0 """"-'------..............""""-'------.............. 

開会午前10時O分

0議長(吉村豊明君) ただし、まから平成21年第3回菊陽町議会定例会を開会します。

これから本日の会議を聞きます。

議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

.............---....................................................................---0 ..............------..........................................---.............. 

日程第 1 会議録署名議員の指名について

0議長(吉村豊明君) 日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって 8番大塚昇君、 9番福島知雄君を指

名します。

.......................................""""-'---............""""-'............. 0 """"-'''''''''-'............................................................................... 

日程第2 会期の決定について

0議長(吉村豊明君) 日程第2、会期決定の件を議題とします。

この件につきましては、去る 8月31日の議会運営委員会で協議の結果、今定例会を本日より

9月30日まで24日間と諮問することに決定いたしました。

会期日程につきましては、別紙のとおりとしたいと思います。

お諮りします。

今定例会の会期は、本日から 9月30日まで24日間としたいと思いますが、ご異議ありません

か。

[ r異議なし」の声あり〕

0議長(吉村豊明君) 異議なしと認めます。したがって、今定例会の会期は、本日から 9月30日

まで24日間と決定いたしました。

.......................................................................................................... 0 ..............---""""-'..........................---.............""""-' 

日程第 3 諸般の報告

O議長(吉村豊明君) 日程第3、諸般の報告を行います。

先般議員派遣を行いました研修概要については、別紙配付のとおり報告します。

次に、本会議に出席を求めた説明員の職氏名は、お手元に配られましたとおりであります。

次に、地方自治法第235条の 2第 3項の規定による例月出納検査(5月、 6月、 7月分)の

結果報告は、お手元に配付しております報告書のとおりであります。

次に、今回受理しました請願は、お手元に配りました請願文書表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託いたしますので、報告します。

要請第 9号、陳情第10号は、配付のみとします。

これで諸般の報告を終わります。

""""-'.............""""-'.................................................................. 0 .............--""""-'.................................................... ............. 
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0議長(吉村豊明君) 日程第4、行政報告を行し、ます。

町長から行政報告の申し出があります。これを許します。

後藤町長。

0町長(後藤三雄君) おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、定例会の開会

に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。

9月に入りましでも、日中はまだまだ残暑が厳しく、一雨欲しいところでありますが、朝夕

は涼しくなり、また虫の音も一段と高くなり、秋の訪れを感じる今日このごろでございます。

議員各位におかれましては、本日平成21年第 3回菊陽町議会定例会を招集しましたところ、

全員ご出席いただき、ありがとうございます。

また、日ごろより町政の進展、町民福祉の向上のためにご尽力をいただいておられますこと

に対し、重ねて厚くお礼を申し上げます。

さて、皆様ご承知のとおり、去る 8月30日の衆議院議員総選挙で、民主党が480議席のうち

308議席、 64%を獲得し、政権交代が確定いたしました。野党第 1党が選挙で過半数をとり、

政権につくのは戦後64年間で初めてのことであり、非自民政権は、 1994年(平成 6年)に退陣

した羽田内閣以来日年ぶりの内閣発足となります。

政権交代により、これまで財務官僚を中心に下から積み上げて編成されていたこれまでの予

算編成のフ。ロセスを大きく転換し、優先すべき政策を決め下へおろすなど、日本の政治システ

ムは一大転機を迎えることになるようであります。

このような状況を踏まえ、本町においても、職員一人一人が国の方針、施策の動向を注視す

るとともに、平成22年度予算編成に関する情報等をいち早くキャッチし、即応できる体制づく

りに努めてまいりたいと考えているところであります。

それでは、諸議案の提案に先立ち、町政の経過、行政報告について申し上げます。

初めに、平成21年 8月30日執行、第45回衆議院議員総選挙の結果についてであります。

今回の衆議院議員選挙については、国民の関心が非常に高く、投票率は全国で69.29%とな

り、平成17年の前回衆議院選を 2ポイントほど上回りました。小選挙区比例代表並立制度が導

入された平成8年以降5回実施された衆議院議員選で、最高となり、有権者の関心の高さがうか

がえたところであります。本町においても、前回選挙の投票率が72.7%だ、ったのに対し今回は

72.89%と、わずかながら上昇しております。

また、今回の選挙の特徴としまして、全国的に期日前投票者が増加したことが上げられ、本

町においても、平成19年の衆議院選挙では2，131人だ、ったのに対し今回は3，764人と、約1.8倍

の方々が期日前投票をされております。

今回の選挙で、本町選挙管理委員会は、全国的に若年層の投票率が低迷していることから、

特に期日前投票において広く 20歳代の立会人を公募しました。このように立ち会いする機会を

得ることで、若い方々にもっと政治に関心を持っていただくとともに、選挙を身近に感じても

らおうといった試みがなされたところであります。
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次に、菊陽町協働の仕組みづくりについてであります。

先月 8月25日に第 1回菊陽町協働の仕組みづくり検討委員会を開催したところでございま

す。地方分権の進展や人口の急増などを社会背景として、住民ニーズは多種多様化するなど、

住民と行政との協働によるまちづくりを進めることが重要な課題となってまいりました。この

ため、菊陽町総合計画で位置づけております住民と行政が協働でつくる町を実現するための基

本方針に沿って、平成19年度に住民ワークショップ、平成20年度にコミュニティー検討委員会

を開催して、住民と行政との協働のまちづくりについて意見書をいただいたところでありま

す。これらの意見を踏まえて、このほど菊陽町協働の仕組みづくり検討委員会の開催に至った

もので、この委員会で、住民参加、協働、情報の共有などについて整理をお願いし、菊陽町に

ふさわしい協働の仕組みやルール等を検討していただき、提言をいただくこととしておりま

す。

今後の予定としましては、月 1回程度の会議を開催し、来年の夏ごろまでに素案の提言をい

ただき、住民の皆様への説明会、公聴会などを経まして、平成22年12月議会に条例制定を上程

し、平成23年4月 1日の施行を目指しているところであります。

次に、定額給付金の給付状況についてであります。

3月 2日に総合政策課内に定額給付金対策室を設置しまして、専任の職員 2名により事務に

当たらせたところでございますが、今日までスムーズに事務処理ができており、 8月末現在の

1万3，166世帯中 1万2，776世帯で、率にして97%となり、給付金額としましては 5億2，532万

4，000円を給付し、執行率で98.6%となっております。来る10月6日が申請期限となっており

ますので、未申請の世帯に対しましては、 8月28日に郵送により申請を促したところでござい

ます。

次に、子育て応援特別手当の支給状況についてであります。

3歳以上18歳以下の児童が 2人以上いる世帯のうち、第 2子以降の就学前3歳児までの児童

が給付の対象であります。本町においては、 676人の児童が対象となり、 9月4日現在で666人

の児童に対し2，397万6，000円を支払っており、執行率98.5%となります。未申請者は10人とな

っており、今後におきましても、引き続き申請書の提出を促していきたいと思っております。

次に、町税の徴収についてであります。

税務課では、昨年、平成20年4月より、熊本県税務課の地方税徴収特別対策室の職員との合

同で町税の徴収強化に取り組んでまいりました。平成初年度実績でありますが、実施件数は、

強制捜索34件、預貯金差し押さえ394件、タイヤロック差し押さえ17件、動産差し押さえ

し398件となっております。また、預貯金差し押さえを含めた強制手続によるンターネット公

売会 7回、町公売会 3回、合同公売会 5回による取立額は2，137万1，000円にも上がっており、

徴収率の向上にも貢献しており、またこの強制徴収により多大な波及効果をもたらしておりま

す。

次に、地球温暖化防止対策関係についてであります。
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省資源・省エネルギー対策推進のため本年度から事業実施しております個人住宅に設置する

太陽光発電システム及び太陽熱温水器の助成事業につきましては、 8月31日現在で、太陽光発

電システム49件、太陽熱温水器43件の申請が上がっており、今後においても限りある資源を次

世代に残し、低炭素、循環型社会づくりに寄与していきたいと思っております。

さんふれあ温泉熱エネルギー供給事業についてであります。

国は、 1992年に採択された国連気候変動枠組条約、いわゆる京都議定書で、二酸化炭素 (C

0，，)ほか 5種類の温室効果ガスの削減目標を、 2008年から2012年までの 5年間で批准年の

1990年レベルから 6%削減することを約束しております。しかしながら、 2007年の国内の排出

量は、基準年に対し 9%も上回っており、このままでは15%削減の義務を果たすこととなって

まいります。また、 2007年の排出量は、対前年比で2.4%増加しており、なかなか減少に転じ

ることができない状況と推量されますし、議定書の約束を守るためには、 7，000億円から数兆

円の排出権の購入を迫られていることも危倶されております。

このような状況にかんがみ、本町では、本町に進出している富士フィルム九州株式会社の親

会社である富士フィルム株式会社との共同により、二酸化炭素排出量の削減のため、現在「さ

んふれあJの温泉水をわかしている灯油ボイラー使用から富士フィルム株式会社で、使用してい

る天然ガスに切りかえるさんふれあ温泉熱エネルギー供給事業に取り組みたいと考えておりま

す。この事業に取り組むことで、 「さんふれあ」の光熱費を削減できるとともに、温室効果ガ

ス排出量を削減した分につきましては、国内クレジットとして富士フィルム株式会社より買い

取っていただくこととしております。さらには、本事業に取り組むことで、 CO2削減及びそ

のPRに努めてまいりたいと思います。このため、今議会の第52号一般会計補正予算(第 3

号)に債務負担行為の補正をお願し、しております。

次に、仮称津久礼跨線橋新設工事についてであります。

仮称津久礼跨線橋新設工事は、横道合志 2号線と下原堀川線を結ぶ延長55.4メーターの跨線

橋架設工事を本年第 6回議会臨時会において承認をいただき、 ]R九州へ委託し、着工したと

ころであります。工事期間は平成22年3月末までで、夜間工事をメーンとしており、県道、町

道を夜間交通規制といたします。工事の内容につきましては、仮の橋脚を県道と ]Rの間及び

]Rと町道の聞に 2カ所設置し、銅製の橋げたを大型クレーンでつり上げ、架設するものであ

りまして、橋げたのつり上げ時 仮の橋脚の設置、撤去時、また足場を撤去する際は、県道、

町道を夜間交通どめの交通規制をいたしますので、周辺地域の方々や道路利用者の皆様方には

大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いしていきたいと思います。

なお、今後のスケジュールとしましては、国道菊陽バイパスまでの全線開通を平成23年 3月

末を予定しているところであります。

次に、農地の耕作放棄地対策であります。

昨年度の農業委員会調査による本町の耕作放棄地は約28ヘクタールあり、そのうち約4.3ヘ

クタールが単県補助事業により解消されました。本年度は、耕作放棄地の解消のため国が進め
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ている耕作放棄地再生利用緊急対策事業を展開するため、去る 7月に農業委員及び農業関係団

体により耕作放棄地対策協議会を設立いたしました。今後におきましては、この協議会を窓口

として、農業振興地域内の農用地対策は国の事業で、同地域内の白地対策につきましては単県

事業で解消を図ってまいります。

次に、教育委員会関係であります。

菊陽中部小学校合唱部の活動は、ここ数年来目覚ましいものがあり、合唱コンクール、合唱

祭、菊陽町青少年の集い、菊池郡市教育フォーラム等ですばらしい歌声を披露しております。

合唱コンクールに関して申しますと、昨年度はNHK全国学校合唱コンクール熊本県大会金賞

を受賞し、九州大会でも銅賞を獲得しております。特に本年度は、同じ合唱コンクールで、熊

本大会、九州大会ともに金賞に輝き、念願の全国大会出場の栄冠を手にいたしました。全国大

会は来る10月10日に東京のNHKホールで、開催されますが、全国大会でも39名の子どもたちの

すばらしい歌声を披露してくれるものと信じておりますし、心からその健闘をお祈りするもの

であります。

次に、図書館関係についてであります。本町図書館では、今年6月から図書資料等の広域貸

し出しを開始したところで、菊池郡市内にお住まいの方で地元の図書館利用のカードをお持ち

の方も菊陽町図書館を利用できることとなりました。サービス開始から 3カ月間の図書利用新

規登録者数は900件を超えており、昨年同期に比較して、ほぼ約 2倍の増加となっており、

400件を超える広域利用者の新たな登録がその増加要因となっております。夏休み期間には、

恒例となりました自習室としての視聴覚室開放をしたこともあり、平日でも1，000人を超える

利用者が図書館を訪れました。今後、さらに利用者の増加が見込まれ、ニーズも多様化するこ

とと思われますが、近隣市町の図書館との連携を密にし、利用者の立場に立ち、少しでもお役

に立てるような環境づくりに努めてまいる所存であります。

以上をもちまして町政報告とさせていただきます。

0議長(吉村豊明君) 行政報告を終わります。

..................................................................，........................................， 0 ........................................................................................... .............. 

日程第5 認定第 1号から議案第 60号までの一括議題

0議長(吉村豊明君) 日程第5、町長提出議案認定第 1号から議案第60号まで、の24件について、

一括して議題といたします。

議案は、さきに議員各位に配付のとおりであります。

........................................................................................................... 0 ............................................................................................... .............. 

日程第6 町長の提案理由の説明

O議長(吉村豊明君) 日程第6 ただし、ま議題といたしました議案に対する町長の提案理由の説

明を求めます。

後藤町長。

O町長(後藤三雄君) それでは、行政報告に続きまして、平成21年第3回議会定例会の付議事件
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について、その提案理由を申し上げます。

今回の付議事件は24件であります。その内訳は、平成20年度決算認定9件、条例関係 5件、

平成21年度補正予算 6件、町道路線の認定 1件、工事請負契約の締結について 2件、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定した健全化判断比率及び資金不足比率につい

ての報告 1件についてご審議をお願し、するものであります。

付議事件の順に申し上げますと 認定第 1号から認定第9号までは、平成20年度菊陽町一般

会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算 9件の認定について、地方自治法第233条第 3項

の規定に基づき、監査委員の意見を添えて、同法第96条第 1項の規定により議会の認定を求め

るものであります。

報告第 6号は、平成20年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率についてでありま

す。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定した平成20年度決算に係る健全

化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見を添えて、同法第 3条第 1項及び第

22条第 1項の規定により議会に報告するものであります。

議案第47号は、菊陽町支所設置条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

内容は、住居表示の実砲に伴い、支所の位置を変更するため、菊陽町支所設置条例を改正す

るものであります。

議案第48号は、菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例についてであります。

本議案についても前議案同様、住居表示の実施に伴い、菊陽町立保育所設置条例の一部を改

正するものです。

議案第49号は、菊陽町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

内容は、菊陽町境界確定事務取扱要項の制定に伴い、町道・法定外公共物境界証明書の交付

手数料を徴収するため、菊陽町手数料条例の一部を改正するものです。

議案第50号は、菊陽町田民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります。

内容は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、平成21年10月から平成

23年3月までの問の出産に係る出産育児一時金を現行の35万円から39万円に引き上げるため、

菊陽町健康保険条例の一部を改正するものであります。

議案第51号は、菊陽町立診療所の設置等に関する条例の制定についてであります。

内容は、新型インフルエンザの蔓延期において、新型インフルエンザの菊陽町内での感染拡

大防止を図ることを目的として臨時的に診療所を設置するため、条例を制定するものでありま

す。

なお、診療所の設置に伴い、診察等に従事する医師及び看護師の報酬等について定める必要

があり、附則第2項で、菊陽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正するものであります。

議案第52号は、平成21年度菊陽町一般会計補正予算(第 3号)についてであります。

内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億9，451万3，000円を追加し、歳入
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歳出予算の総額を108億5，982万4，000円と定めるものであります。

歳入では、地方交付税に 1億6，618万9，000円、国庫支出金に1，615万6，000円、県支出金に 2

億2，427万4，000円、繰越金に 3信127万7，000円、諸収入lこ5，492万円とそれぞれ増額し、操入

金から 1億5，336万2，000円、町債からし 710万円それぞれ減額するものであります。

歳出の主なものでは、総務費に 2億6，216万7，000円、民生費lこ6，963万3，000円、衛生費に

5， 832万7，000円、農林水産業費に3，048万円、商工費に4，961万3，000円、土木費lこ5，651万

9，000円、教育費lこ3，018万1，000円とそれぞれ増額するものです。

なお、債務負担行為の補正として、新地方公会計制度関連業務委託で1，500万円、さんふれ

あ温泉熱エネルギー供給事業で'7，217万1.000円を追加しております。

議案第53号は、平成21年度菊陽町土地取得特別会計補正予算(第 1号)についてでありま

す。

内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ187万2，000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を 2億3，986万1， 000円と定めるものであります。

歳入では、操入金に187万2，000円を増額し、歳出では諸支出金の財産取得費に187万2，000円

を増額するものです。

議案第54号は、平成21年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)についてであり

ます。

内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1.818万6，000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ29億4，293万8，000円と定めるものです。

歳入では、国庫支出金に261万5，000円、繰越金lこ1，557万1，000円を増加するものです。

歳出では、保険給付費に464万1，000円、後期高齢者支援金等に1，780万円等を増額し、介護

納付金から1， 030万7，000円、予備費から349万7，000円を減額するものであります。

議案第55号は、平成21年度菊陽町介護保険特別会計補正予算(第 1号)についてでありま

す。

内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3，364万4，000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を16億7，980万3，000円と定めるものであります。

歳入では、国庫支出金に194万8，000円、支払基金交付金に340万8，000円、繰越金lこ3，329万

円等を増額し、繰入金から597万5，000円を減額するものです。

歳出では、総務費に924万8，000円、地域支援事業費に724万円、基金積立金に1，627万

9，000円等を増額するものであります。

議案第56号は、平成21年度菊陽町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1号)についてであ

ります。

内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ574万5.000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 2億4，586万7，000円と定めるものであります。

歳入では、繰入金から81万1，000円を減額し、繰越金に655万6.000円を増額するものであり
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ます。

歳出では、総務費に11万7，000円、後期高齢者医療広域連合納付金に562万8，000円を増額す

るものです。

議案第57号は、平成21年度菊陽町下水道特別会計補正予算(第 1号)についてであります。

内容は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ377万2，000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ18億2，955万6，000円と定めるものであります。

歳入では、使用料及び手数料に1，000万円、繰越金に1，355万5，000円を増額し、繰入金から

1，318万3，000円、町債から660万円を減額するものであります。

歳出では、維持費に1， 035万8，000円を増額し、事業費から658万6，000円を減額するもので

す。

議案第58号は、町道路線の認定についてであります。

内容は、下原29号線外 2路線を新たに町道として認定するものであります。

議案第59号及び議案第60号は、横道合志 2号線歩道橋工事及び下原堀川線歩道橋工事請負契

約の締結についてであります。

内容は、現在建設課と都市計画課で進めております JR豊肥線と県道熊本菊陽線をまたぐ橋

梁へ歩道橋を取りつけるもので、議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例第

2条及び地方自治法第96条第 1項第5号の規定により議会の議決を求めるものであります。

以上、付議事件の要旨についてのみ述べましたが、詳細につきましては議案審議の際にご説

明申し上げますので、慎重にご審議いただき、ご承認賜りますようお願し、申し上げまして、提

案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願し、申し上げます。

0議長(吉村豊明君) 提案理由の説明を終わります。

しばらく休憩をします。

................................................................................................... 0 ----------------

休憩午前10時30分

再開午前10時43分

----------------0 ----------------
0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

日程に入ります前に、町長から行政報告について一部訂正の申し出があっておりますので、

これを許可します。

後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 申しわけありません。行政報告の中で、菊陽町協働の仕組みづくりについ

て報告したところでありますけども、一番最後のほうでありますが、今後の予定の中で、月 1

回程度の会議を開催し、来年の夏ごろまでに素案の提言をいただいて、住民の皆様への説明

会、公聴会などを経て、 22年12月議会に条例制定を上程し、 「平成23年4月 1日の施行を目指

しております」というところを 128年」と読み間違えたというところで指摘がありましたの
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で、 23年4月 1日の施行を目指しておるということで訂正させていただ、きます。よろしくお願

いいたします。

....................................................................................................... 0 ......................................................................................... ............. 

日程第7 決算審査報告

0議長(吉村豊明君) 日程第 7、認定第 1号から認定第9号まで、 9件を一括議題とします。

決算審査に先立ちまして、監査委員の審査の結果について報告を求めます。

代表監査委員大倉理稔君。

0菊陽町代表監査委員(大倉理稔君) 皆さんおはようございます。今年度もまだ代表監査委員を

務めております大倉理稔でございます。

それでは、決算審査の結果について報告をいたします。

さきに決算監査報告書が配付されていると思いますが、それに基づきまして、平成20年度菊

陽町一般会計、特別会計、あわせまして財政援助団体の決算審査の結果並びに意見書を説明し

ます。

本審査は、地方自治法第233条第 2項の規定に基づいて、平成20年度菊陽町一般会計及び特

別会計の歳入歳出の決算並びに財産に関する調書等の関係帳簿、書類等を町議会議員の酒井良

一監査委員と審査してまとめたものであります。

2ページになりますが、審査の概要は、ここに書いてありますように、平成20年度一般会計

歳入歳出決算、それから (2)から (9)までの 8つの特別会計歳入歳出決算、 (10)の菊陽町財産に

関する調書、それと 11番目の基金の運用状況調書を審査の対象としております。

実施をしましたのは、平成21年 7月 1日から 7月23日までの11日間であります。

審査の場所は、役場の監査委員室で取りまとめました。

審査の方法は、決算審査に当たっては、町長から送付されました20年度の各会計の決算書、

決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書等の書類について計数の確認

を行い、さらに会計課の保存に属する証書類、そのほか各課担当職員から関係書類の提出を求

めるとともに、必要に応じて説明を聞き、その予算執行の適否並びに会計処理が適正に、しか

も合理的に行われているかどうかについて審査をいたしました。

2、審査の概要ですが、歳入歳出の詳細な説明は、後日決算議案の審査で、また常任委員会

等で報告がなされると思し、ますので、重立つた点についてご報告申し上げます。

1、一般会計。収入総額は105億129万6，131円、歳出総額98億7，728万7，779円で、差し引き

残額6億2，400万8，352円で、各年度別の決算の推移は表 1のとおりで、ここ 5年間増加減少を

繰り返しております。

歳入の内訳を、歳入項目とその構成比を 4ページの表 2に示しておりますが、町税は重要な

自主財源で、歳入総額の 5割を超すまでに年々増加しておりますが、地方譲与税、地方交付税

等の国からの交付金や支出金は前年より減少をしております。収入未済額は、町税で 3億

6，206万4，716円、分担金及び負担金で428万2，200円、使用料及び手数料が664万9，300円など
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で、 3億7，352万1，943円となっておりました。なお、不納欠損額はトータルで2，478万2，137円

となっております。その他の款はすべて収入済みでありました。

町税の徴収実績を次の表の 3に示しております。調定額では63{;意4，963万2，623円で、前年度

の59億1，343万6，321円に対し 4億3，619万6，302円の増で、年ごとに増加しております。収入済

額は59億6，301万8，770円で、前年度より 4億5，570万5，186円の収入増となっております。収入

率は、調定額に対し93.91%で、徴収率は前年度を上回っております。

次に、表 4の収入未済額は、過年度分も累計すると、件数は 1万7，412件、金額で 3億

6，206万4，716円で、件数、金額とも減少しておりました。

次に、 6ページの町税の不納欠損額は2.454万9.137円で、町民税から軽自動車税まで4項目

にわたっておりますが、処分の理由は右の表に列記しております。

次に、歳出ですが、菊陽町一般会計決算額は98億7，728万7，779円で、予算現額に対し、執行

率は87.7%で、総務費や土木費の執行が影響しているようです。

歳出の構成比を各款別に見ますと、表 6になりますが、民生費が24.58%、総務費が

18.88%、土木費が17.54%、教育費が9.77%などの費用と公債費が多くを占めています。

次に、 7ページに21年度への繰越明許を項目別にまとめましたが、土木費で 5件、総務費で

3件、民生費で 1件の計 9件、金額にして 9億8，676万418円が21年度へ繰り越されております

が、これは定額給付金事業及び子育て応援特別手当給付事業が年度末に決定されたことによる

ものも含まれております。

次に、各特別会計になりますが、これも後日決算議案の審査、常任委員会等で執行部から詳

細な報告があると思いますので、全文の説明を割愛させていただきます。

それでは、 8ページに、 (2)国民健康保険特別会計の歳入及び歳出の年度別推移、保険税の

収入状況、 9ページに収入未済額、不納欠損額、 10ページに歳出の状況を示しておりますが、

歳入決算額は28億7，692万4，180円で、前年度より 1億8，387万1，021円減少しております。収入

未済額が 2億7，124万8，094円、不納欠損額が2，046万2，956円を生じております。

歳出決算額は28億4，135万3，126円で、前年度より 1億1，190万3，373円減っております。

歳出科目は、 10ページの表にまとめておりますが、保険給付費が18億9，248万余円で、歳出

総額の66.6%、次いで共同事業拠出金が 3億4，190万余円で、 12.03%となっております。

昨年度までですが、 19年度は老人保健拠出金が約 5億5，000万円余、 18.68%を占めておりま

したが、 20年度から後期高齢者医療保険事業に移行したため、 20年度は大幅に減って、

8，971万余円で3.16%でありますが、その分新たに後期高齢者支援金、前期高齢者納付金が計

上されております。

次に、 10ページの 3、老人保健特別会計でございます。

老人保健事業は、平成20年 3月診療分を残し、後期高齢者医療保険事業に移行したため、予

算規模は縮小しております。

今後、本特別会計は、平成22年度に廃止し、一般会計へ移行する予定であります。したがっ
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て、本年度の決算の状況は、歳入総額2億4，400万3，456円、歳出総額2億4，000万9，151円で、

差し引き残額は399万4，305円となっております。

次に、 11ページの4、後期高齢者医療特別会計で、これは20年度から新設されております。

決算の状況は、歳入総額2億2，209万9，233円、歳出総額2億1，549万2，671円で、差し引き残

額は660万6，562円となっております。

歳入の執行状況を見ますと、受託事業収入や一般会計からの繰入金がありますが、保険料で

収入未済額が111万4，340円を生じております。

歳出の執行状況を款別に見ますと、表16のとおりで、広域連合納付金が97.36%で、ほとん

どが納付金であります。

次の12ページの表第17、18、19は、 20年度の保健事業の状況を示しております。

次に、 13ページの (5)介護保険特別会計ですが、決算の状況は、歳入総額15億6，242万

3，535円、歳出総額15億2，893万2，730円で、差し引き残額は3.349万805円となっております。

歳入の収入状況は表の20、それから歳出の状況は表の21に掲げております。

14ページの表22、23には、介護保険給付費、要介護者数の年度別推移を示しておりますが、

費用、人数とも年々増加していることがうかがわれます。

次に、 (6)の住宅新築資金等貸付事業特別会計ですが、決算の状況は、平成20年度で特別会

計を廃止し、残額をすべて一般会計へ繰り出したために、歳入総額は1， 215万6，006円、歳出も

同額で、差し引きはO円となっております。

歳入と歳出の状況は15ページのほうに記載しております。

次に、 16ページの(7)下水道特別会計の決算の状況は、歳入総額17億5，208万3，497円、歳出

総額17億1， 807万4，608円で、差し引き残額は3，400万8，889円となっております。

歳入におけます使用料と負担金で1，129万5，530円の収入未済額がありまして、不納欠損額も

67万1， 090円を生じております。その他の状況につきましては、次の下の表に示すとおりでご

ざいますが、歳出の状況では、ほとんどが事業費と公債費が 37.27%と公債費が39.36%等を

占めております。

それから、委託費において繰り越しがなされておりました。

(8)の農業集落排水特別会計でございますが、これも以下に示すとおりでございます。

最後に、 18ページの土地取得特別会計ですが、歳入総額は 3億3，464万5，218円、歳出総額2

億6，664万5，218円で、差し引き残額は6，800万円となっております。この分は翌年度繰り越し

といたしまして、光の森の公共用地の整備事業の繰り越しでございます。

以上、かいつまんで8つの平成20年度の菊陽町特別会計の歳入歳出の決算状況、収入未済額

や年度別比較等を示しましたが、この 8つの特別会計を合計し、たしますと、歳入調定額で73億

8，825万4，703円、歳入済額で70億4，405万8，029円、収入未済額で 3億2，108万6，328円、支出済

額が68億6，135万6，093円で、一般会計と合わせますと、菊陽町の総決算額は、歳入で175億

4，535万4，160円、歳出で167億3，864万3，872円と大変大きな財政規模となっております。しか
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し、昨年度と比較いたしますと、歳入で24億6，641万8，866円、歳出で23億9，156万7，626円の減

少となっております。

これで決算の概要の説明を終わりますが、 19ページから、 3の審査の結果を報告いたしま

す。

1、平成20年度菊陽町一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に

関する調書並びに財産に関する調書、基金運用状況調書は、地方自治法、同法施行令、同法施

行規則に定められた規定どおりに作成されていた。また、歳入歳出決算額、現金保管高、基金

現在高については、出納閉鎖の 5月分の例月出納検査の調書等を審査照合した結果、すべて正

確であることを確認いたしました。

一方、予算執行事務や財産管理についても適法かっ適正で、あることを認めた。

なお、決算審査の内容及び予算執行について必要な事項は、その都度担当職員に指摘し、今

後の処理方法についてともに検討してまいりました。

2、20年度の歳入決算の収入率は、前の 4ページの表 3から、調定額に対して96.35%であ

りました。そのうち町税の徴収率は、 5ページの表 3で、調定額に対して93.91%で、諸税の

徴収向上対策、これ諸税といいますが、県税とか町民税です、諸税の徴収向上対策により、差

し押さえとか分納などの措置を行った結果、当該年度の徴収率は前年度よりもo.78ポイントの

増となっており、徴収率に向上に対する努力が認められました。税等の公平性と歳入確保のた

め、徴収率向上に引き続き努力されてもらいたいと思います。

3、町税の不納欠損額は2，454万9，137円で、前年度の2，229万4，989円より 225万4，148円ふえ

ておりますが、これは固定資産税の欠損に起因しており、現状等の説明ではやむを得ないもの

と理解しております。今後とも、不納欠損に当たっては、十分な調査を行い、慎重な対応をお

願いしたいと思っております。

4、分担金及び負担金の収入未済額は428万2，200円で、その内容は、児童福祉費負担金、こ

れは保育料でありますが、なお不納欠損額23万3，000円の内訳についても児童福祉負担金であ

ります。保育所に入ることのできない待機児童が多くおりますので、今後とも徹底した徴収に

努められたいと思っております。

5番目の使用料及び手数料のうち、町営住宅使用料収入未済額は664万9，300円あり、前年度

の578万9，700円と比較して85万9，600円の増となっております。収入未済額は年々増加に傾向

にありますため、滞納整理に当たってはさらなる努力をお願いします。

6、一般会計の繰越明許費は、 9事業の 9億8，676万418円となっておりますが、いずれも明

許繰り越しの事務手続は適正に行われておりますが、本年度は特に定額給付金事業等が繰越額

を増大させております。繰り越しについては、今後とも事業計画を十分に検討してお願いしま

す。

7番目に、国民健康保険特別会計の税の収入未済額は 2億7，124万8，094円で、町税の徴収向

上対策により、前年度よりし 806万6，593円減少し、不納欠損額も前年度より減少しておりま
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す。今後とも、徴収事務の円滑化と滞納整理の向上に努めてください。

8、国民健康保険特別会計の保険給付費は18億9，248万4，851円で、前年度の18億3，891万

2， 846円より 5，357万2，005円増加しております。今後とも給付費の節減及び健康で健やかな町

民の育成を図るために、早期発見とか早期治療等、定期健診の徹底を図られたいと思います。

9、後期高齢者特別会計については、平成21年 4月 1日に「老人保健法Jの法律名が「高齢

者の医療の確保に関する法律Jに改正され、また同法の改正により、 75歳以上の高齢者向けの

医療制度が従来の老人保健から後期高齢者医療に改められたことにより新たに設けられまし

た。収入率は、予算現額に対し98.71%となっておりますが、保険料で111万4，340円の収入未

済額が生じており、今後納付金も増額するものと考えられ、収入未済額の減少に努められた

し、。

10、介護保険特別会計の保険給付費は13億9，700万6，011円で、前年度の13億2，779万9，932円

より 6，920万6，079円増加し、毎年増加しております。給付費には一般会計繰入金が充当されて

おり、節減対策にも努められたい。

また、介護保険料の収入未済額が873万7，440円、不納欠損額が197万6，300円生じております

ので、今後ともなお一層の徴収に努力されたい。

11、住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算については、貸付事業が平成 4年度で終了し、

歳出の公債費の償還も平成20年度で終了しています。このため、事業としては貸付金返済金の

受け入れのみとなるため、平成21年度より一般会計へ移行することとなっております。

なお、貸付金返済収入のうち過年度分の収入未済額2.844万9，635円、これは11人分が残って

いるため、引き続き徴収に努力されたい。

12、下水道特別会計の決算においては、下水道使用料のうち743万3，120円、受益者負担金の

うち385万2，570円が収入未済となっています。また、あわせて67万1，090円の不納欠損額も生

じており、今後もなお一層徴収に努力されたい。

13、農業集落排水特別会計決算は、適正に処理されているが、一般会計からの繰入金の圧縮

に努められたい。

14、土地取得特別会計決算は適正に処理されていた。なお、本年度における新たな用地の取

得は行われていない。

次、 15番目が財産に関する調書及び基金運用状況の調書についてですが、財産については、

行政財産の土地において、公園用地と雨水調整池等のその他の施設用地が増加し、普通財産の

雑種地においては原水工業団地緑地等が増加し、公有財産の土地が全体で 5万2，272平米増加

しております。山林、有価証券には増減はなく、出資による権利において、地方公営企業等金

融機構が公営企業金融公庫にかわって設立されたため、 240万円出資をされております。物品

及び債権については、関係台帳と照合の結果、適正に管理運用がなされていることを認めまし

た。

また、基金については、基金の設置の趣旨に基づいて、適正かっ効率的に運用をされている
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か、計数は正確であるか等について審査したところ、いずれの基金も目的に沿った適正な運用

がなされていることを認めました。

基金別の、次のページの34表に見れば、財政調整基金は 1億6，791万9，000円積み立てており

ますが、 4億円を平成19年度分と取り崩したために、差し引き 2億3，208万1，000円が減少をし

ております。

次に、土地区画整理事業基金が 1億8，702万5，000円積み立てておりますが、これはうち19年

度の積み立てとして 1億8，651万6，000円になっておりますが、学校建設基金が 1億43万

5，000円積み立てておりますので、増加しております。

また、介護従事者処遇改善臨時特例基金が1，398万2，000円積み立てられております。

一方、人材育成基金が1， 135万円、社会福祉振興基金が50万円、スポーツ振興基金が300万円

それぞれ取り崩されているため、 19年度分でございます、今後ともさらに基金の設置目的に沿

って効率的運用に努力されたいと思います。

なお、表34は、上段が財産に関する調書における数値で、これは前年の4月 1日から当年 3

月31日までで、下の段は平成20年度の決算額でございます。これは、出納閉鎖の 5月31日であ

ります。それで、菊陽町の基金総額は43億7，230万1，000円で、昨年より 2億2，483万1，000円増

加していることになります。

次に、 23ページになりますが、本町の財政状況とか財政力といいますか、財政構造の弾力性

につきましてですが、これは毎年説明しておりますので、要点だけ述べますと、中段から、ア

の財政力指数については、これは財政力の強弱を示す指標ですが、本年度は0.893で、前年度

より 0.08ポイント伸びております。それから、イの経常収支比率ですが、これは財政の弾力性

をあらわす指標ですが、本町の経常収支比率は88.4%で、前年度から1.6ポイント減少してお

りますが、今後の財政の硬直化が懸念されるところであります。

ウの公債費比率、これは一般財源に占める公債の元利償還額の負担状況を示す指標でござい

ますが、本年度は14.7%で、前年度より 1ポイント減少をしております。

次に、エ、標準財政規模ですが、これは一般財源の通常収入される規模を示すもので、昨年

から義務づけられました財政の健全化判断比率の算出根拠にもなるもので、昨年から示すよう

にしておりますが、 20年度の財政規模は74億1，318万8，000円で、毎年増加しております。

財政の構造につきましては、表の36につきます依存財源の年度別表、それから普通会計の収

入、臨時的収入の表を、 36と37表に示しております。

25ページの歳出の構造でございますが、歳出決算額を性質別に区分し、前年度と比較してみ

ますと、下の表の38の表のとおりでございます。

以上が決算審査で調査取りまとめた結果でございまして、審査の意見といたしましては、次

のページになりますが、 17の審査意見といたしまして、本町の平成20年度予算は、第3次菊陽

町行財政改革の達成に向け、生活創造都市を目指しながらも、菊陽町集中改革プランを踏ま

え、厳しい財政状況の中、高齢者の医療、介護、少子化対策、学校等の校舎の耐震対策や道路
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の整備等、教育、生活基盤の整備等、歳入予算と収支均衡を計りながら、財源の重点的、効果

的な予算が編成されていたが、各事業の推進、執行状況を審査した結果、一部補正予算や繰り

越しの設定を施し、それぞれの事務事業は、厳しい財政事情にもかかわらず、その目的に沿っ

て効果的に行われ、一般会計、特別会計とも、本年度の当初計画はおおむね達成されているも

のと認められる。

また、決算において、一般会計の不用額は約 3億9，873万7，000円、これはうちに 1億

8，213万1， 000円予備費がありますが、特別会計では約 1億980万5，000円が生じており、昨年よ

り総額で 1億7，681万5，000円少なくなっており、予算における経費の縮減や需用費、使用料等

の支出削減に努力されていますが、各部署に設置されている委員会や協議会が計画どおりに開

催されず、報償費や旅費に不用額を生じているところがあったが、今後は必要な委員会や協議

会は実施し、その意見や提言、提案を事業や運営に活用してもらいたい。

一方、一般会計の収入未済額は、町税、分担金、負担金、使用料等で約 3億7，352万

2，000円、特別会計で約 3億2，108万6，000円あり、昨年度より 3，645万4，000円減少している。

これは、県税及び市町村税徴収向上対策の実施など徴収率アップに努められた結果にもよりま

すが、本町は地方交付税等依存財源が毎年減少しており、自主財源の確保及び税負担の公平性

の観点から、引き続き未収金の回収に努められたい。

結びといたしまして、我が国の経済は、 20年度当初景気は回復に向かっていたものの、年度

中期にアメリカでサブプライムローン問題が発生し、にわかに世界同時不況に陥り、日本経済

への打撃は100年に一度の不況とも言われ、各主要企業は国内外ともに製品の販売不振から業

績は大幅に悪化し、工場閉鎖や非E規職員の大量解雇等、各自治体にも多様な面で負の影響が

発生しております。

このような情勢の中、本町においては、財政力の指標とされる財政力指標は、幸いにも人口

の増加や企業、庖舗等の進出 拡張による税収等の伸びにより本年度も0.893と伸びて、好ま

しい傾向にありますが、経常収支比率、公債費比率は、昨年より下がってはいるものの、まだ

高い水準を示しており、注意しなければなりません。

また、一般会計歳入の財源内訳を分析しますと、自主財源と依存財源の構成比は、さきに示

したように、自主財源の比率が71.5%と増加しており、地方が主役の国づくりの時代を迎えよ

うとしております。歳出の構造では、消費的経費が全体の53.9%を占めており、投資的経費が

減少しております。

財政運営の基本は、収支均衡はもとより、限られた財源を効率的かつ公平に執行し、住民の

福祉を向上させ、安心・安全で快適なまちづくりを目指すことでありますが、経済情勢や社会

情勢の変動に即応できる弾力性が要求されます。さきに述べたように、現在の日本経済は非常

に疲弊しており、回復の兆しが見えないまま、政治は混乱しております。今後も、厳しい財政

状況の中での行政運営となるであろうが、 「人・緑・元気輝く生活創造都市j の創造に職員一

丸となって遁進されたい。

円

i
円
ノ
“



以上が一般会計と特別会計に対する審査の状況でございます。

続きまして、 28ページに、地方公共団体財政健全化法に基づく監査報告でございますが、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項及び第22条第 1項の規定に基づき審査に

付された、平成20年度健全化判断比率及び公営企業会計に係る資金不足比率等を審査した結果

を次のとおり報告します。平成21年 8月20日。監査委員の大倉と酒井良一でございます。

29ページの法律の概要、それから 2の審査の概要、 3の審査の方法及び概要でございます

が、これは昨年も一応ご説明しておりますので省略し、たしまして、審査日だけは、 21年 7月

22日にここで;1Tっておりますが。

30ページの審査の概要、 2ですが、健全化判断比率について、審査に付された健全化判断比

率は表 1のとおりである。本町においては、赤字が生じないため、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率は数値化されていない。また、他の指標はいずれも早期健全化基準を下回っており、

財政状況は健全段階にあると言えます。

ちなみに、実質赤字比率は マイナスの6.08%、連結実質赤字比率はマイナスの7.58%でご

ざいますが、これは公表するときにはこれはマイナスということで出さないことになっており

ますので、一応口頭でちなみの数字を申し上げております。

それから、各比率の説明は昨年もいたしておりますので、読んでいただくとわかると思いま

すが、 31ページの (2)の資金不足比率について、審査に付された各公営企業に係る資金不足比

率は表 2のとおりであります。なお、いずれの公営企業も資金不足比率が生じないため、指標

は数値化されていない。これにより、いずれも経営状況は安定していると判断できます。菊陽

町で対象になるのは、下水道特別会計と農業集落排水特別会計の 2会計になります。

3番目の審査の意見ですが、審査に付された健全化判断比率、各公営企業に係る資金不足比

率及びそれぞれの算出基礎になる事項を記載した書類を審査した結果、いずれも適正に作成さ

れているものと認められる。なお、今回審査した各指標を見る限り、本町における財政状況は

健全段階と言えるが、将来的に見れば、小・中学校の耐震対策工事や下水道事業などの必要な

事業が控えており、数値が悪化することも考えられるため、今後も計画的な事業執行やさらな

る経費削減に努められたい。

続きまして、財政的援助を与えている団体に係る監査の報告書でございますが、これも地方

自治法第199条第 7項の規定に基づき、財政的援助を与えている団体として 2団体の監査を実

施したので、同条第 9項の規定に基づき、その結果を次により報告する。平成21年 8月20日。

監査委員の大倉と酒井でございます。

33ページの概要でございますが、申しわけございませんが、 (3)の監査の会場が、毎年大菊

土地改良区と菊陽町の商工会に行って行っておりましたが、今年だけはこちらに来ていただい

て8月11日に行いましたために、会場の記載が間違っております。ここに訂正申し上げます。

菊陽町の監査委員室でございます。監査の立ち会いとか監査の方法及び主眼については毎年一

緒でございますので、省略させていきます。
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34ページの 2の監査の意見でございますが、菊陽土地改良区へは、下の表のとおり、

1， 044万円の補助がなされておりますが、各項目について、それぞれの事業計画、事業実績、

収支決算書が明確に表示されて、目的に沿って的確に活用され、その事務処理も適正に処理さ

れておりました。

今後も、耕作放棄地の解消や水田地帯の施設の更新など、農業生産の基盤の整備及び開発を

計画的に進め、農業の生産性の向上に努められ、農業経営の安定と振興を図られたいと思いま

す。

次に、商工会議所の決算状況については、歳入総額で5，119万9，631円で、そのうちの町の補

助金が702万円受けられておりました。

歳出においては、翌年度の繰り越しが13万1，720円が含まれておりまして、町の補助金はお

おむね適正に執行されておりました。

菊陽町商工会の現状でございますが、会員数は、平成20年4月には477名でありましたが、

当該年度加入者が143名、脱会者が42名により、平成21年3月31日現在では578名となっており

ます。

今後とも、各会員企業等の体質改善及び経営の安定化に資し、菊陽町商工業の活性化に寄与

されることを望むものであります。

なお、経営の安定化を図るために自主財源の確保に努められたいと思います。

結びといたしまして、以上、今回審査した 2団体においては、それぞれ補助目的が達成さ

れ、その執行は適正になされていたということでございます。

長時間になりましたが、また端折ってご説明いたしましたが、これで平成20年度の決算審査

報告を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。

0議長(吉村豊明君) 代表監査委員の決算審査の報告を終わります。

代表監査委員には、決算審査の結果説明を大変ご苦労さまでございました。

しばらく休憩します。

............................................................................................................. 0 .......................................................................................... .............. 

休憩午前11時34分

再開 午前11日寺41分

.................-...............................................................................--0 .........................................-........-................................... .............. 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

.-........-........-........-........-........-........-...........--.. 0 .-........-........-........-......................-................................... 

日程第8 研修報告

O議長(吉村豊明君) 日程第8、これより閉会中の特定事件、所管事務調査として、各常任委員

会で研修されました件につきまして、それぞれ委員長から報告をお願いします。

順序は、産業建設常任委員会、総務常任委員会の順といたします。

まず初めに、産業建設常任委員長佐藤竜巳君。
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0産業建設常任委員長(佐醸竜巳君) それでは、議員研修について報告いたします。

去る 7月27日から31日までの4泊5日の行程で議員全員による視察研修が行われ、その中で

幕別町と上富良野町の 2カ所が産業建設常任委員会に関する農業関係の研修でございましたの

で、その内容を簡単に報告いたします。

まず初めに、 7月28日午前10時から幕別町の農業関係の視察研修を行し、ました。

幕別町は、十勝平野の中心部に位置し、面積は478平方キロメートルで、菊陽町の約13倍の

面積で、南北に47km、東西に20kmで、人口が約 2万7，370人の町でございました。

幕別町の農家戸数は651戸で、耕地面積が町全体で 2万2，600ヘクタール、農業組生産額が

200億円以上に上がり、その波及効果からみても、基幹産業は農業であり、町内の幕別地域は

畑作地帯であり、野菜が中心で、忠類地域は冷涼な気候から酪農が中心の町でありました。

農家 1戸当たりの耕地面積は35.1ヘクタールで、大規模な面積を耕作されており、 1戸当た

りの農業所得は約1，300万円でありました。主要作物は、小麦、てん菜、バレイショ、大根、

ニンジン、ナガイモなどが栽培されておりますが、今年は 7月の長雨と日照不足で農産物の生

育に影響が広がっており、特に小麦は、至るところで茎ごと折れており、穂は水分を吸収し、

穂の中で発芽し、黒ずんでおり、商品価値がなくなり、飼料にしかならないような状況で、深

刻な被害が出ておりました。また、畑に水がたまって、消毒など農作業もできない状況が見ら

れました。

次に、乳牛、肉用牛の飼育頭数は、乳用牛が153戸で 1万5，300頭で、 1戸当たりの飼育頭数

は100頭であります。肉用牛は9，420頭で、 1戸当たりの飼育頭数は、乳用牛と同じく 100頭で

ありました。

この幕別町には、町が2.000万円、農協が1，000万円を出資して、公益法人の農業振興公社が

設立されており、職員 5名、非常勤が 1名、アドバイザー 1名の計 7名で運営されておりまし

fこ。

さらに、宿泊施設を兼ね備えた農業担い手支援センターが、約 4億2，000万円の費用をか

け、平成14年度、国の補助 2分の lを受けて建設され、農業の担い手、新規就農者育成事業及

び農地流動化対策に積極的に取り組んでおられました。

この担い手センターは、農業の担い手確保、育成を図るために建設され、担い手に対し総合

的に取り組んでおられました。具体的には、担い手の育成研修として、農繁期については受け

入れ農家等の圃場での実践研修を行い、農閑期には座学受講を中心に農業全般の知識取得を行

い、本人の希望する形態を聞き取りした中で、登録された受け入れ農家の中から実践研修先を

選定し、作業時間や手当等は研修生と受け入れ農家との間で相談を行い、決定されておりまし

た。これらの研修は 2年から 3年の農業研修になりますが、平成20年度末で168名が研修を受

けられ、このうち 7組が新規就農されておりました。なお、町からの就農認定を受けた方に対

して 5年間奨励金などが交付されておりました。

さらには、この農業振興公社は、農地流動化対策(耕作放棄地)の手法として、貸し手と借
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り手の申し出を受け付け、農地利用調整会議において借り手を決定されております。調整会議

は 8名の委員で構成され、平成20年度賃貸件数は90件で、 476ヘクタールが賃貸により貸し付

けられておりました。

また、花嫁対策としては、独身の後継者が122名おられ、農業振興公社が中心となり、情報

雑誌などに交流会の案内を掲載したり、農業公社のホームページに花嫁募集を載せたりして、

年3回の交流会を企画し、過去の交流で 1組が成立したとのことでありました。

以上が幕別町の農業に対する主な取り組み状況でございますが、遊休農地がゼロであるとい

うことは関係機関が相当努力された結果であり、本町でも ]A農協などと連携し、さらなる遊

休農地解消を目指して、努力する必要があると感じたところであります。

次に、 7月30日午後 2時から、上富良野町の視察研修を行し、ました。

上富良野町は、北海道のほぼ中心に位置し、東西24km、南北に19k皿で、総面積は237平方キ

ロメートルで、菊陽町の約6.3倍の面積で、町内の 7割は山岳で、山林、原野地帯でありま

す。平たん地は水田として利用され、丘陵地はほとんど畑として利用されている農業地帯であ

りました。

人口は約 1万2，000人で、町内の中心部に自衛隊の駐屯地があり、郊外に演習場を持つ町で、

もありました。

農業関係では、経営耕作面積が町全体で6，092ヘクタールあり、農業に恵まれた土地条件下

にあり、水田や畑作、酪農などが営まれておりました。

稲作におきましては、安全でおいしい米づくりを基本として、特殊栽培米の生産に取り組ん

でおられました。

また、水田 1枚の面積が 1町であり、私たちの田んぼとは 1枚の広さが大きく違っていまし

た。

畑作については、麦類、パレイショ、てん菜を中心として、ニンジン、カボチャ、豆類、ス

イートコーン等の作付がなされ、上富良野町の特産物として、ホップ、ラベンダー、青じそな

どの栽培もされていました。

農家戸数は毎年少しずつ減ってきており、構成割合は専業農家に対して兼業農家の増が著し

くなってきており、最近は農業者による法人化も進んできておる状況でありました。

また、上富良野町はラベンダーの発祥の地でもあることから、独自のプランド、紫苑米を町

内限定で販売しており、帯広の米穀の小売業組合とタイアップして、平成16年度から田んぼオ

ーナー制に取り組んでおられ、主に帯広地域から春と秋に大型パスで 2時間半ほどかけて

300名程度来ていただき、消費者を対象に田植え体験、秋は稲メiJり体験をして交流をするな

ど、オーナーの数も年々増加し、米 2万俵ほど販売し、販路拡大につながっているとのこと

で、行政、農協、生産者が力を合わせてやっておりました。

ビール大麦につきましては、サッポロビールとの契約によって栽培されておられました。

畜産関係では、特に養豚に力を入れておられ、年間約 6万頭を出荷されており、町内に食肉
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加工場を兼ね備えたプリマハムの関連会社があり、 「かみふらのポークJというブランド名で

町内外に幅広く提供されておりました。

ニンジンの生産販売につきましては、価格の下落に伴い、年々作付面積が減少しているとの

ことであり、特に今年は長雨の影響で、ニンジンが根腐れを起こし、収穫が厳しい状況にあると

のことでした。また、自家栽培のニンジンを自分とこで加工して、無添加のニンジンジュース

を製造し、インターネットで販売されている農家もあるということでありました。

上富良野町は、地域の特性として、自衛隊の駐屯地があります関係上、防衛省所管の民生安

定化事業を活用した整備が積極的に行われており、特に演習場周辺農業用施設設置助成事業を

利用され、麦の乾燥施設や大型農業機械など農業に関する機械は、この防衛省の補助事業で 3

分の 2の補助を受けて導入されておりました点が私どもの町との違いでありました。

遊休農地については、各担当地域の農業委員が実態調査をし、土地の所有者及び借受者から

アンケートをとり、それを取りまとめ遊休農地の所有者宅を戸別訪問し、その後遊休農地解消

対策協議会を開催し、遊休農地の解消に努めておられました。

以上が今回の研修における産業建設常任委員会に関する農業研修の概要でありますが、北海

道の雄大な自然や気象条件あるいは 1戸当たりの経営耕作面積の大きさから、本町の農業経営

とは規模の違いなどはありますが、農業経営における課題は共通しており、花嫁対策や担い手

の育成など、農業の担い手が安定的で生産性の高い農業経蛍を行うことができますように、今

後とも農業政策に対し、議員各位のご支援をよろしくお願いいたしまして、産業常任委員会の

研修報告といたします。

O議長(吉村豊明君) 産業建設常任委員長の報告を終わります。

次に、総務常任委員会副委員長小林久美子君。

0総務常任副委員長(小林久美子君) 総務常任委員会が研修をしましたので、 29日の午前の由仁

町、午後行われた栗山町について報告をさせていただきます。

7月29日午前10時から由仁町役場で研修を行いました。由仁町には、協働のまちづくり、事

業の視察を研修目的とし、訪問しました。竹田光雄町長初め宮下芳友副議長の歓迎のあいさつ

をいただきました。

由仁町は、明治25年、由仁村の誕生に始まり、昭和25年に町制を施行、平成14年に100年を

迎えた歴史のある町でした。人口6，221人、総面積133.85平方キロメートル、空知管内の最南

端に位置する町でした。さらに興味深かったのは、菊陽町と由仁町のつながりでした。由仁町

の開拓に菊陽町の移住、入植があり、大きく貢献されたと伺いました。この2000年10月31S， 

研修に行かれた方は皆さんお持ちだと思いますが、 31日の新聞報道のコピーをいただきました

が、松永副町長の写真がありましたので、驚きました。 r熊本から移住した開拓民の子孫先祖

の地で親族と対面、 100年のときを超え感無量Jという見出しの内容で、由仁の青野さんと菊

陽の松永副町長が掲載をされた、そういう新聞でしたので、非常に驚きました。

研修内容は、町政の動きを町政ニュースを発行して素早く情報を公開、住民との協働のまち
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づくりに努力されているとのことでした。その一つの形態として、まちづくり地域担当職員制

度を設け、各自治区にまちづくり地域担当職員を配置し、地域活動の活性化を図っているとい

うことでした。主にはどういうことをしてるかといいますと、地元からの相談を受けたり、ま

た近隣町との合併問題等のときに出前講座などを行ったということでした。

自治区長と行政との関係についてはどうなっているのですかという同僚議員の質問に対して

は、区長については各自治区で、選任を行っている。年に 2回から 3回、全体の自治区長会議を

行っているということでした。区長は、年間 6万円の報酬で非常勤の特別職であり、自治会に

対しては自治区運営補助金を出しているということでした。ここの議員は10人で、この制度が

あるので、議員にとっては非常に楽であるというか、助かるという副議長の発言でした。

2つ目に、ハーブのあるまちづくり事業について説明を受け、研修を行し、ました。

町の基幹産業である農業を初めとする産業の課題とまちづくりの課題をあわせて解消したい

と取り組まれていました。その内容は、ハーブFガーデ、ンの整備と、ハーブガーデンは非常に広

くて、日本最大級の広さで14.2ヘクタールのゆにガーデンという内容で、約200種類のハーブ

の植栽などが行われていました。また、ゆにハーブの会などの住民団体をつくり、ハーブテ手づ

くり商品の製作など、各種活動をされていました。

ゅにガーデンについては、平成13年にオープンしたそうですが、平成20年から東部緑地株式

会社を指定管理者として指定し、運営をされていました。第三セクタ一時代は、 70名雇用、そ

のうち正職員が20名、民間になりまして、 40名雇用で正職員が 5名、外部委託を廃止し、徹底

的なコスト削減が行われているという説明でした。

3番目に、由仁町優良田園住宅というのを説明をいただきました。

これは、平成 7年に農地の流動化に関する調査を町が行われて、その中で、後継者がいな

い、農業の見通しが暗し、などの理由で潜在的な離農予定者が今後多数存在すること、平成16年

までに500ヘクタールの農地が遊休化する可能性が高いという結果を受けて、平成 9年度に農

地っき住宅推進調査というプロジェクトチームをつくり、町が検討されたようです。しかし、

実際は法の制度がありまして、なかなか取り組めなかったということですが、平成10年 7月に

優良田園住宅の建設の促進に関する法律が施行され、この法律をもとに取り組んだということ

です。特に都会に近い田舎暮らしのコンセプトということで、ガーデニングをしながら住宅も

建てるというような中身でした。実際現地を見学しまして、実際のお住まいの方からお話をお

聞きしましたけども、やはりその気候を生かした内容で、非常にガーデ、ニングもきちんと整え

られてされているところもありました。

今回の研修では、由仁町が菊陽町とゆかりが深い町であったことや、財政力が厳しい中で、

近年のハーブ、栽培やハーブ加工品づくりなど新しい農業を展開されていたこと、それから先ほ

ど言いましたゆにガーデンなど、気候と広さを生かしたまちづくりに取り組まれていました。

また、町長は、協働のまちづくりを進めるためには情報の共有を大切にしてるし、職員がその

地域、地域に根づいてといいますか、地域に役に立つような体制にしているとし寸姿勢に感銘
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を受けました。

午後は栗山町の視察を行L、ました。栗山町は、人口 1万3，739人で、副議長のごあいさつで

は、この間議員定数を22名から20、そして18、13名に削減してきたというあいさつがありまし

fこ。

ここは、菊陽町以外に、東京都日野市議会を初め4団体同時の研修でした。栗山町への視察

については、議会基本条例を制定した2006年5月から全国から視察が殺到してるということ

で、今回こういう形での研修になったのではなし、かと思いました。

今回は、小寺進副議長のあいさつの後、議会改革の取り組みについて説明を受けました。そ

の後、質問や意見交換を行うとしづ形で研修は進められました。質問については、副議長を初

め、ほか重山議員、楢崎議員の 3名の方が対応していただきました。

議会改革として取り組まれている特徴的なことは、 1つは、議会は責任を持った意思決定機

関であるということ、 2つ目に、住民に聞かれた議会をということで議会報告会を年 1回開催

をしているということ、 3つ目に、議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与をしてい

るということ、それから議員相互間の自由討議の推進、請願・陳情を町民からの政策提案とし

て位置づけている、また重要な議案に対する議員の態度、賛否を公表する等々でした。

それに対して、私たち研修の参加者からの質問としては、反問権については実際どういうふ

うにやられているのかということと、議会報告は、国政に影響されたり、そうしづ状況などは

出てこないのかという質問がありました。

反問権については、まだ何か十分なじんだというところまでし 1かなくて、問題を整理する程

度にとどまっているという説明でした。それから、議会報告は、共通の資料を使い、 12会場、

3班に議員が分かれて年 1回実施しているということでした。国政に影響されたりすることは

ほとんどなくて、個人の意見ではなくて議会が決めたことを報告をしているということでし

た。ただ問題は、広報は自治会にお願いをしてるそうなんですが、集まってくる方がやはり固

定化している問題や、高齢化している問題があるということでした。

ほかにもいろいろ質問も出されたと思いますが、皆議員参加していますので、簡単に説明を

しました。

私の感想としては、住民の中にやはり積極的に議会報告等々で入る姿勢については多いに学

び、私たちの議会にも生かす必要があるのではないかと思いました。しかし、具体的な改革に

ついては、やはり菊陽町の実情に合わせ、改革すべきことは議員間でしっかり議論を行い、慎

重に進めていくべきではないかという感想を持ちました。でも、非常に両町ともいろんな示唆

を私たちに与えてくれたのではなし、かと思います。

最後ですが、先ほどの佐藤委員長にも重なりますけど、やはり北海道は日照不足、長雨によ

る影響で、非常に農作物の被害を私たちも気にしながら北海道を後にしました。

これで研修報告を終わります。

0議長(吉村豊明君) 以上で各常任委員会の所管事務調査に関する報告を終わります。
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以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会します。

ご苦労さまでございました。

......................................."""-....................................."""-0 """-"""-"""-................................................... ............. 

散会午後 O時 6分
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第3回菊陽町議会9月定例会会議録

平成21年 9月 8日(火)再開

( 第 2 日)
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1.議事日程 (2日目)

(平成21年第3回菊陽町議会 9月定例会)

日程第 1 認定第 1号

日程第2 認定第2号

日程第3 認定第3号

日程第4 認定第4号

日程第5 認定第5号

日程第6 認定第6号

日程第 7 認定第 7号

平成21年 9月 8日

午前 10時間議

於

平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について

平成20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について

平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

議 場

平成初年度菊陽町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定

について

日程第8 認定第 8号 平成20年度菊陽町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第9 認定第9号 平成20年度菊陽町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について

(委員会付託)

日程第10 報告第6号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定した健全化判

断比率及び資金不足比率について

日程第11 議案第59号 工事請負契約の締結について(横道合志 2号線歩道橋工事)

議案第60号 工事請負契約の締結について(下原堀川線歩道橋工事)

2. 出席議員は次のとおりである。

1番 坂本 秀 則 君 2番 北山正樹君

3番 石原 武 義 君 4番 甲斐栄治君

5番 芝 和長君 6番 岩下和高君

7番 佐藤 竜 巳 君 8番 大塚 昇君

9番 福島 知 雄 君 10番 川俣銭也君

11番 吉本 堅君 12番 小林久美子君

13番 酒井良 君 14番 上田茂政君

15番 梅田清明君 16番 鍋島有志男君

17番 永野 輝 全 君 18番 吉村豊明君

3. 欠席議員は次のとおりである。

な し

4. 会議録署名議員

8番 大塚 昇君 9番 福島知雄君

b. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名
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町 長 後 藤 三 雄 君 教育委員長 三島誠 君

教 z円k 長 赤峰洋次君 教育次長 田中真治君

総務部長 宮 本 義 次 君 福祉生活部長 大川育男君

産業建設部長 服部貞夫君
会計管理者兼 大野秀治君
会計課長

総務総部務審課議員
兼長

吉 岡 典 次 君 総合政策課長 松 本東 亜君

財政課長 賓 取 初 雄 君 税 務 課 長 慶野豊徳君

人権教育・ 渡遺幸伸君 福祉部審議員 員鍋清也君
啓発課長 兼福祉課長

健康・保険課長 阪本修 君 環境生活課長 吉野邦宏君

町民課長 堀 川 正 信 君 武蔵ケ丘支所長 村田 保孝 君

農政課長 荒木 雄君 建 設 課 長 松 村孝 雄君

都市計画課長 坂本恭 君 下水道課長 山崎謙コ君

商工振興課長 平 野 誠 血 君
総務課長補佐

服 部誠 也君兼庶務法制係長
教育審議員兼 帆保 勇君 教育務審議員兼 大山 晃 君
図書館長 学 課長

中央公民館長 堀 川 俊 幸 君 生涯学習課長 佐 藤清 孝君

農業委員会事務局長 志垣敏夫君

6. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 阪本健治君

書 記 山川真喜子君
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開議午前10時 O分

O議長(言村豊明君) おはようございます。

これより本日の会議を聞きます。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

これより平成20年度決算認定の件について各課長に説明を求めますが、この決算について

は、この後各委員会に付託を予定しております。質疑につきましては、総括的、大綱的な質疑

にとどめ、詳細については各委員会でお厚郎、をいたします。

..............--....."，.-........，.-........，.-....................--....."--.....，， 0 ......................................--....."--.....，，........................ ............ 

日程第 1 認定第 1号 平成 20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について

0議長(吉村豊明君) 日程第 1、認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを議題とします。

財政課長、内容の説明を求めます。

0財政課長(貫取初雄君) おはようございます。

それでは、認定第 1号の平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定についてご説明申し

上げます。

本件につきましては、咋日代表監査委員から決算審査報告がなされ、また議長が先ほど申さ

れましたように各委員会に付託されることになっておりますので、詳細につきましては、その

際各担当課から説明することといたしております。

決算書をごらんください。

表紙をめくっていただきますと目次をつけております。決算書の目次でございます。

まず、歳入歳出決算書を 1ページから 8ページに記載しておりまして、これが認定いただく

内容でございます。そして、決算の認定をいただくための資料として事項別明細書を10ページ

から220ページに、そして最後の221ページに実質収支に関する調書をおつけしております。さ

らに別途資料といたしまして、款ごとの主要な施策の成果、財産に関する調書及び基金運用状

況調書、さらに昨日決算額の前年度との比較表をお配りしたところでございます。

そこで、私のほうでは歳入歳出の款項の区分の主なものについて収入または支出済額の前年

度との比較を中心にご説明申し上げます。

なお、ご質問に対しましては担当課長等からお答えさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

まず、 8ページをお聞き願し、ます。

歳入総額でございますけども、 105億 129万6，131円に対しまして歳出総額が98億7，728万

7，779円でありまして、歳入歳出差し引き残額が 6億2，400万8，352円となっております。な

お、うち基金操入金については今年度は計上しておりません。

1ページ及び2ページにお戻り願し、ます。
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ただいまから説明する中では、前年度の比較が出てまいりますので、昨日お配りしたものと

見比べていただきながらご理解し、ただければと思います。

まず、歳入でございますが、款項ごとの予算現額及び調定額につきましては省略させていた

だき、右側のページの収入済額について説明させていただ、き、また不納欠損額及ひ、収入未済額

につきましでも代表監査委員から報告されておりますので省略させていただきます。

まず、款の 1町税は59億6，301万8，770円で、前年度から 4億5，570万5，186円の8.3%の増と

なっており、歳入総額に占める構成比につきましても50.7%から56.8%へと 6.1%の増となっ

ております。その中で項の 1町民税は19億9，145万6，805円で、前年度から7，811万5，322円の

4.1%の増となっており、そのうち個人町民税は 1億2，467万3，222円の増、法人町民税は逆に

4，655万7，900円の減となっております。

また、項の 2固定資産税は36億4，254万422円で、前年度から 3億6，468万5，795円の11.1 %の

増となっており、そのうち土地は、ここはメモをお願いしたいと思いますが3，663万2，186円増

の 7億6，278万9，843円、家屋は 2億959万8，977円増の12億3，665万6，180円、償却資産は 1億

4，547万932円増の15億9，882万8，199円、交付金は日本郵政公社分の納付金が固定資産税の本税

となったこともありまして2，701万6，300円減の4，426万6，200円となっております。

項の 3軽自動車税は6，371万9，400円で、前年度から388万9，340円の6.5%の増となっており

ます。

項の 4たばこ税は 2億6，530万2，143円で、前年度から901万4，729円の3.5%の増となってお

ります。

次に、款の 2地方譲与税は 1億9，339万5，000円、これは国税として徴収され都道府県及び市

町村に一定の基準をもって譲与されるものでございますが、前年度からし 541万8，000円の

7.4%の減となっており、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方道路譲与税ともに減と

なっております。

次に、款の 6地方消費税交付金は2億9，623万6，000円で、前年度から2，409万円の8.9%の増

となっております。

次に、款の12地方交付税は 3億1，891万7，000円で、前年度から 2億5，560万9，000円の44.5%

の減となっており、歳入総額に占める構成比につきましても5.3%から 3%へと2.3%の減とな

っており、そのうち普通交付税は 2億5，498万6，000円減の 1億7，621万円となっております。

3ページ及び4ページをお聞き願います。

款の14分担金及び負担金で項の 2負担金は 2億4，655万4，112円で、保育料を初めとする児童

福祉費負担金が約92%を占めておりますが、前年度から1，220万7，464円の5.2%の増となって

おります。

款の15使用料及び手数料は 1億2，496万2，675円で、前年度から280万3，052円の2.3%の増と

なっておりますが、そのうち項の 1使用料は6，265万1，935円で、町の施設や住宅等の使用料で

ございます。これは前年度から480万7，392円の8.3%の増、項の 2手数料は6，231万740円で、
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証明手数料や一般廃棄物収集手数料などでございますが、前年度から200万4，340円の3.1%の

減となっております。

款の16国庫支出金は 8信ム 750万5，599円で、前年度から1，792万4，454円の減で、そのうち項

の 1国庫負担金は990万5，161円の増となっておりますが、項の 2国庫補助金が2，752万3，392円

の減で、これは地域活性化関係の交付金6，521万4，000円はありましたが、住宅費補助金

7， 768万7，000円の減などでございます。

なお、平成19年度からの繰越明許費の財源 1億5，583万8，000円を含んでおります。

款の17県支出金は4億6，712万3，661円で、前年度から2，232万3，783円の減で、そのうち項の

1県負担金は1，674万6，448円の増となっておりますが、項の 2県補助金が1， 480万6，365円の減

で、畜産振興費補助金1，204万6，440円の減などでございます。

また、項の 3県委託金も2，426万3，866円の減で、選挙費委託金3，276万3，498円の減などでご

ざいます。

款の18財産収入は 1億9，543万417円で、第 2地区保留地処分金 1億4，427万7，000円を含んで

おりますが、前年度から9，555万8，825円の減となっております。

款の19寄附金は303万円で、これは有限会社さんふれあからの一般寄附金300万円、ふるさと

寄附金 3万円でございますが、前年度から497万円の減となっております。

款の20繰入金は 2億2，628万6，098円で、前年度から 2億8，856万3，902円の減で、これは特別

会計からの繰入金1，270万6，098円もありますが、基金繰入金を 3億127万円減の 2億1，358万円

に抑制することができましたことによるものでございます。

なお、基金につきましては、歳出のほうでは 3億8，664万8，282円の積み立てをしておりま

す。

款の21繰越金 6億8，412万6，659円は、前年度から3，705万241円の5.7%の増となっており、

平成19年度からの操越明許費の財源 1億3，953万8，000円を含んでおります。

款の22諸収入は6，729万6，900円で、前年度から318万4，209円の減となっております。

款の23町債は 7億1，030万円で、前年度から 2億1，190万円の減となっておりますが、項の 8

消防債のみ増で、項の 1総務債、 5の農林水産債、 7の土木債、 9の教育債は減となっており

ます。

なお、土木債には平成19年度からの繰越明許費の財源 2億4，620万円を含んでおります。

以上の歳入合計が平成19年度からの繰越明許費の財源 5億4，157万6，000円を含み105億129万

6，131円で、前年度から 3億6，432万510円の3.4%の減となっております。

なお、繰り返しになりますが、これまでの増減の主なものとしては、ふえたものとして町税

が約 4億6，000万円、減ったものとして地方交付税が約 2億6，000万円、操入金が約 2億

9，000万円、町債が約 2億1，000万円ということでございます。

5ページ及び6ページをお聞き願います。

歳出につきましては、款項ごとの予算現額、翌年度操越額、不用額及び予算現額と支出済額

円
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との比較については省略させていただき、右ページの一番左の支出済額について説明させてい

ただきます。

なお、翌年度繰越額は明許繰り越し費でございまして、平成21年第 2回議会定例会において

繰越明許費に係る繰越計算書で報告させていただし、た内容でございますし、監査委員の決算監

査報告書の 7ページにも一覧として整理いただいているところでございます。

それではまず、款の 1議会費でございますが、 1億859万8，857円で前年度とほぼ同額となっ

ております。

次に、款の 2総務費は18億6，488万3，213円で、前年度から5，330万9，164円の2.9%の増とな

っておりますが、項の 1総務管理費が6，673万6，014円の増で、これは土地取得特別会計繰出金

9，355万802円の増が主なものでございます。

また、項の 2徴税費が3，836万2，038円の増でありますが、これは還付金3，268万614円の増が

主なものでございます。

なお、項の 3戸籍住民基本台帳費4，506万4，943円には、平成19年度からの繰越明許費で住居

表示事業の支出済額194万2，500円を含んでおります。

款の 3民生費は24億2，805万9，497円で、前年度から 3億3，271万8，972円の15.9%の増、歳出

総額に占める構成比も24.6%で、前年度から 4%の増となっております。

なお、項の 1社会福祉費には国民健康保険特別会計繰出金 1億4，487万314円、介護保険特別

会計繰出金 2億3，786万4，000円及び後期高齢者医療特別会計繰出金5，149万7，181円を含んでお

り、前年度から 2億4，621万7，916円の26.4%の増で、熊本県後期高齢者医療広域連合負担金 1

億8，500万1，341円の増が主なものでございます。

また、項の 2児童福祉費は前年度から8，650万1，056円の7.4%の増で、これは保育園費

8，402万7，276円の増が主なものでございます。

款の 4衛生費は8億9，558万3，484円で、前年度から 1億9，956万6，317円の18.2%の減となっ

ておりますが、項の 1保健衛生費は前年度から 1億7，618万9，407円の減となっており、これは

前年度に支出した老人保健特別会計繰出金 1億8，000万円の廃止に伴う減が主なものでござい

ます。

また、項の 2清掃費は2，337万6，910円の減となっており、主な増減としては、菊池環境保全

組合負担金が4，130万2，212円の減、し尿処理に係る菊池広域連合負担金が2，143万1，000円の増

となっております。

款の 5労働費は1，893万3，641円で、勤労青少年ホーム及び働く婦人の家の運蛍費でございま

すが、前年度から217万243円の減となっております。

款の 6農林水産業費は 2億8，811万558円で、前年度から1，338万66円の4.9%の増となってお

りますが、項の 1農業費には農業集落排水特別会計繰出金2，947万6，000円を含んでおり

1，306万2，787円の増で、これは柳水の堤公園の整備工事を含む土地改良費3，256万2，954円の増

が主なものでございます。
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なお、平成19年度からの操越明許費で大菊地区農村総合整備事業の支出済額1，938万3，970円

を含んでおります。

款の 7商工費は5，840万3，031円で、前年度から4，107万7，486円の41.3%の減となっておりま

すが、これは企業誘致費4，399万1，018円の減によるものでございます。

なお、平成19年度からの繰越明許費で企業誘致対策事業の支出済額520万1，846円を含んでお

ります。

款の 8土木費は17億3，233万7，067円で、前年度から 2億619万567円の10.6%の減、歳出総額

に占める構成比も 17.5%で、前年度から1.5%の減となっております。そのうち項の 1土木管

理費は388万6，619円の増、項の 2道路橋梁費には平成19年度からの操越明許費で道路橋梁維持

事業柳水東護川線道路改良事業、北小学校原水駅線道路改良事業及び横道合志2号線道路改良

事業の支出済額 1億70万1，716円を含んでおりますが、前年度から9，016万7，974円の増となっ

ております。

項の 3都市計画費には平成19年度からの操越明許費で土地区画整理事業の支出済額 2億

5，971万3，931円及び下水道特別会計操出金 3億9，000万円を含んでおりますが、当該操出金

2，278万7，000円の減もあり 1，520万9，786円の減となっております。

項の4住宅費は2億8，503万5，374円の減で、平成19年度からの操越明許費で、まちづくり交

付金事業の公営住宅建設事業の支出済額 1億3，029万7，242円を含んでおりますが、公営住宅建

設事業費 2億8，667万2，152円の減によるものでございます。

款の 9消防費は3億4，709万3，086円で、前年度から1，327万6，443円の4%の増で、平成19年

度からの繰越明許費で、防災ハザードマップ作成事業及び防災行政無線整備事業の支出済額

1， 248万7，500円を含んでおります。

款の10教育費は9億6，477万7，622円で、前年度から 2億6，539万7，009円の21.6%の減となっ

ておりますが、項の 2小学校費が 2億7，975万7，037円の減で、学校建設費 3億567万7，160円の

減が主なものでございます。

また、項の中学校費は2，180万1，606円の増、項の 5社会教育費は1，352万1，445円の減となっ

ております。

款の12公債費は11億7，050万7，723円で、 69万6，772円の減で、元金が659万4，437円の増、利

子が729万1，209円の減でございます。

なお、平成20年度末の地方債現在高は104億8，005万9，908円となっており、前年度末から 2

億6，182万2，087円の減となっております。

一方、平成20年度末の基金現在高は、決算監査報告書にもありましたように、財政調整基金

が15億2，027万6，272円で前年度末から7，891万9，258円の増、減債基金が4億5，098万609円で前

年度末から183万766円の増、その他特定目的基金が18億4，316万3，887円で前年度末から 1億

2， 792万5，258円の増となっており、一般会計での総額としては38億1，442万768円で、前年度末

から 2億867万5，282円の増となっております。
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7ページ、 8ページをお聞き願し、ます。

款の14予備費につきましては、支出済額はございませんが、一番後ろのほうの218ページを

お聞き房長し、ます。

218ページの右下でございますけども、備考欄に記載しておりますように、 11の項目に対し

まして充当を行ったところでございます。

予備費については以上でございます。

8ページにお戻りください

以上の歳出合計が、平成19年度からの繰越明許費に係る支出済額5億2，972万8，705円を含み

98億7，728万7，779円で、前年度から 3億420万2，203円の 3%の減となっております。

なお、繰り返しになりますが、増減の主なものとしては、ふえたものとして民生費が約 3億

円、減ったものとして衛生費が約 2億円、土木費が約 2億円、教育費が約 2億7，000万円とい

うことでございます。

最後の221ページをお聞き野郎、ます。

実質収支に関する調書でございます。 1，000円単位の数値でございますが、区分 1の歳入総

額105億129万6，000円に対し区分2の歳出総額98億7，728万8，000円でありますことから、区分

3の歳入歳出差し引き額が 6億2，400万8，000円となっております。

また、区分4の翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額の 1億7，273万1，000円が

必要でありますことから、 5の実質収支額は4億5，127万7，000円となっており、前年度と比較

しますと9，331万2，000円の減となっております。

なお、実質収支額のうち地方自治法第233条の 2の規定による基金繰入金は計上しておりま

せん。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について、

昨日の決算監査報告書にもありましたが、昨日の決算監査報告書のところで町税のところなん

ですけれども、ページ4ページに収入未済額等については滞納処分等の積極的な実施により減

少しているという項目があるんですけれども、かなり町税の滞納への対応っていうのが力を入

れていらっしゃるのではなし、かと思いますが、その辺どういう状況なのか、全体に関係します

ので、よろしくお願いします。

O議長(吉村豊明君) 税務課長。

0税務課長(慶野豊徳君) ただいまの小林議員の質問に対してお答えします。

税務課としましては、こちらにつきましては平成17年4月から国税庁O Bの方を滞納整理指
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導員としてお願いし、徴収職員に対する収納全般に対する指導助言あるいは滞納処分あるいは

高額滞納者に対する実務指導等を週 1回これまで受けております。さらには昨年から県の税務

課内に設置されました地方税徴収特別対策室に本町から 1名職員を派遣しました。それで、県

職員 6名と旧市町村から派遣されました 9名の職員総勢15名が 3班 5人体制で各班が派遣研

修、職員元の市町に週 1回の編入職員として出向き、原則 1日に 2件の滞納者宅の捜索、差し

押さえを行い、町税の徴収にこれまで取り組んできたところであります。平成20年度の滞納処

分の徴収率が18.87%で6.02ポイントアップし、収納額としまして2，483万円の増額となってお

ります。実施件数としましては、昨日の町長の行政報告の中でもありましたが、捜索が34件、

預貯金差し押さえが294件、タイヤロックが17件、動産差し押さえが1，298件であります。取立

額としましては、預貯金が1，455万円、その他債権として411万円、インターネットを含む購買

代金が197万円等で、総額として2.137万円ということになります。それから、差し押さえた動

産の購買会ということで、町単独で昨年は 3回、それから合同購買会が 5回、それからインタ

ーネット購買を 7回行ったところであります。

以上で説明を終わります。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 税金の徴収については、かなり役場のほうも努力されてると思います

が、やはり私のほうに相談があったりするのは、なかなか以前は差し押さえとかといっても預

金から引かれるっていうことはなかったんですけれども、今そうし、う実態もありますので、非

常に生活が厳しい方は、人の預金からも引くのかっていうふうな相談もありましたので、その

辺は慎重に、その前にどんなふうに対応されているのか、その点についてお尋ねしたいと思い

ます。

O議長(吉村豊明君) 税務課長。

O税務課長(贋野豊徳君) それにつきましては、滞納者の方につきましては催告書という形で通

知を上げますので、そういったときに窓口に納税相談に来ていただければ、それなりの対応が

できると思っております。そういう催告に関して窓口への納税相談がない場合は、そういった

捜索だったり預金差し押さえだ、ったり、そういう形に税務課としては取り組んでいくような形

になっております。

以上で説明を終わります。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 毎年言っとることなんですが、 「さんふれあjからの寄附金ということ

で300万円上がっておりますが、町と有限会社さんふれあとの取り決めでは、年間1，234万

8，000円を下らんように町に納付するというふうになっておるところであります。直営のとき

であれば、寄附金ということで何ら問題はないと考えますが、指定管理者制度をとった以上
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は、町に対して年間1，234万8，000円を下らんように納付するというのが当然のことではなし、か

と思います。そこを改めて町長に最近の考えはどうなのかということを 1点。

それからもう一点ですが、これも毎年言っておるところですが、昨日も代表監査委員さんの

ほうからの報告がありました。そこで、繰越明許費ということで、今後は事業計画を十分に検

討されたいということを述べてあります。毎年私もそこを言っとるところなんですが、繰越明

許費ということで毎年数億円の金が上がってきとる状況でありますので、そこんところ十分検

討の余地がなし、かどうか町長にお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君)さんふれあj のこの指定管理者になったっていうことでの町のほうに納

めていただくといいますか、その目標額がなかなか非常に経営的に厳しい状況もありまして目

標額までいってないということでありますけども、 「さんふれあ」につきましては町が 9割を

出資した第三セクターでありまして、この中で非常に今厳しいのは入湯者といいますか、温泉

に入る人たちが、もうこれは菊陽町の「さんふれあJに限ったことではありませんけども、全

般的にどこも落ちているような話を聞いております。そういった中で、一方では燃料費の高騰

等がありまして、非常に厳しいような状況でありますけども、そういった中にはありますけど

も、今直売所においては出荷組合のほう、そして温泉部門それから大広間部門等につきまして

は従業員等いろんな経費の見直し等をやりながら今努力しているところであります。そういっ

たことで、 21年度につきましても今非常に努力を重ねているところでありますので、目標額に

達するように精いっぱい頑張っとるというところで、その辺ご理解していただくとともに、ぜ

ひ皆様方におかれましでも町のつくった施設でもありますし、ぜひここが活発化するようなご

協力等もお願いしたい、またいろいろアドバイス等もしていただ、くならと思っているところで

あります。

それから、繰越明許費の件でありますけども、これにつきましては、言われますように当該

年度の分は当該年度で終わるというのが基本的なところでありますけども、事業等におきまし

ては、いろんな特に用地絡みのもの、あるし、はこの制度上、 20年度につきましては国のほうか

らの新たな景気対策等の後半出てきた分がありまして、そういった面で繰り越す分、繰越明許

になった分が多いところでありますけども、この辺につきましてはできるだけ職員体制も非常

に厳しい中で、やっておりますけども、できるだけ年度内に終わるように対応していきたいと思

うところで、思っております。そういう意味におきましては、今回も補正等で上げております

が、できますならばできるだけ補正あたりは緊急を要するということになりますので、議案審

議のほうも許されるならば前のほうで、持ってきていただ、くならと思っているところでありま

す。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

吉本堅君。
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01  1番(吉本 堅君) 寄附金という項目と納付金という項目はおのずから違うと思います。そ

このところをやっぱり町民の皆さん方にはっきりわかるように、また議会としても議会を通さ

ずに今回1， 300万円ということですから、約923万8.000円ですか、それは議会を通さずに「さ

んふれあJのほうに流れてるということになりますので、その辺のところはやっぱり町の金の

持ち出しがあるということを考えますと、すっきりした形で、決算報告と、決算書に載せるべき

ではなし、かなと考えております。何遍これを言うても町長とは平行線ですが、そこのところは

しっかり検討される必要がありやせんかなというふうに思います。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

( rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これで認定第 1号についての質疑を終わります。

.-...................................................................................................... 0 ----------------

日程第 2 認定第2号 平成 20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について

0議長(吉村豊明君) 日程第 2、認定第2号平成20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。

財政課長、内容の説明を求めます。

0財政課長(責取初雄君) それでは、認定第 2号の平成20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出

決算の認定についてご説明申し上げます。

1枚めくっていただきますと、資料として主要な施策の成果をつけておりますが、この特別

会計は用地取得選考事業に係ります歳入歳出を経理するものでございます。

また、 1枚めくっていただきますと、平成20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算書を

おつけしております。さらに 2枚めくっていただ、き 1ページ及び2ページをお聞き願し、ます。

歳入でございますが、款の 1財産収入、項の 1財産運用収入につきましては、予算現額112万

6，000円に対して調定額、収入済額ともに112万5，795円で、これは基金の利子でございます。

次に、項の 2繰入金、項の 1一般会計操入金でございますが、予算現額3億3，352万1，000円

に対して調定額、収入済額ともに 3億3，351万9，423円でございまして、これは整備費、維持管

理費及び公債費分を一般会計から繰り入れて財源を確保したものでございます。

以上の歳入合計が 3億3，464万5，218円となっております。

3ページ及び4ページをお聞き願し、ます。

歳出でございますが、款の 1土地開発基金積立金につきましては、予算現額112万6，000円に

対して支出済額112万5，795円でございまして これは歳入で受け入れた基金利子を積み立てた

ものでございます。

款の 2諸支出金、項の 1財産取得費につきましては、予算現額9.517万8，000円に対して支出

済額2，717万7，050円で、これは平成18年度に取得しました武蔵ケ丘東ニュータウン土地区画整
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理事業地内の(仮称)多目的グラウンド用地及び複合施設用地3万5，107. 73平方メートルの除

草作業手数料で110万5，650円、北側の(仮称)多目的グラウンド用地約 3ヘクタールの整地等

に要した費用でございます。

なお、工事費の前払い金を除く 6，800万円については、翌年度に繰り越しております。

款の 3公債費は、公共用地選考取得等事業債の返済元金 2億1，459万円及び利子2，375万

2， 373円でございます。

以上の歳出合計が 2億6，664万5，218円となっております。

最後の11ページをお聞き願し、ます。

実質収支に関する調書で1，000円単位の数値でございますが、区分の 1の歳入合計が 3億

3，464万5，000円に対し区分の 2の歳出合計が 2億6，664万5，000円でありますことから、区分 3

の歳入歳出差引額が6，800万円となっております。また、区分4の翌年度へ繰り越すべき財源

として繰越明許費繰越額の6，800万円が必要でありますことから、実質収支はOということで

ございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これで、認定第2号についての質疑を終わります。

しばらく休憩します。

-...."..........................................................................-.........-........ 0 ................-.........-.........-.........-.......................-.........-......... 

休憩午前10時46分

再開午前11時 1分

.-.........-.........-........----------0 ----------------

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

-------------......-........ 0 ----------------

日程第 3 認定第3号 平成 20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

O議長(吉村豊明君) 日程第 3、認定第 3号平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) おはようございます。

認定第 3号平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてご説明を申し

上げます。
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お手元の決算書の 1ページをお聞きいただきたいと思います。

平成20年度の国民健康保険特別会計の歳入歳出決算書で 1ページから 4ページまで、になって

おります。それから、 6ページから28ページまでが歳入歳出決算事項別明細書で具体的な予算

執行状況でございます。それから、最終ページが実質収支に関する調書となっております。

決算につきましては、文教厚生常任委員会のほうに付託されておりますので、説明につきま

しては 1ページから 4ページの款項の主なものについて説明をしまして、 6ページ以降の歳入

歳出決算事項別明細書の説明については省略をさせていただ、きたいと思います。

それでは最初に、決算の規模でございますけども、決算書の4ページをお聞きいただきたい

と思います。

欄外のほうに歳入歳出の総額でございますけども記述しておりますけども、歳入総額が28億

7，692万4，180円、歳出総額が28億4，135万3，126円で、歳入歳出差し引き残高が3，557万1，054円

ということになっております。それから、この差し引き残高につきましては、平成21年度の繰

り越しということでございます。

それでは、歳入の主なものについて説明をいたします。

1ページをお聞きいただきたいと思います。

表題の款項、予算現額、調定額については省略をいたしまして、収入済額について関係のあ

る主なものについて説明をさせていただきたいと思います。

最初に、款の 1の国民健康保険税、項の 1の国民健康保険税で、これは一般分と退職分の現

年課税分及び滞納繰越分でございます。収入済額は 7億1，250万9，737円で、前年度に比べまし

て 1億5，142万3，365円の減でございます。主なものは、減は、平成20年度から後期高齢者医療

制度の導入によりまして75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移られたためで、ございます。

それから、国民健康保険税の全体の収納率は70.9%ということになっております。前年度に

比べまして2.0%の減でございます。

それから、不納欠損につきましては2，046万2，956円ということで、前年度に比べまして

1，095万44，740円、率にしまして34.9%の減となっております。

また、収入未済額については 2億7，124万8，094円ということで、前年度に比べまして

し816万8，740円で、率にしまして6.2%の減となっております。

次に、款の 5の国庫支出金、項の 1の国庫負担金で、これは療養給付費等負担金、老人保健

医療拠出金負担金、それから介護納付金負担金、それから後期高齢者支援金負担金で、制度に

基づきまして34%に相当する分を国が負担するものでございます。収入済額が 6億 1，377万

3，301円で、前年度に比べまして4，046万2，630円の増となっております。

次に、項の 2の国庫補助金で、これは普通調整交付金と特別調整交付金でございまして、制

度に基づいた国からの補助金でございます。収入済額が 2億2，099万円で、前年度に比べまし

て4，881万5，000円の減となっております。

次に、款の 6療養給付費等交付金、項の 1の療養給付金等交付金で、これは退職者被保険者
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に係る医療給付費に対して社会保険診療報酬支払基金から交付されるものでございます。収入

済額が 2億1，733万313円で、前年度に比べまして 3億2，504万4，267円の減となっております。

次に、款の 7の前期高齢者交付金、項の 1の前期高齢者交付金で、これは国保被保険者の

65歳から74歳の前期高齢者の偏在による保険者間の負担の不均衡を各保険者の加入状況に応じ

て調整されて交付されるものでございます。収入済額が 3倍、7，231万5.566円の収入となってお

ります。

次に、款の 8県支出金、項の 1県負担金で、これは高額医療費共同事業負担金で、高額な医

療費の発生による国保財政の急激な影響の緩和を図るために各市町村から拠出金を財源に拠出

するものでございます。収入済額が1， 180万7，349円で、前年度に比べまして378万1，132円の増

となっております。

次に、項の 2の県補助金で、これは普通調整交付金と特別調整交付金で、制度に基づきまし

て県から市町村へ交付されるものでございます。収入済額は 1億1，746万9，000円、前年度に比

べまして148万3，000円の増となっております。

次に、款の10の共同事業交付金、項の 1の共同事業交付金で、これは高額医療費共同事業交

付金並びに保険基盤共同安定化事業交付金で、制度に基づきまして国保連合会のほうから収入

されるものでございます。収入済額が 3億5，117万7，423円で、前年度に比べまして3，048万

1，642円の増となっております。

次に、款の11財産収入、項の 1財産運用収入で、これは療養給付費支払基金等の預金利子で

ございます。収入済額が73万1，265円ということでございます。

次に、款の13繰入金、項の 1他会計繰入金で、これは一般会計からの繰入金で、制度上のル

ール内繰り入れとルール外の繰り入れでございます。収入済額が 1億4，487万314円で、前年度

に比べまして3，792万1， 438円の減となっております。

次に、款の14繰越金、項の 1繰越金で、これは平成19年度からの剰余金で、平成20年度へ繰

り越しを行ったものです。収入済額が 1億753万8，702円で、前年度に比べまして6，827万

7， 745円の減となっております。

次に、款の15諸収入、項の 1延滞金加算金及び過料で、これは保険税の滞納者に対する延滞

金でございます。収入済額カ~390万3 ， 792円でございます。

次に、項の 4の雑入で、これは一般退職分の第三者納付金で、交通事故による医療費相当分

が損害保険会社等から収入されるものでございます。収入済額が209万53円、収入未済額が

19万7，789円で、前年度に比べまして12.9%の減となっております。

歳入合計でございますけども、予算現額28億7，296万8，000円、調定額31億6，883万3，019円、

収入済額28億7，692万4，180円、不納欠損額が2，046万2，956円、収入未済額が 2億7，144万

5，883円、予算現額と収入済額の比較でございますけども395万6，180円となっております。

続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。

3ページをお聞きいただきたいと思います。
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歳出につきましでも予算現額は省略しまして、支出済額の主なものについて説明をさせてい

ただきたいと思います。

最初に、款の 1の総務費、項の 1の総務管理費で、これは国保保険事業を運営するための事

業経費でございます。支出済額が1，161万2，406円となっております。

次に、項の 2の徴税費で、これは国民健康保険税の賦課及び徴収事務を行う経費で、支出済

額が474万6，669円でございます。

次に、款の 2の保険給付費、項の 1の療養諸費で、これは療養給付費と療養費の医療費との

費用額を合計したものでございます。支出済額が16億8，643万9，863円で、前年度に比べまして

3， 500万1，531円、 2.1%の増となっております。この支出済額は歳出総額の 6害IJ近くを占めて

いるところでございます。

次に、項の 2の高額療養費で、これは被保険者の一部負担の軽減を図ることを目的として実

施されるもので、算定基準額を超える部分を高額療養費で支給されるものでございます。支出

済額が 1億8，736万4，988円ということで、前年度に比べまして2，081万474円の増となっており

ます。

次に、項の4出産育児諸費で、これは被保険者の出産に対して支給されるもので、支出済額

が1，780万円ということで、件数にしまして50件でございます。

次に、項の 5葬祭諸費で、これは葬祭に関する給付でございます。支出済額が88万円という

ことになっております。

次に、款の 3、項の 1後期高齢者支援金等で、これは平成20年度に新たに創設された予算科

目でございます。支出済額が 3億2，192万6，681円の支出となっております。

次に、款の4、項の 1前期高齢者支援金、これも平成20年度に新たに創設された科目でござ

います。支出済額が43万3，475円の支出でございます。

次に、款の 5老人保健拠出金、項の 1の老人保健拠出金で、これは老人医療に要する費用の

うち一部負担を除く部分を国、都道府県、市町村の公費負担のほか、残りを社会保険診療報酬

支払基金が各医療保険制度から医療費を拠出金を財源として各市町村に交付されるものでござ

います。支出済額が8，971万8，565円で、前年度に比べますと 4億6，039万2，130円の減となって

おります。

次に、款の 6の介護納付金、項の 1の介護納付金で、これは第 2号被保険者、 40歳から65歳

未満の医療保険者に加入している方から国保税として徴収し、社会保険支払基金へ納付するも

のでございます。支出済額が 1億4，487万1， 852円と、前年度と比べまして919万1，601円の減と

なっております。

次に、款の 7共同事業拠出金、項の 1共同事業拠出金で、これは小規模保険者の運営基盤安

定化を図るため市町村からの拠出金、国及び都道府県からの負担を財源に高額医療費について

都道府県単位で費用の調整を図るものでございます。支出済額が 3億4，190万7，896円で、前年

度に比べまして1，096万7，842円の増となっております。
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次に、款の 8の保険事業費、項の 1の特定健康診査等事業費で、これは平成20年度から新し

し、事業で、支出済額が1，361万4，420円の支出となっております。

次に、項の 2の保険事業費、これは被保険者の健康保持増進のために必要な事業を行うもの

でございます。支出済額が1，812万7，055円の支出でございます。

次に、款の11諸支出金、項の 1償還金及び還付加算金で、これは一般被保険者の保険税の還

付金でございまして、支出済額が113万2，300円となっております。それで、歳出合計が予算現

額28億7，296万8，000円、支出済額が28億4，135万3，126円、翌年度繰越額O、不用額が3，161万

4，874円、予算現額と支出済額の比較は3，161万4，874円となっております。

以上で歳出の説明を終わります。

続きまして、 29ページをお聞きいただ、きたいと思います。

実質収支に関する調書でございます。

歳入歳出差し引き額3，557万1，000円で、実質収支額も同額でございます。

以上で、平成20年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説明を終わります。よろし

くお願いいたします。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君) 玉、六年前に町のほうの国保の委員ということで、文教厚生の立場で、入っ

とったことがあるんですが、当時病院の先生方もそこに出席をされておりまして、行政のほう

ばっかり医療費の削減と言うても、なかなか削減できるところがないのかなあという思いで、

病院の先生方も何か医療費の削減に向けてご意見ありませんかと言ったことがありますが、当

時ある病院の先生のほうから、ジェネリック薬品ということで、使っておりますという表札でも

町からいただければありがたいですねという話がありました。最近では全国の保健センターか

何か、そういうところからも関係者の方々にカードを配布をされとると思います。そういうふ

うなことで、町としてもそういうふうな取り組みをされると、薬価に関しては 5分の 1とか3

分の 1とか、メーカーもいっぱいあることでありますし、そういうふうな取り組みをされる考

えがないのか、町長にちょっとお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 健康・保険課長。

0健康・保険課長(阪本修一君) ただいまのご質問でございますけども、毎年医療費関係という

ことで伸びているわけでございますけども、薬につきましては旧来からある薬でも効能的には

効くということでございます。町といたしましでも医療費の一つの削減になることがあります

ので、その辺は今後PRをしていきたいというふうには考えております。

また、各医療保険者においても、こういったことでそういった薬品を使用するようにという

ことで通知等を出されているというふうに聞いているところでございます。
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以上でございます。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これで認定第3号についての質疑を終わります。

~............................................................................................. 0 -............................................................................... ............ 

日程第4 認定第4号 平成20年度菊陽町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について

O議長(吉村豊明君) 日程第4、認定第4号平成20年度菊陽町老人保健特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) それでは、認定第4号平成20年度菊陽町老人保健特別会計歳入

歳出決算の認定についてご説明を申し上げます。

お手元の決算書の 1ページをお開きいただきたし、と思います。

平成20年度老人保健特別会計歳入歳出決算書で 1ページから 4ページまでになっておりま

す。 6ページから12ページまでが歳入歳出決算事項別明細書で具体的な予算執行の状況でござ

います。それから、最終の13ページが実質収支に関する調書となっております。

この決算についても文教厚生常任委員会のほうに付託されますので、説明につきましては 1

ページから 4ページの款と項等について説明をしまして、 6ページ以降の歳入歳出決算事項別

明細書の説明については省略をさせていただきたいと思います。

今回の決算につきましてですけども、この老人保健特別会計予算決算の診療費、医療費は、

診療月の 3月から 2月分までの 1年間が年度区分となっておりますけども、ご案内のとおり老

人保健制度は平成20年4月から後期高齢者医療制度の実施に伴いまして熊本県後期高齢者医療

広域連合が事業を行っているところでございます。よって、平成20年 3月診療の 1カ月分につ

いてのみ平成20年度老人保健特別会計で対応する必要があり予算執行及び決算を行ったところ

でございますので、前年度との比較につきましては大幅に減少しております。また、この老人

保健特別会計につきましては、平成20年 3月までの診療に係る老人保健給付の過誤調整等に係

る事務処理に対応するために平成22年まで設置することになっております。

それでは最初に、決算規模でございますけども、決算書の4ページをお聞きいただきたいと

思います。

欄外のほうに記述しておりますけども、歳入歳出総額でございます。歳入総額 2億4，400万

3，456円、前年度に比べまして22億348万7，522円、率にしまして90%の減となっております。

続きまして、歳出総額ですが 2億4，000万9，151円、前年度に比べまして21億9，157万9，124円

で率にして90.1%の減となっております。歳入歳出差し引き残高は399万4，305円で、この残額

につきましては剰余金ということで翌年度への繰り越しになります。

それでは、歳入の主なものについて説明を申し上げます。
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1ページをお聞きいただきたいと思います。

表題の款項の予算現額、調定額については省略しまして、収入済額について関係のある主な

ものについて説明をさせていただきたいと思います。

最初に、款の 1の支払基金交付金、項の 1の支払基金交付金で、これは社会保険診療報酬支

払基金からの収入で、医療費の負担に応じて交付されるものでございます。収入済額が 1億

2，964万3，629円で、前年度に比べますと 11億5，398万3，538円の減となっております。

次に、款の 2の国庫支出金、項の 1国庫補助金で、これは医療費の負担に応じて交付される

固からの負担金でございます。収入済額が7，461万1，989円で、前年度と比べますと 7億

1，414万9，598円の減となっております。

次に、款の 3の県支出金、項の 1の県負担金で、これは老人医療費に対して県が負担するも

のです。収入済額が1，797万9，981円で、前年度に比べまして 1億7，449万4，626円の減となって

おります。

次に、款の 5の繰越金、項の 1の繰越金で、これは平成19年度からの剰余金で、平成20年度

へ繰り越しを行うものでございます。収入済額が1，590万2，703円で、前年度と比べますと

し367万6，950円の増となっております。

次に、款の 6の諸収入、項の 3の雑入で、これは第三者納付金及び返納金でございます。収

入済額が586万5，154円となっております。

歳入合計が予算現額2億4，664万1，000円、調定額が 2億4，400万3，456円、収入済額が 2億

4，400万3，456円、不納欠損O、収入未済額O、予算現額と収入済額の比較は263万7，544円とな

っております。

続きまして、歳出について説明をいたします。

3ページをお聞きいただきたいと思います。

予算現額は省略しまして、支出済額の主なものについて説明をさせていただ、きます。

最初に、款の 1の総務費、項の 1の総務管理費で、これは老人保健事業に係る事業経費でご

ざいます。支出済額が76万1，384円で、前年度に比べまして79.1%の減となっております。

次に、款の 2の医療諸費、項の 1の医療諸費で、これは老人医療給付分で、歳出総額に占め

る割合は96.1%となっておりますけども、支出済額が 2億3，064万3，767円で、前年度に比べま

すと21億9，727万7，826円の減となっております。

次に、款の 3の諸支出金で項2の繰出金、支出済額860万4，000円となっております。これは

制度改正に伴いまして後期高齢者医療へ移行したため、決算調整により前年度からの繰越金の

一部を一般会計へ繰り出しにより返却を行ったものでございます。歳出合計が予算現額 2億

4，664万1，000円、支出済額が 2億4，000万9，151円で、翌年度繰越金O、不用額663万1，849円、

予算現額と支出済額も同額でございます。

以上で歳出の説明を終わります。

続きまして、 13ページ、最終ページをお聞きいただきたいと思います。
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実質収支に関する調書でございます。歳入歳出差し引き額399万4，000円で、実質収支額も同

額でございます。

以上で、平成20年度老人保健特別会計の歳入歳出決算についての説明を終わります。よろしく

お願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これで認定第4号についての質疑を終わります。

....................................................................................................... 0 ........................................................................................... ............. 

日程第 5 認定第5号 平成 20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

0議長(吉村豊明君) 日程第5、認定第 5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) 認定第 5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算認

定についてご説明を申し上げます。

お手元の決算書の 1ページをお聞きいただきたいと思います。

平成20年度の歳入歳出決算書で 1ページから 4ページまでとなっております。それから、 6

ぺ)ジから24ページまでが歳入歳出決算事項別明細書でございます。それから、最終25ページ

が実質収支に関する調書となっております。この決算につきましでも文教厚生委員会に付託さ

れておりますので、説明につきましては 1ページから 4ページの款項等について説明をしまし

て、 6ページ以降の歳入歳出決算事項別明細書の説明については省略をさせていただきたいと

思います。

最初に、決算規模でございます。

決算書の 4ページをお聞きいただきたいと思います。

欄外のほうをごらんいただきたいと思いますけども、歳入総額が15億6，242万3，535円、前年

度に比べまして 1億590万6，987円、率にしまして7.3%の増となっております。

続きまして、歳出総額ですけども 15億2，893万2，730円、前年度に比べまして 1億445万

6，350円で、率にしまして7.3%の増となっております。歳入歳出差し引き残高は3，349万805円

で、この残額につきましては剰余金ということで平成21年度への繰り越しとなります。

それでは、歳入の主なものについてご説明を申し上げます。

1ページをお聞きいただきたいと思し、ます。

表題の款項、予算現額、それから調定額については省略をいたしまして、収入済額について

関係のある主なものについて説明をさせていただきたいと思います。
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最初に、款の 1の保険料、項の 1の介護保険料で、これは第 1号被保険者65歳以上の方の保

険料収入で、収入済額2億8，336万7，340円で、前年度に比べまして1，118万3，520円、率にして

4.1%の増となっております。

また、保険料の現年度分の収納率につきましては98.8%、前年度が98.7%ということで、前

年度より 0.1ポイント上昇しているところでございます。

次に、款の 4の国庫支出金、項の 1の国庫負担金で、これは介護給付及び予防給付に要する

国の負担金で、負担率が20%から25%相当分でございます。収入済額が 2億4，539万9，000円、

前年度に比べまして1.013万6.243円の増となっております。

次に、項の 2の国庫補助金、これは介護保険の財政調整のために固からの交付金で 5%から

40.5%相当分を交付されるものでございます。収入済額が9，741万4，104円で、前年度に比べま

して2，242万7，469円の増となっております。

次に、款の 5の支払基金交付金、項の 1の支払基金交付金で、これは第 2号被保険者、 40歳

から64歳までの分で社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、制度上の31%が交付さ

れるものでございます。収入済額が 4億3，518万5，000円で、前年度に比べましてし 676万

791円、平にして4.0%の増となっております。

次に、款の 7県支出金、項の 1県負担金で、これは介護納付費及び予防給付に要する県の負

担金で、制度上12.5%が交付されることになっております。収入済額が 2億1，685万2，363円

で、前年度に比べまして1，035万8，816円の増となっております。

次に、項の 2の県補助金、これは平成18年度から新設されたものでございますけども、介護

予防事業費並びに包括支援事業の補助金でございます。収入済額が612万299円で、前年度に比

べまして255万3，982円の増となっております。

次に、款の 9の繰入金、項の 1の一般会計繰入金で、これは介護納付及び予防給付に要する

費用に対して市町村が負担するもので、負担割合は12.5%相当分でございます。収入済額が 2

億3，786万4，000円で、前年度に比べましてし 084万749円の増となっております。

次に、款の10の繰越金、項の 1の繰越金で、これは平成19年度からの剰余金で平成20年度へ

繰り越しを行ったものでございます。収入済額が3，204万168円で、前年度に比べまして

2，221万7，362円の増となっております。

次に、項の 5予防給付費収入で、これは平成18年度からの事業でございますけども、介護予

防サービス計画書作成費用による収入でございます。収入済額が808万8，000円でございます。

歳入合計が予算現額が15億6，443万5，000円、調定額が15億7，313万7，275円で、収入済額が

15億6，242万3，535円、不納欠損額が197万6，300円、収入未済額が873万7，440円、予算現額と収

入済額との比較は201万1，465円の減となっております。

続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。

3ページをお聞きいただきたいと思います。

予算現額は省略をいたしまして、支出済額の主なものについて説明をさせていただ、きます。
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最初に、款の 1総務費、項の 1の総務管理費で、これは介護保険事業を運営するための事務

経費でございます。支出済額が1， 789万8，927円で、前年度と比べまして1，229万5，312円の増と

なっております。

次に、項の 2の徴収費で、これは介護保険料の徴収に関する費用でございます。支出済額が

107万5，051円でございます。

それから、項の 3の介護認定審査会費で、これは介護認定の審査に関する費用で、主なもの

は菊池広域連合への負担金でございます。支出済額が1，554万3，270円でございます。

次に、項の 5計画策定委員会費で、これは介護保険運営協議会の開催費及び介護保険事業計

画作成費でございます。支出済額が169万5，100円でございます。

次に、款の 2の保険給付費、項の 1の介護サービス等諸費で介護保険給付に要する費用でご

ざいます。支出済額が13億6，928万9，418円で、前年度に比べまして6，516万7，022円、率にしま

して5.0%の増となっております。この支出済額は歳出総額の89.6%を占めております。

次に、項の 2その他諸費でございます。これは国保連合会への介護サービス審査に対する手

数料でございます。支出済額は182万7，610円でございます。

次に、項の 3高額介護サービス等諸費で、これは要介護者等が 1カ月に支払った利用者負

担、一定の上限額を超えたときに払い戻しされる事業でございます。支出済額が2，588万

8，983円でございます。

次に、款の4地域支援事業費、これは介護保険法の改正によりまして平成18年4月から地域

で支えるために地域包括支援センターが行う地域支援事業でございます。

項の 1は介護予防事業費で、これは特定高齢者を対象とした事業及び全高齢者を対象とした

介護予防に関する情報提供、活動支援、環境整備を行う事業でございます。支出済額が

1，394万9，875円で、前年度と比べまして1，051万5，466円の増となっております。

次に、項の 2包括的支援事業・任意事業費で、これは地域の高齢者が住みなれた地域で暮ら

すことができるように相談業務、家庭介護用品の助成、それから在宅介護などの支援事業費で

ございます。支出済額が3，271万9，181円で、前年度と比べまして1， 761万8，081円の増となって

おります。

次に、項の 3特定事業費で、これは住みなれた地域で、在宅で生活がで、きるための支援事業で

ございます。支出済額が1，821万5，295円となっております。

次に、項の4の介護予防支援事業費等で、これは介護予防サービス計画作成の委託料でござ

います。支出済額が447万2，000円となっております。

それから、款の 5支払基金積立金、項の 1基金積立金で、これは介護従事者処遇改善臨時特

例基金で、平成21年度の介護報酬の改定により介護保険料の急激な上昇を抑制するために国の

ほうから交付される額を基金のほうに積み立てたものでございます。支出済額が 1，398万

1，504円の支出となっております。

次に、款の 6公債費、項の 1公債費で、これは平成17年度に県が設置している財政安定化基
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金から借入金3，500万円の返済金で、平成18年度から20年度の 3年間で返済するものでござい

ます。支出済額が1，166万6，667円で、前年度と同額の支出となっております。

次に、款の 8諸支出金、項の 1の償還金及び還付加算金で、これは第 1号被保険者の保険料

の還付金でございます。支出済額が46万5，200円となっております。

歳出合計が予算現額15億6，443万5，000円、支出済額が15億2，893万2.730円で、翌年度繰越額

がO、不用額が3，550万2，270円、予算現額と支出済額との比較も同額でございます。

以上で歳出の説明を終わります。

25ページ、最終ページをお聞きいただ、きたいと思います。

実質収支に関する調書でございます。歳入歳出差し引き額3，349万1，000円、実質収支額も同

額でございます。

以上で平成20年度介護保険特別会計の歳入歳出決算についての説明を終わります。よろしく

お願いいたします。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

「なし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これで認定第 5号についての質疑を終わります。

~.............................................................................................. 0 ................................................................................................ ............. 

日程第6 認定第6号 平成 20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて

O議長(吉村豊明君) 日程第6、認定第6号平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題とします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) 認定第 6号平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定についてご説明申し上げます。

この特別会計につきましては、平成20年4月から新しく制度がスタートしたもので、今回が

初めての決算を迎えるために、前年度との決算額比較はありませんので、主な収入済額と支出

済額について説明をさせていただきたいと思います。

お手元の決算書の 1ページをお聞きいただきたいと思います。

平成20年度の歳入歳出決算書で 1ページから 4ページまでとなっております。それから、 6

ページから12ページまでが歳入歳出決算事項別明細書でございます。それから、最終ページが

13ページになりますけども実質収支に関する調書となっております。この決算書につきましで

も文教厚生常任委員会のほうへ付託されておりますので、説明につきましては 1ページから 4

ページの款項等について説明をしまして、 6ページ以降の歳入歳出決算事項別明細書の記述の
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説明につきましては省略をさせていただきたいと思います。

それで、最初に決算規模でございますけども、 4ページをお聞きいただきたいと思います。

歳入総額が 2億2，209万9，233円の収入となっております。

続きまして、歳出総額ですけども、 2億1，549万2，671円の支出済額と。歳入歳出差し引き残

高は660万6，562円で、この残額については剰余金ということで平成21年度へ操り越しになりま

す。

歳入の主なものについてご説明を申し上げます。

1ページをお聞きいただきたいと思います。

表題の款項、予算現額、調定額については省略しまして、収入済額について関係のある主な

ものについて説明をさせていただきたいと思います。

最初に、款の 1の後期高齢者医療保険料、項の 1の後期高齢者医療保険料で、これは75歳以

上の被保険者の保険料収入でございます。収入済額が 1億6，713万4，960円ということで、収納

卒は99.3%となっております。

それから一方、収入未済額につきましては111万4，340円ということでございます。

次に、款の4操入金、項の 1の一般会計繰越金で、収入済額が5，149万7，181円の繰り入れを

行っております。

それから、款の 6の諸収入、項の 5の受託事業収入で、収入済額324万4，907円の収入となっ

ております。これは熊本県の後期高齢者医療広域連合から健診受診の事業を実地するために広

域連合特別会計からの健診費用額として収入されるものでございます。

歳入合計でございますけども、予算現額が 2億2，499万1，000円、調定額が 2億2，321万

3， 573円、収入済額は 2億2，209万9，233円、不納欠損額O、収入未済額が111万4，340円、予算

現額と収入未済額の比較は289万1，767円の減となっております。

続きまして、歳出について説明をいたします。

3ページをお聞きいただ、きたいと思います。

予算現額は省略をいたしまして、支出済額の主なものについて説明をさせていただ、きます。

最初に、款の 1の総務費、項の 1の総務管理費で、これは後期高齢者医療事業運営に係る事

務費でございまして、支出済額は77万5，905円の支出となっております。

次に、項の 2の徴収費で、これは保険料徴収を行うための事務費でございます。支出済額が

120万3，465円の支出となっております。

次に、款の 2後期高齢者医療広域連合納付金、項の 1の後期高齢者医療広域連合納付金で、

支出済額が 2億979万6，581円の支出となっております。

次に、款の 3の保険事業費、項の 1の健康保持増進事業費で、支出済額は371万6，720円とな

っております。歳出合計は予算現額2億2，499万1，000円、支出済額が 2億1， 549万2，671円、翌

年度の繰越額O円、そして不用額が949万8.329円、予算現額と支出済額との比較でございます

が同額でございます。
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以上で歳出のご説明を終わります。

最終ページの13ページをお聞きいただきたいと思います。

実質収支に関する調書でございます。歳入歳出差し引き額660万6，000円で、実質収支額も同

額でございます。

以上で平成20年度の後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算について説明を終わります。よ

ろしくお願いいたします。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑ありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これで認定第6号についての質疑を終わります。

.............................................................................................................. 0 ............................................................................................... .............. 

日程第7 認定第7号 平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について

O議長(吉村豊明君) 日程第 7、認定第 7号平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてを議題とします。

人権教育・啓発課長、内容の説明を求めます。

O人権教育・啓発課長(渡這幸伸君) こんにちは。

認定第 7号平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算書についてご説

明いたします。

この特別会計は平成20年度をもちまして廃止し、平成21年度より一般会計へと移行いたしま

した。今後の歳入受け入れにつきましては、一般会計歳入の款の22諸収入への収納となります

ので、よろしくお願いいたします。

それでは、 7ページ、 8ページを開いていただきたいと思います。

歳入でございます。款項目節、収入額の順にご説明いたします。

まず、款項目節ともに繰越金でございます。収入済額1，100万7，350円でございます。

続きまして、諸収入、貸付金元利収入、 1、住宅新築資金等貸付金収入、住宅資金新築資金

等貸付収入でございます。収入済額が69万3，016円でございます。こちらにつきましては、昭

和56年度から平成4年度までの貸付分でございます。また、節の 2滞納繰越分の収入済額が

45万5，640円でございます。合計の114万8，656円となります。収入済額の合計額が1，215万

6，006円というふうになります。

続きまして、 9ページと 10ページをお聞き願し、たいと思います。

歳出でございます。

款の 1総務費、項の 1総務管理費、自の 1一般管理費、節の28繰出金は一般会計の繰出金で
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ございまして410万2，098円でございます。

続きまして、公債費、こちらにつきましては支出済額の705万4，766円でございます。これは

昭和56年度から平成4年度までの償還元金のほうでございます。

また、目の 2利子、節の23償還金、利子及び害IJ引料につきましては支出済額が23万8，253円

で、昭和56年度から平成4年度までの償還利子でございます。

続きまして、 3の補償金、節の22補償、補填及び賠償金につきましては、支出済額が68万

1，890円でございまして、これは操上償還に係りますかんぽへ補償金として支払ったものでご

ざいます。支出済額の合計としまして1，215万6，006円でございます。

続きまして、 4ページのほうを開いていただきたいと思います。

平成20年度で特別会計を廃止し、残額をすべて一般会計へ繰り出したことによりまして、歳

入総額1，215万6，006円、歳出総額1，215万6，006円で、歳入歳出差し引き額O円でございます。

次に、 11ページ、最後のページですけどもお聞き願し、たいと思います。

実質収支に関する調書でございます。 1番の歳入総額1，215万6，000円、 2番歳出総額

1， 215万6，000円、歳入歳出差し引き額としまして O円でございます。 5の実質収支額も同額で

ございます。

以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくお願いします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これで認定第 7号についての質疑を終わります。

昼食休憩とします。

午後は 1時から再開します。

............，............，.......................................................................... 0 -................................................................................... ............. 

休憩午前11時51分

再開午後O時59分

....................................................-........................-....................... 0 .-.............................................................................................. ............. 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

.............................................................................................................. 0 ----------------

日程第8 認定第8号 平成20年度菊陽町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について

O議長(吉村豊明君) 日程第8、認定第8号平成20年度菊陽町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題とします。

下水道課長、内容の説明を求めます。

O下水道課長(山崎謙三君) こんにちは。

円

ο円。



それでは、認定第8号平成20年度菊陽町下水道特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明

し、たします。

まず、次のページに主な施策の成果を掲載いたしております。 1ページから 4ページまでが

歳入歳出決算書、それから 6ページから22ページまでが事項別明細書でございます。 23ページ

に実質収支に関する調書を添付いたしております。下水道特別会計におきましても委員会付託

になっておりますので、主なところだけを説明させていただきます。

決算書の 1、 2ページをお聞き願し、ます。

まず、歳入について説明させていただきます。

款の 1使用料及び手数料、項の 1使用料、収入済額6億6，325万4，350円、前年度と比較しま

して7，658万720円、率にしまして約13%の増でございます。 20年度は大口の流入の増と自然増

がございましたので、使用料がふえております。

次に、款の 2分担金及び負担金、項の 2負担金、収入済額4，178万2，230円、前年度と比較し

まして370万4，793円、率につきまして約8.1%の減でございます。

次に、款の 3国庫支出金、項の 1国庫補助金、収入済額2億6，000万円、前年度と比較しま

して6，292万4，470円、率にしまして約19.5%の減でございます。これは国庫補助事業の減によ

るものでございます。

次に、款の 5繰入金、項の 2一般会計繰入金、収入済額3億9，000万円、前年度と比較しま

して2，278万7，000円、率にしまして5.5%の減でございます。

次に、款の 7諸収入、項の 2雑入、収入済額333万7，653円、前年度と比較しまして478万

8，650円、率にしまして58.9%の減でございます。これは消費税の還付金の減によるものでご

ざいます。

以上の歳入合計が17億5，208万3，497円となっており、前年度から 1億2，667万5，449円、

6.7%の減となっております。

次に、 3、4ページをお聞き願し、ます。

歳出でございます。

款の 1総務費、項の 1総務管理費、支出済額3，398万7，089円、前年度と比較しまして179万

8，855円、率にしまして約 5%の減でございます。

次に、款の 2維持費、項の 1維持費、支出済額3億6，756万4，168円、前年度と比較しまして

1，354万4，371円、率にしまして約3.5%の減でございます。

次に、款の 3事業費、項の 1公共下水道事業費、支出済額6億4，031万6，586円、前年度と比

較しまして 1億2，434万5，503円、率にしまして約16.3%の減でございます。これは補助事業の

減でございます。

次に、款の 4公債費、項の 1公債費、支出済額 6億7，620万6，765円で、元金 3億8，220万

5，379円、利子2億9，400万1，386円、前年度と比較しまして798万8，461円、率にしまして1.2%

の増でございます。
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以上の歳出合計が17億1，807万4，608円となっており、前年度から 1億3，170万268円、約70%

の減となっております。

また、歳入歳出差し引き残額につきましては3，400万8，889円で、前年度から502万4，819円、

17.3%の増額となっております。

23ページをお聞きお願し、します。

実質収支に関する調書でございますが、歳入総額17億5，208万3，000円に対しまして歳出総額

が17億1，807万5，000円でありますことから、歳入歳出差し引き額が3，400万8，000円となってお

ります。また、翌年度へ繰り越すべき財源といたしまして繰越明許費操越額の336万8，000円が

必要でありますことから、実質収支額は3，064万円となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑ありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これで認定第8号についての質疑を終わります。

........................................................................................................................ 0.................................................................................................................... 

日程第9 認定第9号 平成 20年度菊陽町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

O議長(吉村豊明君) 日程第9、認定第9号平成20年度菊陽町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定についてを議題とします。

下水道課長、内容の説明を求めます。

O下水道課長(山崎謙三君) 認定第 9号平成20年度菊陽町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の

認定についてご説明を申し上げます。

まず、 1ページから 4ページまでが歳入歳出決算書、 6ページから12ページまでが事項別明

細書でございます。 13ページに実質収支に関する調書を添付いたしております。農業集落排水

特別会計におきましでも委員会付託になっておりますので、主なところだけを説明させていた

だきたいと思います。

決算書の 1、2ページをお聞き願し 1ます。

まず、歳入について説明させていただきます。

款の 1使用料及び手数料、項の 1使用料、収入済額793万1，060円、前年度と比較しまして

80万1，880円、率にしまして約11.2%の増でございます。

次に、款の 2分担金及び負担金、項の 2負担金、収入済額30万円、前年度と比較しまして

12万円、率にしまして約66.6%の増でございます。

次に、款の 4財産収入、項の 1財産運用収入、収入済額5万3，788円、前年度と比較しまし
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て3万5，443円、率にしまして約193.2%の増でございます。

次に、款の 5繰入金、項の 2一般会計繰入金、収入済額2，947万6，000円、前年度と比較しま

して546万8，000円、平にしまして15.6%の減でございます。

次に、款の 6繰越金、項の 1繰越金、収入済額196万1，976円、前年度と比較しまして52万

1，416円、率にしまして36.1%の増でございます。

以上の歳入合計が3，972万2，904円となっており、前年度から398万9，181円、 9.1%の減とな

っております。

次に、 3、4ページをお聞き願し、ます。

歳出でございます。

款の 1総務費、項の 1総務管理費、支出済額53万9，222円、前年度と比較しまして5，456円、

率にしまして約 1%の増でございます。

次に、款の 2維持費、項の 1維持費、支出済額803万4，601円、前年度と比較しまして81万

6，326円、率にしまして約11.3%の増でございます。これは流入量がふえたことによります。

次に、款の 3事業費、項の 1農業集落排水事業費、支出済額929万3，497円、前年度と比較し

まして198万3，503円、率にしまして約17.5%の減でございます。

次に、款の 4公債費、項の 1公債費、支出済額2，082万5，263円で、元金が1，287万2，050円、

利子795万3，213円、前年度と比較しまして189万5，805円、率にしまして約8.3%の減でござい

ます。

以上の歳出合計が3，869万2，583円となっており、前年度から305万7，526円、 7.3%の減とな

っております。また、歳入歳出差し引き残額につきましては103万321円で、前年度から93万

1，655円、 47.4%の減額となっております。

13ページをお聞き願し、ます。

実質収支に関する調書でございますが、歳入総額3，972万3，000円に対しまして歳出総額が

3，869万3，000円でありますことから、歳入歳出差し引き額が103万円となっております。実質

収支額も103万円となっております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑ありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これで認定第9号についての質疑を終わります。

以上で認定第 1号から認定第 9号までの質疑を終わります。

これより委員会付託についてお諮りします。

会議規則第39条の規定によって、認定第 1号から認定第9号までは議席に配付しました委員
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会付託予定表のとおりそれぞれ所管の委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありません

ヵ、。

[ ["異議なしJの声あり〕

0議長(吉村豊明君) 異議なしと認めます。よって、委員会付託予定表のとおりそれぞれの委員

会に付託することに決定しました。

これで委員会付託を終わります。

~，......"""..，-.""，................................................................ 0 .................................................................................. ........... 

日程第 10 報告第6号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定した健全

化判断比率及び資金不足比率について

0議長(吉村豊明君) 日程第10、報告第 6号地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づい

て算定した健全化判断比率及び資金不足比率についてを議題とします。

財政課長、内容の説明を求めます。

O財政課長(買取初雄君) それでは、報告第6号の地方公共団体の財政の健全化に関する法律に

基づいて算定いたしました平成20年度の決算に係ります健全化判断比率及ひ、資金不足比率につ

いて同法第3条第 1項及び第22条第 1項の規定によりましてご報告申し上げます。

本件につきましては、昨日代表監査委員から審査結果の報告がなされたところでもございま

す。表紙をめくっていただき、健全化判断比率でございますが、実質赤字比率、連結実質赤字

比率、実質公債費比率、将来負担比率があり、下段の括弧書きで記載している早期健全化基準

に対しまして上段に実際の比率を記載し、各比率が下回っておれば健全であるということにな

ります。

まず、実質赤字比率は、一般会計、住宅新築資金等貸付事業特別会計及び土地取得特別会計

の普通会計の実質収支額について分析するものでございまして、 4億5，127万7，434円の黒字に

なりましたことから、赤字比率としての数値にあらわすことはできない結果となっておりま

す。

また、連結実質赤字比率につきましては、今申しました普通会計に国民健康保険特別会計、

老人保健特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、下水道特別会計及び農業集

落排水特別会計を加えた実質収支額で金額は 5億6，261万1.370円の黒字になりましたことか

ら、これも赤字比率としての数値にあらわすことができない結果となっております。

次に、実質公債費比率でございますが、これは公債費充当の一般財源等、公営企業債充当の

操入金、一部事務組合等債充当の負担金等、公債費に準ずる債務負担行為の合計を、これが分

子になりますけども、分母が標準財政規模に臨時財政対策債を加えた額で、害IJった比率の 3カ

年、平均でございまして、なお分子分母ともに普通交付税の基準財政需要額算入分を除いて計

算しております。早期健全化基準25%に対して12.9%という結果でございました。

次の将来負担比率でございますけども、これは地方債残高、それから公営企業債等繰り入れ

見込み額、組合等負担等見込み額、退職手当負担見込み額等から基金などの特定財源あるいは
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基準財政需要額算入見込み額を差し引し、た額を、これが分子になりますけども、分母が標準財

政規模から基準財政需要額算入公債費等の額を差し引し、た額で、割った比率でございます。早期

健全化基準350%に対し79.4%という結果となりました。

以上、すべての指標が早期健全化基準の範囲でありますことから、財政状況は健全段階にあ

るということになります。

次に、 1枚めくっていただき、資金不足比率でございますが、公営企業法非適用企業として

事業を推進しております下水道特別会計及び農業集落排水特別会計におきます資金不足の比率

でございます。平成20年度下水道特別会計決算における歳入歳出の説明がありましたが、差し

引き残額が3，400万8，889円ということでご報告があったと思います。さらにこれから翌年度へ

繰り越すべき財源の336万8，000円を除き3，064万889円の黒字であったということでありまし

た。ということで、黒字でありますので、資金不足比率を数値にあらわすことはできないとい

うことでございます。

次に、平成20年度農業集落排水特別会計についても、先ほど決算の認定の中で説明がありま

したとおり、歳入歳出差し引き残額が103万321円となっており黒字でありますことから、これ

も資金不足比率としての数値にあらわすことはできないということでございます。

したがいまして、両特別会計ともに経営状況は安定していると言うことができると思いま

す。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑ありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これにて報告第6号地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定した健全化判

断比率及び資金不足比率の報告を終わります。

~-----.........-......................-................................ 0 ............................................................................................... ............. 

日程第 11 議案第 59号 工事請負契約の締結について(横道合志2号線歩道橋工事)

議案第 60号 工事請負契約の締結について(下原堀川線歩道橋工事)

O議長(吉村豊明君) 日程第11、議案第59号及び議案第60号は関連議案でありますので、一括議

題とします。

議案第59号工事請負契約の締結について(横道合志2号線歩道橋工事)、議案第60号工事請

負契約の締結について(下原堀川線歩道橋工事)、以上2議案についてを議題とします。

都市計画課長、内容の説明を求めます。

0都市計画課長(坂本恭一君) それでは、議案第59号及び議案第60号についてご説明申し上げま

す。
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議案第59号及び議案第60号は、平成21年 8月27日に指名競争入札に付しました横道合志 2号

線歩道橋工事及び下原堀川線歩道橋工事の請負契約を締結するため議会の議決を求めるもので

ございます。

この工事は、現在建設課と都市計画課で進めております ]R合志線と県道熊本菊陽線をまた

ぐ跨線橋に歩道橋を設置するものでございまして、北側が建設課、南側が都市計画課の担当で

ございますけども、工事の内容はほとんど同じでございますので、合冊入札と申しまして、経

費をできるだけ安く抑えるために一本の工事として積算しまして入札しております。しかしな

がら、建設課と都市計画課では国の補助制度が違っておりますので、契約を分ける必要がござ

し、まして、直接工事費の額に応じて経費を案分してそれぞれに別契約とするものでございま

す。そういうことで議案第四号と議案第60号を一括して説明させていただ、きます。

それではまず、議案第59号横道合志 2号線歩道橋工事についてご説明申し上げます。

1、契約の目的、横道合志 2号線歩道橋工事。 2、契約の方法、指名競争入札。 3、契約金

額、 6，457万5，000円。 4、契約の相手方、福岡県北九川市八幡西区築地町10番、山九株式会社

橋梁・産機部部長小山哲郎で、ご、ざいます。

次のページをお聞き願います。

続きまして、議案第60号下原堀川線歩道橋工事についてご説明申し上げます。

1、契約の目的、下原堀川線歩道橋工事。 2、契約の方法、指名競争入札。 3、契約金額、

6，074万2，500円。 4、契約の相手方、福岡県北九州市八幡西区築地町10番、山九株式会社橋

梁・産機部部長小山哲郎でございます。

次に、工事概要についてご説明申し上げます。

2枚めくっていただきまして、参考資料のA3判の図面をごらん願います。

この図面の一番下、これ配置図、これは上から見た図面で、ございますけども、右側の青の部

分が北側、左側の赤の部分が南側でございまして、青色で示しておりますのが北側の建設課で

施工する箇所、赤色で示しておりますのが南側の都市計画課で施工する箇所でございますけど

も、いずれも道路の西側に車路っき階段、道路の東側に一般的な歩道橋の階段を設置いたしま

す。車路っき階段と申しますのは、図面の一番上の歩道橋L1、歩道橋L2と書いております

階段でございますけども、これは横から見た図面でございますけれども、勾配を緩やかにしま

して図面の一番右上、緑色で書いております標準断面図に示しておりますように、階段の真ん

中に60センチ幅のコンクリート通路を設けまして、ここを自転車を押して上がれるというふう

になっております。

1枚めくっていただ、きまして工事概要表をごらん願います。

表の左側、これ建設課施工分でございますけども、横道合志 2号線歩道橋工事の概要につき

ましては、西側歩道橋が下部工の橋脚 2基、橋台 1基の上に階段踊り場通路の合計延長が46メ

ートル、階段幅員が2.5メートルの車路っき階段と東側歩道橋が下部工の橋脚 1基、橋台 1基

の上に階段、踊り場、通路の合計が26.7メートノレ、階段幅員が1.9メートノレの階段を仮設する
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ものでございます。

また、表の右側の都市計画課施工分の下原堀川線の歩道橋工事の概要につきましては、西側

歩道橋が下部工の橋脚2基、橋台 1基の上に階段、踊り場、通路の合計延長が39.2メートルの

車路っき階段と東側歩道橋が下部工の橋脚 1基、橋台 1基の上に階段、踊り場、通路の合計延

長が24.3メートルの階段を仮設するものでございまして、幅員につきましては建設課施工分と

同じでございます。

1枚めくっていただきまして、イメージ写真をごらん願います。

歩道橋のイメージとしましては、仮に緑色で着色しております車路っき階段のイメージ写真

でございますけども、銅鉄製の歩道橋を工場で加工、製作した後現場へ輸送して組み立てるも

のでございまして、工期は平成22年 3月29日までを予定しておりますが、鋼材の納入までに4

カ月程度要するということでございまして、早急に契約を締結する必要がございますので、干

の2議案だけ本日ご審議をお願いしたところでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 財政課長、指名業者についての説明を求めます。

O財政課長(貫取初雄君) それでは、最後のページをお聞きください。

横道合志 2号線歩道工事及び下原堀川歩道橋工事の合冊での指名業者及び入札結果について

ご説明申し上げます。

本議案につきましては、設計金額が300万円を超える工事でありますので、菊陽町工事等入

札指名審査会設置規則第 5条の規定によりまして去る 8月12日に指名審査会を聞き 9社を選定

いたしました。指名しました業者名及び税抜きの入札結果を一覧としておりますが、今回指名

業者 9社のうち 6社につきましては入札執行前に入札を辞退され、残り 3社の中で最低価格で

入札のあった三九株式会社橋梁・産機部を落札者に決定いたしました。

なお、税込みでございますが、予定価格 1億4，241万1，000円に対しまして落札価格が 1億

2，531万7，500円で、落札率は88%という結果でありました。

以上で説明を終わります。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君 9社指名のうちの 6社が辞退ということですが、この辞退の内容の説明

を求めます。

それから、町の規約では何社以上の入札参加者があれば入札が成立するのか、 2点お尋ねし

ます。

O議長(吉村豊明君) 財政課長。

0財政課長(貫取初雄君 6社についての辞退の理由ということでございますけども、辞退屈を
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提出いただいておりまして、辞退には都合によりということでございます。先ほど都市計画課

長が説明申し上げましたように、銅材等の準備期間等々が関係していたものではなし、かなとい

う気がしております。

もう一点の何社以上であればということの質問がございましたが、今回の件に当たりまして

は、ほかの他の事例におきまして辞退が今回の工事が銅構造物の工事の業種に指名しておりま

すけども、この関係で辞退される業者が他の事例で、あったということを聞きましたので、今回

の入札に当たっては、 1社の場合には入札は行わないということで指名通知に示しまして行い

ましたところ 3社の入札がありましたので、成立するということで、行ったわけでございます。

基本的な部分といたしましては、指名競争入札の場合であれば、 1社は競争が働かないという

ことで、入札が成立しないというふうに考えております。ただし、一般競争入札になれば、こ

れは自由に入札してきていただく、条件をつけることもありますけども、一般競争入札の場合

には、場合によっては 1社でも入札が成立するといった考え方があるということを聞いており

ます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君) 指名の住所を見てみますと、全部県外ばっかりなんですが、県内にはこ

の事業を問題なく進めることができる企業というのはなかったと判断されたのかお尋ねいたし

ます。

0議長(吉村豊明君) 財政課長。

0財政課長(貫取初雄君) 先ほども少し申し上げましたけども、今回の工事が銅構造物工事業を

業種とし、かつ銅構造物工事で完成工事高のある業者ということで探してきました。また、関

連といたしまして、日本橋梁建設協会会員という名簿につきましてもチェックいたしまして、

最終的には九州管内に支社、支底、営業所等を設けるところから選んでいきましたところ、基

本的には財務規則で定めます5社以上の10社程度をめどとして選定しようといたしましたとこ

ろ、 9社のみがあったということでございます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

(11番吉本 堅君「県内にはなかったということですか」の声あ

り)

0財政課長(貫取初雄君) 九州管内から探しましたところ、該当するとこがここに上げておりま

す9社ということでございます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

[ rなしj の声あり〕
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0議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これから討論を行し、ます。

討論はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから議案第59号及び議案第60号についてそれぞれ採決を行し、ます。

まず初めに、議案第59号工事請負契約の締結について(横道合志 2号線歩道橋工事)につい

て原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。

次に、議案第60号工事請負契約の締結について(下原堀川線歩道橋工事)について原案のと

おり決定することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第60号は原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会します。

ご苦労さまでございました。

---.....~-"""'-'，.....，.，..".................................................... 0 ....................................................................................... ............. 

散会午後 1時32分
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................................................................................................ 0 .................................................................................... ............ 

開議午前10時O分

O議長(吉村豊明君) おはようございます。

これより本日の会議を聞きます。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

................................................................................................. 0 .................................................................................... ............ 

日程第 1 一般質問

。議長(吉村豊明君) 本日は日程に従って一般質問を行し、ます。

質問の通告があっておりますので、これより順次質問を許します。

なお、質問時間は 1人60分以内の質疑応答でありますので、ご承知願います。

一般質問の発言の順位が決定いたしておりますので、報告いたします。

1番小林久美子君、 2番石原武義君、 3番福島知雄君、 4番芝和長君、 5番鍋島有志男君、

6番甲斐柴治君、 7番吉本堅君、 8番北山正樹君、 9番川俣銭也君、 10番坂本秀則君の順とな

っております。

なお、今回は3日間の予定でありますので、本日は 1番から 4番までの方にお願いをいたし

ます。

質問される方に、念のために申し上げておきます。

通告された内容以外の関連質問は認めませんので、よろしくお願し、をいたしておきます。

傍聴者の方に申し上げます。

私語や拍手などはされないようお願し、をいたしておきます。

それでは、小林久美子君、一般質問を許します。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) おはようございます。

町民の皆さんを代表しまして一般質問を行います。日本共産党の小林久美子で、す。

今回の衆議院選挙では、自民党は119議席へと議席を 3分の 1に激減させ、公明党も31議席

から21議席に大きく後退し、自公政権は退場することになりました。この問、大企業が栄えれ

ば国が栄えるというかけ声のもと、財界中心の政治が続けられてきました。しかし、それがも

たらしたのは何だ、ったのでしょうか。派遣、パートなどの不安定雇用が働く人の 3人に 1人、

若者や女性の2人に 1人にまで広がりました。懸命に働いても貧困から抜け出せない働く貧困

層と呼ばれる人が1，000万人を超えました。さらに、社会保障費の削減により、医療や介護、

年金、障がい者福祉などの社会保障は危機に瀕しています。農林水産業と中小零細企業が衰退

に追い込まれ、地域経済と地域社会が崩壊しつつあります。

先日、連立政権の政策合意が発表されました。皆さんもご案内のように、明日は民主党中心

の政権が誕生するでしょう。国民の暮らしを守る政治が期待されます。自治体を取り巻く情勢

も大きく変わるのではないでしょうか。地方議員としても暮らしを守る前向きな変化を一緒に
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っくり出してし、く、その決意を新たにし、質問に入ります。

今日の 9月議会の定例議会の一般質問では、 3点上げています。

第 1に、保育所の民営化や中部小の建てかえなど重要問題の町の政策決定についてです。

その一つは、町は住民への情報公開が不十分ではないか。 2つ自に、住民説明会のあり方に

ついて、時期、内容。 3つ目に、審議会や検討委員会のあり方について。 4つ目に、住民の民

意を今後どう把握していくのか。町のホームページへの意見の反映、町長への直行便など。 5

つ目に、議会と審議会などとの関係を町長はどのようにとらえておられるのか。

第2の項目としましては、新型インフルエンザ対策について。

行政としての対応、対策は。 2つ目に、住民への周知徹底をどのように図っていくのか、家

庭でできる対策なども含め。

第3ですが、指定ごみ袋制度について。

少人数家庭やひとり暮らしなどの方から、ご、み袋の小さいものをつくってほしいという要望

がある。対応できないか。

以上、 3つについて通告をしていますので、質問席から質問をさせていただきます。

O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) それでは、早速入ります。

私は議会初日に議員研修の報告をさせていただきましたが、今どの自治体でも住民への情報

公開、説明責任、住民参加のまちづくりに努力されていました。北海道に行ってきたわけです

けれども、自治体の財政力は非常に厳しい自治体でしたが、そういうところに努力をされてた

っていうのは初日に報告したとおりです。菊陽町でも第4期の基本構想、の中で住民とのパート

ナーシップによるまちづくりを掲げ、住民と行政との協働によるまちづくりを推進していくと

されています。協働とは言うまでもなく、住民、地域、団体、行政が対等な立場でお互いを尊

重し、共通の目的や課題に対しそれぞれの特性や能力により役割を分担しながら協力、連携す

ることと定義をされています。町でも公募による協働のまちづくり、住民ワークショップ等々

が実施され、住民と町との協働のまちづくりの意見書が作成されていました。それが今後住民

参加、協働の仕組みづくりに発展していくのではと期待しています。

しかし、今の町の町政運営はどうでしょうか。この間問題になってきました中部小の建てか

えや公立保育所の民営化問題など、重要な政策決定について本当にこれでいいのかという問題

意識を持っています。

そこで、質問をしますが、このような大きな問題を政策決定していくときに、第一に町は住

民への情報公聞がまず何よりも求められると思いますが、この間この両方の問題とも不十分で

はなかったかと考えますが、町長はどのようにこのことについて考えておられるのか。まず、

最初にお尋ねをします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) ただいまの小林議員の質問にお答えいたします。
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議員が言われましたように、町では総合計画の中で目指す町の姿のーっとしまして協働によ

るまちづくりの推進の施策がありまして、具体的な施策として住民と行政の情報の共有化等を

掲げているところであります。このため、町全体としましては町で出しております広報きくよ

うあるいはホームページ等を通しで情報公開を進めておりますし、また一方では住民懇談会、

あるいは制度等のある場合にはその対象者をした説明会等を聞きながら進めているところであ

りまして、お尋ねの保育所の民営化、中部小学校の建てかえにつきましてはそれぞれ担当課の

ほうから、特に保育所の民営化につきましては保護者会や、それから住民説明、学校関係は住

民説明会等を開催しまして、その中でいろいろこちらからも説明もいたしますし、ご意見を聞

くという形で事業のご理解を得るように努めているところであります。

それで、その情報公開っていいますか、説明不足ではないかということでありますけども、

この情報公開といいますか、説明する場合にこの住民全体にかかわるものにつきましてはそう

し、った広報あるいはホームページ等もありますし、特に影響を受けやすいようなところにつき

ましてはその対象者を中心に、あるいは該当される方々についての説明を十分しながら進めて

し、るところであります。

ただ、今回いろいろその保育所の民営化、あるいは中部小の問題につきまして説明が不十分

ではなかったかということは議会の中でもあったところでありますけども、これにつきまして

はできるだけそうしづ機会をつくってし、かなければならないと考えておりますけども、小林議

員はどの程度されたらその住民の説明会が足りたと思われているのかっていうこともご意見持

っておられると思いますので、そういうことも逆に聞かせていただくようなこともありますけ

ども、今後ともこの積極的な情報公開に向けて、事務体制等の見直しも含めながら、いろいろ

ご指摘のあった分については改善を図りながら、そういったいろいろ政策決定等にかかわるも

のについては、さらにその説明責任を果たしていきたいというふうに考えているところです。

O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 町長が私の意見を聞きたいということでしたので、お答えしますが、

結局保育所の民営化にしましては 私は昨年、もうその前になると思いますけども、議会で保

育所の検討委員会などがされているけれども、一番影響のある保護者の方にきちんと説明をし

ていただきたいっていうのは、議事録を見ていただいてもわかると思いますけど、再三質問を

いたしました。そして、その結果実際まず保育所の民営化のほうから、そしたら行きますと、

4月28日に武蔵ケ丘第 1保育園、さくら園を町が民営化をしますというのを決定したというこ

とで、熊日に報道されました。その前には保護者への説明会は全くされていなかったのではな

し、かと思いますが、まずその確認をさせてください。

O議長(吉村豊明君) 福祉課長。

0福祉部審議員兼福祉課長(真鍋清也君) 小林議員の言われたとおり、 4月28日の新開発表以後

において第 1保育園とさくら保育園の保護者に対しては説明会を開催をいたしております。

0議長(吉村豊明君) 小林久美子君。
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012番(小林久美子君) 町長の質問を受けてですけれども、もう 1番と 2番の住民説明会のあ

り方にも入りますので、一緒に質問をさせていただきます。

ということは、情報公聞が不十分ではなし、かと私は控え目に書いていますが、結局保育所の

問題で言えば、決定する前には住民には全く説明をされなかったということですから、内容が

不十分どころか情報公開をする責任を怠ったと言わなければいけません。一番大切な子どもを

預けている保護者の皆さんには全く知らされていませんでした。その後、担当者の方がもちろ

んこちらの要望もありますので、ご苦労され、その後は第 1保育園やさくら園で何回も開催を

されているのは、私は十分わかっています。

私がここで言いたいのは、やはりこれだけ大きな問題を意思決定をするときに情報公聞が不

十分どころか、どの園を民営化する、どういう状況になるというのを全く知らされないまま新

聞にも報道され、今進めていくとしづ町のやり方が大きな問題であるということです。これは

6月議会においても言っていますが、私はこういうことをやっていると結局中部小の問題の二

の舞になって改善されませんよというのは、本会議で十分お話をしたし、要望したはずで、す。

さらに、中部小の問題で、いきますと、中部小の住民説明会についてです。これは後で先輩議

員等々質問がありますので、余り多くは触れませんが、中部小の建設計画、もちろん皆さんも

ご案内のとおり 3月議会で町の提案に対して議会はこれはノーですよと、できませんというこ

とで否決をしました。その後、 6月議会でも進展がなく、文教厚生委員会等は聞かれておりま

したが、中部小の建設計画、住民説明会、 8月20日から実施をされました。私は 8月20日の東

部町民センターでの説明会に参加をさせていただきました。ここでも問題なのはやはり住民説

明会のあり方、その時期が問われると思います。保育所の民営化でも同じことです。

今年3月議会で重複をしますけれども、町の建てかえ予算は議会の修正動議で否決をされた

わけです。ですから、 C案は事実上成り立たないというふうに、その否決をした私たち議員は

思っているわけです。しかし、説明会では相変わらずC案の若干修正されたものが入ったもの

になっていました。さらに、私が全員協議会で意見を出さなければ、 3月議会での議員の意見

も、またこの間の経過も付与されていませんでした。

私はこのような情報の町民への説明の仕方が不十分ではなし、かと、なし、かではなくて、非常

に不十分だし、議会の状況も町執行部が軽視をしてきちんととらえ切れてない、反映させてい

ないということが大きな問題だと思っています。私はあのような説明会には町長も出席され

て、町民の声を肌で感じるということが、中部小の問題にしましでも保育所の問題にしまして

も、最終決断をするのは町長です。一番大切ではなし、かと思います。 3月議会で否決された

後、住民の説明会がかなり時期的におくれて開催されました。これからの町政の運営を考えて

いくなら、本来ならば3月議会の提案前に学校の先生方、関係者、保護者の方、住民の意見を

聞く機会を設けなければならなかったのではなし、かと私は思います。どうしてもその後になる

というのであれば、 6月議会の前にもできたのではないかと思います。いろんなC案、 D案、

E案とありますけれども、私が説明会に出席して感じたことは、住民の大方のご意見は行政と
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議会と知恵、を出し合って早く若手をしてほしい スピード‘を持って対応できなし、かということ

でした。ですから、そういう住民の意見に沿うということが非常に大事ではなし、かと思いま

す。

もう一度お尋ねしますが、この一番の情報公聞が不十分ではないか、住民説明会のあり方に

ついて、今回のやはりあり方を反省して今後改めるべきだと考えますが、町長はどのようにお

感じでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) ただいまのご意見でありますけども、こういった非常にいろんなものを進

めるときのいわゆるどの時点でどう説明していくかということは、非常に慎重にもしなければ

ならないところでありますけども、言われるように何ていいますか、町のほうとしてこのよう

に進めるというような具体的な案等も持ってし、かないと、なかなかその説明に行っても抽象的

なところではできないところもあるところでございます。そういった面からいたしまして、そ

ういう準備段階ができた段階で行くわけでありますけども、時間的になかなかいろんなこの事

務的な流れの中でいろんなことをやっておって、その問題だけではないというのがそれぞれの

担当課の仕事でもありますが、そういう面で非常に住民の皆さんにその説明する段階で混乱を

招くようなことは十分気をつけなければならないと思っておるところでありますので、今言わ

れたような中で当然反省すべき点については十分反省しながら、このいわゆる説明責任につき

ましては十分その辺は何ていいますか、事務体制等も見直しながら対応していきたいというふ

うに考えております。

0議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 次の 3番の審議会や検討委員会のあり方に移ります。

後の質問も重なりますので、私はこの検討委員会のあり方のところは保育所の民営化検討委

員会に絞って質問をさせていただ、きます。

今町長はやはりいろんな準備があって、町民の方に説明するのには非常に時間がかかるとい

う答弁でしたけれども、一方ではそのように時間がかかると言いながら、片方では私が慎重に

進めてほしい、子育て支援で一番大事な保育所はもっと検討していただ、きたい、こういうふう

に再三要望しましたが、この問題はどんどん先に進められました。平成20年9月から保育所民

営化検討委員会が行われました。私が議会で質問をしますと、民営化ありきではないと担当課

長はしきりに答弁をされましたが、実際はどうだ、ったのでしょうか。

この検討委員会の委員長の人選は公平、中立を基準として選定されたのか疑問です。なぜな

らば、保育の専門家であり、立派な方だと思います。もちろん大学の先生ですので、それに異

論はありません。しかし、県内の私立保育所の理事長です。さらに、この私立保育所は昨年長

洲町の公立保育所の引受法人として手を挙げられています。長洲町では 5つの社会福祉法人が

応募をし、選定されたのは菊陽町の検討委員会の委員長が理事長を務める社会福祉法人でし

た。民営化の移管法人として手を挙げられるほど私立保育所の経営や運営に熱心な理事長を選
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任して、果たして公平、中立が保たれるでしょうか。果たして、これは決して民営化ありきの

検討委員会ではない、多角的に問題点を検討すると言われても、県内で実際そういうわけです

から、民営化をどんどん進める先生だと考えてもおかしくありません。このような検討委員会

を選任するとき、町はどういう点を基準にして公平、中立を保っておられるのか、この点につ

いてお尋ねをしたいと思います。

それからもう一点ですが、北海道の栗山町の研修に伺ったときに、私たちのところではこう

しづ検討委員会とかどんどんされて、議会の議決も経ないまま広報には検討委員会の答申でも

う民営化を進めますというふうに書かれるんで、すけれども、ほかの町村がどうされているかっ

ていうのをお聞きしました。そうしますと、検討委員会や審議会は町の総合計画をつくるとき

ぐらいに、審議会は多少性格は違う条例とかもありますけど、この検討委員会に絞りますと、

町の基本政策をつくるときだけそういう検討会を立ち上げるということでしたので、私は非常

に驚きました。総合計画やほかの町でもこういうことがどんどんされているのではなし、かとい

うふうに思っていましたら、それは議会の第二の奥の院で決定するようなものですよと。それ

はやはりしっかり議員としては意見を言わないといけないですよという助言をいただきました

が、こういう検討委員会と今後の運営、また人選について公平、中立を一番大事にしてほしい

と思いますが、どんな基準で選定をされているのか、この点についてお尋ねをします。

0議長(吉村豊明君) 福祉課長。

0福祉部審議員兼福祉課長(員鍋清也君) お答えをいたします。

まず、検討委員会の設置につきましては、 17年度に策定されました第 3次の行財政改革大綱

の中に保育所運営については外部委託等も含めた議論を行うような、そういった項目がござい

ましたので、その中に検討委員会を設置ということで行革大綱の中に位置づけられております

ので、本町におきましても19年2月に菊陽町の保育所運営検討委員会を設置し、 1年聞かけて

保育所のあり方について議論を行ったということで、行革の位置づけによってこの民蛍化の進

め方についても 2つの検討委員会を立ち上げて進めてまいったということで、これはもう議員

もご存じかと思います。

それから、選任につきましては今大学の学識の先生のことを言われておると思いますけど

も、この検討委員会についてはこの学識さん一人だけの検討委員会ではなくて、 10人程度のほ

かの委員さん、いろんな多方面にわたった委員さんを含めたところで議論を重ねた結果、こう

しづ民営化の推進ということで結論を得ておりますので、議員の言われる質問ですけども、こ

の大学の先生だけが推進を決定したような言い方をされておりますけども、すべての委員の総

意のもとで答申書をいただいて、町はそれを尊重して進めているということでご理解をいただ

きたいと思います。決して、この先生が民営化ありきの学識じゃないということで我々は進め

てまいりましたし、中立な立場において議論をいただき、答申をいただいたということで、そ

ういう理解のもとで我々としては委員をお願いをしたということでございます。

以上でございます。
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O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) そしたら、担当課長にお尋ねしますが、このように私立の保育所をし

っかりと経営をされてたっていうのはご存じだ、ったんでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 福祉課長。

0福祉部審議員兼福祉課長(虞鍋清也君) 事前には、これはたしか県の少子化対策課のほうにお

野郎、をしてこの保育所の運営についての検討委員会を立ち上げたいが、どなたか児童福祉にた

けている先生をというお願いのもとで紹介をいただいたというふうに私は理解しておりますの

で、その先生が民間保育所を経営されているということは後で、知ったことで、あって、当時は、

選任のときについては理解をしておりませんでした。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 今第3番目の検討委員会のあり方の 3回目の質問です。

今の担当課長のご答弁では、委員長一人が決めたわけではなくて、 10人の委員でしっかり議

論をして決めた結論であるというお答えでした。私は検討委員会の議事録をすべて読ませてい

ただきました。いろいろな意見が出されていましたけれども、やはり委員長の権限っていうの

は大きなものがあると思います。そしてまた、運営に至っても委員長を中心に運営をしていく

わけです。さらに、現場の保育園の園長先生がいろんな意見を出しても、それはそれで、受けと

めておきながら、やっぱり前に進めていかれる。役場が用意したいろんな資料とかをもとに、

検討をされていました。確かに、全員で決めるとは言いましでも、この先生は植木町の検討委

員会の委員長でもあります。また、菊池市の検討委員会の委員長でもあります。どう考えて

も、県内で民営化を推進されているととらえれでもおかしくないというふうに、私は思いま

す。

それで、一番問題なのは、このように検討委員会が民営化をしますということで答申を出さ

れました。議会では、議会ではといったら失礼でした、私個人としては町長にもっと慎重に進

めてもらいたいっていうことは言いました。それから、保護者の心配、不安にこたえてほしい

としづ意見も言い続けてきました。また、議会の議決が必要にもかかわらず、広報の記事や選

定委員会の準備などを強引にどんどん進めてし、く町政運営はおかしいのではなし、かという指摘

も11"ってきました。

それで、今行革のもとに民営化を進めてきたということですけれども、政治も大きく変わる

っていうのは最初に申し上げましたけど、菊陽町の行政改草、どうしてそんなに急がなければ

いけないのか、この点についても私は疑問を持っています。平成20年度の決算監査報告書を今

決算議会ですので皆さんもお手元にあるかと思いますが、菊陽町の一般会計の20年度の歳入が

約105億円、歳出が98億円、差し引き残額が 6億円。黒字で、すね。それから、主要な財政指標

の年度別推移を見ましでも、平成20年度の財政力指数はO.893で、前年度より 0.08ポイント伸

びています。私たち議員が北海道研修に行きましたけれども、この財政力指数は0.2から 3、
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4はなかったと思いますけれども、非常にそういう厳しいところを研修に行ったわけで、すが、

菊陽町は全然違います。この指標が 1を超えるほど、例えば財政力指数で言いますと今

0.893ですが、これが 1を超えるほど財源に余裕があるとされています。今のまた税収も町税

も伸びているこの中で、今の行政改革を今後ずっと進めてし、かれるのかっていうのも疑問を持

っていますし、やはりこうしづ財政のあり方もしっかり町民に知らせる必要があると私は思い

ます。今日は財政の議論は通告にもしているわけではありませんので行し 1ませんが、そういう

ふうに思っています。

5番の議会と審議会などとの関係を町長はどのようにとらえておられるのかっていうことも

含めて質問をさせていただきます。

今こういうふうに検討委員会を立ち上げて、検討委員会の答申は民営化ということになりま

した。町が 2園を決定して進められています。議会の民営化については議会の議決が必要にも

かかわらず、広報の記事もあたかも民営化をもう決定したかのように出されました。それか

ら、選定委員会の準備なども私は全員協議会で議会の議決を経た後にしっかりとやったらどう

かという提案をしましたけれども、これは議会の議決が要らなし、からということでどんどん強

引に進めていかれました。一番最初に言った町長の説明会ゃそういうのには人員も足りない、

時間もない、いろいろな仕事をしないといけないというふうに言っておきながら、こういうふ

うに慎重にやってくださいとお願いしている問題はどんどんどんどん先に進めてし、かれる。こ

の検討委員会と議会のあり方を町長はどのように理解し、考えておられるのか。この認識につ

いてお尋ねをします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 質問事項ではないということで、菊陽町は財政力がいし、からっていうこと

で言われましたけども、現実的には経常収支比率等も年々増加しまして、 18年の83.5から19年

は90.0まで上がったところであります。そして、 20年で88.4まで下がってきておりますけど

も、こういったものにつきましては、やはりこの行革の中でいろんな見直しをしながら経常経

費の節減に努めてきたというような中であります。先般、熊本県の経常収支比率が99.8まで上

がったということでありまして、そうなりますと投資的な経費にはほとんどその一般財源を持

っていけないというような状況でありまして、そして財政力が高し、からということで非常にい

いという、それは一つの目安でありますけども、ただ、この財源、につきましてはいわゆる財政力

と、もう一つはその普通交付税制度という中でそれを補完するというような形の中であります

ので、大変この財政力が 1を超えて、さらに1.幾つかずっと上になれば非常に余裕のあるよう

なことになるかと思いますけども、現状の中では非常に本町も厳しい状況にあるということで

あります。

そういった中で、やはり行財政改革大綱等をつくって、それに基づいて目標を掲げました

ら、その中で節減できるものについては節減を図りながら、また新たなそういった行政需要も

出てきますので、そういった面に充てるようなふうに努力すべきであるというふうに考えてお
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ります。

ご質問の審議会と議会との関係をということでありますけども、審議会等につきましては行

政が意思決定を行う際に意見を求めたり、その意見を町政に反映することを目的に設置されて

るものであります。そして、その中には先ほど構成をされる委員のあり方についてもありまし

たけども、そういった点につきましてはできるだけ幅広い中から、またその審議会の目的に応

じた方を委員としてお願し、する。また一方では、公募による一般の町民の方にも入っていただ

くような形でと思っているところであります。そして、その中でこちらからいろいろ諮問した

ものについて答申が返ってきた場合は、その意見は尊重しながら施策や方針決定の判断する上

での参考としているところであります。

そして、議会との関係でありますけども、こういった状況について最終的にそういった重要

施策の分で議会の議決をお願いしなければならないものにつきましては、言われましたように

その重要なものにつきましては何ていいますか、その中間的なところ、進みぐあいによって状

況報告しながら議会の皆さん方のご理解を求めなければならないというとこでありますけど

も、最終的にはその答申等を踏まえて具体的な埴策がまとまりましたら、議案として議会に提

出して、まず議会の最終的な判断を仰ぐという形になるところであります。これからもまたい

ろんな面でのこういった非常に菊陽町大きく動いておりますので、こういった審議会等の制度

等は十分活用しながら、そして議会のほうの皆さん方にもその進捗状況等を十分説明しながら

対応していきたいというふうに考えております。

0議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 町長にはぜひ議会や住民の声を尊重していただいて、町政運営を進め

ていただきたいというふうに思います。

民営化については、保護者の方から今議会に2，400名を超える署名をつけて、公立保育所の

民営化を見直してほしいという請願が出されていますので、議会の議員の皆さんの判断をよろ

しくお願いしたいと思いますが、結局のところ保護者への説明も意思決定をした後の説明会で

あったと。民営化になることの不安もまだ解消されていないので、住民や保護者からの意見が

こういうふうに出されていると。そして、民営化を早急に進めなければならないほど菊陽町の

財政が今緊迫しているかどうかについても、私自身も疑問を持つぐらいですから、やはり住民

の皆さんにも十分説明がされているとは言えないのではないか。行革というのであれば、一番

号恥、子どものところを先にするのではなくて、まだほかにもいろんな改善とかもっとできない

のかと。 トータル的にやはり考えて、いろいろ私同和予算なんかを減らしてほしいということ

も言ってますが、そういうところにはほとんど一般と同じで手をつけられていませんし、光の

森の土地購入なども財政がそんなに厳しいのであれば見送りはできなかったのかっていうのも

率直なところです。そういうところを十分町民が理解できるように、町長としても提案をする

べきではなし、かと思います。住民の民意を今後どう把握していくのかについては要望だけでと

めておきます。

F
D
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町のホームページが掲載されていますが、町民の方が例えば保育所問題で意見を出しても掲

載をされないというご意見をいただきました。こういうところにも透明性がないのではなし、か

と思いますので、今後改善をしていただきたいと思います。

それでは、次の新型インフルエンザ対策について移ります。

世界に感染が広がったメキシコ発の新型インフルエンザ、 H1N1型、世界保健機構は 6月

11日警戒レベルを最高のレベル6にまで引き上げました。厚生労働省によると、この集団感染

は8月31日から 6日までの 1週間で前の週の1.6倍に当たる2，318件、熊本でも43件が発生した

と熊日でも報道をされています。菊池地域では新型インフルエンザの蔓延期に臨時診療所を設

置するという独自の取り組みを行う計画で、今議会にも提案をされています。感染の毒性や感

染の規模、人数に応じて起きている現状を分析し、感染症に対する医療供給をタイムリーに行

うこと c 非常にこれから医療機関は今でも人手不足の中で、これからのその地域の医療機関の

連携も大きなポイントになると思います。その中で特にイニシアチブをとる行政として今どの

ように対策、対応を行っていこうと考えられておられるのか。それから、 2番目の住民への周

知徹底をどのように図っていくのか。両方あわせて質問をします。也ちろん、ホームページ等

にもインフルエンザの対応については掲載をされていますが、この点について担当課のほうに

お尋ねをします。

0議長(吉村豊明君) 総務課長。

0総務部審議員兼総務課長(吉岡典次君) それでは、ただいまの質問にお答えいたします。

菊池地域におきましては平成20年5月30日の感染症を対象にいたしました新型インフルエン

ザ対策発熱外来設置検討会を初めとしまして、 20年7月、 20年10月、 21年 2月、 21年4月とい

うふうに健康危機管理推進会議実務者会議を開くなど、新型インフルエンザの発生及びパンデ、

ミック時の対応等について協議を進めてまいったところであります。

こういった中におきまして、本町では現在菊陽町新型インフルエンザ対策行動計画、それと

業務継続マニュアルの策定を進めているところでございます。これらの計画等につきまして

は、 9月中に取りまとめたいというふうに考えているところでございます。また、先ほど質問

の中にありましたように、今議会におきまして臨時診療所費を計上いたしておりまして、パン

デミック時における発熱外来に対する臨時診療所の開設を可能とする対策を講じようとしてい

るところでございます。

行政としましての対応につきましては、行動計画の中で町民への情報提供として広報やホー

ムページ等を利用して平素から新型インフルエンザの感染防止、拡大防止に当たることといた

しているところでございます。また、相談体制の確保、ワクチン接種体制の確保、ライフライ

ンの維持、こういったものについて13項目にわたって取りまとめることといたしているところ

でございます。

また、パンデミック時におきましては本人あるいは家族が感染し、 6割の職員しか出勤でき

ない状況を想定しまして、従来どおり継続しなければならない事務事業、取り扱いの方法を変
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えてでも対応しなければならない事務事業、中断、中止する事務事業、それから使用中止施設

等に関するこういった業務継続マニュアルの作成をあわせて進めているところでございます。

現在、既に新型インフルエンザが発生しておりますので、これらに対しましては本町のこれら

の計画が策定されるまでの聞は、先進事例のそういったマニュアルを現在各町内に配布いたし

ております。それを参考にマニュアル等の作成をお願し、してるんですが、あわせましてそれに

基づいて同じような行動をとるようにということで通知をいたしているところでございます。

それから、 2番目の周知徹底をどのように図っていくのかということでございますが、一番

の答えにもありましたように、菊陽町新型インフルエンザ対策行動計画の行動計画の住に、町

民への情報提供というのをうたっております。熊本県菊池保健所との連携のもと最新の情報を

収集し、町民や関係機関等に提供できる体制を構築したいというふうに考えております。ま

た、広報やホームページ、あるいは回覧等を利用しまして平素から新型インフルエンザの感染

防止、拡大防止について情報提供を行うことといたしているところでございます。これに基づ

いて対策を講じていくこととしておりまして、全体的には私どもの危機管理の分ではそういっ

た対策を講じることとしております。また、各課におきましてはそれぞれ住民の方々と接する

機会があるかと思います。そういった機会に啓発を行うということとしているところでござい

ます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) インフルエンザ対策はこれから進めてし、かなければいけないんです

が、今日は2点だけ特に強調をしておきたいと思います。

1つは、今日の熊日の 3面にあります、天草市では国保滞納世帯に保険証を新型インフル受

診で特例で出すということで決めたという記事が掲載をされていました。新型インフルエンザ

対策として国民健康保険税を滞納して無保険扱いとなっている540世帯、 758人に短期保険証を

発送したと。新型インフルエンザ発症の疑いがある患者が滞納世帯から出た際に、速やかに医

療機関を受診してもらうための特例措置というふうにありますが、私はこれはぜひ菊陽町で

も、もちろん菊池2市2町でまた検討されると思いますが、非常に大事といいますか、こうい

う厳しい無保険者や低所得者などの方の感染っていうところの対応っていうのは、非常に大事

だというふうに思います。通常でさえ医療を受けられない人がふえている中で、感染を拡大し

ないための措置として、この点は早急に町としても検討していただきたいということを 1つ質

問をさせてください。

それから、 2つ目のインフルエンザワクチンの接種についてです。

厚生労働省は 9月 8日にワクチン接種方針案を自治体の担当者に説明をしています。費用負

担については接種目数は 2回で、負担額は6，000円から8.000円になる見通しと言っています。

また、優先順位については、 1が医療従事者、 2が妊婦、基礎疾患のある人、 3が1歳から小

学入学前の小児、 4が1歳未満の小児の両親としています。また、望ましい人のところで多分

-87 -



小学生、中学生、そして65歳以上の方とかということで出されてたというふうに思います。私

たちはワクチン接種の優先順位は、やはり国民的な合意形成で決めてほしいということと、接

種費用については公費負担にするべきではなし、かということで、これは国の問題もあるんです

けれども、接種が6，000円から8.000円というようになりますと、かなり高額になりますので、

その点もぜひ検討して 2市2町の合意でもいいですので、ぜひそうしづ会議等の場で検討して

いただきたいということを望みますが、その点についてはいかがでしょうか。

O議長(吉村豊明君) 総務課長。

0総務部審議員兼総務課長(吉岡典次君) ただいまの質問、 2番目の分から答えさせていただき

ます。

新型インフルエンザ用ワクチン接種の優先順位につきましては、私のほうで、持ってる情報と

しましては、 9月 9日に熊本日日新聞の 1面に載っておりました情報、今小林議員が言われた

分について接しているところでございます。

今接種費用の町負担ということでございますが、季節性のインフルエンザにつきましては補

助を行っているところでございます。 1回1，000円で接種できるような状況にしておりますの

で、もうこれにつきましては財政状況を勘案しながら、今後検討していきたいというふうに考

えております。

次の国保の短期保険証の交付の件につきましては、これは担当課であります健康・保険課の

ほうでお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。

0議長(吉村豊明君) 健康・保険課長。

0健康・保険課長(阪本修一君) ただいまのご質問ですけども、天草市のほうで新型インフルエ

ンザに対応するためにということで、無保険者の特別扱いということで保険証を発行するとい

う記事が載っておりましたので、私も一応確認はさせていただきました。菊陽町でも国民健康

保険税の滞納者におきましては 低所得者関係とかそういう納税が滞っておる方についていろ

し、ろ相談を行いまして、無保険者が出ないような対策は講じていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 2番目の新型インフノレエンザ対策については、ぜひワクチンの町負担

の問題、それから国保税の滞納があって無保険状態の方に対する対応を行政としてしっかり前

向きに検討していただきたいというふうに思います。

3番目の指定ご、み袋制度についてです。

この点につきましては、町の広報でも掲載をされていましたが、特に少人数家庭やひとり暮

らしなどの方からごみ袋の小さいものをつくってほしいという要望がありました。対応できな

し、かとし、う質問です。

私は今日朝だ、ったんですけど、急、遠熊本市の収集袋をコンビ‘ニで、ちょっと買ってきたんです
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が、これは菊陽町の小さいほうですね、燃えるごみの小の20円の分がこの大きさなんですけれ

ども、熊本市の場合はこれが中の大きさで、これは 1枚23円でした。それから、多分住民の方

がつくってほしいというのは、この程度のものなのかなというふうに思いますけれども、これ

は熊本市の小ということで、これは13円だったか12円だったか、ちょっとすみません、はっき

りしませんけど、 12円か13円ぐらいのものなんですけども、少人数の家庭の方の場合、非常に

いろいろごみの分別をして随分以前よりも意識も上がってきて努力をされてるというふうに思

し、ますので、ぜひ検討していただきたいと思いますが、担当課のほうで答弁をお願いします。

O議長(吉村豊明君) 環境生活課長。

0環境生活課長(吉野邦宏君) ただいまの質問にお答えいたします。

1人世帯の方などは確かにごみの量も少なく、世帯の構成の状況によりましてはごみ袋の使

用にも大きく影響するものと考えていまして、夏場のにおい、そういったものの問題もありま

して、小さい袋で頻繁にごみを出したいという方もいらっしゃるかと思います。このような要

望に対応していくために、もっと小さいごみ袋、先ほど熊本市15リッタ一、これ一応12円で予

定されておりますけれども、そういった形のごみ袋の作成をということでございますけれど

も、現在の指定ごみ袋が袋の作成費用、それと売りさばき庖の販売手数料、それに町民の皆様

に処理を負担していただ、きます分を合計し、たしまして、今大きい袋が30円、小さい袋が20円と

しているところでありますけれども、このうちの袋の作成費用ですけれども、作成費用につき

ましてがどうしても袋の作成枚数、つまり皆様が買っていただきます枚数によってその単価も

大きく左右されます。極小サイズの袋が購入されます枚数によっては現在の小の袋、それより

も作成費用が変わらない、あるいは高くなるというような状況を予想しております。それとも

う一点、販売庄のほうでどうしても買われる方が少ないために、売り場の面積等によっては置

かれない申し出もあるというこのような状況もありまして、今の段階で、は袋の作成は見送って

おるところでありまして、現在の小の袋で、満杯にならなくても、必要な状態で出していただけ

ればというふうに考えておるようなところです。袋の作成費用のほうもどれぐらいになるかと

いうことを一応調査しておりますけれども、大体15リッター当たりの金額で本町の袋の作成枚

数を考慮すると、 12あるいは 3円程度になると。それと、売りさばき庄の手数料も含めると

17、8円になっていくような状況でございまして、まだ作成するには難しいんではなし、かとい

うふうに考えておるところです。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 今日は 3つの項目で質問をさせていただきました。町長にいろんな町

政運営のスピーディーな決断を求める一方で、私たち議会も政策決定議決機関でありますの

で、議員としても今後とも努力していきたいということを述べて質問を終わります。

0議長(吉村豊明君) 小林久美子君の一般質問を終わります。

しばらく休憩します。
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休憩午前10時59分

再開午前11時10分

...........................................................................，......""...，......"".................. 0 ......................................................................................................... ............... 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

石原武義君、一般質問を許します。

石原武義君。

03番(石原武義君) 皆さん、こんにちは。石原武義です。

お忙しい中、傍聴に来ていただきましてまことにありがとうございます。

早いもので今年3回目の定例議会、 9月定例議会となりました。 9月は国政においては波乱

含みのスタートとなります。というのも、先ほど小林議員が言われたとおり、 8月30日の総選

挙で民主党が絶対多数となりました。ご承知のとおりであります。その民主党の主張は無駄な

ところは省き、金を使うべきところには使う、そういった主張であります。例えば、教育問題

については高校までを無償にするといった考え方であります。我が菊陽町においてもこういっ

た考え方、発想、が必要であろうかと思うところであります。今回の一般質問を見てみますと、

こういった趣旨のもとに17日は川俣議員が効率的で効果的な行政運営について質問されます。

そして、明日鍋島議員、甲斐議員、そして吉本議員が中部小の問題についてそれぞれこういっ

た見地から質問されます。私は 3月議会、 6月議会、そして今回の 9月議会、連続3回この中

部小の問題を取り上げ質問します。 3回も連続して質問しなければならないことに、私は憤り

を感じております。なぜなら、 3月議会で現地建てかえ案は否決されました。にもかかわら

ず、何の対案を出すことなく、執行部は無言の構え、音なしの構えであります。 3月の否決以

来、約 6カ月が過ぎようとしております。したがって、また 3度目の質問をしなければならな

くなりました。現地建てかえはだめだという私の見解、主張はご存じだと思いますので、今回

は淡々と粛々と質問させていただ、きます。

質問内容は中部小の問題について 3項目上げております。それぞれ質問席にて行し、ます。

それでは、具体的、個別的な質問については、質問席で行わせていただきます。

O議長(吉村豊明君) 石原武義君。

03番(石原武義君) 質問事項に沿ってしていただきます。その内容は、項目は 1つだけ、中部

小学校建てかえについて。

まず、 1番目の項目は、全面建てかえであれば、教育に対する基本的な考え方が必要である

としております。そして、細かな項目に 1、2、3とさせております。 2番目に、現地建てか

えの場合の問題点についてとしております。同じく、細かな項目を 3つ上げております。 3番

目に、 3月議会後の執行部の取り組みを問うとしております。同じく、 3つ細かな項目を上げ

ております。そして 4番、最後に住民説明会について、同じく細かな項目を 3つ上げておりま

す。今申しました質問に順序に従って質問をいたします。
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項目 1、全面建てかえとなるならば、当然教育に対する基本的な考え方が必要であるとして

おります。教育は百年の大計である。この意味するところを問うとしております。教育長、お

尋ねします。

0議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) 石原議員のご質問にお答えをしたいと思います。

まずは、全面建てかえであれば、教育に対する基本的な考え方が必要であるということであ

りますが、全面建てかえでなくても、教育については基本的な考え方が必要であります。した

がいまして、教育は百年の大計というどこから来た言葉かわかりませんが、以前からこういっ

たものを扱っていた言葉ではなし、かと思いますし、端的に申しますと教育は人間教育であり、

人間形成ということでありますから、 5年、 10年の短期間の中では人間教育はできないよとい

うようなことであろうかなと思うところであります。したがし、まして、その成果を考えること

は短い期間の中ではできないよと それに伴う教育の場である施設設備であるとか、あるいは

環境を整えるということも、教育とは切り離せない一つ大きな大事なものであろうというよう

な認識をしておるところでございます。

しかし、大計というのは時代や社会変化の中で少しずつ変えていくもの、変えなければなら

ない部分もあるわけで、ありまして、ご質問いただきました石原議員におかれましても十分ご存

じだとは思いますが、平成18年に教育基本法が60年ぶりに改正になりました。その改正ってい

うなのは目新しいというよりか、これからの教育のあるべき姿、そういった理念を明確にした

というようなことであろうかと思いますが、それに伴いまして教育三法が改正になりました。

教育三法については学校教育法、あるいは地方行法と言われる地方教育の行政に関する、運営

に関する法であるとか、あるいは教育職員免許法、あるいは教特法と言われる公務員特別法と

か、そういったものの三法が改正をされたわけでありますから、大きな流れの中でこういった

計画を見直していくという作業はどこにもあってる状況でございまして、議員がおっしゃる教

育は百年の大計であるというようなことについては、そういったことで見直しをしながら私ど

もはしていくと。ただ、教育に変化がないのは人を育てるという、そのことは変化がないんで

はなし、かなと思っておりますが、そういったことで、教育三法等について詳しい内容については

申し上げませんけども、時としてそういった教育百年の大計の中にあっても計画を見直してい

くというようなのは、非常に大事なことであろうと思います。

そこで、石原議員の今日の質問でありますが、すべてが中部小学校建てかえについてという

ようなご質問でございますので、菊陽中部小学校建てかえについてという中身について、ほか

にも建てかえについてのご質問を幾っか今議会では出されておりますので、そういったことか

ら私は思いますところに、 8月19日からの住民説明会、 8月19日から説明会に4回ほど入りま

したが、そういった住民説明会、あるいはそのときのアンケート調査、あるいは菊陽中部小学

校、参加をされた方のアンケート調査、それと改めて中部小学校の保護者の方に出したアンケ

ート調査、そういったものがあるわけでありますが、そういった調査等を踏まえながら菊陽町
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教育委員会として出した今後の方向性といったようなものについて少しお話をしておきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

本来ならば、このことについてはやはり議員の皆さん方全員協議会の中でもうこのことはお

話をし、説明会の報告、あるいはアンケートの調査の集計等を申し上げるべきだと思います

が、何人もの方のご質問が出ておりますので、この場でお許しをいただきながら、その報告等

をお話をさせていただければと思います。

簡単に申し上げます。

( 3番石原武義君「それは住民説明会という項目が私も設けており

ますし、ほかの議員も設けておりますので、その詳細については今

は結構でございますj の声あり)

( 3番石原武義君「し、や、それもまだ結構でございますJの声あ

り)

0議長(吉村豊明君) 石原武義君。

03香(石原武義君) 今教育長のほうから教育は百年の大計であると、そして人を育てる、その

ことには変化がない、これまさしくそのとおりだと思います。もう一つ私がつけ加えるなら

ば、教育に金を惜しむな、使うべきときには少々無理してでも使えとしづ意味合いも含まれて

いると思います。

現地での建てかえと他の場所とでの建てかえの費用の差額は、 10億円前後じゃなし、かと思い

ます。この10億円前後の差額をもって安直に判断しではならないと思います。 100年という単

位をもって高し 1か安し、かを判断しなければならないと私は思います。教育の費用については、

各家庭は金がかかるから教育をさせないとはだれも言っておりません。どの家庭も言っており

ません。みんなどの家庭も無理をさせて教育をさせているんです。したがって、町も苦労しな

がら教育を受けさせる場を、よりよい教育環境を与えてやるべきだと私は思っております。こ

ちらが安上がりだから ここがというそういうような安直な判断ではしてはならないと思いま

す。学校は菊陽町の財産です。子どもたちに夢と希望を与える、その場所を与えてあげるのが

私たちの使命ではなし、かと思っております。

こういうことを申し上げまして、 1の②、第 2項です。この意味するところ、教育の

100年、教育は百年の大計であると、この意味するところをどう反映させ、青写真としてえが

いているかとしております。まず、質問に先立ち申し上げておきます。教育は百年の大計であ

るという先人の教訓の根底にある発想は、先ほど申しましたとおり教育に金を惜しむなという

ことです。このことを理解された上、ご答弁をお願いします。

そこで、質問をいたします。

金を惜しむなということは、今中部小の問題として 2つあります、大きなのが。一つは、耐

震の問題。と同時に、教育の環境の問題も解決しなければならないということです。そうでな

ければ、こうした教育環境の負の遺産、向こう 100年間は引きずることになります。一度建て
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てしまえば100年近くはかかります。この 2点を、つまり耐震の問題、それから教育、環境の

問題、教育の環境等の問題等は今までさんざん申し上げましたとおり、校庭が絶対的に狭い、

北側ががけになって急斜面である等々、そういうことです。この 2点を解決した青写真をじゃ

あどうえがいていくか、このことについてお尋ねします。どなたで、も結構でございますが。

0議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) 青写真等についてでありますが、今いろいろと現地案についてのお話も

出るわけでありますが、そのことを踏まえて今回の説明会等もしたわけでありますから、その

辺のお話を少しさせていただきたいと思いますが、そのことは最後でなければだめですか。

( 3番石原武義君「この問題に関しては、現地案は 3月25日に否決

になっておりますから、その否決されたそれを踏まえてひとつご答

弁を願し、たいと思います」の声あり)

私どもが今回提案しましたのは、今石原議員もご指摘ありました私どもが言う C案、現地案

でございます。それと、 D案でありますグラウンド案でございます。それと、 E案と申します

のは新しい土地を求めてという、そういった 3案を提示したわけでございます。これは先般の

全員協議会にもお示しをしたところでありますし、そのことをもって現地の説明会に臨んだと

いうことでございます。

私どもが今回持ってまいりました 1、2、3案については、現地案についてはいろいろご批

判もあろうかと思いますが、私どもとして 3案を提示したということでありますから、そのこ

とについてお話を申し上げますと、 3案については 1、2、3というランクづけをお願いする

としづ住民説明会ではありませんでした。私どもとしてはこれは今私どもが考えられる、建築

が可能であろうという、あるいは子どもたちが十分学校生活を安全で楽しくできるという、そ

ういう範囲での建築ができるであろうという考えのもとでこの提案をいたしたところでありま

して、住民の方々への説明あるいはアンケート調査等もご出席の議員の方は見られたと思いま

すが、それぞれについてのご意見を伺うというそういったものであったわけでございます。

そういったことで、一応4日間の住民説明と、あと中部小学校、現在学校に行ってらっしゃ

る保護者の方々のご意見もということで、四百数十名の保護者の方直接アンケート調査をいた

しました。アンケートの結果というようなのは、返ってまいりましたものについては非常に多

くはございませんでしたが、しかしそれなりにお答えをいただいたものが返ってまいりまし

た。そういったものからいきますと、住民の方々の意見、あるいはアンケートの集約に少し時

間をとりまして、私どもが教育委員会で臨時教育委員会で方向性を出したのは 9月11日でござ

います。 9月11日に臨時教育委員会を開催して、これまでの経過を報告しながら建てかえ場所

あるいは仮設校舎についての検討をいただきまして、今後の方向性について一定の合意を得ま

したので、菊陽町教育委員会としてのご報告をまずここでしておきたいと思います。

なお、この臨時教育委員会については後藤町長もいらっしゃいましたので、オブPザーパーと

しての出席をしていただきまして、この委員会の様子も逐次町長には見ていただし、たところで
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ございますので、本委員会からの報告も逐次しておりましたし、こういった委員会の様子を見

られてご判断をいただき、町長のお考えもお聞きすることができるんではなかろうかと思って

おります。

さて、提案しました現地案については賛成のご意見もありましたが、極めて賛成は少ない状

況でございました。説明会参加のアンケートは新しい地、私どもが出しておりますE案、そう

し、ったものが非常に多くございました。保護者そのもの、中部小学校の保護者のアンケート調

査では、 D案のグラウンド案というのが多数を占めました。したがし、まして、教育委員会での

方向性というのなのは、 C案の現地ではなく、移転として新たな地あるいは町民グラウンドど

ちらかということに、委員さん方の意見で一致をしたところでございます。

このことについては、それぞれにクリアをしなければならない条件整備が幾っかこの 2つの

案にもございます。教育に金は惜しむなと言いながらも、財政はそれほど裕福で出せる状況で

はございませんし、このお金を使うことでほかの事業をストップするという現実も出てまいろ

うかと思いますし、そういった意味でもこの 2つの方向で検討するとしたら、またここではも

うこういう報告にとどめますが、議員の皆さん方と十分ご意見を伺いながら、今後できるだけ

早い時期にご提案をさせていただきたいと思っておるところでございます。

もう一つは、仮設校舎ということでのご提案を申し上げました。仮設校舎については、ご意

見の状況を集約し、たしますと、賛成反対が相半ばする状況にありました。ただ、教育委員会と

しては一人であろうと二人であろうと、子どもの安全、子どもの命を守るという面からは、こ

の仮設校舎については提案をしてまいりたいと今考えてるところでございます。したがいまし

て、このことについてはまた十分町部局と議会にお野島、をしてし、かなければならないところで

ございますが、こういった形で一応私どもは教育委員会としての現段階ではそういうまとめを

したところでございます。

石原議員の一般質問の場をかりてこういった報告が適当で、あったかどうかわかりませんが、

しかし幾つも議会での質問が出ておりますので、当初にこういった私どもの方向性といったも

のをお話しするというようなことが適当であろうということで申し上げました。石原議員ある

いは議長、議員の皆さん方のこういったものへのご理解を心から感謝申し上げたいと思いま

す。町長のお考えについては、またお尋ねをいただければありがたいと思います。

O議長(吉村豊明君) 石原武義君。

03番(石原武義君 1項目の②のところで 2番目の質問となります。

今教育長のほうからかなり大きな一歩が踏み出されたということを私は感じたところでござ

います。これは大きな一歩になるかと思います。大変私にとってはいいことだと、いい方向に

行ってるんだなあと今感じたところでございます。

あとは町長の判断ということですが、その前に、もうもちろん町長の判断ですけども、この

現地案がなくなったとすれば、町民グラウンド、それから多分南側を想定されております新し

い土地ですね。こちらを比較検討するために、当然いろんな資料が必要となってくると思いま
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す。それはお互いに議員同士でも、また執行部の方ともいろいろ意見を出し合いながら、一歩

一歩煮詰めていく必要があるかと思います。現段階では、現地案ではだ、めだ、ったということを

議員一同認識させていただきまして、あとは町長の判断はどういうふうにされるか、スケジュ

ール的に工程はいつごろに判断し、そしてその判断をする場はどの場でされるのか、 12月の一

般質問でされるのか、それとも臨時議会を開いてされるのか等々について、ちょっと町長にお

尋ねします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) ただいまの石原議員の質問にお答えしたいと思います。

本来であれば、 9月の議会前に教育委員会のほうで行いました説明会の結果やアンケートの

結果を議員の皆様に報告しまして、あわせて私の考えを述べさせていただいて、 9月の議会に

おいてまたそれぞれの一般質問をお受けすべきところでありましたけども、先ほど教育長のほ

うから説明がありましたように、保護者のアンケート調査が 9月の当初となり、前回の全協の

中でも住民説明会後教育委員会のほうの取りまとめができた段階で、全協の中で議員の皆さん

方にもご相談をしながら方向性を出したいということで答えておったところでありますけど

も、そういう意味でおくれたところでありますけども、今教育長のほうから話がありましたよ

うに、今回の保護者や地域の方々への説明会、またその会場でのアンケートの結果、そして保

護者からのアンケートの結果、さらには臨時教育委員会のほうにもオブFザーパーとして出席し

ましたけども、そういった教育委員さん方のご意見等を踏まえまして、一日も早く子どもたち

を安全で安心な場所にということで、そして教育には金を惜しむなという話でありますけど

も、やはりこの教育関係のほうでも将来的に見ますと、まだまだしなければならないのがたく

さんあるわけでありますけども、そういった財政的な課題、また場所を変わるとしても、その

いろんな課題があるわけでありますけども、ただこういった民意っていいますか、地域、そし

て保護者の方々のこの意見の集約をしてみますと、教育長からありましたように、建てかえる

場所でありますけども、このことにつきましては現在地ではなくて移転として、移転先を新た

な土地あるいは町民グラウンドのどちらにするかについては議会のほうのお許しを得て、また

全員協議会等を開いていただきまして、その中で皆様方と協議をさせながら進めていきたいと

いうふうに考えておるところであります。また、仮設校舎の建設についても同様に考えており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 石原武義君。

03番(石原武義君) 大変ありがとうございました。できるだけスピードをもって、今まで執行

部の方は一日も早く、一日も早くと、もう去年あたりから随分言われておりますので、その意

向に沿って一日も早く決断をされ、すぐに着手されていただければと思います。

1の3番目の 3回目の質問になります。

最終的にどちらするかについては、先ほど教育長も費用の問題、それから工期の問題、どれ

ぐらい時聞がかかるかとしづ問題があるから、これからということですが、ここで 3の3のと
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ころにダブりますけども、今ここでちょっと申し上げますけども、問題を提起しますけども、

費用の問題については当然煮詰める必要があります。住民説明会においても資料をいただきま

した。私もいただきました。しかし、その資料の根拠、積算の根拠、つまり用地代ですね。こ

れは随分もっと煮詰める必要があると思います。私に言わせれば、執行部の方がお出しになっ

たのは、机上の空論ではないかと思います。実際、後でも出てきますけども、益城中央小学校

の費用と比較しますと、全く違いますね。だから、これは机上の空論ということになります。

1の3の後でまたそこをちょっと言いますけども。

それから、工期の問題。これも多分吉本議員が質問されると思いますけども、もっと短縮で

きると。こういうふうに一緒にやっていけば短縮できると、こういうことも言われております

ので、それもまた検討の材料になろうかと思います。

ということを申し上げまして、あと項目の 2番現地建てかえの場合の問題点についてとして

おりまして、これも 3月ぐらし、から私も一生懸命勉強してきたところでありますけども、今教

育長のほうから現地には建てかえないんだというようなご答弁がございましたので、当然これ

は省略させていただきます。

それから、項目の 30 3月議会後の執行部の取り組みを問うとしておりました。否決された

理由につき検証が必要であるとの町長の答弁で、あったが、どう検証されたか。

それから、これから少し変わりまして、項目の 3。項目の 2は飛ばしますので、項目の 3の

2、建設場所の選定につき具体的に調査、依頼等はされたのかとしております。こちらに質問

を移らせていただきます。

何度も申し上げますけども、現地案は否決されました。そして、その線に沿って今教育長の

一歩大きな前進の答弁がございました。ということは、残るは町民グラウンドD案ですね、そ

れから想定されてる中部小学校の南側E案ですね、当然ながら比較検討が必要となります。そ

のとおりだと思います。

そこでお尋ねしますが、 E案につきこれは全く町民グラウンドと違って新しい場所ですね。

そこに地権者は何人ぐらいいらっしゃるのか。それから、土地の大体の値段はどれぐらいなの

かということを調査、依頼されましたか。例えば、不動産鑑定士にお頼みしているとか、その

辺のところをお尋ねいたします。これ大山学務課長だと思いますけども。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) お答えをいたします。

今のご質問は、教育長が申し上げました現在地がなくなりまして、そのあと町民グラウンド

あるいは新たな土地が候補地として残っております。その点につきまして具体的な詳細な調査

を行ったかという点ではなし、かと思いますが、現在のところそれは行っておりません。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 石原武義君。

03番(石原武義君) 今、具体的な調査は行つてないというご答弁でしたが、これはいつからで
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すかね、中部小学校の説明会のときに、これは 2月5日は私も行ってますが、中部小学校で、説

明会がございました。そのときも資料をちゃんと出されて、 E案は全く新しい土地を想定され

てる中部小学校の南側、ちゃんとそのあたりのところも値段をつけてあるんじゃないですか

ね。不動産鑑定士に依頼もせず、何もせずに、どうしてそういうことが何年か、十何年か20年

前か知りませんけども、バブルのときの値段があのときの工事の代金がこれぐらいだ、ったか

ら、だからこれぐらし、かかるだろうというそういう客観性のない、妥当性のない資料を提出さ

れて、そのもとにされているということはし、かがなものかと思います。当然E案もD案も説明

をされてるんですから、住民の方にも当然責任のある、妥当性のある数値を並べるべきじゃな

し、かと思います。大山課長がその土地の値段を決める専門家でもないと思いますので、当然な

がら客観性を持つ、妥当性を持つならば、不動産鑑定士等そういった道のフ。ロフェッショナル

の方にお頼みしてこういう数字が出たというならばまだ話もわかりますけども、ということを

申し上げておきます。

それから次は、工期ですね。用地交渉のほうに非常に時間が長くかかるんじゃなし、かなと言

われましたけども、これも実際最初に用地買収ですかね、時間は長くかかるだろうとまずだれ

しも思いますけども、一歩進み出して何人地権者がいらっしゃるのか、それぐらいのことは当

然公にするんですから、 E案として別の新しい土地にする、だからこうし、う案があると、そこ

までぐらいはちゃんとお調べになって、それから公表し、資料として出すべきじゃなし、かと私

は思っております。大山課長も 8月11日でしたかね、今新築移転中の益城中央小学校に行かれ

ております。その際、工期はどれぐらし、かかったか。その用地代はどれぐらいた、ったか。今中

部小の南に想定される用地よりももっと広い土地ですね。あそこは4.5ヘクタールをされてい

ます。もう建築中ですね。今想定されているところの広さは、たしか3.5ヘクタール、もっと

広い。それにしてもかなり金額は少ないんですよ。ここでは申しませんけども。当然そういう

ことは比較というか、向こうがこうならば私どものほうはもうかなり金額がかけ離れておりま

すから、もう一度慎重にどうだろうかといって当たってみるのが、先ほどお金がないお金がな

いとおっしゃっておりましたけども、節約するとしづ意味では最もこれは一番必要なことじゃ

ないかと私は思っております。そういう点がどうもまだ全然なさってないので、 3月25日以来

何度も申しますけども、約 6カ月近く過ぎておりまして、そこまでもまだされてないのかと大

変残念に思っております。

だから、工期の面と費用の問題は十分煮詰める必要があると。そして、町民グラウンドのE

案とD案とを比較検討し、どちらがいいのかもちろん住民の意見を聞くのもこれが一番のこと

だと思いますけども、これからのスタートライン、検討のスタートラインはここにあります。

D案かE案か、それぞ、れ長所短所を持ち寄って比較検討、そして住民の意見を聞く。これだと

思います。この点を申し上げまして、念のためにもう一つ、今度は 3の3項目に移らせていた

だきます。

益城中央小を視察されたが、参考にすべき点は何か。また、率直な感想、はとしております。
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この点をひとつお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) お尋ねでありますが、私も今お話しの学校には何遍か行ってみました。

しかし、このことは他町の状況でございますので、ここで私があえて感想を述べることは控え

させていただ、きます。

0議長(吉村豊明君) 石原武義君。

03番(石原武義君) 向こうも田園地帯、こちらも田園地帯、なおかつ菊陽町は田園都市を目指

して、それを築いていこうということになっております。比較の対象が全く違う、熊本市の手

取本町、子飼の周辺のあたりと比較してどうだこうだと言っているわけはなく、ほぼ同じよう

な条件でありますので、当然ながら一番にそこはいろんな面で参考になるんじゃなし、かなと思

って、こういう参考にすべき点は何か、率直な感想はというふうに項目を取り上げておきまし

た。

今日は教育長が大きな前向きの答弁をされましたので、またこの住民説明会について云々ど

うこうというのは後の議員も質問をされますので、ちょっとせっかくいろんな項目を用意して

いろんな面をお聞きしょうかと思ったんですけども、何度も申しますけども、赤峰教育長の大

きなる一歩をご答弁としていただきましたので、今日はほかの面はもうする必要もない項目も

ありましたし、割愛させていただくべき点は割愛させて、私の一般質問を終わろうと思いま

す。今日はどうもありがとうございました。

最後の最後に申し上げておきたいと思います。今後執行部の皆さんは、議会は賛成のために

手を挙げる、単なるボーディングマシンではないということを、裏を返して言えば議会は賛成

多数の場を得る場ではないということを十分認識していただ、き、今後事に対処していただきた

いと思います。そして、傍聴席の皆様、中部小の問題を含めこれから生じるであろう大きな問

題については、{可が問題の核心であるかをお互い連携をし、行政側に訴えていこうではありま

せんか。今日の傍聴大変ありがとうございました。これをもちまして議席番号3番石原武義、

一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

0議長(吉村豊明君) 石原武義君の一般質問を終わります。

昼食休憩いたします。

午後は 1時から始めます。

....................................-.......-............................................... 0 ..............-.......................-..........-..........-..................................... 

休憩午前11時51分

再開午後 O時56分

..............................-..........-..........-..........-..........-...................... 0 ......................................................------............ 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

福島知雄君、一般質問を許します。

福島知雄君。
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09番(福島知雄君) 皆さん、こんにちは。 9番の福島知雄です。

午後のトップバッターとしての質問は初めてでございますんで、落ちつかない気持ちです

が、どうぞひとつよろしくお願いします。

今日は過去 1年間の質問事項の進捗状況を問うということで、直近 1年間の質問において検

討する、あるいは取り組むという答弁をいただいている質問事項におきまして、進捗状況を質

問したいというふうに思います。

2番目が本町の一つの核で、もあります杉並公園、 「さんふれあj 、それから図書館周辺整備

について質問をしてまいります。質問におきましては、通告に従いまして質問席にて質問いた

します。よろしくお願いします。

0議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) それでは、質問事項 1番目の過去 1年間の質問事項の進捗状況を問うとい

うことでありますが、この件につきましては昨年の12月の一般質問におきまして本町の学校外

教育支援センター、杉並教室ですね、の環境について改善すべきではなし、かということで、こ

れは大津町、菊陽町、合志市、それぞれの教育支援センターを写真をごらんいただきながら紹

介して比較させていただき、本町においてどのように感じ取られたか、また本町の施設におい

てどのように考えているのか、今後どのような対策を立て方針を決めるのかということで質問

をしております。その折の教育次長の答弁といたしまして、教育には環境が一番大きいだろう

と思う。改善する必要はあろうかと思うが、財政上の問題から今のところ中央公民館以外の場

所に設置することは考えていない。しかしながら、現在の教室では手狭という状況にあるの

で、中央公民館内に環境のいい別の部屋を使用できるよう取り組むとし、う答弁でありました。

そこで、現在の進捗状況について答弁を求めます。

0議長(吉村豊明君) 教育次長。

0教育次長(田中真治君) 今福島議員からお尋ねがあった件でございますが、適応指導教室であ

る杉並教室が抱える課題につきましては、平成20年12月の議会で福島議員からご指摘があった

とおりでございます。教室についてでございますが、こ、指摘があったように中央公民館の 1階

の和室ではスペースが狭いということもありまして、 2学期より 3階の小会議室を使用してお

ります。この部屋には長机、いす、そして黒板等がありまして、空調も完備されております。

改善策としては使用できる部屋を 1部屋ふやしまして、 2部屋にしまして、現在は3階を学習

/レーム、 1階を相談室ということで活用しているところでございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) 多少改善の跡が見られますみたいで、すね。現在、中央公民館の 3階の部屋

を使用しているということであります。前回質問しましてから10カ月を経過したわけで、ありま

すけども、私が夏休みに入る前に状況を開いたときには、夏休み期間中に改善をするというこ

とでありまして、若干おくれましたけども設置したということで、それはそれで大いに評価を
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したいと思います。ただ、その中で共同使用であると、ほかの会議等もその部屋を使ってると

いうことで共同使用であるということでして、教材、教育の教材等をその都度持ち込み、その

都度持ち帰るということで、荷物も置くことができないと。それと、電話がまだ設置していな

いということで、生徒あるいは保護者との連絡用に絶対電話が必要であるということでござい

ますんで、その辺のところの考えをちょっとお聞きしたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 教育次長。

0教育次長(田中真治君) 今の福島議員のご指摘のように、杉並教室の教育相談員とお話をして

おります。一番やっぱり問題なのは電話の件でございます。電話が 3階のほうに設置していな

いということでございますので、これについては早急に何とかしないといけないだろうという

ことを考えております。

それから、この小会議室でございますが、まだ、若干講座が入っているということでございま

すので、年聞を通して使えるという状況にはございません。このあたりもできるだけ早く解決

しまして、その教室内に教育環境的なものをきちっと整備するという方向で考えていきたいと

思っております。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) 電話については早急に対応するということで非常に結構であります。まだ

講座が残っているということでありますんで、それは年次的な計画で、入っているかと思います

が、その辺のところは順次そういった講座が入らないような計画で、この教育支援センターと

して専用に使えるような状況に持っていってもらいたいと、そういうふうに思います。よろし

いでしょうか。

じゃあそういうところで、次は②の西部地区の学校外教育支援センターについてということ

でありますが、この点につきましても平成20年12月の一般質問におきまして西部方面にこれと

いった施設がないと。武蔵ケ正方面から中央公民館内にある杉並教室に通っている生徒もいる

と。今後西部方面はどのような対策を立てていくのかということで質問をしております。同じ

く教育長の答弁として、菊陽中学校校区に 1つ、武蔵ケ正中学校校区に 1つ、それぞれ適応施

設を設置するのが理想的な姿だろうと考えていると、取り組んでいきたいと。大津町の教育支

援センターのような立派な施設ができるよう努力していきたいということでありました。そこ

で、現在の進捗状況をお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 教育次長。

0教育次長(田中真治君) 福島議員からのご指摘は2つあったと思います。 1点目は、菊陽中学

校区内に適応指導教室はあるけども、武蔵ケ丘中学校区内にはないというので改善できないか

というのが 1点でございます。それからもう一つは、武蔵ケ丘コミュニティーセンタ一等を教

育支援センターとして活用できないというふうなご指摘であったかと思います。この件につき

ましては、武蔵ケ正コミュニティーセンターの中に適応指導教室の役目を果たす部屋を年聞を
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通して確保できなし、かというところで検討をしたところでございます。しかしながら、既に入

っている講座がございまして、また今後もその部屋を使わないと講座がなかなか開設できない

という問題がありまして、早急の解決には無理があるという結論に達したところでございま

す。今後も改善に向けて鋭意取り組んでいきたいと思っているところでございます。

ところで、武蔵ケ丘中学校には県から緊急雇用創出基金事業の一環として、小・中学校サボ

ーター非常勤職員を本年度 1名配置しております。配置の目的は、生徒指導支援、それから不

登校支援でございまして、先日の菊陽町の第2回目の不登校対策会議でこれまでの取り組みに

ついて詳しく説明をしていただいたところでございます。中学校には町雇用の心の教育相談

員、それから適応指導教室には相談員という形でいらっしゃるわけですけども、それらの先生

方と連携協力していただいている姿がよくわかったわけでございます。

以上、教育サポート事業についてもあわせてご報告をさせていただきました。

以上で終わります。

0議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) この杉並教室に現在武蔵ケ丘中学校から 2名のお子さんが通ってきてるか

というふうに思いますけども、将来の日本あるいは地域を担う大事な子どもでありますんで、

取り組みたいということでありますが、具体的にどのように取り組んでいくか、その辺をよか

ったら答弁をいただきたいと思います。公的な抱設を検討したけども、既に講座が入っている

というような答弁でありましたけども、それ何とかやりくりしながらでもできなし、かと。やは

り武蔵ケ丘中学校の生徒さんが 2人、今後減ったりふえたりあるかとも思いますけども、依然

として杉並教室のほうに通っているということは、非常に時間的にも無駄もありますし、通う

のにも大変だろうというふうに思いますので、具体的に今後どのように取り組んでいきたし、か

ということをお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 教育次長。

0教育次長(田中真治君) 武蔵ケ丘コミュニティーセンターの中に武道場が併設されております

が、その武道場に一番近い部屋を何とかやはり年間を通して活用できるような形に、どのぐら

いかかるか期間的にわからないんですが、それが一番いいんじゃなし、かなと今のところ考えて

いるところでございます。ほかの施設につきましては、なかなか利用が難しい部分があります

ので、またお知恵がありましたら拝借したいなと思っているところでございます。よろしくお

願いいたします。

0議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) それで、武道場あたりでも結構ですので、とりあえずそういった施設を利

用しながらでも、教育支援センターとして活用していただきたいというふうに思います。早急

な対策をお願いしたいというふうに願うところです。

それでは、次に移ります。

3番目の子ども議会の開催についてということでありますが、この件につきましでも平成
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20年 3月に一般質問しております。そのときに近い将来、国、地域を担う子どもたちに社会学

習とともに行政や議会を身近なものとして早くから関心を持ってもらい、すばらしい地域づく

りに芽生えてもらうためにも、定期的に子ども議会の開催を提案するということで質問をして

おります。そのときの学務課長の答弁として、子ども議会は大変意義あるものと思っている

と。しかし、本町ではまだ実施したことがない。平成19年11月に中央公民館で青少年の集いに

おいて本町小・中学校代表10名がパネルデ、イスカッション形式で発表してもらった経緯がある

と。この取り組みを膨らませ、子どもたちの成長過程に合わせた形で、政治や選挙に関すること

をテーマにして発表してもらうということで、政治に関心を高めていけたらと考えているとい

う答弁でありました。また、町長の答弁といたしまして、子どもたちがどういう意見を持って

いるか、本町に対して将来の思い、そういうもをはどんどん聞く場をつくっていきたいという

ふうに考えていると。また、この議場を使うのか、ほかの形式でし、くのかもう少し検討させて

いただきたいということでありました。町長の答弁から 1年半経過してるわけでありますけど

も、その後検討し実施されたのか。町長に答弁、お尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) この件につきましては今福島議員のほうから言われたように、 20年3月に

この提案をいただいたところでありまして、子ども議会としては実現にはまだ、至っていないよ

うな状況であります。ただ、菊陽町青少年健全育成町民会議の中で青少年の集いの内容がこれ

まで検討され実施されてきているところであります。今言われましたように、 19年にはパネル

ディスカッション形式の私の夢と地域でのかかわりについて、 10名の子どもたちが発表してお

ります。子どもたちが菊陽町のことを考えるよい機会であったと思っております。また、昨年

ですけども、昨年の青少年の集いでは、小・中学生からのメッセージ、夢・体験を語るという

テーマで、前半は自分のすばらしい体験について、後半は自分の現在の夢について子どもたちが

発表をしております。菊陽町にはワークキャンプ、屋久島交流会、中学生海外派遣というそう

いった事業があるわけでありますけども、自分も参加したいという思い入れとつながったので

はなし、かと思っておりますし、自分の夢を持つことの大切さを感じることができたのではない

かと思っているとこであります。

そして、今年でありますけども、先般関係者に寄っていただいて会議をしたわけで、あります

けども、その中で、今年につきましては11月15日菊陽町の図書館ホールでオープニングとしまし

て今度九州の代表として全国大会に出る菊陽中部小学校の合唱、それから武蔵ケ丘小学校の童

話発表、菊陽北小学校の御所浦宿泊体験の報告を行し 1まして、その後は作文発表が計画されて

いるところであります。作文のテーマにつきましては、菊陽町の未来、こんな菊陽町にしたい

など菊陽町の将来像に迫られるようにしたいということで、青少年のそのときの会議の中でも

出ておりましたけども、学校のほうにそうしづ報告をしているところであります。

こういったことで、現段階ではこの議場を使ったところまでの子ども議会までは至っており

ませんけども、このような集い、そして図書館ホール等を使えば多くの子どもたちも、そして
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この休みの日にしますので、保護者も含めてそういう子どもたちのことも聞けるということ

で、こういうような集いを数回踏まえまして、子ども議会の実現のほうにもつなげていきたい

というふうに考えているところであります。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) いろいろな取り組みの中でその子ども教育のことを行っているということ

でありますけども、ここに 8月21日ですか、山鹿市で子ども議会があったということで、昨年

も菊池市で子ども議会が開催されております。話を聞いてみますと、非常に生徒たちは行政あ

るいは政治方面に関心を持つようになったということで、非常に成果があったというような話

も伺っております。本町といたしましでも、今町長言われましたが、そういったいろいろな行

事、イベントは結構ですが、この子ども議会というようにはっきり目的を持って取り組んでい

っていただけなし、かというふうに思うわけでありますけども、町長再度お尋ねしますが、この

はっきり目的意識を持って子ども議会の開催ということで取り組んでいただけないでしょう

か、どうでしょうか。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) この件につきましては、今後子どもたちが出るっていうことで、あれば、学

校との打ち合わせ等も要るかと思いますけども、いろいろ教育委員会のほうとも相談しながら

検討していきたいというふうに思います。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) ぜひ実現できるような検討の仕方を強くお願いいたします。

それでは、次に移りたいと思います。

④番のニンジンのシンボルタワー設置についてということであります。これは平成20年 3月

に一般質問しております。

町の特産品であるニンジンを県内外に P Rし、さらなるブランド化を目指すためにも、付加

価値を高めていくためにも、ニンジンのシンボルタワーの設置を望むと。話題性も出てきて大

変効果があるということで質問をしております。その折、町長の答弁といたしまして、ニンジ

ンの町菊陽ということを PRするにはシンボルタワー等の設置というものは大変有効ではない

かというように思っていると。この件につきましては、またニンジンのみならず農産物の振興

のほうにもつながっていくと。相乗効果もあるようなことも考えられるところであると。 ]A

菊池、それから菊陽町地域水田農業推進協議会というのがあるので、そういったところの協力

を得てどういったデザインにするか、サイズ、設置場所、費用等も検討しなければならないと

いうふうに思っているということで、今後検討していきたいということで答弁をいただいてお

ります。また、その後の12月の一般質問においても、 2回目の同じような質問をしておりま

す。そのときにもさらに検討していくということだ、ったんですけども、平成20年3月から今回

の質問まで 1年半経過したわけでありますけども、そろそろ具体的に企画立案されたかなとい
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うふうに思うわけでありますけども、その辺の進捗状況をお尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) この件につきましては、もう福島議員のほうから大変関心を持っていただ

いて提案があったところでありますけども、趣旨としましては今言われましたように、ニンジ

ンの菊陽町が産地指定を受けているところでありまして、ニンジンの町菊陽ということでPR

するのにはニンジン、ほかの農産物の振興にも相乗効果を生むものではなし、かということで答

えたところでありますけども、そのように思っているところであります。

その後でありますけども、 20年度で、マスコットであります、このニンジンを題材にしました

このキャロッピーというのを製作しまして、こちらのほうは昨年のすぎなみフェスタで発表し

てPRに努めたところであります。また、一方のこのシンボルタワーにつきましては、ニンジ

ンの町ということでPRすることは有効だということで、費用等を担当課のほうに検討させま

したところ、約 4メートルのもので400万円ぐらいはかかるという説明を聞いたところであり

ます。そして、それも400万円ぐらし、かけたらどの程度のものができるかということで検討さ

せたんですけども、何かもうアピールするにはなかなかどうかなというようなものでありまし

たので、一応見合わせたところであります。また、この設定場所につきましでも国土交通省の

そのいわゆる国道沿い、バイパス沿いあたりにつくるということになりますと、この区域内の

こういった宣伝用のターミナル等の許可というのも大変厳しいということで、なかなかこの許

可がおりないということであるということで説明をさせていただ、いたところでありますけど

も、そのような状況の中にありまして、現段階では大津があそこの何ていうか、カライモの産

地ということでこのタワーを建ててありますけども、結構この費用もかかっておるということ

でありまして、そういった面、あるいはまたシンボルタワーとして建てるならば、町のほうの

このキャラクターでありますキャロッピーを使いたいなと思うところで、今これには商標登録

の手続をとるよう担当課のほうに指示しまして、今申請中であります。そういったものがまた

決まれば、また一方では図書館の横からバイパスに出る道路等も今整備しているところであり

ますので、そういった面、いろんな場所等についてもどこが一番適しているのか、そして経費

的な面も見ながらもう少しそういった面でのこの商標登録が正式におりてきた段階あたりで、

もう少し詰めをさせたいというふうに考えているところです。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) このシンボルタワー設置については、昨年の12月にも費用的には400万円

かかるということで聞いておりますけども、シンボルタワーを設置してもアピールするには疑

問があるだろうというような答弁た、ったかと思いますけども、しゃにむにバイパス沿いに建て

る必要もないと。例えば、この庁舎の北側に公園もありますし、そういったところに高いやつ

を建てれればバイパスからも見えるわけですよ。この菊陽バイパスは 1日の通行量が約 2万

8，000台ですよ。これは大津署に行って確認をしております。この旧バイパスを毎日県内外の
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車、あるいは貸し切りパス、観光ノくスですよね、そういったものが通ってるわけですけども、

そういった立地的には非常にいい場所なんですよ。だから、例えばそういった貸し切りパスが

通ったときに、そのニンジンタワーがぽんと見えれば必ず話題性に上がってくると思うんです

よね。そういった貸し切りパスに乗ったお客さんが、例えばガイドさんあたりにありや何か

と、何のために設置したかということで、そういったときにガイドさんの説明が当然ここは菊

陽町というところで、ニンジンの特産地に指定されてますよということになれば、その菊陽町

という名前も結構知れ渡ってきますし、ニンジンの特産地菊陽町というのが定着してくるんじ

ゃなし、かというようにも思いますけども。ちょっと話はそれますけど、さんさんコンサートが

毎年開催されておりますが、これに五、六百万円かかっているということで、このイベントは

1日、一晩で終わるわけですね。それなりの経済効果があっていると、夜庖で大体玉、六百万

円上がるから、それなりの経済効果があるということでありますけども、経済効果というのは

投資した額の何倍かがはね返ってこないと経済効果じゃないんじゃなし、かというふうに私は考

えております。このニンジンタワー設置というのは、一度設置したらその多少のメンテはせん

といかんでしょうけども、恐らく 5年、 10年はそのまま、あとは経費がほとんどかからない状

態じゃないかというふうに思います。農業問題にも関係してきます。あるいは、地元の産業関

係に大いに関係してくるわけですよ。今農商工連携っていうのが盛んに叫ばれてますけども、

そういった誘発剤にもなるんじゃなし、かというふうに考えておりますけども、どうですか町長

何とか前向きに取り組むお考えないですか。再度お尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 町長。

0町長(後藤三雄君) これについてはそのニンジンの特産、野菜指定地、国の指定地にもなって

おるところでありまして、建てるというのはぜひ建てるところで、持っていきたいというふうに

思っております。ただ、場所とかどの場所がそういった効果があるのか またそしてそのこち

らの役場周辺のほうでも高く建てればということでありますけども、さあどれぐらいの高さに

するかとなるとまた非常にで、すね、どれぐらいの高さに持っていけば、そして経費的なとこも

ありますし、また今の図書館のほうに入ってくる道路ができ上がりますと、あそこの「さんふ

れあJを道の!駅的なところまで、持っていきたい。そうすると、いろんな観光ノミス等も入ってく

るでありましょうし、さらにはいろんなイベント等もやっておって、非常に人の集まる場所で

もあるということで、農産物の直売所もあるというようなことでありますので、そういう面も

いろいろ検討しながらぜひ実現のほうに持っていきたいというふうに考えておりますので、ま

た今言われたようなご意見等も聞かせていただくならと思います。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) ありがとうございます。大変町長の前向きな答弁で安心しました。ぜひい

ろんな角度から研究、企画されて、早期の実現をお願いしたいというふうに願うところです。

それでは、次の質問事項、 2番目の杉並木公園、 「さんふれあJ、図書館周辺整備について

ということであります。
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①の緑はあるが花が少ないと、四季折々の花を植栽したらどうかということでありますけど

も、杉並木公園、 「さんふれあJ、図書館等がある地域は本町でも大変環境がよい本町の一つ

の核でもあるというふうに、私は考えております。しかしながら、人の目を楽しませたり、あ

るいは人の心を豊かにする花、非常に効果があると言われています。花がほとんどないという

ことで、 「さんふれあ」には特に町内外から多くの人が毎日訪れておるわけですけども、最近

の「さんふれあ」の業績を見てみますと、世界同時金融危機という影響も受けたか知りません

けども、業績が右肩下がりということで今後の運営が懸念されるというところであります。そ

のような点も視野に入れたときに、四季折々の花を植えたり、非常にストリートがいい通りで

ありますんで、あそこに桜の木を植えたりということでしていけば、四季折々の花が見え、桜

の名所にするとか、そういったことにもなるんじゃなし、かというように思います。そうなれ

ば、厳しい運営を強いられてる「さんふれあ」、この運営にも非常に相乗効果というものが期

待できるんじゃなL、かというふうに考えるわけでありますけども、この辺はどうでしょうか。

町長がいいと思います。町長答弁お願いします。

0議長(吉村豊明君) 建設課長。

0建設課長(松村孝雄君) では、ただいまの質問にお答えいたします。

杉並木公園ができた当時は、スポーツ広場前のちょうど杉並木公園線には中央分離帯が設置

してありまして、街路樹と花を植栽しておりましたが、平成16年に街路樹が高木化しまして、

木の根が道路まで入り込み道路を傷めるということから、中央分離帯を現在のところ撤去して

いるところでございます。花の植栽につきましては、杉並木公園管理センター前の花壇やスポ

ーツ広場内の花壇、 「さんふれあJ前の植樹帯などにはその季節の花を植栽しているところで

ございます。また、 「さんふれあ」から西側につきましては、昨年植栽しましたコスモスが自

生しまして、一時期まで、は順調に育っておりましたが、ここに来て雨が降らず枯れているよう

な状況であります。このように、道路沿線の植樹帯ではその年の天候に左右されるようなこと

が多くありまして、今年の場合6、7月の長雨や8月の干ばつにより枯れたりと、道路沿いの

植樹帯での花の植栽は管理の面で無理ではなし、かと思います。

以上のことから、現在のように公園内の花壇に四季折々の花の植栽をしていきたいと考えて

おります。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) 確かに、今課長の答弁にもありましたけども、花はあります。しかし、ま

だまだ、あの地域に行ったときに、ああ、花がきれいだなという感覚を余り持たないんですよ

ね。こういう問題というのは恐らく一つのこの行政、本町としても町長は本町の一つの核とい

うふうに考えていらっしゃると思いますけども、観光事業というのにもつながってくるわけで

すよね。今年も鼻ぐり井手祭りが計画されております。こういったイベント、行事というのは

点でなくて線でしてし、かなければならないというように思うんですけども、点で、すればやっぱ
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り集客力も弱くなるし、じゃ例えばそこにお客さんが来て、来ただけじゃだめなんですね。や

っぱりそこにお金を落としていただくということが必要なんですよ。ただ投資だけして、設備

投資、いろんな経費投資して、投資だけして回収がなければ、そりゃ財政が非常に厳しくなり

ます。地域の産業関係も潤いません。やっぱし投資したらそれだけのものを、よく経済効果と

いう言葉が使われますけどね、回収すると。それ以上ものを回収するというのが一番肝心なと

ころなんです。今本町の商工業関係っていうのは非常に厳しい立場に置かされてるんですね。

これは皆さんご承知のように、リーマン・ブラザーズの破綻から端を発しまして世界同時金融

危機、こういった中で倒産会社もどんどん出てきております。庖舗関係の閉鎖、町にも出てき

ております。こういったものに活性化をもたらすためにも、そういった何ていいますか、人を

呼びつけるようなことをしてして。せっかくあそこにすばらしい「さんふれあ」という描設が

あるわけですから。南のほうには農業土木のすぐれた鼻ぐり井手公園があります。こういった

ものを大いに生かして地元に金を落とすような計画をするということが大事と思いますけど、

その辺のとこはどうでしょうか。

0議長(言村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 観光面にもつながっていくのではなし、かということでありまして、そのこ

とにつきましては今福島議員が言われましたように、菊陽町というのはいわゆる都市化する中

でも公園等を整備して、また道路等も散策できるようなところをしながら、そして平成4年に

つくっておりましたガーデ、ンサパーブ、ふれあいの里づくりの中で、町の全体を一つの公園とみな

して、そして周域道路を整備することによっていろんな散策ができるようなふうに持っていく

ような計画を持っておるわけでありますけども、こういうことにつきましては ]Rのほうとも

タイアップしながら、鉄砲小路のほうの散策、あるいは鼻ぐり井手のほうの散策等も実施して

きておりますし、また平成23年にはねんりんピックが菊陽町ではウオークラリーが予定されて

おりまして、そういう面で今言われたようなこの花を道路の、今も町としてはこの花いっぱい

運動といいますか、こういうことで取り組んでいるところでありますけども、経費もかかりま

すけども、これも町民の皆さんとの協働のまちづくりの一環として、今もいろいろ協力いただ

いている方もいらっしゃいますけども、そういう面でも応援いただきながら、できるだけ金を

かけないでこうしづ面につきましてはできるようなことを展開していきたいというふうに考え

ております。

そして、この杉並木公園でありますけども、桜につきましてはこのスポーツ広場の先に親水

公園っていうのがありまして、ここに現職・退職校長会のほうから桜の百を寄贈していただ、き

まして、今根づいてかなり太ってきておりますので、あと何年かすればそういった花見の場所

的なところでは使えるようになるんじゃなし、かというふうに思っているところであります。

これからもこういった花を生かしたまちづくりといいますか、こういうものにつきましては

町民の皆さんのご協力等いただきながら、進めていきたいというふうに思います。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。
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09番(福島知雄君) ぜひそういった形で、お願いします。 rさんふれあJの近隣に休耕地もあり

ます。そういったところを利用してひまわりを植えたり、あるいはコスモスを植えたり、そう

いったことで人の目を楽しませ、財布のひもを緩ませていただいて金を落としていただくとい

うようなことも考えていただきたいと、そのように思います。

それでは、②の図書館駐車場及び周辺道路が降雨により冠水すると。改善すべきではなし、か

ということでありますけども、ご承知のように図書館駐車場の隣に来年の 4月民間保育園が開

園しますけども、開園に向けて着々と準備をされております。しかし、この図書館駐車場がち

ょっとした降水で吸い込みが悪いもんですから冠水しまして、その道路の水があふれ出して町

道側に流れ出すと。町道の排水も悪いもんですから、町道がまた冠水するというようなこと

で、土曜日にイベントがありましたよね、図書館で行事が。そのときにもちょっと一時的に強

し、雨が降ったんですけども、あの雨のときにもあの駐車場がもうすぐ冠水したんですよ。車が

水没まではいきませんけど、結構水の中に入っているというような感じでしたけども、来年隣

に保育園が開園して小さいお子さんたちがあそこに通園されるということで、ぜひ来年の 4

月、 3月いっぱいまでにこの周辺の環境整備をしていただ、きたいと、このように思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 建設課長。

0建設課長(松村孝雄君) ご指摘の箇所、杉並木公園スポーツ広場に隣接した町道横道合志線の

旧道部であるかと思いますが、この道路は北側と南側がともに高くくぼ地になっております。

北側には農業用水路がありますが、水路が高く水路に流すことができず、道路に浸透ますを掘

って浸透させている状況です。この道路には、町道杉並木線及び図書館の砂利敷き駐車場から

も一部雨水が流れ込んでいる状況であるかと思います。また、最近は局地的な豪雨が多く、集

中的に降りますと、現在の浸透ますでは処理し切れてないと考えられます。改善策としまし

て、町道杉並木公園線から流れ込んでいる雨水を横断側溝等を改良しましてカットすること、

また図書館駐車場に浸透施設を設置するなどの対応が考えられると思います。また、浸透ます

及ひ、組IJ溝につきましては、平成 3年ころに設置されたものであり、土砂の堆積が見られたこと

から、今年の 7月に側溝等浸透ますの清掃を実施しておりますので、浸透ますもかなり浸透す

るのではなし、かと思います。今後の雨の際の状況を調査をしたいと考えております。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) ぜひ雨が降ったときに、雨の日に大変でしょうけど、現地調査をしていた

だいて、恐らく駐車場内で縦工は無理でしょうけども、浸透するようなことであそこで対応す

れば、そんなにお金もかからないんじゃなし、かなというふうに思います。あそこに民家もあり

ますけど、民家のほうからの苦情も実は上がってるんですよ。私のほうにも相談あったんで、す

が、蚊が発生したり、あるいは水分が非常に多いと、湿気が非常に多いということでそういっ

た苦情も入ってきてますんで、ぜひひとつよろしくお願し 1をいたします。
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それで、次の③番。 rさんふれあJから西小学校聞が暗くて危険であると。街灯を設置すべ

きではなし、かということでありますけども、この路線はご承知のように道の両側が歩道になっ

ておりまして、ウオーキングする人も結構多いと。また、ミニ開発も行いまして居住地にもな

っておりまして、西小学校に通ってる子どもさんもたくさんいらっしゃるということで、子ど

もさんの塾帰り、あるいは部活ですか、そういった暗くなってからの帰宅が大変心配である

と。また、女性のひとり歩きも大変危険であるということであります。既に、変質者も出てい

るということでありまして、事件、事故が発生しないうちに街灯等の設置をしていただいて、

子どもたちあるいはご婦人方が安心して歩けるような生活環境をつくるべきじゃなし、かという

ふうに思いますけど、この辺はいかがでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 総務課長。

0総務部審議員兼総務課長(吉岡典次君) ただいまの「さんふれあJから西小学校聞が暗くて危

険であると、街灯設置をすべきではなし 1かというご質問でございます。

街灯につきましては、これまで中学生の通学路を中心に整備してまいっております。中学生

の通学路の整備がほぼ完了することとなっております。このため、今後は犯罪が多発したり、

あるいは通行量が多いなど急を要するところを計画的に整備するようにいたしているところで

ございます。お尋ねの「さんふれあJから西小学校までの道路、杉並木公園線ですよね、これ

につきましては平成20年6月にもこの議会で一般質問があっております。その際、現在中学校

の通学路を中心に整備しているので、中学校の通学路の整備が済んだら計画的に進めるという

ふうにお答えしたところでございます。こういった中で、県道辛川鹿本線から西側、西小学校

まではかなりの部分整備が進んでおります。東側につきましては、今年度中に整備をする予定

でございます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) わかりました。ぜひ早急な改善をお願いいたします。

本町の構想であります「人・緑・元気輝く生活創造都市」ですかね。非常に大変すばらしい

構想でありますので、言葉だけで終わらないように一歩でも二歩でも実現に向けて努力、逼進

していただきたいというふうに思います。

以上で私の一般質問を終わりますが、本日質問いたしました、あるいは今本町が抱えていま

す問題等も速やかな取り組み、また実行を願うとこであります。町長の英断を期待いたしまし

て私の質問を終わります。ありがとうございました。

0議長(吉村豊明君) 福島知雄君の一般質問を終わります。

しばらく休憩します。

，......"，.............，..........................................-..........-..........-........ 0 ..-..........-..........-..........-..........-..........-.................................... 

休憩午後 1時43分

再開午後 1時55分
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............................................................................................ 0 ............................................................................................ .............. 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

芝和長君、一般質問を許します。

芝和長君。

05番(芝和長君) 皆さん、こんにちは。

今日の最後の質問に立ちます。明日は民主党が政権をとって、新しい政府が出発をします。

まことにおめでたいと思います。しかしながら、私個人としては非常に憂いの多い政権じゃな

いかなと感じております。まず、私の出身は元自衛官です。だから、外交と、それから防衛問

題については一生懸命ずっと長い間の政策を踏襲をしてやってもらいたいと、こういうふうに

願望を持っております。それからもう一つは、子育て問題に非常に重点を置かれておりますけ

れども、金のかかる高校生、それから大学生の家庭の方は非常に不満に思ってるんじゃなし、か

なということと、我々が今度は逆に増税されるという可能性があると思います。なぜならば、

私が待ちに待った扶養控除が今年から受けられると思って、 38万円の妻の控除をこれは人生最

後のチャンスだと思っておったら、これもどうも撤廃をされる可能性が出てきたら、私は一生

扶養控除を受けないで、人生を終わっていくんじゃなし、かなと非常に悲しい思いです。この中で

皆さんは扶養控除を受けられた方はたくさんいらっしゃると思うんですが、幸いにして私は受

けてないわけですね。これが喜びのもとだ、ったんで、すけども、何か撤廃をされるような状況

で、ますます増税の苦しみを味わうんじゃなし、かなと思っております。そういう一つの厚郎、が

かなわなかったことについてどうなるかなというふうに期待をしながら、新しい政権の行方を

見守っていきたいと思います。

それでは、質問は光の森自警団の活動について、それから全国大会等の出場補助金交付につ

いてという 2点を質問をいたしますが、最初に光の森地域及びゆめタウンを中心とした産業地

域の犯罪防止を目的に設けた自警団の活動状況について、それから 2番目の全国大会等の出場

補助金交付はいわゆるスポーツ等の普及及び振興を図るために補助金が出ておりますけれど

も、文化活動については余り個人的に出てないということで、この考え方について質問をいた

したいと思います。

あとは質問席で質問します。

O議長(吉村豊明君) 芝和長君。

05番(芝 和長君) 第 1項の光の森地域及びゆめタウンを中心とした商業地域の犯罪防止を目

的に設けた自警団の活動状況ですけれども、 1項目に現在の活動状況、それから 2項目にゆめ

タウン商業地域における犯罪発生の現状の把握、それから 3番目に活動は犯罪防止に役立つて

いるかという 3項目を上げております。質問は簡単です。回答は濃くお願いをしたいと思いま

す。

まず、 1項目から現在の活動状況について伺います。

O議長(吉村豊明君) 中央公民館長。
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0中央公民館長(堀川俊幸君) 芝議員の質問に対してお答えいたします。

中央公民館ということでございますが、光の森自警団、この事務局につきましては現在青少

年健全育成町民会議のほうで、受け持っております。ということで、私のほうでお答えさせてい

ただきます。

商業地域のパトロール隊の活動は、昨年11月移行後は活動を停止しております。このように

至った事由を薄冊目誌等を確認の上申し上げますと、光の森自警団が結成され、平成19年10月

28日から毎週日曜日の昼間約 1時間のパトロールを開始、翌日月から毎週金曜日の夜間パトロ

ールを開始しました。昨年3月の芝議員の質問への回答にもありますとおり、それまで増加の

一途にありました菊陽町の犯罪発生件数が光の森自警団の発足後から減少に転じ、大津警察署

のデータによりますと、発足前の 3カ月と比較し、発足後の 3カ月は34%減少しておりまし

た。それ以後もパトロール隊員の主力で、ありました役場職員、消防団幹部、教職員の方々の公

務や重要な行事等から途中パトロールを中断することもありましたが、毎週金曜日の深夜と日

曜日の夕方ボランティアの皆様のお力添えを得ながら、商業地域のパトロールを続けておりま

した。

しかし、昨年 3月ごろからボランティアの域を超えた無理なローテーション、隊員個人の方

のご都合から隊員の脱退や欠席が相次ぎ、パトロール実施日の参加者が 3名に満たないことも

再三で、このような状態ではパトロールの目的を果たすことができない上に、隊員の安全確保

という観点から大きな不安がありまして、昨年の11月からやむなく休止の状態となってしまい

ました。

以後本町におきましては、光の森商業地域の犯罪抑止、安心・安全なまちづくりを再構築す

るため、地域で事業を展開されておられる事業所の皆様方にも菊陽町生活安全条例の理念に基

づきまして、地域の一員として犯罪が多発する商業地域の犯罪抑止、環境浄化にご協力をお願

いし、来月 13日に本町役場におきまして菊陽町安全・安心フォーラムを開催し、警察のご指

導、ご支援を受け、警察、町当局、町民の皆様、事業所の皆様の 4本柱で商業地域の犯罪抑

止、環境浄化に不可欠な対策を確立すべく取り組んでいるところであります。

0議長(吉村豊明君) 芝和長君。

05番(芝 和長君) 質問の 1項から 3項目で大体内容を網羅して説明をいただきましたけれど

も、私はここでこの問題を取り上げた意図は何かということは、今堀川館長が回答されたとお

り、昨年11月から上層部については活動を中止をしている。そのことが今年の 3月の中ごろだ

ったと思いますが、私もパトロールの一員として回っておるときに、そういう状況のお話がリ

ーダーからあったわけです。そのことはもう 4カ月ぐらいたってから、そういうことがお話が

あったということは、当初からその区長さんなり、あるいはリーダ一等に中止をするというお

話は全然なかったということについて、私は若干憤りを感じたわけです。上層部がやってて、

下の光の森の地域の各 1から 5までの町内が一生懸命やってるわけですね。私も足が痛いとき

もありますけれども、頑張って 2時間パトロールをしていって参加をしているわけですけど
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も、そうし、う状況で、下は一生懸命やっているのに、上のほうは何だ中止をしてるのを一言も知

らされないのかという状況にあったから、私はこの質問をあえて取り上げたわけです。その辺

のボランティアに対する状況説明をするということについて、当局のほうはどういうふうに考

えていらっしゃるか、ちょっと町長のほうから回答をいただきたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) ただし、まのご質問でありますけども、この商業地域で、のパトロールの活動

を停止したというところでありますけども、ただし、ま私どももちょっと把握不足のとこがあり

ましたけども、この休止したときに幾つかの班があって地域ではされている状況で、あったとい

うところでありまして、その辺私も光の森地域を夜通っていったときに地元の方々が回ってお

られる姿を見たことがあります。大変そのとき感謝の気持ちでいっぱいであったんで、すけど

も、さっき言いましたように、いろんな商業地域を回るパトロールの中で、かなりボランティア

の精神ということで役場職員あるいは消防団等を中心に、それから学校の先生方ですかね、と

いうことで当初非常に強力に進んで、おったところでありますけども、やはり話を聞きますと、

そのボランティアとは言いながら非常に割り振り等に無理なような点があって、このような状

況になってしまったということでありますが、この点につきましてはそういう一方では地域の

ほうでは引き続き実施されておる中で、この停止になった理由等についてきちんとそういった

説明がなかったということについては大変申しわけなかったと思っております。こういうもの

につきましては、非常に皆さん方のボランティアの精神にお願し、するものがありまして、そう

いう活動をされておる中で一方で休止するような場合に、そういった事情を説明しなかったと

いうことについては大変申しわけないというふうに，思っております。そういうことを踏まえま

して今後につきましては、後半のほうで申し上げましたように、この菊陽町安全・安心フォー

ラム等も来月の13日には町役場のほうで開くようにしておりますし、そういったことについて

は十分配慮、しながら、特に活動されてる方々に対するそういう思いといいますか、そういうの

は大事にしなければならないということで、今後は十分注意して取り組んでいきたいというふ

うに思います。

0議長(吉村豊明君) 芝和長君。

05番(芝 和長君) よくわかりましたけども、いわゆる行政あるいは住民との協働のまちづく

りの一環ですから、やはりお互いに信頼をして物事を進めるのがやっぱり一番いいわけですよ

ね。そうしづ意味で、この自警団が発足した当初から私はやっぱり役場の職員の方、あるいは

学校の先生の方、これらの方が常時参加されるというのはやっぱりちょっと無理じゃなし、かな

という危倶は持っていたんで、す。我々住民の任意のあれですよね、ボランティアだったら持続

が可能であるけども、やはり昼間お仕事を持つで忙しい業務をこなしていて夜も、あるいは休

みの日にも出てやるというのは非常にやっぱり負担が大きいんじゃなし、かなということは、当

初から私個人としては心配をしとったわけで、す。それが現実になったのかなあと思いますけれ

ども、問題はそのやはりボランティアで一生懸命やっているところにはこういう状況であると
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いうことは、途中で変化が起きたらやっぱり知らせて、お話をいただ、くのがお互いのためにい

いんじゃなし、かなあと。一生懸命下のほうで、頑張っとって上のほうは知らん顔しとったら、や

っぱりちょっとしゃくにさわるというような表現は悪いですけども、やっぱそんな感じを抱く

場面があると思います。そうし、う意味で、やっぱり町のボランティアが一生懸命やっていると

きは、それなりの行政あるいはそういう団体の長は心配りをしていただきたいと。何も上が中

止をしたから我々もやめるぞというような気概はないと思いますので、その辺はよく状況を把

握をされて、やはり各リーダ一等にはお話をいただくのが一番いいんじゃなし、かなと、そのよ

うに考えますので、これからはそのようにやっていただきたいと。今町長も言われましたとお

りに実行していただければ我々末端の者も快く協力をできると思います。

以上で大体3項目は堀川館長がまとめて回答されましたので、次の 2項目の全国大会等の出

場補助金交付についてという項目で質問をいたします。

第 1項目でスポーツ等の普及及び振興を図るため中央の競技団体等が主催する大会の出場に

対しては補助金を交付すると要綱がありますが、文化活動についての補助金はないのかという

項目です。それで、これについてちょっと伺いたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 生涯学習課長。

0生涯学習課長(佐藤清孝君) ただいまの質問についてお答えをいたします。

今おっしゃられましたように、全国大会等出場補助金につきましては、現在菊陽町全国大会

等出場補助金交付要綱に基づきまして、中央のスポーツ競技団体等が主催する全国大会へ出場

する個人やチームへ補助金を交付しております。しかし、最近スポーツ以外の芸術文化活動に

おきましでも、全国大会、世界大会、あるいは九州大会へと出場されるチームの方から、例え

ばアメリカで行われたダンスや音楽の世界的行事に招待された武蔵剣豪太鼓、また全国NHK

学校音楽コンクールに出場される中部小学校合唱部の関係者の方からですけれども、出場に対

する補助金等ありませんかとの問い合わせ、要望がございました。近年、やはり菊陽町はスポ

ーツのほうで以前からずっと盛んでしたけれども、平成 8年度生涯学習になりましていろいろ

講座等そういったのに力を入れてまいりまして、そういった文化面についても非常に活発にな

ってきておりますし、それから成績も伸びてこられるし、そういう評価も受けられる方が多く

なってきたんではなし、かというふうな認識を持っております。

そこで、やはりこれから菊陽町の生涯学習を推進していく中では、やはりスポーツ活動と芸

術文化活動の両面にわたって何らかの支援、機会や場所の提供、それから指導者の派遣とか活

動に対する助成金などですけれども、それらの適正な支援を行うことがそれぞれの分野で活躍

しておられる個人やチームの方の技術の向上あるいは意欲の高揚といいますか、そういったも

のに必要ではなし、かというふうに思っております。

それで、やはり芸術や文化活動においても全国大会などへの出場補助金があってもよいので

はなし、かと考えておりまして、今現在ございます菊陽町全国大会等出場補助金交付要綱の改正

に向けて見直しを今やっておるところでございます。
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以上です。

O議長(吉村豊明君) 芝和長君。

05番(芝 和長君) 見直しをやっていただいておるというのは大変結構なことだと思います。

これが実現するように期待をしております。町の予算は限られておりますから、苦しいとこも

ありますけれども、 1，000円でも2，000円でも、例えばジュース代、弁当代でも出れば、その活

動をしていらっしゃる方々の励みになると思うんです。そういう希望を持たせるような施策を

やはりやっていただきたいと私は考えております。先ほどお答えにありました武蔵剣豪太鼓が

アメリカに行きましたし、それで非常に絶賛を受けたということをある会員のお母さんから聞

きまして、とてもうれしく感じました。これで菊陽町もアメリカの都市に行って菊陽太鼓とい

う名のもとに、この PRができたんではなし、かなというふうに考えております。いつか申しま

したとおり、私の住んでいる光の森は菊陽町と言っても福岡あたりではぴんとこないんです。

それで、光の森ですと言ったら、あ、新しく駅ができたとこかと、こういうふうにすぐ理解を

してくれたわけで、す。だから、菊陽町津久礼なんて言ったって、知らないよという言葉が返っ

てくるけども、光の森と言ったら、ああ新しい駅ができたとこ、新しい団地ができたとことい

うふうに認識を持ってもらえるわけです。もうそうしづ意味で、やはりそうしづ文化活動をや

っていらっしゃる方々が他の地域に行って活動されて、ああ菊陽町の何々クラブだというふう

に宣伝効果があると思うんですよね。そうし、う意味でやはりスポーツだけでなく、文化活動の

方にも補助金を考えていただきたいと，思ってこういう質問をしたわけですが、町長に伺いたい

と思います。この町のスポーツ活動あるいは文化活動が他の地域に行って活動していますけれ

ども、その辺の認識はし、かがでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 今芝議員が言われたとおり、やはりこの菊陽町出身の方がいわゆる全国レ

ベルあるいは九州大会等、またその県代表とかなられて全国的なところで活動されるというの

は、町としても大変名誉なことになりまして、菊陽町の名前をアピールしていただ、くというこ

とで、これは大変うれしく思うところであります。ちなみに申し上げますと、スポーツ関係で

はこれは町の広報のほうにも取り上げたところでありますけども、世界で羽ばたく菊陽人とい

うことで北京オリンピックの日本代表として活躍された中日ドラゴンズの荒木雅博選手は菊陽

町の出身でありますし、そして同時期でありましたこれも熊日新聞のほう、またテレビ等でも

大きく取り上げていただいたんで、すけども、スイスのチューリッヒオペラハウスのバレエカン

パニ一入団ということで菊陽町出身の上原絵美さんが非常にこの難関を突破されて、そこに入

団されたということで、プロのバレリーナとして世界を舞台に活躍されておるということで、

非常に名誉的に思っているところであります。スポーツ大会では、過去には武蔵ケ丘中学校の

女子陸上部が全国女子駅伝のほうで日本一の制覇したというところもありましたし、今回は菊

陽中部小学校が九州代表としてNHKホーノレで、合唱のほうの代表になられるということで、町

としても非常にうれしく思っているとこであります。今日の新聞あたり見てみますと、イチロ
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ーが大リーグで 9年連続200安打ということで新記録をつくった、史上初のこの 9年連続の

200安打ということで出ておりますけども、こういうこともやはり同じ日本人としては大変う

れしいところであります。そういった面でこういったスポーツ、そして芸術文化の中で菊陽町

の出身者が活躍されるということは、この後に続きます子どもたちのためにも大変名誉的なこ

とでもあるし、ぜひこういった面についてはいろいろさっき生涯学習課長がこの補助金等の見

直しも、芸術文化の関係についても今見直しをやっているところでもありますけども、そうい

う面でも限られた厳しい財政状況の中でありますけども、そういった面についてはきちんと支

援をしていきたいというふうに考えているところであります。

O議長(吉村豊明君) 芝和長君。

05番(芝 和長君) 今町長がおっしゃられたとおりになるべく速やかに実現をすることを期待

しております。先ほど福島議員が質問をしましたニンジンのあの広告塔ですね。あれもやっぱ

りたくさんの人が見て、ああここはニンジンの町かというふうに感じられる。あるいは、文化

活動あるいはスポーツ活動で菊陽町出身ということが PRされると、やはりああ菊陽町かとい

うことになるわけですから、我々の住んでいる町が国内あるいは世界に広がるというふうなと

てもそれはうれしいことではなし、かなと思います。そうしづ意味で、大いにそういう活動をや

る方に支援をしていただきたいと私は考えております。速やかにこれが実現することを願って

私の質問を終わります。

O議長(吉村豊明君) 芝和長君の一般質問を終わります。

これで本日の一般質問を終わります。

本日はこれをもって散会します。

明日も一般質問を行います。

ご苦労さまでございました。

......................................................................................................... 0........................................................................................................ 

散会午後 2時25分
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................................................................................................................ 0 ..................................................................................................---

開議午前10時O分

O議長(吉村豊明君) おはようございます。

これより本日の会議を聞きます。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

............................................................................................................ 0 ...........................................................................................---

日程第 1 一般質問

。議長(吉村豊明君) 日程に従って、前日に引き続き一般質問を行し、ます。

鍋島有志男君、一般質問を許します。

016番(鍋島有志男君) 皆さん、おはようございます。

久しぶりに一般質問をさせていただきますが、この機会を含めますと延べ15名の方が中部小

学校建てかえで質問をされることになります。私の22年の議員生活の中で初めてのことであり

ます。それだけ事の重大さをあらわしているわけですが、中でも 4回行われました校区の説明

会に出席をして、私は菊陽町行政の矛盾をかいま見ました この中より私なりに質問をさせて

いただきます。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) それではまず初めに、教育長に質問をいたします。赤峰教育長は昨年

の3月議会で議員の同意を受けて教育委員、そして菊陽町の教育長になられました。そして、

いきなりこの中部小学校の建てかえ問題を抱えて答弁をしなければならないことに同情をいた

します。努めて私もその気持ちを含めまして冷静に質問をさせていただきます。

早速でございますが、昨日の石原議員の一般質問の中で、今後の方向性を説明させてくれと

の赤峰教育長の要望がありました。その発言の中では、順番はつけていないが、地元説明会や

アンケート調査の結果は現地案、これはC案ですね、 C案は少なかった。新しい土地の希望者

が多かった、そして多数を占めていた。その結果を踏まえて 9月11日、臨時の教育委員会で方

向性を出した。それは新しい土地で一致したということでした。結局、赤峰教育長の説明を聞

きましたが、私どもが 3月議会で否決したときと同じであります。 C案を私どもは否決しまし

たが、それから 6カ月がたつでもとに戻った、この 6カ月は何だったかと私どもは思わざるを

得ませんが、子どもの安全のために一日も早く建てかえるため、また一日も早く仮設校舎とい

うことは何だ、ったんですか。この 6カ月間、これからまた何カ月かかるかわかりませんが、 F

れがいわゆる皆さん方の子どもの安全のためですか。その点をお尋ねをいたします。

0議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) 鍋島議員のご質問にお答えをしたいと思います。

今おっしゃったとおりでありますから繰り返すことはないと思いますが、昨日民意の集約と

いうようなことでのお話を石原議員の質問の中でさせていただいたわけでありますが、昨年か

ら私どもが提案したものについては、やっぱり民意の集約が足りないよというようなお話もご
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ざいまして、そういったものを踏まえて期間的には少し遅くなったということで大変その辺に

ついては申しわけないと思いますが、そういった意味もありまして最終的には私どもが言う C

案、現地案を含めて出したものは、現地での建てかえも議会等での 6月議会ですかね、提案し

ましたものについては議会で、確かにそういった否定をされたわけでありますが、しかし十分ま

た見直しをしながら現地案に対する非常に強い思いの方もいらっしゃるというようなことも含

めて住民の方々の意見を少し聞くことは必要であろうというようなこともありましたし、昨日

申し上げましたように、 3案については私どもはランクづけをして皆さんに民意を問うという

ようなことはありませんでしたから、そういった気持ちでここで、あれば子どもたちが安全な学

校生活が送れるであろう、楽しい学校生活が送れるであろうという可能性を秘めたものを 3案

ご提示申し上げたわけでございます。結果的には今鍋島議員がおっしゃったように昨年と同じ

ような結果ではないかというようなお話でもございますが、しかしいろんな角度から私どもも

検討しながら、住民の方々もかなりのそういった意見であるというようなことで、昨日お話を

したところでございます。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 教育長の話によりますと、ある程度の反対者もあった、そしてまた住

民の声もあったということでC案を説明会に加えられてこられたような発言でございました

が、ここで、はっきりと議会の成り立ちについて皆さん方に申し上げさせていただきます。

私ども選ばれました18人の議会の一番大きな使命は議決権でございます。執行部が提案した

案件の可否を表現する、その議決権が私どもの一番の生命でございます。そして、ーたん議会

で決定した議会の意思は、もはや議員個人個人の意思からは独立したものとなり、議会全体の

統ーした意思ということになる。たとえ議会とは反対の意見を表明した議員があったとして

も、その議会の構成員である以上、議決の宣言があったときから成立した議決に従わなければ

ならないことになるという反対議員の責任もありますし、さらに議決した事項は議員を拘束す

るばかりではなく、町村議長、執行部機関はもちろん、内容によっては住民に対しても同様に

あって、その町村の意思を内外に宣言したことになると、こうなっておるわけであります。こ

うなっている中で否決されたC案を私は違法性があると思いますが、し、かがですか。

教育長。0議長(吉村豊明君)

0教育長(赤峰洋次君) 鍋島議員がおっしゃる意味もわかりますが、私どもは、私どもはって教

育委員会そのものは議会の最終議決ということは十分肝に銘じておりますし、そのことはこの

議会で通らないとできないというようなことは十分承知をしております。しかし、一応白紙に

戻すという状況の中では、そういった角度からもう一度見直すのは必要であろうというような

ことでの提案をいたしました。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) ただいま白紙ということを言われましたが、白紙とは何ぞやですね。

白紙とはですね、広辞林によりますと白色の紙で何も書いてない紙ですよ。そして、意見を持
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たないことになっておりますが、白紙どころじゃございません、しっかりしたC案として出し

てこられたわけではないですか。そのことをしっかり受けとめていただきたいと思います。

私は今回の一連の行いは、菊陽町議会を否定することだと思っております。ましてや教育と

いう町民と議会からも尊敬されなければならない立場でありながら、議会を軽んじられたこと

は残念でならないことを申し上げておきます。

次の質問に移らせていただきます。

中部小学校は合唱コンク一ルで

会に参加が決まつています。父兄の方々も一生懸命になって資金集めに奔走しておられます

が、この優秀な生徒を持つ中部小学校は、私は菊陽町の誇りではなし、かと，思っておりますが、

生徒たちは不便な校舎で学び、狭い運動場で遊ばなければならないわけですが、私たちにはこ

の中部小学校の建てかえについての生徒の言葉が伝わってきません。教育長はきっと聞いてお

られることと思いますが、よかったらお聞かせください。

0議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) 今のご質問は、小学校の児童に子どもたちにこの建設の話を間いたかと

いうことでございましょうか。

(16番鍋島有志男君「そうで、すj の声あり)

子どもたちに直接聞いた状況はございません。

O議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 子どもたちには直接聞いておらないという答弁でございますが、教育

長は昨年の平成20年3月25日、議会の全員賛成で委員に同意をされました。そのときの先生の

紹介では、生徒の指導から始まり、教育主事として教育行政を経験され、数々の中学校長、そ

して菊池郡市中学校長会長、そして教育者としてエリートコースを歩いてこられたと思ってお

りますし、私も人柄、経験から申し分ない教育長と思います。

そこで教育長、もし今教育長が30歳若返って中部小学校の先生だ、ったら、小学校にどの案を

勧められますか。 38年間教育の振興に携わってこられた経験からお聞かせください。

0議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) 今私の経歴までお話しいただいたんで、すが、決してエリートとかそうい

ったものじゃございませんで、ただ学校に38年間おりまして、本当に子どもと一緒に汗を流し

たという、それはだれにも負けない思いを持っております。しかし、学校運営という立場は、

私どもはやはり与えられた施設の中で与えられた環境の中でし、かに学校運営をするかというこ

とでありますから、どの案がどうだということでなくて、私どもが考えましたのは、どの案

も、例えば現地案についてのいろんな意見がございましたが、運動場が狭いという絶対的な限

定をされたものもございます。しかし、与えられた状況の中でそこでやらなければならないと

いうことであれば、それなりの運営をすることができますし、それぞれの環境に応じた、ある

いは施設に応じた運営をするのが、学校にもし今議員おっしゃいましたが30歳若返ることはで
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きませんが、現場におれば、私はそれなりの環境の中で運営ができると考えております。

O議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) もうこの問題では、議会を初め校区民の説明会と、いろいろと大人の

議論は進んでおりますが、肝心その中で生活して勉強している子どもたちの声は全然聞こえて

はおりません。できますなら早急に教育長のほうから子どもたちに今の現状を説明されまして

聞いてみることも大切なことではないかと思い質問をしたわけで、すので、前向きによろしくお

願いをいたします。

それから、 3番の質問に移りますね。

これは大山課長に質問いたします。私は 3月議会までは文教委員でありましたので、この中

部小学校の建てかえについて大山課長が説明するごとく終始一貫新しい用地を確保して建てる

べきだと私は訴えてきました。大山課長は用地交渉は時聞がかかる、期間がネックになるとの

答弁ばかりでしたが、用地交渉には何の動きもしていないさまです。何の根拠があって期間が

ネックになると言われたのかお尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) お答えいたします。

まず、 1点目の新しい土地の場合でございますが、新しい土地について用地につきまして何

の動きもないということでございますが、この点につきましてはやはり場所の決定がなされて

からそれをするのが私ども役場の今までの流れでございます。場所の決定、現在中部小学校は

当時は 3カ所案がございました。その検討の中で考えていくとすれば、具体的なポイントを落

としてどうのこうのということはまだするべきではないというふうに考えましたし、現在もそ

のような考えでございます。

それから、用地交渉につきまして時聞がかかるということにつきまして、これは私どももそ

うでございますが、私も若干ではございますが用地取得につきましてそういった地権者の方々

と交渉を重ねた経験が少のうございますが何回かございます。その経験からのことでございま

すし、またほかの用地を携わります部署のほうにも打ち合わせしますと、やはり用地をお願い

するというのは、地権者の方々に対して私どもが誠意を持って交渉していく、その中でいろん

な地権者の方々がお思いになることを一つ一つクリアしながらご協力をいただく過程というの

は、やはりどうしても期間的にかかるものでございまして、そういった観点で、期聞がかかると

いう表現を使わさせていただきました。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 文教委員会の中でも私は、母校の用地交渉として新たな土地を行政が

相談するならば地権者の人は一人も反対はされませんよということも何回か申し上げました。

この用地交渉も全然しないで用地交渉は難航するからと、結局想像だけで考えてこられてるわ

けですよ。この場所の問題で、そもそもの始まりはここにあると思っております。用地交渉を
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何の交渉もしないのにしたように時間がかかる、期聞がネックになる、こういう一言で文教委

員会のときも言われましたし、またプロ、ジェクトの内容を読んでみると、そのことが出ており

ますし、そういうことで時間がかかる、期間がネックになるの一言で片づけたことになりま

す。

そこで、お尋ねしますが、 8月24日午後 7時30分からの上津久礼の公民館で校区の人たちの

説明会がありましたが、大山課長、その中で上津久礼の区長さんの発言がありましたが覚えて

おられますか。お願いします。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 恐れ入ります。確かに上津久礼の区長さんのほうからそ

ういった発言がございました。内容をちょっと確認いたしますので、ちょっとお時問いただい

てもよろしいですか。

l土し、。

(16番鍋島有志男君「課長、私のほうから言いましょうかJの声あ

り)

O議長(言村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 松村区長さんの上津久礼での発言ですよ。これはもう役場がビデオを

撮ってあるのをコピーとして私がもらったわけですので、そのままということで大山課長のと

何ら変わりはございません。申しますよ。 E案について参考として言わせていただきますが、

せんだ、って区長会がありました。土地の価格も下がってきているのではなかろうかということ

で、皆さんのためなら協力するという声もありましたんで、よろしくお願いします。よろしく

お願いしますと、上津久礼のほうからお願し、されましたよ。皆さんのためなら協力するという

声がありましたので、よろしくお願いします。これが上津久礼の区長さんの言葉であります。

これは私はこのことは歴史に残る発言ではなし 1かと思っておりますが、大山課長はまさかこの

言葉を無視はされないですよね。説明ではE案は 6年かかると説明されて、土地の価格にも根

拠のない価格を出された。まさにC案ありきの説明に多くの人たちの怒りの発言がありまし

た。このことを真撃に受けて、上津久礼の区長様よりの発言で、工程も短くなり土地の価格も

変わります。このことをいま一度校区の人たちに何らかの形で説明すべきではないですか、お

尋ねします。

0議長(言村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 昨日も石原議員の一般質問で教育長あるいは町長がご答

弁されましたとおり、現時点でC案につきましては考えずに移転ということで、新たな土地あ

るいは町民グラウンドが候補地して今絞り込まれております。その状況がございますので、こ

れからまた議会の全員協議会等々でご相談申し上げたいと思っておりますが、現在2つに絞れ

ております中で今ご説明がありました分につきましてはご紹介しようとは思っております。そ

れも一つの判断材料になるかと思っておりますので、そういう中で、具体的に中部小学校の建設
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につきまして決定をされていく形ではなし、かというふうに思っております。そういう上津久礼

の公民館の中でそういうご発言がありましたことにつきましては十分重く受けとめたいと思っ

ております。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

0' 6番(鍋島有志男君) 重く受けとめるということでございますので、ぜひ今からそれぞれの

説明会でも、その上津礼の区長さんを初めいろんな方々の思いというのを素直に伝えていただ、

きたいと、ご要望申し上げておきます。

それでは、町長に質問をいたします。

中部小学校建てかえ説明会は4カ所ありましたが、一度も出席をされなかったのはなぜです

か。私はスケジュール表も見せていただきましたが、公的なことは何も見当たりませんでし

た。私的なことで出席できなかったんで、すか、お尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) まず、鍋島議員のご質問にお答えする前に一つお断りしておきますけど

も、今回副町長のほうにもこの質問があっているところでありますけども、これはもう議会の

開会当初にお話しすればよかったんですけども、今副町長が体調を壊して入院中でありますの

で本議会に出席しておりません。そういうことでお断りをしておきます。

それでは、ただいまの質問でありますけども、今回の住民の説明会になぜ出席をしなかった

かということでありますけども、教育委員会から出席するかの照会ありましたけども、日程調

整等で町の公的な行事予定を出しとる以外にもいろんなことがあるわけですので、そういった

面もありますけども、今回の説明会でありますけども、今回はこの建てかえる場所の 3つの案

やこの仮設校舎の必要性について保護者あるいは住民の方から忌'障のない意見を聞く、いわゆ

る民意を聞くところの場でありまして、教育委員会のほうで開催をしたところであります。こ

の説明会が町としての考え方、あるいは私のほうでいろいろ何かその方針的なものを出して理

解を求めるという説明会であれば万障繰り合わせて出席しなければなりませんけども、そうい

った面があります。

そして、この学校の建築、建設等につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の中でも、地方公共団体の長という者は教育委員会の申し出を待って教育財産の取得を行う

という規定があるとこであります。そういった法を、いわゆるコンブライアンスをいいます

か、法令道守という意味でもありまして、そういう法律がありますけども、教育委員会とは一

体的に進めなければならないということは自覚しておるわけでありますけども、出席すれば私

としましては今年の当初予算で現地案で出したところであります。そういったものもいろいろ

出席すればそれぞれの会場であいさつするようになると思いまして、そういった系統にも話す

ようなことになると思いましたし またトップとしての発言ですね、いろんな質問があったと

きに答えれば、そこで、答えっていいますか、いろいろ非常に重い発言の内容になるというよう
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なことになります。

今回の説明会に入る前に、この説明会の件につきましては全員協議会の中でもこの教育委員

会における住民説明後にその結果が出た段階で全員協議会のほうに議会のほうに報告して議会

のほうとも相談しながら今後のことを取り組んでいきたいと言ったところでありまして、そう

し、った面から出席のほうは見合わせたというところであります。

O議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 町長は出席ができなかった理由をいろいろと申し上げられましたが、

つまるところトップとして説明をすれば、校区民の発言に対して説明をしなければならなし、か

らというような感じがし、たしましたが、このことはもとはといえば昨年の 3月議会、 3月 2日

の所信表明の中でその施政方針で、現在地で全面建てかえと言われたことから始まった問題で

すよ。その結果、議会で否決されて、慌てて地元説明会を聞かれた。議会で 1度否決したその

ときから、町長はこの問題に前向きに対処するために表に出るべきで、はなかったかと、そうい

う思いでおりますが、なのに自らは一度も出席せず、私から言わせれば、これは教育委員会に

丸投げですよ。あなたの町長としての任期はあと一年残っておりますが、私はこの中部小学校

の建てかえが一番大きな事業だと思っておりますが、本気で建てかえをやろうというお考えが

あるのですか。それをもう一度確かめたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) この件につきましては、今年の当初予算のところで予算計上をお願いした

ということで、もう一刻も早く建てなければならないというように思っているところでありま

す。

そして、現地案のところで否決されたということで、もうそのことについては議会で決定し

たと言われますけども、私がその 3月議会で修正動議が出された中で 議員さん方から修正動

議を出された議員さん方も白紙に戻しもう一度検討すべきだという説明もありました。そして

また、新しい土地にするか町民グラウンドにするか現地にするかという点については、さまざ

まな意見が修正動議提案者にもありますが、一致した意見は今の計画が拙速過ぎる、すべての

面からもう一度、もう一回総合的に考え直したらどうかという発言もいただいておったところ

であります。そういう意味で、記憶としては敷地が狭い、あるいは 5階建てがだめだというよ

うなところも非常に意見としてあったところでありますが そういうものを見直したところで

の3つの案というのを教育委員会のほうでつくって説明に回ったというところでありますの

で、何も建てる気はなし、かと言われますが、もう一刻も早く建設のほうに取りかかりたいのが

私の心情であります。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

01 6番(鍋島有志男君) 一刻も早く建てかえたいというようなお気持ちであるならば、自らも

出席して校区の人たちの生の意見を聞くべきで、はなかったかと思います。赤峰教育長は4カ所

の会場で厳しい質問の中でありましたが、一生懸命親切丁寧に答弁されましたよ。私ならば自
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分が就任する前に決めた問題ですので、当事者に聞いてくださいと言いたいような気持ちにな

ることでも、すべて親切丁寧に立派に答弁をされました。町長は生の声を聞いておられません

ので一言申し上げますが、お集まりの人たちの中から町長はなぜ出席しないのか、最終決定は

町長がしなければこの問題は片づかないと、強いおしかりの言葉があったことを申し上げてお

きます。

次の質問に移りますが、副町長に質問しようと思って質問事項を出しておりましたが、どう

も風のうわさでは副町長は入院をされとるというような話でありますが、この際これも町長に

質問をさせていただきます。

副町長も町長と同じく全く出席がございませんでした。普通なら町長が出席できないならば

副町長が出席するのが当たり前ではなし、かと思いますが、副町長の日程を調べてみますと、後

半のほうでは韓国のほうに行っておられました。これは韓国のほうで加藤清正の400年何とか

かんとかという話をちらつと聞きましたが、県からお願いされたことかと思いますが、県の仕

事よりも町の仕事が大切ではないですか。その辺のところも含めてなぜ出席されなかったのか

お尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 高IJ町長が出席しなかったということでありますけども、副町長につきまし

ても私が先ほど出席しなかった理由を申し上げましたけども、同等の理由で、考え方としては

教育委員会のほうから行って、今回の説明会が住民の皆さん、保護者の皆さん方からの民意を

聞く場ということでありまして、そこに行けばいろいろ執行部としての考え等、そういったも

のについて発言をするようなことは差し控えたがいいんじゃなし、かというところで出席はしな

かったというような気持ちで、あったと思います。

そして、この説明会の結果につきましては、その説明会後にさっき持っとられました会議録

等も説明会の内容につきましては教育委員会のほうからいただいておりまして、それを見て十

分にどういうような状況であったかということは把握しているところであります。確かに現場

に行ってその会場での雰囲気といいますか、その生の声を聞くということも非常に大事だと思

いますけども、出席を私たちがすればしたで、やはりこの町としての考え等がし、ろいろ質問等

もあるかと思います。そういった発言の中で、鍋島議員も一方ではこの現地案というものがこ

れはもう否定されたと言われますけども、そういったことについても何らかの行政としての考

えを述べなければならない、そうすればまたこの現地案誘導ではなし、かというような意見もい

ろいろ出るかと思いまして、そういった面で差し控えたところであります。

O議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 私には副町長の役割がまだわかりません。中でも執行部のほうからの

依頼で全員協議会が何度となくこれまであってきましたが、一度も副町長は出席をされませ

ん。これは何ですかね。町長が出席しないでしW、からと命令されたのですか。ちょっとお尋ね

いたします。
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0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) この件については、私が出席をしますので、私が出れば出席はしなくても

いいんじゃなし、かというところがありますし、また一方ではいろんなほかの行政のほうも動い

てるということで、出席のほうは私一人で、あったというところであります。今後につきまして

は、必要に応じては2人出ても議会のほうで特にいいということであれば、今後につきまして

は、 2人出れるような時間帯に調整がつけば、出席をさせていただきたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) これはもう副町長がそこにおられて発言したいことでございますが、

私が聞いた話では、副町長は 3枚の別々の名刺を持っておられるそうであります。それを菊陽

の中で出される、このことを聞けば、私どもとしては菊陽町の副町長は副町長だけだろうとい

う思いがする中で非常に残念でたまりません。今回の出席されないことも同じでありますが、

副町長と私どもは余り面識がございません。しっかり町長のほうから副町長も管理していただ

きたいと、そういう思いでおります。結局町長も副町長も一度も出席ができずに校区の説明会

が終わったわけでございますが そのために校区民の生の声も一度も聞かれませんでした。い

ろいろな答弁で教育委員会の分野だからと考えておられるようでございますが、これは議会で

否決された段階から前にも一歩も進まずに、このこと自体を今の町長のやり方に町民の人たち

は後藤町長に疑問を持っていることをお伝えしておきます。

次の質問に移りますが、これも町長にお願いいたします。

平成16年度ですね、中部小学校の耐震診断を行われました。それで中部小学校の耐震問題が

出てきましたが、その耐震診断を見て、その結果を判断されて、引き続き 17年に中部小学校改

築基本構想策定をライト設計にお願し、をされた。これは大体何のためにされましたか、お尋ね

いたします。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 町長ということでございますが、事務的な部分でござい

ますので、担当主管課であります学務課のほうからお答えをさせていただきたいと思います。

よろしいでしょうか。

(16番鍋島有志男君「どうぞ。早目にお願いします。もう時間が迫

り・…・・j の声あり)

目的でございますが、ご承知のとおり平成16年度に中部小学校の耐震診断を行し、ました。こ

の結果につきましては既に議員の皆さん方ご承知のことと思いますが、それに基づきまして平

成17年度にこの建てかえをどうしていくのかというところを検討する必要があるということで

委託したものでございます。これにつきましては、今後の方針のたたき台ということがござい

まして、その内容は現在の中部小学校の教育の学習あるいは学校管理運営はどうなっているの

か、あるいは施設利用上の活動状況とかそういった課題、あるいは改築に係るための基本的な

図面、そういったことの作成をいたしまして、今後の方針のたたき台としての作成というとこ
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ろでございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 今後の方針のたたき台と言われましたが、耐震診断とこの基本構想設

計は同じライト設計にお願し 1されております。私も最近、課長も知っておられますように基本

構想の策定案の報告書を見ました。まあ40ページぐらいありますかね、両手で、やっと持つぐら

いの分厚い報告書でありました。その中で最後のほうに載っておりました、読ませていただき

ますが、このライト設計の報告書によれば、新しい敷地に建てかえた場合、制限なく自由度が

ある、仮設校舎を建てずに新校舎を建築できる、これは仮設校舎の金額が要らないと書いてあ

りますよc すべての施設、これはもう学校の給食、プールの施設、いろんなすべての施設の学

校の施設を工事期間中利用できると こういうよL¥長として報告をされておりますが、まとめ

の報告書として、新しい用地は既存校舎の問題点を解決し、無駄な支出が出ず、すべての金額

を児童の生活環境向上に利用できると判断し、本改築基本構想での策定案とすると結論を出さ

れております。耐震診断は金額は忘れましたが、この報告書自身ライト設計に220万円予算を

組んでお願いして出しておられます。私はこれを見て、まさにこれだと思いました。立派な報

告書だと思いましたが、なぜこの基本構想を採用しなかったのかお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) これは先ほど申しましたとおり一つのたたき台でござい

ました。この時点でこれが策定された以降、少し変更がございまして、その関係で実は改定を

させていただいてるところでございます。

それは、一つは建築基準法がその後19年 6月に入りまして改定がされております。いわゆる

既存建物、いわゆる現地建てかえの場合になりますけども、その場合の増築する場合のところ

の改定が一つございます。それから、もう一つ大きな形として、基本構想自体徴密に作成をさ

れておられますけれども、実は事業費の算定のほうがもう少し必要で、あった部分がございまし

た。これはどういうことかと申しますと、当初の基本構想でございますと、計画建物の配置図

と総面積だけでございまして、具体的に中部小学校の必要とします普通教室の数ゃそういった

特別教室等々各階の平面図、そういった部分が添付されておりません。これがどういうことに

なるかと申しますと、この部分が国庫補助金等々の算出をする際の大きな材料になります。そ

ういったことで最低限の見直しをする必要があるということで、今申し上げました形で見直し

をした経緯でございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) そういうことで見直しをしなければならないということならば、ちゃ

んと専門家のライト設計に話して、そしてぴしやっとした策定案を出してもらうべきではなか

ったかと、そういう思いがしますが、もう次に行きます、時間もありませんので。
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平成16年度耐震診断、そして17年度基本構想策定の結果、その時点でもし建てかえに取り組

んでいたならば、私は今ごろは新しい小学校の姿が見えているころだと思います。わざ、わざ

220万円の税金を使って専門家に頼んでできた策定ですよ、それをその後職員のこれは寄せ集

めでつくった15名ですか、プロジェクトチームのたった 3回の会合でこの策定案を改正されて

おります。専門家は、ライト設計は 1年かかって基本構想策定をされたのに、私から言わせれ

ば素人の人たちの寄り集まりで、専門家の立てた策定案をたった 3回の会合で改正された、なぜ

ですか。そこがどうもわかりません。

0議長(言村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 確かにご指摘のとおり プロジェクトでは職員15名の構

成で、行っております。ただ、職員の中には現在中部小の保護者の職員もおりますし、またそれ

ぞれの庁舎内の建てかえに関連します直接的な部署の職員もおります。ということは、その部

門から関係機関に問い合わせするのも可能でございます。

それと、 3固と申しますが、確かに会議自体は 3回でございますが、役場の庁舎内の職員で

ございます。会議自体は 3回ではございますが、その都度必要があれば打ち合わせという形で

行っておりまして、形のある会議というのは 3回だ、ったというのが事実でございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) これは私の考えですが、ライト設計が出した結論が自分たちの考えと

違っていたので、プロジェクトチームでC案にまとめたのではないですか。校区説明会で基本

構想策定の結果もしっかりと説明しなかったのはなぜですか。私から言わせれば、都合の悪い

ことは隠し、自分たちの都合のよいことだけ説明する、このことは町民をだましたことになり

はしませんか。これが今の菊陽町行政のやり方ですか。簡単にお答えください。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 説明会時点では既に現在地案、それから新しい土地、そ

して町民グラウンドの 3案をご提示しております。確かに基本構想段階では、その報告書では

新しい土地が望ましいという形の方向性が出ておりましたが、ご承知のとおり 18年3月議会に

おきましては当時の冨永町長のほうからもそういったところが、新しい土地が好ましいが財政

事情等々もあるということでのご発言がありましたとおり、やはり基本構想段階ではあくまで

も建物のプランということでございまして、それがもとで財政的な部分というのは今後詰める

という形で、あったかと思います。その流れの中で、はい。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) せっかくの説明ですが、もう時聞がございませんので、どうも。恐ら

く大山課長も教育長も隣の益城中央小学校の建てかえ工事があっておりますので研修に行かれ

たことと思いますが、私も文教委員のときに研修をさせていただきました。しっかり覚えとっ

てくださいよ。益城の学校建設の技術者の職員の話では、小学校を耐力度調査を全部したとこ
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ろ耐震補強ができない状態になっていたが、発表すれば保護者の動揺が広がるので内密にして

建設をしているということです。そしてまた、もちろんその耐力度不足の小学校も今は離れた

ところでしっかり生徒たちに使われております。仮設校舎はと尋ねますと、仮設校舎は無駄に

なると、はっきりおっしゃられています。だから、最初から仮設校舎は対象にしなかったとい

う話でありますが、大変これは今後の菊陽町のこの建てかえ問題に参考になると思いますが、

本当は菊陽町役場のプロジェクトチームの中でこういう考えや発言はなかったのかお尋ねした

いところでございます。しかしながら、私は時聞がございませんので、それは省略いたしまし

て、これで私の一般質問を終わらせていただきます。

以上で私の一般質問を終わりますが、 3月議会で否決された結果を真撃に受けとめておられ

たならば前向きなことができていたと思し、ますが、結果を受け入れられなかったおかげで、こ

の6カ月間経過をしましたが、 L、まだ方向性が見えません。中部小学校の生徒、保護者の皆さ

ん方の不安は募るばかりです。今この問題で必要なのは、私は決断力ではなし、かと思っており

ます。その決断力を発揮できるのは、町民から選ばれたただ一人で、あり、その人の決断力が問

われていることを申し上げて一般質問を終わります。

0議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君の一般質問を終わります。

しばらく休憩します。

................................................................................................................ 0 ............................................................................................ ............. 

休憩午前10時58分

再開午前11時10分

.............................................................................................................. 0 .............................................................................................. .............. 

O議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

甲斐栄治君、一般質問を許します。

04番(甲斐柴治君) 皆さん、おはようございます。

中部小の問題については、傍聴者の方もご意見はさまざまだと思いますけれども、これだけ

注意を払っていただけるということに対して感謝をいたしたいと思います。身が引き締まる思

いです。

最初に、昨日ちょっと不測の事態がございましたので、質問の形式をとれませんので、ここ

でちょっとこの演壇におるのが長くなるかと思いますけれども、ちょっとそのことに触れさせ

ていただきたいと思います。

私は 1年生議員ですけれども 3年目に入りました。姿勢としましては、執行部とは一歩離れ

て二歩離れずと、なぜなら私たちはチェック機関であるし議決機関であります。そういう姿勢

が必要であろうということでいつも心に秘めております。果たしてそうなってるかどうかは、

これは私の判断ではなくて有権者の判断ではなし、かと思いますが。そういう姿勢でおります。

しかも、昭和52年の自治省の行政局長通達でも、この中部小の問題については予算の修正が絡

みましたけれども、そういったことにも触れて、町と議会が良識をもって十分話し合い、妥当
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な結論を出すことを期待していると、こういう基本姿勢が示してございます。私はそのとおり

であろうと思います。しかし、自分はそういうふうに思っておりますけれども、相手が遠ざか

っていく分には手の施しょうがありません。一歩離れて二歩離れずと思っておりましでも、相

手がどんどん離れていけば、引きとめるわけにもいきませんので、ちょっと戸惑っておりま

す。

今日は中部小の建設計画と町立保育所、ここまで時間が足るかどうかはちょっとわかりませ

んが、民営化の問題を取り上げたいと思います。この 2つの問題についても、今申し上げたよ

うな感を非常に深くしております。

まず、中部小の問題で、すけれども、これは平成16年に耐震診断が出ております、約700万円

かかっております。それから、その後現後藤町長が咋年の 3月議会で現地に建設するというこ

とを表明されて、そして今年の 3月、また改めてその方針を確認をされて、既に半年経過をい

たしました。先ほど鍋島議員の質問にあったとおり、もとに返った状態で進捗はほとんどな

い。全然ないというのは、また語弊がありますけれども、なぜそうなのか。非常にこの問題に

ついては不自然なことが多いと私は思います。本来はこれは一つの学校を新しくする、いい教

育環境をつくるという大変めでたい事業です。ですから、議会も執行部も盛り上がって、いい

学校をつくろうというふうになるのが普通の状態ではなかろうかと思いますが、現実には皆さ

んもごらんのとおりに混迷をきわめております、非常に残念です。

先ほど不自然なことが多いと申し上げましたけれども、現中部小は一番規模が大きいのに校

地が狭い、それから校舎も迷路のようになっております。職員室から運動場あたりも見ること

ができません。そういう状態を解消する、特に執行部は耐震の問題を言っていらっしゃいます

から、この急傾斜地、急傾斜地ではないとおっしゃいますけど、私はあそこは傾斜地だと思い

ます。耐震なのになぜあんなところに建てなければいけないのか、これわからない。最初は何

と一部 5階建てで出てまいりました。ちょっとやっぱり信じられないですね、小学校の建設と

しては。そういう不自然なことがありましたので、議会としてはやっぱりこれは100年を考え

てもっときちんとした学校づくりをしなくちゃいけない、二十数億円もかけるのであれば、平

地にできれば平家建て、せいぜい 3階建て以内の校舎をつくらなくちゃいけない、それが議会

の思いでした。ところが、執行部としては先ほどから出てますように現在地に非常に固執をさ

れました。それから、もう一つ不思議なことは、場所も決まってないのに仮設校舎に異常にこ

だ、わっていらっしゃいます。これ一体何なのか、非常に不思議です。

先ほど申しましたように、事業としては非常にめでたい事業なんです。ところが、盛り上が

らない。何か疑心暗鬼が先に先行する、こうしづ状況で現在に来ております。みんなが参加で

きる配慮がなされていなし、からだと思います。ごく一部で議論がされて、ある日突然ぽんと出

てくる。これではせっかくのいい事業もよくならない、本質がゆがんでしまうというふうに思

います。

それで、私たちは 9月 8日に一般質問の事前通告を出しました。そして、それから町の方針
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の変更、その他も知らされずに昨日がやってまいりました。その石原議員の一般質問の中で突

然町の方針の変更が告げられた。私は 2日目です。ですから、一般質問の事前通告をしておっ

ても、それを若干修正をしてこのようにして一般質問することができます。ところが、昨日石

原議員は、それこそ一般質問というのは大変なんで、前の晩は寝られんぐらいにしていろいろ

考えます。そして、問題を整理して事前通告を出すんです。それを昨日のような形でいきなり

ぽんともう方針が変わったことが出されたら、これはもう石原議員は非常に戸惑われたと思う

し、ジェントノレマンですから余り顔に出されませんが、非常に怒ってらっしゃると私は思いま

す。

慣例として予決算を審議する 3月と 9月の議会にあっては、町長の所信表明の翌日に一般質

問の事前通告が締め切られます。議員は町の方針を踏まえて事前通告をして質問を行う、こう

いうふうになっております。しかるに中部小建設計画に関する限り、昨日の石原議員の質問時

までに我々は町の方針の変化を知ることができませんでした。 9月8日まで、は建設場所につい

てはC案、 D案、 E案3案が鼎立をした状態、仮設校舎についても執行部が必要というのみで

具体的提案はない状態で、あった、これが議会の始まる前の状態です。ところが、昨日教育長の

説明によれば、地域説明会参加者と中部小保護者にアンケートをとった結果、建設については

C案の賛成者が少なく、つまり現地案ですね、説明会参加者ではE案、新しい土地です、それ

から保護者ではD案、町民グラウンドが多かったと。したがって、現地案というのは断念をし

たと。ところが、仮設校舎については賛否相半ばしたので、これは今後提案させていただきた

いと思ってると、こういう表明でした。 9月11日にこういったことを踏まえて臨時教育委員会

を招集して検討した結果、先ほど言いましたように建設地はD案かE案、仮設校舎については

議会に提案することで意見が一致した、教育委員会がですね、よってその方向で行くと、昨日

そのことが石原議員の一般質問の最中に出てきました。私などはちょっと血の気の多いほうで

すから、もし私であったなら本当にその場で席をけってやめたと思し、ます。そして、町の方針

の変化等について十分な説明を求めるために全員協議会なり、あるいは文教厚生委員会なりで

そういうのを開いて、そしてあとの日程も議運を聞いて変更すべきだと、そう思いましたが、

石原議員の一般質問の最中でありますので、それは発言を控えました。

結果として今申し上げたとおりなんですが、昨日の教育長の発言でも、 C案がなくなったと

いうことは一定の前進だというふうに思いますが、まだ問題はたくさん残っております。少な

くとも従来の執行部の姿勢からするならば、議会と執行部の争点にかかわる大きな方針の変

更、 C案を断念するということがあったわけです。これはやはり何らかのことで議会にちゃん

と伝えるべきであると、私はそう思います。議会は無視されたなと。しかもこのような方針の

変更にもかかわらず、 6カ月間遅延したそのことについての反省は一言もない。どうでしょう

か、皆さん。こういうことを私は非常識だというふうに言うほかありません。これまで幾度か

この町のやり方については指摘をしましたし、昨日小林議員も懸念をして手順の問題を指摘を

されました。こんな形で大きな方針変更を示していいのか。もしもそれを認めるとするなら、
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議員の一般質問も事前通告の必要はない。爆弾的にやっても差し支えないんじゃなし、かと、そ

う言われでも仕方がないと思います。これは明白な審議規則違反であります。

それから、もう一点です。昨日教育長は石原議員の質問に対して、石原議員が全面建てかえ

とするならば基本的に教育的見地が必要だというふうな質問を書いていらっしゃいましたが、

全面建てかえでなくても要るんだというふうな、そうし、う返事のされ方ですね。それから、益

城中央小学校の見学をされたと思うが、それについての感想はどうかと聞かれたときに、教育

長は他町のことについては感想は差し控えるという意味の答弁をされた。先ほど鍋島議員がお

っしゃいましたように、教育長はこの問題の矢面に立っていらっしゃいます。いろんなことを

真正面から受けていろいろ応対されてます。その辺で、やっぱり私たちもチェック機関ですから

批判もしますので腹に据えかねることもあるかもしれませんが、執行部は執行権を持ってらっ

しゃるんです。我々はチェックするんです。その辺を考えて、塔は高いほど風当たりが強いん

です。ですから、教育長ともなれば、さまざまな批判を、これは場合によっては身に覚えのな

し、批判も出てくるかもしれません。だけど、それはやっぱり執行部の枢要な地位にある者とし

て余り感情的な表現はされないほうがいいんではないかと、私はそういう感想を持ちました。

以上のことは本来ならば質問席に帰って問いただしたい、そう思いますが、事前通告にない

質問はできないルールになっております。今はだからルールに従ってこうして問題を指摘し

て、感想を述べる以外にないと思ってちょっと長くここに立ちました。もし反論があるなら、

場所と時間を変えていつでも承りたいと思います。

以上、ちょっと長くなりましたけれども、前置きをいたしたいと思います。

O議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐策治君) それでは、事前通告に従って私の質問をいたしたいと思います。

先ほどから鍋島議員の質問にもありました、多少ダブるかもしれませんけれども、 4回の地

区説明会をどう評価しているか、ちょっとこれは抽象的な表現になるかと思いますが、説明会

の目的ですね、何のためにこの時期に説明会をやったか、もう一回お聞きしたいと思います。

O議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) 再三、民意の集約というようなお話が出ておりましたので、最大の目的

は民意の集約でございます。

0議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) これは見解の相違かもしれませんけれども、民意の集約ということであれ

ば、もっと以前の段階でやるべきで、はなかったか。いろんな評価の仕方をされてると思います

が、私はそう思います。

次です。この資料ですね、説明会に出されました資料、特に土地代、用地費ですね、それか

ら開発費、それから工期、仮設校舎の費用ですね、この辺について要するにD案と E案、町民

グラウンドと新しい土地はいずれもたくさんの費用がかかる、たくさんの期間がかかるという

ふうな資料の編成になっておりました。これも先ほどからいろいろ聞かれておりますけど、改
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めてお聞きをいたします。これで本当に公平な資料と考えていらっしゃるのかどうか。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) まず、事業費につきましては、現時点では実際の設計書

等々はできておりません。いわゆる概算という考え方で、統一的な考えでお出しをしておりま

す。

それから、工期につきましては、実際これもやってみないとわからない部分がございます

が、現時点で想定されるというところで工程を組んでおります。これにつきましては、また実

際やってみますと、また工期が短くなるかもしれませんし長くなるかもしれません。ただ、ど

ちらにしろ、その工期につきましては現時点で予測をし得るという形で表現をさせていただい

ております。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) これも、もう前の質問者が何度も聞かれたことですから、あえてまたこれ

以上は聞きませんが、私はこれはもう一見しただけでC案に世論を誘導するための資料ではな

し、かと、非常に公平性に欠けるというふうに判断しております。しかし、これは見解の相違と

いうことを言われるでしょうから、次に移ります。

3つ目です。この説明会の地域の設定ですが、中部小学校の校区をその説明会の対象地とし

て選ばれた、それはよくわかります。ただ、 1点聞きたいと思いますけれども、この問題は中

部小学校区だけで、はなくて町全体の問題だというふうに私は考えておりますが、その点は教育

長し、かがで、しよう。

0議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) 再三そのことについてもいろんなお話の中で聞いたところであります

が、やはり中部小学校という一つの今までの伝統ある校区ということで、校区を中心に位置を

考えました。

0議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) このことも重ねて申しませんが、執行部案にしましても二十数億円を、今

はもうなくなりましたけど、その二十数億円を費やすようなそういう事業については、これや

っぱり町民全体の問題であるというふうなことを申し上げておきたいと思います。というの

は、校区外の者が何を言うかという意見が途中でありましたので、こんなに大きな予算を伴う

ことについては、やっぱりこれは町全体の問題であると、そういうことを確認をしておきたい

と思います。

次です。②に移ります。町長の本事業に対する姿勢について。これは鍋島議員が先ほど詳し

く聞かれましたので、意見だけ申し上げておきたいと思います。町長がここに出られなかった

理由としては、出れば自分の発言が非常に重くなって、その結果を問われるというふうな、そ

ういうことになってもし、かんので、行かなかったと。それから、法令上の問題も出されました。

-136 -



しかし、私は町民の生の声を聞くというのは町長の基本姿勢であるべきじゃなし、かと。行って

いいんですよ、行ってその場で、私はこの方向性とかそういったものについてはまだ議論中で

すから意見を差し控えさせていただ、きますが、皆さんの声を黙ってこの場で聞きますと、これ

はできるはずですね。なぜ、その姿勢がなかったかというのは、これはまだ私はやっぱり疑問に

思っております。その点、町長いかがですか。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) さっき言いましたように、私としては今回のこの中部小学校の事業で、あり

ますけども、もともとこの小・中学校の耐震化事業の一環として取り組むということでありま

す。そういった中でこの取り組みをしてきたところでありますけども、学校としては小学校、

中学校合わせて武蔵ケ正小学校、菊陽北、菊陽中部、菊陽中学校、武蔵ケ丘中学校の 6校が該

当するということで、そういう中での取り組みであったところであります。そして、そういう

中で本年の21年度の予算の中で現在地のところでというところでこの予算化を提案してお願い

したところでありますので、当然その場に出れば、そしてその中で 3つの案がまた出てきとる

ということで、そういったことについて経緯あたりも当然出ればそういう話も、なぜこの現地

案で出したかというようなこともきちんと話をしたい思いもあります。しかしながら、今回と

いうのはそういった議員の皆さん方にもできるだけ保護者あるいは地域の方々の意見を優先さ

せていただきたいというようなところでの、説明会に入る前でもありましたし、今言われるよ

うな立場で出てきておる方法もあったかと思いますけども、私としては先ほど説明したような

内容で出席は見合わせたところであります。

0議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐業治君) この問題が全然進捗しないと、その辺の一つの原因ですね。私はやっぱ

り、先ほど町長は一刻も早く建設をやりたいというふうなことをおっしゃいましたけれども、

どうもやっぱり熱意が伝わってこない。問題はこれだと思います。やっぱり町民の皆さん方に

対しても、逆に言うならば私はこう考えております、皆さんこれでひとつ協力をしていただけ

ませんかというふうなことでもあれば、また流れは違ったほうに行くんではないか、これは意

見として申し上げておきます。

それから、もう一点ですけども、先ほど私が演壇で申し上げましたけれども、実はこの 9月

議会の議案が回ってまいりまして、中部小学校の議題が全然出てない。それから、保育所の民

営化の問題についてもほとんど出てない。一体町は何をなさるんだろうと。特に中部小につい

ては急ぐ急ぐというふうなことが仮設校舎に絡んで言われてきましたけれども、 9月の議会に

も出さない、一体どうなるのかと思っておりましたら 先ほど申し上げたようなことになりま

した。この議会に対する町長の姿勢、例えば昨日みたいな大きな変更があった場合に、もっと

対処の仕方があったと思うんですが、その辺についてはし、かがですか。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 昨日も言いましたように、議会のほうでのいろいろな意見がありまして、
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その後 3つの案について、特にC案についてはいろいろご指摘のあった点については教育委員

会のほうで見直しを行い、新たな案としてできた内容で、そしてほかの新しい土地での 2つの

案ですね、新しい土地を求める方法、そしてまた町民グラウンドのほうを利用するというよう

なところでの 3つの案について住民、いわゆる保護者の皆さん、そして地域の方々のご意見等

を、その辺をきちんと状況を把握した上でどうするかということも判断して進めたいというふ

うに考えておったところでありまして、そういう中でその時期がこの 9月議会の、昨日も言い

ましたようにこの集約が間に合っていなかったということで、この一般質問の締め切りをされ

る前にその報告ができなかったということであります。一般質問が出された後で教育委員会の

臨時教育委員会にも出まして教育委員会としての方向性も出たということで、できるならば全

協のほうを事前にと思いましたけども、この一般質問が出とるということで、やむなくその報

告につきましては昨日教育長のほうから全体的な中できちんと説明すべきですけども、時間的

なところがないということで、昨日の石原議員のお許しを得て教育委員会の方向性、それに対

してまた石原議員から私のほうに質問がありましたのでお答えをしたところであります。

それと、少し時間をいただいてどういう状況の中でこの耐震化事業に取り組んでおるかとい

うことを少し述べさせて、この現地案を出したかというところも述べさせていただきたいと思

いますけども、今この小・中学校関係につきましては、耐震化とともに老朽化による大規模改

修の時期が小・中学校のほとんどの学校に到来しているような状況にあります。そういった中

で、児童・生徒の増によるまた増築あるいはグラウンド整備が急がれるような学校もあるわけ

であります。そうしますと、教育委員会のほうからのいろいろ将来の施設整備にどれぐらいあ

と予定しであるかということをいろいろ調べて聞いてみましたところ、今後10年から15年間ぐ

らいの間で約70億円から80億円程度かかるんじゃなし、かということであります。それに教育全

体のこれは……

(4番甲斐栄治君「いいですか、時間もありますので、それではま

た別の次元でj の声あり)

こういった点については、またそういうことであれば、全協あたりでそういう内容の説明は

したいと思います。

O議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) 話の途中で、打ち切って申しわけないんですけれども、今おっしゃられたよ

うなことは全協でお話をいただければ、それは十分時聞がとれると思いますけれども、本席は

ちょっと時間が限られておりますので、もう一点だけですね、結局この問題というのは、あと

はもう D案、 E案、仮設校舎の問題、これがありますが、議会との意見調整ですね。それはも

うもちろん地区の地域の方の意見ももちろん大事なんですけれども、最終的にはやっぱり議会

との意見調整ができないと、これは前に進まないわけです。その辺については、議会との意見

調整は町長どのようにやられようと思っていますか。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

-138 -



0町長(後藤三雄君) 本議会が30日まで予定されとるということであります。その後また資料等

も教育委員会のほうで説明会のときとられたアンケート、また保護者、全家庭からアンケート

された結果等も取りまとめでありますので、そういった面の集約したものをきちんと説明しな

がら、今後については今現地から離れたところでありますので、これも最終的には議会の皆様

方の議決を得ないと先に進めないような状況でありますので、そういうところを全協の中で諮

りながら、臨時議会でも開いて急がなければならない予算措置等についてはお願いしたいとい

うように考えております。

0議長(吉村豊明君) 甲斐柴治君。

04番(甲斐業治君) ぜひ情報をできるだけ出してオープンに議論していただければ、先ほど言

いましたようにこれは本来前進的な事業ですので、そんなにもめることはないというふうに思

います。どうぞその辺については配慮をいただくようにお願いをしておきたい。

次に移ります。

本事業に対する教育委員会の役割についてで、すけれども、時間の関係で 3点ちょっとまとめ

て申し上げますが、この中部小学校の事業に対する教育委員会の討議状況を、これも時間がか

かりますでしょうし、いずれどっかの時点で議事録ですね、教育委員会で使われた資料、これ

に関するですね、こういったものを出していただけるかどうかが 1点。

それからもう一つは、地域の説明会がございましたが、これはもうほぼ教育長と教育次長、

学務課で主に応対をされて、教育委員長は老人福祉センターの昼の部でしたですかね、一度出

られました。それから、あと 3名の方が同じく老人福祉センターの説明会に参加をされており

ましたが、どうも私から見て、あれ、教育委員会で町長はもう教育委員会にこれはもう委託し

とるというふうにおっしゃいますので、とするならば、教育委員とか教育委員長というのはや

はり前の席におって当事者として応対すべきで、はなかったかと思いますが、その辺も非常に奇

異な感じがいたしましたので、どういうことだ、ったかお答え願し、たい。

3つ目、教育委員会はどの時点までこの問題について中心的役割を果たされるつもりなの

か。どっかではこれはもう建設に移りますから変わるんだろうと思います、どの時点まで教育

委員会は役割を果たされるのか。

以上、 3点よろしくお願いします。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) まず、教育委員会の動きでございますが、教育委員会は

定例を毎月今までは開いておりました。それに加えまして4月からは臨時教育委員会というこ

とで、中部小を検討する時間が必要でございますので、臨時教育委員会を開催しております。

臨時教育委員会の中でこの中部小学校の件につきましてご議論あるいはご検討いただいとるわ

けですが、この定例教育委員会につきましては議事録を作成しておりますが、臨時教育委員会

につきましては議事録は今のとこ作成しておりません。と申しますのが、これは臨時につきま

してはまだ議論が途中だということで作成をしなかった経緯がございます。

-139 -



それから、教育委員会が主催して説明会を開催いたしました。教育委員長以下教育委員さん

方のご出席でございますが、教育委員さん方は非常勤の特別職の先生方でございます。これは

非常勤であり、かっ教育委員長は教育長と教育委員も兼ねております教育長のほうがその代表

する形で参加ということでさせていただいた次第でございます。

それから、教育委員会と町との役割でございますが、これにつきましては教育委員会のほう

といたしましては、私どもの権限につきましては地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

第23条及び第28条等々で、特に28条でございますが、この中で教育財産は地方公共団体の長の

統括のもとに教育委員会は管理をする、第 2項では地方公共団体の長は教育委員会の申し出を

待って教育財産の取得を行うものとする、第3項には地方公共団体の長は教育財産を取得した

ときは速やかに教育委員会に引き継がなければならないという項目が一つございます。ですか

ら、私ども教育委員会としましては、当然なことでございますが、教育全般を管理しておりま

すけども、私どものほうには予算が教育委員会独自の財源というのはございません。そのため

に今後具体化していく中で当然予算措置が必要になってまいります。それからが町の役割とい

うふうに考えております。

なお、予算執行に当たりましては、私どもに配当されました部分の予算の中で、執行につき

ましては補助的な形でまた教育委員会の職員が執行していくという形になるかと思っておりま

す。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) 何か最後のほうは私が聞いてないことを答えられたようで。要するに教育

委員会の議事録ですね、これは意思形成途中だから出さなかったということですが、もう大体

意思が一応まとまったという報告がありましたので、これいずれ見せてもらえますか。

(教育審議員兼学務課長大山 晃君「はしリの声あり)

それから、どの時点まで教育委員会が携わるかとしづ質問でした、この中部小の建設につい

て。

(教育審議員兼学務課長大山 晃君「すみません、 1点、まず議事

録の点だけ確認をさせていただければと思いますj の声あり)

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 失礼しました。

議事録につきましては、 9月11日の臨時教育委員会の議事録については作成する準備を始め

ております。それ以前の議事録につきましては、現在作成しておりません。

以上でございます。

(4番甲斐栄治君「どの時点まで」の声あり)

教育長。O議長(吉村豊明君)

O教育長(赤峰洋次君) ご質問でございますが、当然ご存じのように学校の完成時までというこ
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とになるわけでありますが、事業等についてはいろいろと入札が出てまいりましたり、そうい

った状況も出てくるわけでありまして、そういったものについては町部局にいくという、そう

いう状況が出てまいります。したがいまして、今課長がちょっと申し上げました後の関連にも

なりますが、地教行法の第23条とか第28条とかというような状況からいきますと、私どもが職

務権限としてやる部分は計画とかそういったものでございますから、でき上がりましたら一度

設置者という形で、の町部局にお返しをし、さらに町部局から管理をする教育委員会にその教育

財産を管理せえという、そうしづ流れになっていくんではなし、かなと思っております。ですか

ら、工事については途中ではそういった私どもの手を離れて入札をするとか、これはあくまで

も議会の議決を得てやろうとしづ段階になってからそういった状況で町部局にいくとしづ状況

もあろうかと思います。

0議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) 次に移ります。

④ですけども、平成20年 8月ごろに設計業者の変更がなされておりますけれども、その辺の

経緯についてどなたかわかる方ご返答願し、ます。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 設計の変更ということは、これは基本設計とそれから基

本設計改定というのを業務として出しておりますが、その業者の変更ということでございまし

ょうか。

(4番甲斐栄治君「はしリの声あり)

実は、この件につきましてご説明をさせていただきたいと思います。

これにつきましては、菊陽中部小学校の基本構想見直し業務を平成20年度の予算で執行させ

ていただきました。その契約書等々につきましては コピーを既にお配りしておりましてご記

憶があるかと思いますが、平成20年6月25日に契約を行し、ました分でございまして、これは当

初平成16年度で契約を行いました業者さんとは別の業者ということで契約をしております。こ

の成果品につきましては、既に説明会等で、使ってる資料が成果品でございますが、この部分、

実は委託発注の場合、設計金額が50万円までは随意契約でございます。これは私ども原課で行

うわけでございますが、これを超しますとご承知のとおり競争入札という形で別の部署で入札

を行う経緯でございます。それは指名審査等々を行う部署がございまして、そういったことを

行うわけでございます。実は武蔵ケ正中学校の耐震工事の実施設計をこの20年のこの時期に発

注いたしましたが、これは指名審査に係る案件でございまして、私ども学務課のほうもこの事

業内容の説明のためにこの審査会に入りましたが、そのときに指名されました業者が 6社ほど

ございました。その中に平成17年度で委託しました基本構想を実施されました業者さんが入っ

ておられませんでした。このために武蔵ケ丘中学校の指名審査のときに県内大手6社が指名さ

れておりますので、その中から学務課といたしましてはこの基本構想見直し改定のための業者

を委託するための業者3社を抽出して指名をして契約、先ほど申し上げました業者と契約に至
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った次第でございます。ということでございます。

O議長(吉村豊明君) 甲斐柴治君。

04番(甲斐柴治君) ちょっと私の聞き方が悪かったのかもしれませんけれども、今から申し上

げることでそれに関してちょっとお答え願いたい。

この中部小に関しましては、先ほど鍋島議員の質問にありましたようにライト設計ですね、

ここがずっと担当してましたですね。平成16年6月30日に中部小学校の耐震診断の調査の入札

をして、一定期間をかけて737万1，000円が支出されておりますね、これ耐震診断についてです

ね。それから、平成17年 8月 5日、これは先ほど出ました基本構想で、すね、これが220万

5，000円の支出で基本構想ができ上がったという、そういう状況ですね。これがずっとライト

設計が担当してその後きてるんですけども、平成20年 2月 8日に実はこのライト設計は20年

度、 21年度の指名願を提出をしております、これは間違いございませんね。町も受け付けてお

ります、それ私確認しておりますけれども、ところがその後がちょっとよくわからないんで

す。平成20年7月2日、学務課の松本課長補佐と思いますけれども、からライト設計に連絡が

あって、指名願が提出されていない、こういう連絡があったと。それで、ライト設計の今坂社

長と森脇常務が立ち会いのもとで本役場の財政課に確認をしたら、データ上に登録されていな

かったと、指名願がですね、指名願を受け付けて、それをデータ上に登録されていなかった

と。だから、指名願が提出されていないと松本課長補佐が連絡をしたと、こういうわけです

ね。ライト設計としては役場を訪問して出しましたというふうなことを言ったら、財政課の担

当者がライト設計の指名願ファイルを別の場所から持ってきたと。それには受領のスタンプが

押され、受領番号も記入されておった、受け付け番号2万18番ですね。時の財政課長がミスを

認めたと。どういうふうにその理由を言いましたかと聞きましたら、いや、理由は言わずに、

ただ頭を下げるだけでしたと、こういうことですね。 7月 2日のこれは事件ですね、 7月 3日

に明くる日に役場庁舎の耐震診断の入札があったので、そのメンバーに入れましょうかという

応答は役場はしてるわけですね。しかし、ライト設計としては他社にかける迷惑も考えてそれ

は断ったと、こういうことでした。その後平成20年8月 7日に西日本建設業新聞、これは業界

紙ですね、ここに菊陽中部小基本構想見直しに着手とし、う記事が載ったと。ですから、ライト

設計はやっぱり今まで‘ずっと自分たちが担当してきた、そういう気持ちだ、ったんでしょう。で

すから、常務さんが役場に来られて課長補佐に問い合わせたら、中部小の基本構想については

他社と契約をしたと、こう言われたということですね。ですから、何も私はライト設計のひい

きをしてるわけでも何でもありません。どうもわからんもんですから、どうしてこういうこと

になるのか。例えばデータ上に登録されないという、そういうことが起こり得るのかどうかで、

すね。そして、しかも登録されてない、それを役場のその職員がライト設計に応対するときに

申しわけありませんでしたと頭を下げるだけと。一体これはどういうことなのか。菊陽町の信

用にもかかわる問題、このままであればですね、と思いましたので、その辺の事情についてだ

れか知ってらっしゃる方、回答お願いします。
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O議長(吉村豊明君) 財政課長。

0財政課長(責取初雄君) ただいまの質問につきましては、財政課長である買取がお答えいたし

ます。

今ご質問にもありましたように、業者の指名願につきましては、今現時点のものにつきまし

ては、 1年とか2年とかいろいろあるんですけども 当該業者関係につきましては県内の部分

もということもありまして、平成20年と21年度の分の指名願については昨年の 2月8日から、

さっき 2月 8日というお話があったかと思いますけども、 3月21日までの期間をもって指名願

の受け付けをお願いしたところでございます。それに対しましてライト設計から、先ほども質

問にありましたように指名願の台帳と申しますか、資料については提出され、かっ受領印が押

されていたというようなお話がありましたけども、その分につきましては 3月31日までに担当

のほうでパソコンを通じて台帳に登録すべき作業があるんですけども、その登録作業をその業

者のみだ、ったんですけども怠ってしまったことから、平成20年4月 1日以降の指名競争入札の

指名対象になることができない状態が、先ほども話がありましたけども業者さんが来られてた

しか出したんだけどもというような問い合わせがあった時点までに登録が漏れたということで

ございます。その後 7月4日で、あったかと思うんですけども登録を行いまして、先ほど 7月3

日の入札の件の業者との協議等もあったんですけども、結果的に頭を下げただけということで

ございましたけども、登録漏れしとった部分と当該業者さんを指名するような案件というのが

あったかどうか、その辺の関係も含めて申しわけなかったと申し上げたつもりであります。

また、もう少し申し上げますと、耐震関係につきましては、これは指名のときの内部の話で

ございますけども、耐震診断事前審査専門委員所属あるいは日本建築防災協会耐震診断講習会

受講といったある程度耐震の関係に精通した業者さんを中心に指名審査会等では協議いただい

て指名するような傾向がございまして、ただし甲斐議員もおっしゃったように、平成16年には

中部小の耐震診断をライト設計が受けておりますし、また平成20年度においてもいきさつもご

ざいましたけども菊陽中央公民館の耐震診断業務も受けてるというようなこともありますが、

指名が偏らないというようにというような基本的な部分等々も含めていきますと、ライト設計

さんだけを入れたか入れんだ、ったかとし、う議論になりますと、また微妙な部分があるんですけ

ども、いずれにしましても基本的な部分として登録漏れしとったということでおわび申し上げ

たところでございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) この問題については、まだよく私ものみ込めませんけれども、要するに整

理をしますと、中部小学校の耐震診断についてはライト設計が行って700万円余の支出が行わ

れてる、それから改築基本構想の策定については200万円、両方で1，000万円近い支出があって

る、その業者が指名願が提出されていないということで外れてしまったということですね。そ

の理由がデータ上に登録されてないと。受け付け表は私も確認しましたけれども、これはちゃ
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んとあります、これは間違いないですね。そういうことがあって、そして平成20年 8月19日に

は、もう中部小の基本構想、今まではずっとライト設計がやってきた1，000万円程度も支出を

されてる、それがもう中部小の基本構想については他社と契約したと 8月19日に役場から言わ

れたと。何かよくわからない。これはまだ何も根拠もなしに言うわけにはいきませんので、い

ずれまた機会を見てこの件については質問を留保していきたいというふうに思います。今の財

政課長の答弁だけでは全然防に落ちてないということを申し上げて、次に移ります。

この業者が変わってますよね、ここだけ答えてください。ライト設計に何か不都合があった

のかどうか。どうですか。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

(4番甲斐栄治君「どなたでもいいですよj の声あり)

O教育審議員兼学務課長(大山 晃君) お答えいたします。

設計関係の発注は原課私ども学務課のほうでとり行っております。私どもの見解といたしま

しては、改定案を発注するに至った経緯につきましては、先ほど鍋島議員のところでお答えし

たとおりでございます。その必要性が生じたために、また改定という形でございますが、業者

に発注をする必要が出ました、委託業者、委託業務を発注する必要がございました。その中で

私ども発注の中で指名をされております、指名願が出ております業者の中から選ぶとしづ作業

を行っただけでございます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 甲斐柴治君。

04番(甲斐柴治君) それはこの次にまた質問をするということで、この場は留保しておきたい

と思います。

あと時間がありませんので、私が今の質問をしたのも、 1つは根拠もなしに疑つてはいけま

せんけれども、そういった業者の不自然な変更があってるというのが 1点ですね。それからも

う一点は、仮設校舎が妙に前面に出てくると、これやっぱりどうしても理解できないわけで

す。普通、今もう移っておりますけども、仮設校舎ですね、 6番目にもう移っております。こ

の仮設校舎というのは、大体普通は建設場所が決まってから、じゃこうしづ工事の関係でこう

なるので仮設校舎が必要だというふうに来るのが普通だと思うんですけれども、なぜかひとり

歩きをしてる。建設場所と余り変わらんぐらいのあれでひとり歩きしてる。理由は、執行部、

教育委員会の言をかりれば、今の現在の校舎が危なし、から安全・安心のために一日も早く仮設

校舎をと、こういうことですけれども、どうもやっぱりそれは現在の教室棟についても毎回あ

りますように、若干補強をすればこれは使用可能というのが出ております。その辺から考えた

ら、この仮設校舎がこんなに出てくる必要はないと思うんですけれども、その辺について教育

委員会はなぜ仮設校舎を言われるのか、もう一度確認しておきたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) まず、仮設校舎の必要性でございますが、実は私どもも
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反省すべき点があったんですが、当初のプランの提案時の中では、現地建てかえの場合が仮設

校舎が必要、それ以外ならば必要ないということで20年 3月時点からご説明しておりました。

大きく私どものほうで、流れが変わってまいりましたのが、ご承知のとおり平成20年 5月に起き

ました中国四川省においての大地震でございます。これを受けまして国のほうも 1s値O.3未

満の校舎を持ってる市町村については早急に対応しなさい、かつまた国庫補助率も引き上げ

る、かさ上げをするということで動いておりますし、また県の施設課長等々が私どもに訪問さ

れた件については既にご説明したとおりでございます。やはり地震がいつ襲うかわからない状

況の中で建設の工事期間中そのまま置いておくことはし、かがなものかという判断でございま

す。それにつきまして私どものほうといたしましては、保護者がお一人でも耐震上不安がある

ということでご希望があれば、それはこたえるべきでありますし、かつまた私どもとしては当

然万一のことを考えまして仮設校舎をどのパターンであってもどの建てる場所で、あっても必要

ではなし、かというふうに判断に至った次第でございます。そういうところでございます。

O議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐策治君) ちょっと最後まで行く時間がなくなりましたけれども、民営化の問題につ

いてはこの次に、もう 2回これで流しますけども、この次にまた行いたいと思います。

今の仮設校舎の問題ですけれども、これをまた提案したいというふうにおっしゃってますの

で、この仮設校舎については収容の規模、全校生徒を収容する、期間も長い、引っ越しが 2回

これあります、それからランニングコストもトイレ、空調、それから今安全性が言われますけ

れども、にわかな校舎に日常的に子どもたちが暮らす危険性ですね、これについても指摘をし

ておきたいと思います。ですから、仮設校舎が建設地に先立つてひとり歩きするような、そう

いう提案の仕方はひとつ避けていただきたい それを申し上げて、私の一般質問を閉めたいと

思います。ありがとうございました。

0議長(吉村豊明君) 甲斐柴治君の一般質問を終わります。

昼食休憩とします。

午後は 1時15分から再開します。

.............................................................................................. 0............................................................................................ 

休憩午後 O時11分

再開午後 1時13分

...........................................................................-...................... 0 .-.........-.........-.........-.........-................................... ............... 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

吉本堅君、一般質問を許します。

01 1番(言本 堅君) 皆さん、こんにちは。吉本でございます。

中部小学校の件を今回も私は質問項目に上げておりますが、今回の中部小に関しては私が最

後のようでありますので、教育委員会の皆さん方、どうぞよろしくお願いしておきます。

1番目が137ヘクタールの町有林を生かすにはということで 5項目、 2番目が誘致企業との
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信頼関係を保つにはと、 3番目が中部小学校建てかえの争点とはということで4項目を通告を

しております。あとは質問席のほうで質問をしますので、どうぞよろしくお願し、しときます。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君) それでは、まず 1番目の137ヘクタールの町有林を生かすにはというこ

とでの質問から入ります。①としまして、町が町外に町有林を取得した経緯はとしておりま

す。菊陽町が大津町i頼回、それから阿蘇市車帰ですか、等の 5カ所に137ヘクタールの町有林

を所有しておりますが、この町有林はいつごろどのような経緯で菊陽町の町有林となったのか

お尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) お答えいたします。

この町有林は、土地所有者大津町外10カ村山林原野組合と地上権設定契約をまず菊池郡原水

村が大正元年、 12年、昭和22年、また津田村が昭和28年、菊陽村が昭和31年、 32年、 36年、

37年に契約し、造林する種目として杉、ヒノキ、クヌギを植栽し、持ち分で現在の管理町有林

となっています。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君 2番目の町有林が果たす役割とはということでしております。町有林が

果たす役割をどのように認識されておられるのかお尋ねいたしますc

O議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) まず、町有林は木材を生産する機能に加え水源酒養、土砂災害の防

止、保健休養等の提供など極めて多くの多面的機能を有しており、私たちの生活と深くかかわ

っています。また、野生動植物の保護などに加え二酸化炭素吸収効果もあり、地球温暖化防止

に寄与していると考えています。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君 3番目の町有林に杉、ヒノキを植林してきた目的はとしております。菊

陽町の町有林にはほとんど杉、ヒノキが植林されておりまして、樹齢が45年から70年というこ

とです。町が町有林に杉、ヒノキを植林してきた目的とは何かお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君 2で申し上げました役割と、建築資材等として公的機関への利用や売

買し財源にする目的ではなし、かと考えます。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 今年10年ぶりに菊陽町の町有林を視察に行きました。そのときの森林組

合の方の説明では、場所によっては一番利用しやすい木のサイズ、になっているという説明があ

りました。町有林にほとんど杉、ヒノキが植林されているということは、今課長が言われまし

たように昔は建築材として利用することを目的として植林されたことがうかがえますが、町で
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は今まで町有林の木を利用されたことがあるのか、また町は今後木材としてどのような利用を

考えておられるのかお尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) 町としては今まで建築資材等に利用したことはないと思います。これ

からにつきましては、利用できるものであれば利用し、また売買できるものであれば売買し財

j原に充てていけるならと思います。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君 4番目の山に見合う植林の仕方とはとしております。植林場所によって

は、同時期に植林をしたヒノキが大きく育った地域とその 3分の 1も育たない地域があるよう

です。山に見合う植林の仕方とはどのようなことかお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) お答えします。

町有林は四、五百メーターの高い位置にありますので、今言われたとおりヒノキ、杉中心の

山林であります。森林整備方法では育成複層林で整備いたしまして、必要に応じて除間伐を行

い、そこに新たな同種の苗を植栽していく方法が理想、と考えられます。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 杉やヒノキを植林しでも木の生育が悪く木の活用をされないのであれ

ば、何のために植林をするのかということにもなりかねません。植林をしなければ枝打ち、下

刈り、下草刈り、間伐を操り返す必要はなく、経費も必要としません。そうであれば、桜の苗

を育てるとか、クヌギを植えればカブトムシやクワガタが集まり、子どもたちが楽しめる場所

にもなります。また、針葉樹よりも広葉樹のほうが根の張りがよく、山が安定するということ

のようです。杉やヒノキの植林に限らず、それぞれの山に合った山づくりが必要ではなし、かと

考えます。町はどのように考えておられるのかお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) 町有林の今菊池市にありますけど、そちらのほうには台風風倒木で倒

れたとこについては今桜を植えております。それと、木が伸びないというようなところについ

ても除間伐等を行い、 2で申し上げました町有林の役割を果たす機能があると思いますので、

そういった方向に進めていきたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君 5番目の今後の町有林の維持管理の仕方はとしております。菊陽町が町

有林を所有してから現在まで毎年、森林組合の見積もりに基づき菊池森林組合に年間約三百数

十万円で管理委託をしてきたようです。今後も今まで同様の考えで森林組合に管理委託をされ

る考えか、検討の余地はないか、今後の町有林の維持管理の仕方をどのように考えておられる

かお尋ねいたします。
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0議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) 町有林の管理といたしましては、約137ヘクタールを 3名の方にお願

いし、現状の把握のために巡視を委託して毎月報告をいただいております。また、地下水面養

や土砂災害等を防ぐためにも下草刈り、枝打ち、除間伐等植栽の適切な整備を行っておりま

す。

また、今ずっと菊池森林組合にお願いしておりますが、森林組合は菊池管内の市町村有林を

整備し、隣接した所有者も加入されているため、現在の菊池森林組合にお願いしてるというと

ころです。これからも今のところお願し、していくならと思っております。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君) 町有林といえば町の財産でありまして、町民の方々に町有林をもっと身

近に感じていただき、間伐材が必要な方にはお譲りをするとか、キノコ栽培あるいは苗木を育

て老人会の収入にするとか、シルバー人材センターには簡単な軽作業ですか、の提供等、何か

有効活用をする必要があると考えますが、その辺は町長いかがで、しょうか。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 町有林の管理につきましては、もう冒頭で、言われたように137ヘクタール

があるっていうことで、今継続的に管理をしておるということであります。機能としましては

さっき担当課長が申し上げましたように、今は非常に木材として利用するというのは、人件費

等でなかなか採算といいますか、採算ベースになかなか合わないようなところでありますけど

も、中には吉本議員も言われたように60年位たったのもありますよね、こういったものは木材

として使えるわけでありますけども、それを切り出して加工して使えるようにするということ

になれば、結構経費もかかるということであります。

そういう意味でありますけども、いろんなこの地下水の酒養や土砂災害あるいはこの地球温

暖化防止等にも寄与しておるということで、近隣の市町村、そして本町のほうもこれまで管理

してきたところでありまして、そういう管理は必要でありますけども、今言われたようにまず

町民の方々もこの町有林等いろいろ行けば森林浴とかいろんな楽しみ方もありますし、そうい

った面で、の活用、そして今言われたような間伐材とかいろいろ針葉樹以外のものについても利

用等があったり、楽しみ方もいろいろあると思います。こういう面での PRをしながら、時に

はいろんな町民の人も参加して、今度一緒に維持管理するというような、そういったことにも

町の町有林であるということで、いろんな活用の仕方については今後現状のような管理の仕方

だけではなくて、いろんなできることは町民の皆さんにも PRしながらこの町有林を大事にし

ていくというような方法について取り組んでいくならと思います。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 菊陽町に町有林があることはわかっていても、どこにどれだけの面積が

あって、どのような状況であるのかというのは、ほとんどの町民の方々が理解されていないん

ではなし、かなと思います。毎年町有林の維持管理だけをするのではなく、もっと町有林を有効
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利用していただくことを期待しまして、町長の言われたとおりですね、次の質問に移ります。

2番目が、誘致企業との信頼関係を保つにはと。①で、県や町の誘致企業に対し町が期待す

るものはとしております。熊本県内には数多くの企業が誘致され、それらの企業が熊本の経済

を支える重要な役割を果たしておられます。菊陽町にもソニー、富士フィルム等の世界を代表

する企業の進出があり、雇用を初め町の活性化にとって大変期待されております。町長は県や

町の誘致企業に対しどのようなことを期待しておられるのかお尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 企業誘致の必要性につきましては、ご承知のとおり企業誘致における効果

というのは非常に大きいものがあります。効果と申しますと、直接的な効果と間接的な効果が

期待できるわけでありますけども、具体的に申し上げますと、直接的効果としましては法人

税、固定資産税の税収の増加があり、また菊陽町に住んでいただくということであれば住民税

のほうの増加にもつながります。また、間接的な効果といたしまして、多岐にわたってこの町

全体を活性化させるものであると考えております。今言われましたように、本町では近年ソニ

ーセミコンダクタ九州株式会社や富士フイノレム九州、|株式会社といった大規模の工場も立地され

まして、町全体の活性化に寄与されているところであります。企業が立地しますと、雇用機会

が創出されまして、その企業を訪れられるビジネス旅行者や関連産業の進出も期待できるとこ

ろであります。このことは本町を訪れられる外部からの流入者がふえるということでありまし

て、その流入人口が増加すれば、サービス産業や関連産業の進出にもつながっていくものであ

りまして、そこにまた新たな雇用の機会が創出されるといった相乗効果があらわれてきます。

現に本町においてもその効果は多大なものがあると考えてるところであります。企業を誘致す

ることで関連企業や第3次産業等の進出、これらの進出による雇用機会の創出、またいろんな

附帯条件等が整備されれば、若者が本町に定住し、また集うことにもなります。町のほうでは

区画整理事業等も進んで住まう場所もいっぱいあるところでありますので、そして商業施設等

も整っておりまして、若者が集うことで地域が活性化され、本町の発展につながっていくもの

ということで大変効果があるということで期待しているところであります。

そういった面で直接的な効果はもちろんでありますが、間接的な効果も期待できるというこ

とで期待しているところであります。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君 2番目の県内の誘致企業に対する町長の認識はとしております。県内の

誘致企業といいましでも、町内外に企業の進出があっております。町長はこのような県内の誘

致企業をどのような感覚で受けとめておられるのか、県が誘致した単なる企業としづ認識を持

たれておられるのか、それとも熊本県のために貢献されている大切な企業という認識か、町長

にお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 企業誘致は単独の町だけで誘致できるものでないというふうに考えており
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ます。特に熊本県及び近隣市町村との連携、また県全体における地域資源が必要と考えている

ところであります。具体的には企業が立地する際に求められるものは多岐にわたっておりまし

て、立地選定に際し決定要素というのがありまして、大きく分ければ4つに分類されるという

ことであります。 1番目が水ですね、水等の自然環境の資源、が整っているか、また製造品を出

荷する場合の道路、港湾等のインフラ整備、それから従業員の住居環境、ビジネスや本社との

連携を図る上での人を運ぶ交通機関ということが上げられるところであります。これらの要素

が整って企業の立地が決定されるわけでありまして、これらの要素は本町だけではなくて県全

体に依存することになります。本町に立地されてる企業が近隣市町村及び熊本県に与える影響

も多く、その経済効果は本町だけではなく、また他市町村に立地した企業でも菊陽町に従業員

の方が住んでいただくということになれば、隣接する市町村にもこの立地している企業につい

ては大変効果があるということであります。そういった意味で熊本県、特に隣接する市町村に

立地している企業に対しましては、その動向等については気を使わなければなりませんし、ま

た発展を願うところであります。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01  1番(吉本 堅君) 今町長のほうから、菊陽町へ進出された誘致企業ばっかりではなくて、

隣接の市町村に対しても県内全域やっぱり大切にしなきゃし、かんというふうな答弁だ、ったかと

思います。

それでは、引き続きまして 3番目の、世界的な不況の中、自動車業界唯一の県の誘致企業、

本田と名前を出しております、に対し町が協力できることはとしております。

最近では世界経済全体が不況に陥り、アメリカの自動車業界の破綻を初め、日本の自動車業

界も大打撃を受けており、まだまだ回復の兆しは見えません。隣の大津町では、平成21年度法

人税税収が対前年度比20億円ほど減少するとしづ記事がありました。それだけ本田技研工業関

連の企業においても深刻な状況であるということです。菊陽町には本田技研工業あるいはその

関連企業の社員の方々が数多くお住まいであり、雇用面あるいは労働条件に対する不安が伺え

ます。

そのようなときだからこそ、菊陽町に進出された誘致企業だけでなく、菊陽町の隣接市町に

進出された企業に対しても上手につき合う必要があると考えます。菊陽町の取り組みのーっと

して、町の庁用車を全部本田車に買し、かえるぐらいの考えが必要かもしれません。今後町の庁

用車を買し、かえるとき本田車に買し、かえをするというような提案について、町長はどのような

考えをお持ちかお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 今言われましたように、本田技研の熊本製作所の従業員のうち、約430人

の方が菊陽町に住んでおられるような状況であります。全体の雇用者数が3，300人ということ

でありますので、約13%を占めるということになります。こういった方が住んでおられるとい

うことになりますと、さっき言いましたように住民税、あるいは家を建てておられれば固定資
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産税等の税収等にもつながるところであります。そういった意味で、町としましでもそういっ

た本田の製品等について、本田で製造される商品の需要拡大に努めなければならないというふ

うに考えております。

町の庁用車を本田車に切りかえるべきではないかというようなご質問でありますけども、町

の公用車の状況について若干申し上げますと、町が管理する公用車購入52台、またリース 4台

があるわけでありますけども、消防団の積載車を除く 56台のうち、本田車が12台で全体の

21. 4%を占めているというところであります。

購入またはりースによる車の選定に当たっては、価格を重視して担当のほうで決定している

ような状況でありますけども、どちらかと言いますと販売庄との値引きによるものが大きく影

響していたものと考えます。購入に当たっての姿勢でありますけども、これにつきましては第

3次の行財政改革大綱の中では低公害車の購入を項目の一つにしておりますし、菊陽町地球温

暖化防止対策の具体的な取り組みの中では、環境負荷の少ない商品を積極的に購入または更新

するように心がけることとしております。

ハイブリッドカーの選定方法でありますけども、今年の 6月の議会定例会で補正予算措置を

行いました備品購入費の280万円は、国の補正予算による経済対策の中の地域活性化・経済危

機対策臨時交付金を活用しまして、地球温暖化対策として出張用の 5人乗りハイブリッドカー

1台を購入予定したものであります。そこで、対象となる車としましては 2つのメーカーのも

のがありまして、 COz排出量を抑制することが最大の目的であるということから、燃費等の

点を評価の重点事項として、これ担当のほうで、やっておりますけども、この燃費の点を評価の

重点事項として、価格、出張車としての広さや馬力、そういった面も配慮しながら購入の選定

を行いたいというふうに考えているところであります。

いずれにしましても、本田車のほうでこういったハイブリッドカーがありますので、できる

だけ、菊陽町にも従業員の方がおられるということで、いろんな面を考慮、しながら導入のほう

にも、比較検討するところはありますけども、念頭に置いた中での購入ということで取り組ん

でいくならと考えているところであります。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 大津町の庁用車は全車本田車ということです。それは熊本県の誘致企業

であり、大津町で営業をされておりますので、大津町の取り組みとしては当たり前のことだと

考えます。

本田技研工業は、県の誘致企業の中で唯一の自動車会社でありまして、菊陽町にも本田技研

工業あるいはその関連企業の職員の方々が数多く、先ほど町長のほうから430人とかという数

字も出されましたが、お住まいでありまして、菊陽町としても大変お世話になっております。

このように世界経済が厳しい状況のとき、菊陽町の取り組みとして庁用車を買し、かえるとき、

本田車に買いかえるということも積極的に検討すべきと考えます。

菊陽町の庁用車として私は70台から80台と資料を見たんですが、消防自動車とかという話で
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今町長の話では52台と。うち12台ぐらいは本田車を採用されているということでありました

が、菊陽町がすぐにそうし、う対応をとったとしましても、本田技研工業あるいは関連企業がす

ぐに売り上げアップにつながり、経営が安定するわけではありません。しかし、そのようなこ

とが企業との信頼関係につながり、将来の企業誘致につながるものと考えます。全国の市町村

が企業誘致を考えている中で、菊陽町が率先して企業誘致を成功させたいと考えるなら、ふだ

んから誠意を持って企業とのおつき合いをすることが大切であると考えます。しかし、幾ら誠

意があっても、それを前面に出さないことには企業には伝わらないと考えます。原水工業団地

の分譲地もあと半分残っております。そのほかにも企業誘致を考えられるのであれば、他市町

に負けないような取り組みが必要と考えます。このように冷え込んだ経済状況時の町の対応こ

そが企業誘致につながるいい機会かもしれません。

次の 3番目の、中部小学校建てかえの争点とはと、①の町長が平成19年度に職員フ。ロジェク

トによる検討を指示された理由はというところに入ります。

鍋島議員、甲斐議員外4名の方々が質問されまして、重なるところもあるかもしれません

が、平成17年度に中部小学校建てかえ基本構想、が策定され、新たな場所で、の建設計画がで、き上

がっていたということです。ということは、当時後藤町長が総務部長としての立場で前町長に

対し基本構想に関する適切な進言をされたことが予想されます。ところが、後藤町長就任直

後、職員プロジェクトによる検討を指示されましたが、検討を指示された理由とは何だったの

か。先ほど大山課長のほうからの答弁もありましたが、町長のほうにどういう理由だったのか

ということでお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) この件につきましては、今言われましたように平成17年3月ですか、耐震

診断の結果が出たということであります。そして、ほかの学校につきましでも耐震の必要性が

あるということで、 17年度から19年度は武蔵ケ丘小学校の耐震対策と、そして武蔵ケ丘小学校

につきましては非常に老朽化が進んでおりましたので、耐震とともに大規模改造についても工

事を進めたというところであります。

そういった中で、この中部小学校の耐震化に向けた事務処理がなかなか進んでいない状況に

ありましたので、職員のフ。ロジェクトチームを立ち上げ、早急に取り組めるように指示したと

ころであります。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君) 小学校を建てかえるに当たり、職員フ。ロジェクトによる検討を指示され

た理由として今町長が少し述べられたんで、すが、建てかえ期間、事業費等の見直しをされたこ

とが考えられます。

それでは、小学校を建てかえるに当たり、どれだけの投資までならば菊陽町事業として財政

的に可能であると考えておられるのか、町長にお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。
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0町長(後藤三雄君) この件につきましては、現地での建てかえの中でも 3案あって、現地で

17億円程度だ、ったと思いますけども、そういったものから25億円から26億円、全面的にやれば

ということでありまして、非常に財政的に見れば耐震につきましては武蔵ケ丘小学校は大規模

改造まで終えたところでありますけども、菊陽北小学校が20年度で実施しておりまして、その

中で大規模改造までということでそれは約 7億円ぐらいかかるというようなことで、あったと思

し、ます。そうしますと、いろんな残っておるもの、特に中部小学校についてはそういった詰め

をする中で、もう建てかえをしないと耐震だけではできないというようなところがありまし

て、北小学校については耐震だけを済ませて、とにかく耐震化対策をすべての学校早く終わっ

て、次の段階で大規模改造のほうに入るというような考えでありました。そういう意味からし

ますと、 1つの学校で25億円から26億円というのは非常に財政の中でどう位置づけていくかと

いうのは非常に厳しいところがあるわけですけども、中部小学校の場合はそれをしないと解決

できないということで、当時25億円、 26億円ぐらいのところで対応できればというふうに考え

ておったところであります。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 何の事業をするにも高品質のものが早く安くできるならばこれにこした

ことはありませんが、ただ漠然と事業費が高い、安いでは説得力に欠けると考えます。今町長

のほうで、幾つかの案の中で、十何億円とかの案が出とったと思いますが、 25億円から26億円と

いうふうな話をされたと思いますが、中部小学校の保護者の方々への説明会前に、町長が教育

委員会に対して中部小学校建設予算は大丈夫だよと言われた裏づけはどのようなことだ、ったの

か、再度お尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 中部小学校の予算を教育委員会にで、すか。

教育委員会のほうで現地ということで、出ておった26億円ぐらいかかるということに対しまし

ては、厳しい中でもそういう取り組みは進めていこうというところで、思っておりましたけど

も、説明会に入るときに教育委員会のほうにどれぐらいまで大丈夫とか、そういう話はしてお

りません。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 今の話は第 1回目の中部小学校での説明会のときの話でした。

次に移ります。

平成20年度基本構想改定に至るプロセスとはとしております。

前町長時代の平成17年度に策定された基本構想を、後藤町長は平成20年度 3月議会施政方針

で、は現在地で、中部小学校建設をすると基本構想、を修正されました。その後、ほかの場所も含め

検討し直すべきではないかという質問があって、すぐさま中部小学校建設はほかの場所での建

設も考えると施政方針の撤回をされました。

それでは、平成19年度に職員プロジェクトによる見直し会議を 3回されたということです
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が、何課の係長以上の方々が、先ほどの答弁では15名というふうな答弁が上がっておりました

が、どのような検討をされたのか、また町長が満足される基本構想策定に至るまでのプロセス

とはどういうもので、あったのか、できれば町長にお尋ねいたします。簡潔によろしいでしょう

か。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 私のほうから職員フ。ロジェクトのほうの職員構成という

か、担当課をご説明したいと思います。

まず、総務課交通防災係、それから総合政策課の総合政策係、それから財政課財政係、管財

係、それから農政課農政係、農業委員会、それから建設課の管理係、工務係、それから都市計

画課の都市計画係、下水道課の工務係、それから産業建設部長、教育次長と事務局として私ど

も教育委員会学務課のほうが入っておりますc

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 今メンバーは理解できましたが、それでは平成17年度に策定された基本

構想の見直しにしても、平成20年度基本構想改定にしても、後藤町長が本当に納得された基本

構想だ、ったのか、お尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 基本構想、といいますか、 17年、それから20年の中でということであります

けども、構想、から具体化していくという中でいろんなそれぞれ課題があるということで、その

プロジェクトの中で詰めをさせまして、そういった中でこのプロジェクトチームが出してきた

内容でありまして、教育ということで教育予算に金を惜しむなという話は確かにありますけど

も、やはりいろんな将来のこと、ほかの学校関係もありますけども、その他の事業、それから

ハード面、ソフト面いろいろある中で、学校のほうの中部小学校のことも解決してし、かなけれ

ばならないということで、理想とするならば非常にそういうことを全然気にしないでできれば

一番いいんですけども、そういった面で出してきた案というのが、それはいろんなことを考え

ながら出てきた答えで、ありますので、それを尊重したいというところであります。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 話はちょっと変わるんですが、光の森の22億円の公共用地取得に関し、

町長は平成21年 6月議会における北山議員への答弁で、公社の事業が終盤を迎え、住宅供給公

社との関係で用地を買わざるを得なかったという答弁からしますと、この件は何の目的もなく

町が用地取得をされた案件ということが明らかになりました。このように、今回もまた菊陽町

は20億円、 30億円以上もの予算を伴う事業を無計画に予算編成をされているように受け取れま

す。一度決定していた建てかえ計画を後藤町長自ら見直しをされ、議会に提案された案件が否

決後、議会に対してあるいは町民説明会に対して教育委員会だけが出てこられました。これは

何人もの方が今まで今回の質問で言われました。
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これは教育委員会だけの説明責任ではないと考えます。中部小学校建てかえに関し、今回の

9月定例議会には何も提案されませんでした。新たなところの不動産鑑定はまだしていないと

いうことでした。先ほどの大山課長の答弁では、建設場所が決まってから調査にかかりたい

と、今もその考えは変わらないというような答弁があったようです。議会はわざわざ当初予算

を否決しながらも、これらの調査予算を計上したところであります。どうして今まで不動産鑑

定をされなかったのか、町長にお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) この件については教育委員会のほうから答弁があったとおりであります。

どの場所でするというのが具体的に決まってなかったということで、不動産鑑定のほうまでは

入つてなかったというような状況であります。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本堅君) 次に移ります。

基本構想改定案 (C案、 E案)を問うとしております。

新たな場所での建てかえ案 (E案)における中部小学校建てかえ工程は、 21年度からの計画

から始まり、 Yr.童が28年度で、やっと新校舎に移る工程になっております。もし21年度で不動産

鑑定を済ませ用地の話し合いがうまく進んだとしたら、 22年度、 23年度の 2カ年で計画されて

いる農振除外というところの 2カ年聞が不要になることが考えられます。といいますのは、農

地法の改正が今年の 6月24日に公布され、施行日は公布日から六月以内とされているそうです

が、まだ施行日は決まっていないということです。この施行日まで、に中部小学校の計画を進め

ることができれば、農振除外、農地転用は不要と考え、約 2年間の工程短縮が可能と考えま

す。また、 25年度に計画の開発工事と、 26年度、 27年度に計画されている校舎及び体育館建設

を同時着工することが可能であれば、ここでさらに 1年間工期短縮することが考えられます。

そうなりますと、合計3年間工期短縮することも不可能ではないと考えます。さらに、 C案の

床面積よりも E案の床面積が711平米拡張されており、この分の費用が増額され総額45億円の

事業とされております。経費を安く抑えたいのであれば、そこの部分をC案の床面積にあわせ

ることができれば、そこだけでも 4億5，000万円の減額となります。開発費等に関しても、そ

れなりの減額が見込めないか、工期短縮は考えられないか、いろいろ先ほども答弁があっとり

ますが、再度これに関して町長いかがでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 町長ということでございますが、事務的な部分がござい

ますので、私のほうで、その分につきましてはご答弁させていただきたし、と思います。

先ほど吉本議員のほうからは、現時点では新たな農地を取得すると農振除外は不要だという

ご、発言だ、ったかと思いますが、これはやはり必要だというふうに認識をしております。現時点

でも農振除外の手続は必要でございます。

それから、床面積についてでございますが、ご指摘のとおり、確かに床面積、これは現在地
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案と比べますと新たな土地、あるいは町民グラウンドの床面積は広めにとっております。これ

は私どものほうも苦慮、したところでございますが、現在地案の形での床面積を提示するのも一

つの方法で、はございますが、ただプラン図をごらんいただきますとおり、議会からもゆとりの

ある校舎建設を考えてはどうかというご提案をいただいております。それにあわせる形で図面

を引いております。その関係、で事業費が伸びたということでございまして、これがもしこれか

らの議論の中で現在地というくらい、いわゆる補助対象基準内という話になりますけども、そ

の面積で、っていうことであれば当然事業費は変わってくるというふうに想定をしております。

それから、全体的な工期につきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、これは

実際やってみないとわからないものもございますが、確かに県の協議等々ございますので今の

ところ短くなる可能性もありますし、逆にこれより長くなることもあるっていうことでご答弁

にさせていただきたいと思います。

以上でございます。

吉本堅君。O議長(吉村豊明君)

01 1番(吉本堅君) 今、大山課長のほうから今の現時点でも農振除外の必要性はあるという

ことでしたが、私はつい最近県庁のほうの担当課のほうで問い合わせをしたところです。どっ

ちがほんなこっか、そこんところはしっかり再度町のほうも検討をしていただきたいと。私も

確認はします。

昨日の中部小学校建てかえに関する教育長、町長の答弁では、現在地案は考えず、新たな場

所案と町民グラウンド案の 2案に絞ったということでした。それでは、事業費は現在地に建て

かえる案 (C案)が一番安く上がる案でありましたが、どうしてこのC案をあきらめられたの

か。また、新たな場所建設案、町民グラウンド建設案はどれだけの事業費までならば財政的に

大丈夫と考えておられるのか、町長にお尋ねいたします。簡潔によろしいでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後膝三雄君) 現在地の案を断念したということにつきましては、昨日石原議員のところ

で答えておりますので、それでご理解鹿島、たいと思います。

それと、新たなところに移った場合の事業費はどれだけかっていうことでありますけども、

この辺につきましてはいろんな今出ておりますけども、そういった面にすれば非常に財政的に

は非常にどう対応していくかっていうのが大きな課題だと考えておりますけども、これにつき

ましでも民意を大事にしながら、そして議会の皆さん方の同意を得ながら進めていくというと

ころにならなければなかなか実現のほうに向かっていきませんので、そういう面につきまして

はできるだけそういった中でも安く上がるような方法については十分検討しながら取り組んで

いきたいということで、金額的にどこまでというのはこれは財政のほうにもいろいろ、どうい

う形で建設事業あたりが過去の決算の中で見てみますと、投資的な経費というのが大体一般財

源ベースで 7億円から 8億円、ほかのも入れて10億円しか出てないので、そういった中でどう

おさめるかというのはほかの事業のほうに影響していくこともあるかと思いますけども、学校
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の整備を優先させてやっていきたいというふうに考えているところです。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01  1番(吉本 竪君) 今の町長の答弁では、大体幾らぐらいまでならば大丈夫だということは

余り考えておられないということのようですね。

小学校建てかえに関する住民説明会での意見としては、新たな場所を期待される意見が数多

く出ました。また、昨日の中部小学校建てかえに関する教育長、町長の答弁では新たな場所建

設案と町民グラウンド建設案の 2案に絞ったということでした。しかし、関係地権者の方々の

ご意見を聞かないままに小学校の建設場所を決定しても、後で用地の確保ができなかったでは

小学校建てかえがさらにおくれることになります。このように工期短縮、事業費の削減が考え

られる状況であっても、新たな場所に関しての調査をされないということは理解できません。

新たな土地の不動産鑑定をし、関係地権者の方々に具体的な買収価格を提示し、協力が得られ

そうかどうかご意見を伺うようなことをされる考えはないか、町長にお尋ねいたします。ある

かなし、かでいいです。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) そういうところにつきましては、教育委員会のほうともよく調整した上

で、そしてまた全協の中で今回の説明会の結果を取りまとめた上で議会のほうとも相談してい

くということにしておりますので、そういった場面で、お答えしていきたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01 1番(吉本堅君) 次に移ります。

小学校建てかえに向けたプロジェクトチーム結成は不要かとしております。

この小学校建てかえ事業は、菊陽町一般会計予算の 3分の 1にも達する三十数億円も投入す

るような一大事業です。急を要する事業であるにもかかわらず、いつまで、たっても事業が進み

ません。この件は町長が議会に設計予算を提案され全額否決された案件であり、待ったなしの

案件です。何度も言いますが、ここまで来たら教育委員会だけの問題ではないと考えます。こ

の事業に関しては農振除外、農地転用、開発行為、建築設計、土木建築工事、下水道工事等が

あり、いろいろな分野の協力が必要になります。町全体で取り組まなければならない一大事業

と考えます。ところが、現状は町長の指導力が発揮されておらず、一日も早く事業を進めたい

と言われでも伝わるものがありません。本当に一日も早く小学校の建てかえを済ませたいので

あれば、小学校建てかえに向けたプロジェクトチームを早急に立ち上げ、役割分担をされる考

えはないか、今の体制で、責任を持って町民の負託にこたえられると考えておられるのか、教育

長、町長にお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) プロジェクトチームということになると、町の一つのチームというふう

なことでありますから町部局でこれはしてし、かなければならないと思いますが、先般基本構想

においては私は検討委員会についてどうかと尋ねられたときには、検討委員会はっくりません
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と、置かないというお答えをしたんではなかろうかと思し、ますが、今回こういった形で具体的

に基本構想から基本設計という形になってし、く状況の中では、検討委員会等は何らかの形で組

織としてつくっていきたいと今検討しているところでございます。

(11番吉本堅君「検討委員会ではないんですよねJの声あり)

O議長(吉村豊明君) 教育長。

0教育長(赤峰洋次君) プロジェクトチームとし，、う形であれば、町でこれは当然議員がおっしゃ

るような形でつくっていくというようなことでありますから、私どもでつくっていったほうが

いいというようなことであれば、検討委員会かなというようなことでございます。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) どの場所でするかということが、そういう方針が決まった段階では言われ

るように一日も早くいろんな諸手続を終える必要がありますので、関係の課の職員等の応援体

制といいますか、プロジェクトが必要なものについて教育委員会だけではなくていろんな、例

えば農地の問題であれば、そちらになればそういったことも出るかと思いますけども、具体的

にどういった方向で、進むかつていった段階で支援体制が必要なものには体制をとっていきたい

というふうに考えております。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01  1番(吉本 竪君) 町長は今具体的な段階でと、方針が決まった段階でということでしょう

かね。

菊陽町では、職員削減に向けた取り組みをされどこの課も人手不足かもしれませんが、この

件は何とかやりくりをしなければなりません。教育委員会学務課が現体制で菊陽中学校耐震工

事等の準備を並行して事業を進めておられることを考えますと、もう教育委員会のほうは手い

っぱいではないのかなあと。今教育長のほうから言われましたように、そういうプロジェクト

で、あれば町部局というふうに考えられておられるようであります。私の考えからしますと、も

う一日も早くそういう体制をとって、先ほど農政課長だったですか、大山課長だったですか、

農振除外は現時点でも必要ですという話もありましたが、どっちが本当なのか私も興味を持っ

ところなんですが、そういうことも含めて、やっぱりぜひとも急いで、やっていただ、きたいなと

いうふうに思います。

現在隣町の大津町でも児童数370人の大津小学校分離新設校建設計画が進められておりま

す。この計画は、美咲野団地東南部に敷地面積4.3ヘクタールの用地を事前に確保され、公募

型プロポーザル方式で、設計者を今年の 9月 8日まで受け付けるということのようです。平成

21年度基本設計、 22年度実施設計、 23年度、 24年度で校舎建設を終了予定ということです。

このように益城町、大津町の学校建設状況と比較しましても、菊陽町の事業計画の工程は余

りにも時間がかかり過ぎであると考えます。一日も早く建てかえをするという考えにおける町

民グラウンド建てかえ案では、将来菊陽中学校建てかえ時のいろいろな問題、それから中学校

のクラブ活動の利用等での町民グラウンドの必要性、さらに新たな町民グラウンドを探し建設
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をすることを考えますと、新たな場所 (E案)に建設することが理想ではなし、かと考えます。

保護者の方々が町民グラウンド案 (D案)工期期間 3年ですね、新たな場所 (E案)は工事期

間 6年などの町から配布された資料での判断をされるのであれば、だれしも町民グラウンド案

(D案)を選択されることが予測されます。町長が近日中に新たな場所 (E案)の決断をされ

れば、現在の計画案より私の考えですが 3年近く工期短縮の可能性があるということ、また大

幅な事業費の削減の可能性があるということを申し上げ、町長の早急な決断を期待するところ

です。

菊陽町が住民の方々の意見を全く聞かれないままに中部小学校建てかえ計画を進めてこら

れ、実施設計予算が 3月議会で否決されました。最近になって住民説明会が4回計画されまし

たが、町長、副町長の出席は一度もなく、現在の後藤町長の中部小学校建てかえに取り組まれ

る姿勢は理解できません。また、今年9月11日に臨時教育委員会を町長出席のもと開催をされ

たのであれば、町民グラウンド案と新たな場所案の 2案とせず、そのどちらかの案に決めるべ

きで、はなかったのか。今後は議会と話し合いながら場所を決めたいとは、水面下の根回し議会

と受け取られでも仕方がないと考えます。

これをもちまして私の質問を終わります。

0議長(吉村豊明君) 吉本堅君の一般質問を終わります。

しばらく休憩します。

.............--------..............----0 ----------------

休憩午後 2時10分

再開午後 2時24分

------.............--------0 ----------------

O議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

先ほどの吉本議員の質問に対する答弁の中で誤りがあり、訂正したいとの申し出が教育委員

会からありましたので、これを許可します。

学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 先ほどの一般質問の吉本議員のお尋ねの中で、私のほう

が農振除外の手続は今でも必要というふうにご答弁を申し上げましたけれども、確認しました

ところ、現在町作成の計画につきまして、農振除外の手続は協議で済むということでございま

す。農地の転用につきましては、許可不要という手続となっております。

これが今回、現在法律が通っておりますが施行日がわかりませんが、新たな法律の中で、は農

地につきましては農地転用は許可が必要とするために農振除外の手続が必要ということでござ

いました。大変勉強不足で失礼し、たしました。訂正方よろしくお願し、したいと思います。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君、一般質問を許します。

02番(北山正樹君) 皆さん、こんにちは。今日最後の質問をさせていただきます。民主党の北
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山でございます。

今日、たった今国会では首相指名の投票が始まりました。やがて民主党の鳩山代表が総理大

臣につき今後の新しい日本の道筋をつくってし、く、そんな幕あけの日ともなっております。

民主党は公約として予算の枠組みの考え方の方向を180度転換し、私たち国民の暮らしに直

結するさまざまな施策に重点を上げてし 1く、そんなことを掲げて今回の総選挙では勝利をさせ

ていただきました。新たに施行される政策がある半面、無駄と思われている事業の削減は避け

られません。天下りを多く受け入れている団体の存在価値の精査などを初めとして、今、一つ

の指標としてOECDということを持ち出せば、加盟30ヶ国の中で教育費予算は最下位、病院

の先生方とかそれから医療に関する指標はおおむね22位から26位と先進国の中で最下位、その

中にあって公共事業は断トツの 1位。このいひ、つな財政出動に対しても恐らくはメスが入って

いくものと思います。日本の中にたくさんある建設業界の方々には自ら生き残り策を模索して

いただくことが出てくるかもしれません。ただし、実務を受け持つのは官僚の皆さんです。官

僚の皆さんとしては戦後60年間やってきたのとは全く違った形を今後行っていきますので、い

ろいろな意味で戸惑いやふなれのために事業業務が滞る、そういった一時的な混乱があるかも

しれません。願わくば、多くの国民の皆さんが厳しい目を向けていただいても結構ですが、中

には民主党政権というスタートしたものを温かい目ではぐくんでいただく、そういう姿勢をも

っていただくことを願ってやみません。

今回の選挙の注目するというところは、有権者が自分たちの意思を持てば政権がかえられ

る、そのことを実感をしていただし、た、そういう意味でかなり有意義な選挙でした。 4年前の

小泉時代、そして 2年前の参議院選挙、そしてこの間の東京都知事選、そして今度の衆議院選

挙です。今までは一部の団体、これは労働組合も含めますが、一部の団体、一部の企業、一部

の人たちに支持されていれば選挙に通るとしづ時代から、国民に支持されなければ支持されな

い、そういう時代に突入したというところで、まさに革命的な選挙で、あったと、私はそのよう

に考えております。

国民、有権者、納税者の存在を強く意識してこれからこの菊陽町の中でも議論を、そして行

政の皆さんは政策を施行していただく。そして、私たち議員のほうは常にそこに有権者、納税

者がいるということをきちっと目に据えて納税者のために議論をしてし、く、その姿勢が以前よ

り増して追求される時代に入ってきたと、そう思って身を引き締めて今後の残りの任期に全う

していきたいと、そのように考えております。

さて、昨日芝議員から民主党の公約であります子育て支援、一部の方にとっては増税になる

というような指摘がありましたので、そのことについてちょっと触れておきたいと思います。

扶養家族手当を廃止して、財源の一部として子ども 1人2万6，000円を支給していくという

のを民主党のマニフェストに載せて重点政策としておりますが、政策とは租税と使い方そのも

のです。つまるところ、富の再配分なんです。ですから、豊かな人に多くを負担していただい

て広く施策に活用してし、く。これは今までの自民党の時代やほかの国のやり方と基本的には変
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わりません。幸い芝議員は今まで扶養家族手当は必要としなかったというぐらい裕福な方であ

りますので、これからもきちっと納税をしていただけるものと。よろしくお願いしたいと、そ

のように思っております。

子育て支援をなぜ民主党が重点政策に上げてきたかと、その理由なんですが、今日本の中に

1億2，700万人ほどの国民がおります。今のままの少子化が進んでいけば、平成50年あたりに

日本の人口は9，000万人台まで下がります。その中で40%余りが65歳以上のお年寄り。そし

て、現役世代ではない子どもたち、お年寄りと子どもたちを省くと、現役世代と言われている

人たちの人口が約5，000万人ほどになります。今のおよそ半分ぐらいまで、減っていく予定で

す。人口減少というのは国力の低下そのものです。 5，000万人ほどになった現役世代で、どうや

って膨大な社会保障を担ぐんでしょうか。だれが 1次、 2次、 3次産業を支えていくんでしょ

うか。もしそういう時代になれば、防衛や外交、もちろん日本の中の経済、さまざまなことが

脆弱化し、まさに固としての機能をなさなくなります。この少子化問題というのは日本だけで

はなく、欧米諸国も、米は違いますね。ヨーロッパ諸国もかなりそのことに危機感を持ってさ

まざまな子育て支援を取り入れております。子どもを産み育てる、社会で育て、そして未来の

国を守ってし、く。そのために子育て支援は必要です。ぜひこのことをご理解し、ただきまして、

増税になる方もおるかとも思いますが、基本的には税金を取って、そしてそれを抱策に充てて

し、って国の運営に充てる。租税とその使い方ということでご理解をいただければと思います。

長くなりましたが、今回の質問は 3項目ほど上げております。

早速質問に入ります。

放課後子ども教室の今後の実描方針についてです。

夏休み、西小学校で、昨年に引き続ききらきら教室が聞かれました。その実施結果もあわせて

答弁のほうをよろしくお願いします。

残りについては質問席にて行います。

O議長(吉村豊明君) 生涯学習課長。

O生涯学習課長(佐藤清孝君) ただ、いまの質問についてお答えをいたします。

放課後子ども教室につきましては、今年は菊陽西小学校と南小学校で、実施しました。 2校に

なります。西小学校で、夏休み期間中実施し、約180名の参加がありました。野菜の苗植え、工

作、絵手紙、英会話、室内ゲームなどを行いまして、昨年は120名でしたのでかなりふえてお

ります。南小では隣接する南部町民センターで、長期休暇期間を除く毎週水曜日の放課後にゲ

ームとか英語の学習などを行っております。今年度南小では21名の参加ということでございま

す。

前回も保護者のほうからはよかったというような評価でしたけれども、今回西小学校で指導

をされてこられましたコーディネーターの方にやった意見をお伺いしたんですけれども、やは

り子どもたちの遊ぶ笑顔が見れてよかったし、そして地域とのつながりも深まったというよう

なよい評価をいただきました。しかし反面、登下校時を含め安全面の指導、また地域のアドパ
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イザーといいましょうかお手伝いをされる方の不足などが課題としておっしゃっていただきま

した。

ご質問の今後の方針ですけれども、基本的に放課後子ども教室は学校の余裕教室をお借りし

て放課後などに実施する事業でありますけれども、現在菊陽町におきましては放課後に利用で

きる余裕教室のある学校は限りがあります。また、実際の実施に際しましては、学童保育クラ

ブとは異なり、地域の方々の協力を得て体験活動や交流活動、学習活動を行し、ます。さらに、

子どもたちを指導する地域からのコーディネーターや安全管理者の方も必要です。これらの条

件や協力がそろって実施できる事業でありますけれども、生涯学習課としましてはこの事業が

本当に子どもたちと地域をつなげていくという意味がありますので この放課後子ども教室の

事業の普及を努めていきたいと考えています。来年度も、今年2校でしたけれども、希望のあ

る学校に説明を行い、指導に伺いまして実施していきたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) ありがとうございます。

コーディネーターをどのぐらい集めるのかというところで充実したものができるかもう少し

か、それは言われているとおりだと思います。去年行われまして、去年も相当好評でした。先

日行われました校長先生に話を伺ったら、大変児童も喜んでいたし、保護者も喜んでいたと、

そういうことでした。ですから、西小で、は 2年連続夏休みということになりましたし、南小は

今年から始まったということです。ですから、できればすべての学校で取り入れて、異学年で

いると、同年代が一つのクラスに入っているというのとは違う、別な教育環境ができますの

で、多角的な子どもたちの育成につながっていくと思います。

そのスタッフの確保の中で、今課長も言われたとおりスタッフをどれぐらい集めるかが大変

だっていうことがわかってるんですよ。僕も注意して見てたつもりですけどもちょっと気がつ

かなかったのは、例えば保護者であるとか、それから保育園の元保母さんで現在は離職をされ

ている方とか、それから退職者、元学校の先生でもいいですけど、老人会、そういうところに

かなり声をかけられたというような形跡がちょっとなかったような気がしますが、そのことに

ついてどうだったんですか。ちょっとお願いしたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 生涯学習課長。

0生涯学習課長(佐藤清孝君) その点ですけれども、西小学校の場合に保護者を中心にアドバイ

ザーあるいはお手伝い、安全管理者のほうを集めて、そして実施される方、実際子どもに指導

される方で、すけれども、農業されている方というようなことで探したんで、すけれども、ともか

く人数が多くて、幾つも日にちを設定する必要がありましたんですけれども、なかなかその辺

が探し切れなかったというようなことでコーディネーターの方から学習アドバイザーを探すの

が非常に大変でしたということで、地域の方も含まれますけれども、ボランティアされてる方

とかあるいはいろいろ近隣の町民センターあたりで実施されてる絵手紙だとか、そのグループ。
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をお願いしたとしづ経緯がございます。課題としてはおっしゃるとおり、なるべく地域の方と

密接につながりながら実施してし、く必要があるというふうに反省いたしております。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) 西小の子どもたち、また南小の子どもたちもいっぱい参加をしているとい

うことからしても、この事業というのは全町に広げれば全町の皆さん方が喜んで利用するすば

らしいシステムだと思うんですね。ですから、ぜひ来年度に向けて早目のところから計画を立

てて、そしてコーディネーターならコーディネータ一、コーディネーターっていうのはいろい

ろどういうことをするのかっていうプランを立てないといけませんので、できれば 1年ぐらい

かけてプランをつくっていって、やれるときにそれを使っていくと。今回もちょっとはっきり

言うと僕は確認はしなかったんですが、ほかの学校の先生方が西小なら西小、南小のほうに行

って見学されたというようなところも、ちょっとほかの先生の側に聞いても、いや来ましたよ

というような答えがなかったんですが、その辺のところがちょっと残念だ、ったかなと、そう思

っております。できれば同じ町の中でやるんだから呼びかけて、そういう面では学校公開日じ

ゃないですがそういう形でもって広くこういうやり方がありますよということをアピーノレして

いただいてもよかったのではなし、かなあということをちょっと最後につけ加えさせて、この件

については終わりまして、次に移りたいなと、そう思います。

今度通学路のことについて話を進めていきたいと思います。

一部ちょっと訂正がございます。小学校の通学路(北沖野団地2号)と書いてあるのが、実

はこれ新山 5号線ということで私の間違いです。ちょっと訂正をしていただ、きたいと思いま

す。

とりあえず、これはこの道にっていうことではなくって、例え話といいますか、その形でこ

れを取り上げていきますが、実際には井口、辛J11から南小に行く曲手線のところをずうっと子

どもたちが歩いているとか、それから道明の子どもたちが交通量の多いところをずうっと歩い

ていくとか、それから光の森の子どもたちが、道の名前としては武蔵ケ正団地2号線ですね、

武蔵ケ丘中学校の北側から県住のほうに抜ける道ですが、大体300から400メートルぐらいの道

ですけど。そこのところで歩道と車道が区別されてないところをずっと歩いてし、く、そしてそ

この横を車がどんどんどんどん通っていくっていうところが菊陽町の中にはあります。後で商

工振興というところでもちょっと触れておきたいと思うんですけども、先ほどのほかの議員の

中でもそのことに触れてますが、菊陽町はほかから企業を誘致して、ですから通勤とかでいっ

ぱい菊陽町の中を通っていくわけですね、ほかの町の人も通っていきます。そういう意味では

通り抜ける道にも使われているんです。でも、そこを子どもたちは毎朝狭いとこを通ってま

す。この新山 5号線ですけども、新山 5号線っていうのは幅 5メートルぐらいですね。 5メー

トルのところでそして双方向、結構車の往来が多いんですよ。カラーでもってここは歩道です

よっていうカラーでイメージしてますけれども、子どもたちやそこら辺の保護者に聞けば、や
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っぱり離合するときにそのカラーのほうに車が入り込んで離合していくと。子どもたちはそれ

を避けて通っているということがあります。

もう一つは、地名で言うと沖野っていう地名があるんですね。沖野っていうところから杉並

台のほうに実は道路を横断するんですが、横断歩道が一個もないんですよ。ですから、車の往

来を縫うようにして子どもたちがぱらぱらぱらぱら横断してるわけですね。いつ事故があって

も不思議じゃないんですよ。これは町長にちょっとお尋ねしたいんですけれども、菊陽町のま

ちづくりとして通学路に対してどのように考えていくのか。そのことについてちょっとお尋ね

します。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 通学路につきましては、それぞれ学校のほうで道路の指定とかされている

かと思いますけども、できるだ、け歩道がついとったが一番いいわけですけども、そういう拡幅

が可能なところは計画的に進めてし、かなければならないと思います。

また、横断歩道とか速度制限等につきましては、歩道は必要なものはできるだけ早くすぐ公

安委員会ですかね、管轄ということでそちらのほうに上げていきますけども、速度制限とか進

入禁止等について非常に近隣の人にも制限がかかるということで、そういう理解を得ながら進

めなければならないと思っておりまして、歩道についてそういう子どもの通学路については交

通安全の見地からも安全対策とし、う意味で最も力を入れていかなければならない一つの分野だ

と認識しております。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) だから、町は原水工業団地もまだ半分残ってますから、要するに企業は誘

致したいわけですよね。企業を誘致することが菊陽町の財政もよくするから、これはやってい

くわけでしょ。原水工業団地につくった企業に対して、菊陽町の人間が100%そこで勤めるわ

けじゃない。ですから、隣の合志市であるとかいろんなところから来るわけです。通り道にな

るわけですね。ですから、町としての生き残りとして原水工業団地、要するに企業誘致をして

いくっていうことを掲げているんですから、ですから通学路の安全はある意味学校のほうに任

せてるかもしれませんけれども、時間的に一方通行にするなり、武蔵ケ正団地2号線は時間的

にはもう一方通行になってますけど、要するにそういう形で規制を町として取り入れていくと

か、もしくはスクールパス構想を取り入れていくとか、もしくは今菊陽町の中で、は防犯パトロ

ールっていうところを、そりゃあ雇用対策っていう形ですけど、そういうのを取り入れてます

から、そういう人たちをそこに時間的に張りつけておくとか何かやってかないと、とりあえず

は企業誘致します、とりあえず子どもたちは学校単位に任せてます、拡幅できないところはち

ょっと難しいで、すっていうことではね、町としての方針がちょっと見えない。ですから、この

辺については事故があってからじゃあ遅いですので、ただ、明日から道路を広げましようという

ことはできないと思いますし、公安委員会のほうとの協議も必要でしょうけども時間制限、少

なくとも。そういったことについて取り入れてして、その方向が見えたとしたらやっていくつ
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ていうおつもりが町長のほうにあるかどうか、その辺のところだけちょっとお尋ねをしておき

たいと思います。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 企業誘致によってそこにいろんなところから、確かに言われるように生活

道路まで、今車が入ってきとるような状況にあります。企業等においても努力されておられまし

て、朝の登校時間帯に企業のほうから交通指導するのを配置したり、また時差出勤等あたりも

対応されているところでありますけども、安全を確保するという意味で時速の制限等について

は、これは後で担当課長のほうから詳しく説明させますけども、そういう必要性の高いところ

については制限等加えていくという方針で進めております。

0議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) 西小学校の正門のほうから真っすくー北の沖野っていう地域に行くところの

栗林があるんですが、そこに大体5メートルぐらいの道があるんですね。そこはもう時間でも

って車は通行禁止なんですよ。でも、そこを大体毎日四、五台双方向車が通っていくんです

よ。このことはもう総務課のほうの皆さんにはお伝えしてありますんで、今でも通ります。

次の防犯パトロールの任期っていうほうに移っていきたいと思いますけど、この防犯パトロ

ールの方が時々立っていただいて、ここは時間制限ですよって言うと、ああそうで、すかってい

うところでぐるっと回る、でもいない日はまたそこを通るということになってるんですよ。で

すから、企業の努力、個人の努力っていうところではやはり安全は守れないかなあと、そうい

う感じがします。ですから、これは菊陽町としてのシステムの問題です、システムの。ですか

ら、町としては子どもたちの安全ということをどういうふうな具体的な政策でもって守ってい

くっていうことの、形としてはちょっと見えない。ですから、子どもたちがずうっと通るんだ

ったらそこは時間制限でもしますよとか、スピード制限はかなり遅くしますよとか、そういう

ことをしていく必要もあるでしょうし、住宅会社がいろいろまちづくりをしていく中で、よく

スピードが出ないように互い違いにスピードの出ないような道をつくったりしますよね。そう

いうような形をするなりして、町のグランドデザインがこの件についてはないんじゃなし、かと

思います。ですから、その辺のところ今後の課題としてきちっとつくっていただ、きたいと、そ

のように思います。

この防犯パトロールの任期と計画に対する達成度というところなんですけど、これは今青色

灯を回してぐるぐる回っていただいてます。地域の方も結構そういうことで、防犯に役に立って

るという意見がある半面、個人としての任期は半年ですね。ですから、ある時間帯である場所

はちょっと要注意、濃淡があるはずなんですよ、パトロールするにしろ時間とか日にちとかが

ですね。そういうものがきちっと引き継げていけるのかどうかつていうところと、とりあえず

今のところ 5カ月ぐらい終わりましたが、その 5カ月ぐらいたった中でのどれぐらいの評価点

があるのかっていうところ、とりあえずその 2点についてお尋ねをしたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 総務課長。
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0総務部審議員兼総務課長(吉岡典次君) ただいまのご質問にお答えしますけど、その前に新山

5号線というのがその前の質問に若干ありましたので、まず通学路の件についてどういうふう

にしているかということでお答えしたいと思います。

新山 5号線というのは延長が900メートルで、幅員が狭いところで、おっしゃったように

5.1メートル、広いところで6.7メートルとなっております。南側の県道側から100メートル区

間については平成15年度に用地買収を行いまして、歩道設置を行っております。また、それか

ら北側につきましては、平成12年度に歩道設置の要望があってるようでございますが、道路沿

いに住宅が張りついておりまして歩道ができない状態でございまして、道路の拡幅そのものも

困難な状態にあります。道路を最大限有効に利用するということで、道路敷いっぱいまで通行

できるように改良いたしたところでございます。その際、道路に今おっしゃったように立体的

に見える表示を行っているところでございます。

現在の状況での歩道設置というのは大変厳しいものと考えておりまして、そういった中では

ありますけれども、児童・生徒の安全を図るためにはどうしたらいいのかというようなことが

ありまして、速度制限と横断歩道の設置、こういったものについて検討しておりまして、大津

警察署を通じましてこういったものが、先ほど町長の答弁にありましたように県の公安委員会

の設置になりますんで、要望をいたしておりましたところ、速度制限につきましては最高速度

を30キロの制限速度に今年度中に制限ができるだろうと。それから、横断歩道につきまして

は、早ければ今年度中に設置をすると。遅くとも来年度中にはできますよと。横断歩道につい

ては地元の方と相談をして、どこが一番適当な場所かということを決めた上で、行うということ

でございます。こういった状況で、通学路につきましてはそれぞれ地元の方は非常に詳しい状

況にございますので、そういった規制が必要な部分がありましたら、大津警察署を通じてそう

いったものの設置というのは要望していくようにしておりますので、それで対応したいという

ふうに思っているところでございます。

それから、今の質問の本質のところでございます。防犯パトロールとおっしゃいましたけ

ど、スクールパトロール隊の件で、あると思います。

これにつきましては、現下の雇用失業情勢にかんがみまして、緊急雇用創出事業臨時特例交

付金っていうのがありまして、これが都道府県に交付されまして基金を造成して、この基金を

活用して運用されております。離職を余儀なくされた非正規の労働者の方、あるいは中高年齢

者等の失業者に対して次の雇用までの短期の雇用、就業機会を創出する、あるいは提供すると

いう事業を実施しているところでございます。これらの者の生活の安定を図ることを目的とし

た緊急雇用創出事業の一環でこのスクールパトロール隊というのは実施しているところでござ

います。

その実施要領の中で、新規雇用する労働者の雇用就業期間は 6カ月未満となっております。

更新は状況に応じて可能とすることが規定されております。状況に応じてそれが 6カ月間延ば

すことができるということでございます。したがいまして、私どものこのスクールパトロール
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隊については、一部の方を更新をしようと。詳しい人が残っていないと先ほどのような状況に

なるということがあるかもしれませんので、そういった引き継ぎというのを行っていければと

いうふう lこ思っているところでございます。

また、さらに計画に対する達成度ということでございますけども、これは数字で、あらわせる

ような達成度というのはなかなか難しいものがありまして、スクールパトロールの目的といい

ますのが、学童を犯罪、各種事故から守るとともに、人々の安心・安全を確保するということ

がありまして、現在のところ、子どもたちが事故に遭ったりとかという状況が、犯罪の対象に

なったりするようなことがあっておりませんので、少なくともその成果というのは発揮できて

し、るというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) 先ほどの交通安全というところとちょっと矛盾するんですけれども、朝は

車が危険、子どもはね。不審者に対して危険っていうのは、実は午後なんですよね。 1年生と

2年生って、要するに子どもたちは行くときは集団で登校しますけど、帰りはばらばらになる

とO ですから、車が危ないので今の新山 5号線で言えば、 1人で行くのは危なし、から、だから

住宅街の中を通るっていうのはいいんですけども、住宅街も全く昼間通ってみると人がいな

い。そういうところを小学生の女の子が 1人で、通っていくというところがありますので、でき

ればスクールパトロールをこの臨時雇用というところではなくて、何らかの形で子どもたちの

安心を守るというところの町の子育て支援としづ意味ですかね、そういう形に取り入れていた

だいて継続的にやっていただければなと。そういうことをちょっとお願いをして4番目に移り

たいと思います。

武蔵ケ丘中学校です。武蔵ケ丘中学校の現在の生徒数が628名ですね。これは 3年生が卒業

して 6年生が入ってくるということを単純に計算をすると、 3年後は750名ぐらいになります

ね。ですから、もう今でこそグラウンドが狭いですよ。今教室が 3クラス分余ってるというこ

とらしいですけども、決して決してそれで足りるような状態じゃあありません。ましてや、用

地はもう買収して確保されているんですけど、工事待ちだけになっているという形です。

まず、基本的に聞きますが、これの拡張計画はいつを予定しておりますか。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) グラウンドの拡張ということでお答えしたいと思います

が、これにつきましては22年度以降では早急に対応すべきというふうに考えておりますが、ご

承知のとおり学務課のほうで抱えております事業の中で、今早急に対応をしておりますのが武

蔵ケ丘中学校の今耐震工事をやっております。それから、現在設計をしております菊陽中学校

につきましては、来年度何とか実施したいなと考えております。加えまして、今議会でも議論

となっております菊陽中部小学校の耐震の建てかえということで、ですからこの私どもの今の

考え方と申しますのは、耐震対策事業をやっぱり優先すべきだろうというふうに考えておりま
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す。その次に対応すべきが児童・生徒数の増加に伴います教室不足に対する増築については、

これは優先的にせざるを得ないだろうと。その聞にこのグラウンド拡張の工事に入れればとい

うことで、現時点では今のところまだ具体的に実施時期というのはまだ定まっていないのが正

直なところでございます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) そうなんですよね。さっき町長が学校関係でもって70から80億円ぐらし、か

かるというのは、恐らくその中部小から菊陽中学校、西小学校の増築は23年ごろっていうこの

問答弁がありましたよね。ですから、学校関係だけでもってメジロ押しなんですよ、ずっと。

子どもたち、中学生ぐらいになったら部活動も物すごく大事になりますので、もう目指したい

子どもはもう甲子園だとか、あるいはプロ野球だとかっていうことを明確にもう進んでいる子

どもたちもいっぱいいるんですね。それだ、ったら今光の森の公有地を部活動のグラウンド用地

に充てるっていうことも検討されていますか、どうですか。この件についてちょっと。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) まだ内部的な段階で検討はしておりますけど、まだ内部

的な段階でございます。当然部活で使うとなりますとデメリットが出てまいりますので、その

辺まだ十分に検討させていただきたいと思っております。

0議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) そうなんですけど、子どもたちの 1年というのはそのときの 1年ですよ

ね。ですけど、仕事でいえば20年、 30年っていう計数で流れていきますけど、子どもたちって

いうのは中学校は 3年しかないし、 1年生のときは 1回、 1年しかないわけです。ですから、

そういうことを考えると、小学生も大事だけれども中学生ぐらいになってきたときに、勉強と

体を動かして自分の中である種の達成感を持って次に挑戦してし、く飛躍台でもあるわけです

よ。ですから、そういうときにいろんなことをやんなくちゃいけなくって、お金も回らなし、か

らまあ我慢してねっていうことで、ずっと我慢してきてるはずなんです、あそこは。でも、光の

森のほうから今現在ずっと集まってきてますし、今度光の森の東地区ですね。西小学校のケー

スですけど、そちらのほうにも今後どんどん家も建っていきますので、この750名というのが

僕はこれからふえることはあっても下がることはありません。ですから、グラウンドの話をし

ておりましたが、校舎のほうの教室等の増築っていうところももう進んでいかなければいけな

いと思います。ですから、ここら辺のところはおおむね、いつぐらし、かぐらいはもう答えられ

る状態でしょ。ちょっとお願いします。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) お答えをいたします。

私どものほうで今議員さんが武蔵ケ正中学校の生徒数をご説明されましたけど、私のほうで

現在っかんでおります 5月 1日現在の数値ですけれども、武蔵ケ正中学校につきましては
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638名でございます。これを平成27年まで推計をいたしますと857になる見込みでございます。

これは転入、転出含まれておりませんで、単純な住民基本台帳人口からの推計でございます

が、かなりふえるという認識を持っております。

議員さんご心配のとおり、教室がどうなのかという点、私も気にかけておるところでござい

ますが、この生徒数を具体的に 1年生から 3年生までの学年に分けましてクラスを具体的に追

っていきますと、現在21年度は19学級ございます。これが27年度になりますと26学級の見込み

となっております。そういうことで、クラスが必要になってくるわけでございますが、現在武

蔵ケ正中学校のほうでは26教室ございます。この部分で、転入、転出の関係がございますけれ

ども、今のところ何とかなるんではないか。ただ、これはあくまでも見込みでございまして、

これ以上転入なり何らかの事情でふえた場合には当然増築はあるけども、今のところでは現在

のところ増築が必要になるところを早急に手当てをするということまで、は行つてないんではな

いかというふうな判断をしております。

ただ、現在武蔵ケ丘中学校の耐震対策工事を今行っております。この関係で8月改めて確認

をいたしましたところ、来年4月 1日の配置になるんですけども、学校の先生方の数が 5名ほ

どふえるということで、現時点では職員室に入らないような状況が想定されます。教室以外に

もそういったところが出てまいりまして、この件につきましては現在作業を進めておるところ

でございますが、最終日にでも現在工事をしておりますが、変更契約のお願¥;¥を議案として提

出したいというふうに考えております。

そういうことで、教室はなんとかいくようなんですが、それ以外の部分、学校の先生方の職

員室、県費負担の職員室の机が入らない状況も生じております。そういうことで、なかなか今

後動きといたしましては気を緩めなくて注意深く見守っていきたいとし、う状況でございます。

以上でございます。

O議長(言村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) ということは、 800名超えても今の教室で足りるということですね。

(教育審議員兼学務課長大山 晃君「はしリの声あり)

1クラス結構人数になりますね、じゃあ。わかりました。子どもたちが、これは西小のとき

もお願いしましたけれども、間違ってもプレハブで一時的に我慢するというようなことにはな

らないように注意深く運営をしていただきたいと思います。

じゃあ、 2番の農業のほうに入っていきたいなと思います。これについては農業委員会もし

くは町長のほうにお答えをしていただきたいと思います。

後継者が本当おりません。農業センサスっていうところの平成18年度のデータを見ても、農

業を担っている人のピークが、男性ですと70代の前半、女性ですと60代の後半です。これ平成

18年度のデータですね。これは今で言うともう 70代中心と。この状態がなぜピークにあるかと

いうと、要するに若い人が育ってきてないってことですよ。このことについて、町長は昨年度

までは農業委員会の委員長でしたので、その観点からこの現実をどのようにとらえているの
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か、まずお答えをお願いします。

O議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) お答えいたします。

農家の数でございますけど、議員さんは18年と申されましたけど、平成17年の農林業センサ

スの統計で農家数が559戸、専業農家が217戸、総農家のうち後継者がいる世帯が320戸となっ

ております。現在、町の認定農業者が192戸で、後継者も若干ふえてきていると思いますが、

就農しない理由としましては、会社等に勤務の後継者は毎月給与、休み、定期的といった安定

した生活があります。しかし、農業は環境、労働時間、報酬や価格の低迷や資材の高騰を含め

て採算が合わないことと懸念され、就農しないと考えています。また、高齢化による離農とい

うことで、高齢化の方も後継者がいない場合は現在機械化されています関係で機械操作が難し

くなることや、やはり価格が安定しないことで離農されてし、かれますが、農作業委託組織を利

用しながら農業をされている方もおられますけど、少しずつ管理がで、きなくなった農地につい

ては集落の農家に貸し付けられております。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) 農家の数はわかりました。ありがとうございます。

価格の低迷とかそういうところだと思いますけども、熊本県の農業動向年表ね、これをずう

っと眺めていくとやっぱり価格がどんどんどんどん下がってますよね、取引価格ですけど。ま

ず、農産物価格指数が平成 7年を起点として、これでいうと平成19年でいうと85%に下がって

ます。生産資材価格指数っていうのが110%、つまり 10%ほど値上がりしている。この 2つを

合わせた交易条件指数が76.93ですので、全体として25%弱ぐらいですけど下がってるわけで

しょ、収入が。ですから、理解していただくため仮に750万円ぐらいの年収をもらってらっし

ゃる方がいるとするでしょ。すると、 12年間で750万円の年収が570万円ぐらいまで下がるわけ

ですよ。ですから、現在の農家を引き継し、でいらっしゃる方は、自分の子どもたちゃ孫に、農

業っていし、から絶対いし、からお前ゃれよって言えないわけですよ。だから、どんどんどんどん

ピークが年々高し、ほうに高いほうに行くわけですよね。これが実態でしょ。ですよね、僕の考

え方間違いないですね。ですから、こうなってくるとあとしばらくすると今農業の第一線でや

っていらっしゃる方は70代の後半、 80代になってくるとやりたくてもできなくなる、気持ちを

持つこともできなくなる、後継者はいないっていうことになると、離農って方がどんどんどん

どん出てきますよね。

町長はたしか前に、農業は町の基幹産業のーっということを何回か述べられています。今こ

の状態で離農されている方がどんどんふえていくかもしれないこの菊陽町の本町の農業を、今

後どのような施策をもって支えていくおつもりがあるのか、町長のほうにご答弁をお願いいた

します。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。
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O町長(後藤三雄君) この農業、いわゆる農家の問題というのは今言われましたように非常に後

継者がなかなか農業で生活をしていくためにはいろんな不安定なところがありまして、後継者

ができてないのが現状でありますが、こういったものにつきましては、町のほうでいろんなで

きることにつきましてはいろんな単独の関係でいろいろ取り入れたものもありますけども、国

のほうも力を入れているところでありますけども、そういった日本の農業をどう守って、そし

て安心して自給率を高めるための施策につきましては、やはり国の国策としての制度等が充実

されないと一つの町で、はなかなか難しいところがあります。そういっても、やはり農業という

のは農産物、いわゆる食料を生産する産業ということで、いろんな国の制度、また県の制度、

それをまた町が補完するような形で農業に対しては、菊陽町に住んでおられれば、この農産物

が生産されて生活できるようにするためにはいろんな支援というのは講じてし、かなければなら

ないということで、取り組んでいきたいというふうに思っております。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) 平成20年の決算書によれば、農業に関する補助金額を全部ずうっと足すと

大体十七、八項目でもって3，700万円余りですね。でも、これは一つ一つ訪ねていけば全部ひ

もつき補助金ですよね、要するにね。何々するから何々の補助金が出ると、そういうものです

よ。機械を借りればそのときのリース代としての補助があると、そういうことです。ですか

ら、その目的を持った農家の方には恩恵があるけれども、リースをする必要もない、借り入れ

をする必要もない、新たな事業に転出する必要もないということになると、基本的には裸の状

態でこの厳しい価格の状況とかそうしづ農業の現場に農家の一人一人が向かっていくというこ

とになります。今年のひもっき補助金で、やっていって、確かに町長がおっしゃるとおり国策が

なければ難しいっていうことはわかるんですけれども、国策を待っていて菊陽町で何もしない

っていうことで、農業は基幹産業の一つって言ってるのはちょっと寂しい感じがしますよね。で

すから、この中でちょっと、もう時聞がなくなってきましたので、もう 2番、 3番というとこ

ろをまとめて質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今後の問題として、離農され

ていく方がいたら耕作放棄地っていうのがどんどんどんどん出てくると思うんですよ。その耕

作放棄地の再生利用っていうことについて、農水省のほうから 1つ今年度の 7月に新たな概要

というのが出てますが、そのことについて本町ではどのように取り組んでし、かれる予定なの

か、お尋ねをいたします。

0議長(言村豊明君) 農業委員会事務局長。

0農業委員会事務局長(志垣敏夫君) 農業委員会のほうから取り組み状況についてお答えしま

す。

耕作放棄地の再生利用緊急対策事業につきましては、昨年度は県の単独交付金が実施されま

して、菊陽町では解消面積約4.3ヘクタールのうち1.7ヘクタールをこの事業で実施しました。

今年度は国の耕作放棄地対策事業が創設され、 21年度から 5年間の期間に解消を図るべく解消

事業及び関連事業について補助されることとなりました。その要綱で市町村において対策協議
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会の設置を求められていまして、今後の国の交付金及び県の単独交付金は市町村対策協議会に

対して交付され、その後解消された耕作者には市町村協議会から交付する制度となっていま

す。

本町では、本年 7月 1日付で農業委員及び農業関係団体を中心に菊陽町耕作放棄地対策協議

会を設立しまして、 7月10日に熊本県協議会の承認を受けました。その後、耕作放棄地の解消

に向けて各地区農業委員が努力されまして、国場整備実施地区などの大区画の農地については

順次解消できているような状態です。

事業の内容でございますが、農振地域の農用地区域は国の対策事業で実施することとなりま

して、基本的には解消経費の 2分の lで;10アール当たり 5万円まで、それから営農定着として

10アール当たり 2万5，000円を 1年間、土壌改良が必要な農地には10アール当たり 2万5，000円

を2年間まで交付されます。その後、解消事業に重機を必要とするような農地にはその経費の

2分の 1までを限度に補助されるものです。また、農業振興地域の白地の地域は県の単独交付

金事業で実施するものと設定されています。県の交付金は10アール当たり 3万円の交付となっ

ています。今後につきましては、菊陽町耕作放棄地対策協議会において解消できるものから順

次個別対策事業の認定、実施計画書の作成及び予算化を行い、解消を図っていく予定でござい

ます。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) その10アール当たり 3万円とかっていうようなその補助ですけども、これ

もさっき言った小出しの補助にしか僕にはちょっと見えないんですけども、それを必要とする

人だけはそのときに補助を受けれるんですよ。でも、それを受けない人っていうのは、外国か

ら大量に入ってくる安い農産物だとか、平成 2年にひのひかりが 2万円余りで取引されていた

のが、昨年度でいくと 1万3，600円ですよね。米価もどんどんどんどん下がっておるわけです

よ。この下落率でいうと32%ですよ。ですから、一方で資材がどんどんどんどん上がってい

て、老齢化をしていて、そして自分のところに入ってくる収入が減っていったら、ほらやって

られんでしょ。何か補助を受けたいときに何かをすれば確かに補助はありますよ。でも、それ

以外になったら補助は受けれなし、から、だ、からその補助を受けたときには何かやれるけど、そ

れがなかったときにはもう支え切れなくなって、もう放棄してしまう。

ちょっと少し飛ばしていきたいと思うんですけども、要するに耕作放棄地が出たら、それを

農業委員会があっせんをして耕したい人に借りてやってもらう、そういうことですよね。僕は

点在している農家が、確かに耕作面積が10ヘクタールから20ヘクタールにかなりふえたとす

る、でも点在している農地をやっても結局作業量のほうがふえていくと、年とともに作業が厳

しくなって維持できない。だから、こういうことが果たしてできるのかどうか、面的集約云々

っていうふうにも書いてありますけども、その面的集約云々っていうのを菊陽町農業委員会と

してはどのようにとらえているのか、ちょっと説明をお願いします。
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O議長(吉村豊明君) 農業委員会事務局長。

0農業委員会事務局長(志垣敏夫君) 面的集積につきまして、今度の新たな農地法の改正に伴い

まして、農地は耕作者自らが所有するというところから農地を利用するという考えに改められ

ております。その中で、農地の面的集積の促進を図ることを目的に、市町村公社等の公的機関

でまとめる仕組みを導入すると記述されております。

これにつきましては、農地法の法律の改正案分につきましては 6月に出ましたけれども、そ

れに伴う政省令につきましてはまだ出ておりませんで、どのようにして仕組みをやっていくの

かというのがまだ明示されておりません。 6カ月ですので、 12月までには必ずそれが出てくる

と思うんですけれども、現状のところの対応として農業委員会なのか市町村なのか ]Aなの

か、そこが不明でございます。

答弁にはなりませんけども、以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) まあいいです。

4番目に、農業委員会の指導力、権限の強化っていうところで、僕はそういう地区の耕作放

棄地、あいた農地の貸し借りを進めていくっていうのは僕はやっぱり農業委員会しかないと思

います。そりゃあもう、町の行政がやるっていうことはとてもとても難しいので、やっぱり農

業委員会がやる。農業委員会が単なるあっせんということではなかなか面積的な集積は難しい

かなと、いろんなものの利害が絡んできますので。僕としては農業委員会に大きな権限、これ

は町長のほうにちょっと答弁をしていただきたいと思うんですけれども、僕は半強制的な権

限、緩やかな強制力って言ってもいいんですけど。要するに単なるあっせんじゃなくって、や

はり農業委員会から言われたらもう仕方がないなあって。じゃあ私がもう作業できない農地を

じゃあ農業委員会に 1回ゆだねて、農業委員会からある人に耕作面積を譲ってし、く。そういう

やり方をすべきだと思うんですね。ですから、農業委員会の権限を強化っていうことを僕は非

常に大事な要素だと思っておりますが、町長としてはどのようにお考えなのかお尋ねをいたし

ます。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 農地の貸し借りにつきましては、農業委員会のほうで高齢化している農地

をだれかに貸したい、また借りたいという人があった場合、そういったあっせんあたりはやっ

ておりますけども、ただこの場所にもよりまして、今機械化されてもう実際農業を主にやって

おられる方は相当の耕作面積をされておるわけでありますけども、そういった中でなかなか機

械等が入れないようなところがやっぱり耕作放棄地のほうにつながっていくんじゃなし、かと思

いますけども、そういういろいろなことありますけども、農地を受け持つでもいいというため

には、やはりそれに応じた、いろいろ農地が荒れないようにするためにはやはりそこに何かの

それを引き受けてもらうところに恩典が出てこないとなかなか難しし 1かなというところもあり

ますが、これはその農業委員会の権限の強化といいますか、これは法的なところもあると思い
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ますけども、できる限り法の範囲内とか、また工夫次第で、で、きるようなことについては、今農

業委員会のほうでも農業委員さんたち非常に菊陽町の農業をどうするかっていうことを真剣に

取り組んでおられますので、そういった中でいろんなこういうことはやはり町のほうから支援

をしていただきたいということであれば、そういった面で毎年農業委員会のほうから町のほう

にも建議ということで制度の改正とか県の農業会議まで上げるようなことも出てきております

けども、そういうものについては出てきたものについてはきちんと対応していくことが大事じ

ゃなし、かと思います。それには予算を伴うところがありますので、そういったことがありまし

たらまた議会のほうにも予算化して提案していきたいと思いますので、よろしくご協力お願い

したいと思います。

0議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) 最後になりますが、先ほど全国農業新聞っていうのをちょっと見せていた

だし、て、今年度の 7月に農水省が定めた耕作放棄地に関するコメントが載っておりました、そ

の新聞のですね。そこには期待される農業委員会っていうところで大きな見出しで書いてある

わけですね。読んでみると、私が考えているのと本当よくぴったりなんですよ。農業委員会が

その地域の農業を育てて、そして個々の農家の方々の収入アッフ。を図ってし、く。経営規模の確

保をしてし、く。これはもう農業委員会しかない。ですから、そういう面でいけば確かに国の施

策は大切でしょう。でも、国を待っていたら何もできないと思いますので、農業委員会の方々

に一生懸命努力をしていただいて、菊陽町の農家の方々の後継者問題というのも解決していた

だくようにお願いしたいと思います。

3番目のほうについては、もう時間がなくなりましたので、今回は割愛します。ありがとう

ございます。

終わります。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君の一般質問を終わります。

これで本日の一般質問を終わります。

本日はこれをもって散会します。

明日も一般質問を行し、ます。

ご苦労さまでございました。

........................................................................................................ 0 ...................................................................................... ............ 

散会午後 3時24分
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開議午前10時 O分

O議長(吉村豊明君) おはようございます。

これより本日の会議を聞きます。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

--.......，""""'-''''''''''-'--.......，--.......，'''''''''-'~............. 0 .-........-.......，...........，...........，...........，......"".，，...........，........... 

日程第 1 一般質問

。議長(吉村豊明君) 日程第 1、前日に引き続き一般質問を行います。

川俣餓也君、一般質問を許します。

010番(川俣銭也君) ちょっと演壇に上る前に、執行部、菊陽町を担う課長さん以上の人たち

が出席をされておりますが、気合いは入っておりますか。ちょっと今日は、皆さん方、菊陽町

を背負って立つ幹部職員に激励をすると同時に、考えを再考していただく部分も多々あると思

いますので、そのつもりで私の一般質問をやりとりをしていただきたいと思います。

皆さん、おはようございます。

昨日、民主党政権が誕生しました。これは、表目には、今の世の中非常に平和で穏やかな世

の中と思われるかもしれませんけど、この民主党政権ができたということは非常に草命的な出

来事じゃなし、かと思います。今までは、政治に関心のある方々の動向で大方の政治の動きとい

うのは決まってきたと思う、そういう動きをしてきたと思いますが、今度の政権交代ほど潜在

的な声なき声が、今まで自民党政権60年に対するうつぶん、不満、自分たちの厳しさ、これを

表に出した結果はないと思います。私たちも、それぞれの主義主張は別にして、この新しい政

権に大いに期待をしたいと思います。

それともう一つ、先進民主国では、政権交代があった場合、マスコミも 1年間はどういう失

政があろうとも政権の批判はしないという大人の暗黙のルールがあるそうです。そういう点、

今マスコミを見てみると、政権を担う前に 新政権に対する不安をあおるとまでは言いません

けど、そういう風潮があるということは、やはり私は大人げないと。だれでも初めて、政権を

担うにしても、何をするにしても、素人です。意気込みを持って新しい形に変わったというこ

とであれば、やはり温かく見守る期間が必要じゃなし、かという気持ちを私自身は持っておりま

す。

今度の 9月の議会、非常に大事な議会で、一般質問者も10名です。その中で、今年の 3月の

議会から、中部小学校問題を初めとして、いろんな行政と議会との対立という非常に不幸な構

図になっております。今は、議会からするならば行政不信 行政からするならば、何とわから

ない議員だろう、議会だろうという思いがあると思いますが、すべて不信感に満ちて、レッド

ロックに乗り上げとるような状況だと思います。

こうなってきたときに、やはり私たちがこの解決糸口を見つけるには、初心に返るというつ

もりで、今日は菊陽町のまちづくりの憲法と言われる菊陽町の構想、それから平成11年から出
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てきました行財政改革を中心に、これをなぞりながら、今菊陽町が抱えてる問題は何かと、大

いに執行部と議論をしたいと思います。

今日私は、この一般質問をするために少し勉強をして、寝ながら頭を訓練をしてきました。

午前 3時に表に出て空を見上げると、満天の星でした。人間、空を見上げて星を眺めると、非

常に純心無垢な子どものときに返ったような気持ち、そういう気持ちで朝を迎えました。

また、 5時半に出ました。そしたら、東の方向に細い左弦の月と 1つの星が輝いておりまし

た、やはり私たちもやっぱり身を、 3カ月に一度一般質問をしますが、それほど、やっぱり一

般質問をするということは、私も真剣な気持ちでここに臨んでおります。そういう思いで、行

政の方々もこの質問に真撃に自信を持って答弁をしていただきたいと思います。

質問は質問席から行し 1ます。

0議長(吉村豊明君)11俣銭也君。

010番 CJ!I俣銭也君) 演壇でも申しましたが、今この菊陽町の一番大事な時期に、行政と議会

がうまくいっとりません。一番端的に、やはり教育問題として中部小学校の建てかえ問題。本

来なら、先日も甲斐議員が言いましたように、非常にみんなが喜んで、賛成して、新しい校舎

をつくること、それに一丸となって進んでいい、これは執行部にしても、議会にしてもそうで

す。何がこういう問題をこじらせるかということを解明するためにも、やはり基本に返りたい

ということで、平成13年から平成22年まで、町の憲法と言われる第4期総合計画が10年間立て

られております。いつも町長が言われるように、菊陽町は将来像として「人・緑・元気輝く生

活創造都市」をつくるんだということで、これももう後半期に入っております。その中で、平

成17年から行財政改革の名のもとに、平成27年まで行革に取り組むということで、この町の憲

法であるこの「人・禄・元気輝く生活創造都市Jをつくるために、これに沿って施策が行われ

ていると思います。

おさらいをする意味で、菊陽町は37.57平米の面積を持ってます。一番高いところでも原水

のふれあいの森センタ一、南では熊本空港カントリー、ここらぐらいが一番高いところで、ほ

とんど平地です。これほど天災が襲うこともなし、気候変化にも恵まれた土地はない。もう一

つ、近い将来実現するであろう 70万都市を超える熊本市の政令都市を控えてます。大消費地を

控えております。国体道路を真っすぐ行くと熊本駅に出ます。国道57号線、旧国道57号線、豊

肥線、基幹道路が町の真ん中を走ってます。

そういう立地条件に恵まれたところで、昭和30年の 3村合併以来五十数年、これほど発展し

てきた町はないと思います。現に、熊本県下でも 3万5，000を超える人口を抱える町は菊陽町

だけしかありません。お隣の大津町がこの地の中心でした。そことも約5，000人の人口の差が

あります。益城町の人口も追い越しました。昔から裕福だった植木町の人口も追い越しており

ます。そういう一番力のある、そして歴代の町長の先見の明があったということで、 100ヘク

タール、 100ヘクタール、 100ヘクタールと 3次にわたる土地区画整理事業で基盤整備もほとん

ど整ってます。財政指数も、この20年の決算が出ておりますが、どの数字を見ても非常にいい
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数字が出とるわけです。

こういう環境の中で、行政の人たちが一生懸命努力してきた結果と、これは大いに認めま

す。だから、自信を持って仕事をしてもらいたい。これは褒めょっとですよ。自身を持って仕

事をしてもらいたいが、どうしてこのところいろんな問題が出てくるかと。やはりそこには、

この効率的で効果的な行政運営という一つ一つの項目を今から洗い流していきますが、どこか

に問題があると。よく町長も、うちの議長も言いますが、あいさつで、行政と議会は車の両輪

だと。実際そうです。立場は違っても、町をよくしていきたいという方向は変わらない。とこ

ろが、ここ 1年、突然暴走するかと思うたら急ブレーキがかかる、急ブレーキがかかったら動

かない。やっぱりそういうふうな姿勢は、形は非常におかしい。一番個性を発揮できる、潜在

能力のある町がこういう状態ではおかしいんじゃなし、かと思います。

もう一つ、おさらいです。菊陽町の町花、これは菊です。菊陽町でも、そこの役場の下あた

りに菊を大量生産されてる優良農家があります。菊陽町の花は菊です。烏はヒバリ。菊陽ボー

ルの横に、昭和48年に「スカイラークj という展望のラウンジレストランをっくりました。そ

の名前は「スカイラークj と言います、ヒバリです。空高く舞うヒバリです。当時は、菊陽町

よりもスカイラークのほうが県民的な知名度は高かったと思います。不幸に25年の歴史を閉じ

ましたけど、それもやっぱり町の鳥というつもりでネーミングをしたつもりでおります。ヒバ

リです。もう一つ、町の木、これは杉ですね。今旧国道57号棟に杉並木が植わってますが、こ

の杉という縁で、合併しました屋久島町との都市縁組もできとると、こういう流れの中にある

町だと。

私が何でこれを言うかというのは、職員の中にも菊陽町出身者じゃない優秀な人がふえとり

ます。ただし、やっぱり町政を担うからには、町の歴史、町の成り立ち、そこらあたりを十分

認識をしていただいて、いいまちづくりをしなければ、目先の埴策だけの町政じゃし、かんと。

やっぱり郷土を愛するためには、町の成り立ち、町の歴史ぐらいは、非常に近ごろ優秀な人た

ちが入ってきとりますが、そこらあたりも町長には十分やっぱり職員教育をしていただきたい

と思います。

前置きが長くなりましたので、一つ一つ提示したことについて質問をさせていただきます。

特に、町の基本構想について問うということで 1から 6までしとります。この中で強調した

い項目は 3と5と6です。ですから、 1、2、4は簡単にいきたいと思いますので、よろしく

お願いします。

まず、 1番、事務事業の徹底的な見直し、特に効果的で、あったことは何かと。これはどなた

でも結構です。

O議長(吉村豊明君) 総合政策課長。

O総合政策課長(松本東E君) お答えいたします。

事務事業の徹底的な見直しは平成18年度からやっておるところでございますが、大きな効果

があった事業としては、職員自らがー係一事業の見直し運動をやっているところでございま
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す。それから、嘱託員の報酬の削減、それから議員定数の 2名削減、こういったのが特に効果

があった事業と思われます。

0議長(吉村豊明君) 川俣銭也君。

010番(川俣銭也君) これについてちょっと言いたいんですけども、やめときましょう。

2番目、次移ってください、外部委託の推進ということで。

0議長(吉村豊明君) 総合政策課長。

0総合政策課長(松本東E君) これにつきましては、括弧書きの検討委員会の活用は十分された

かというようなことでございまして、改革のプランには、保育所の民営化の検討につきまして

は、平成18年度保育所運営検討会が設置され、平成20年度に保育所民営化検討会が立ち上げら

れまして検討されてきたところでございます。その他の検討委員会については設置されており

ません。

以上のような状況です。

O議長(吉村豊明君) 川俣餓也君。

010番(川俣銭也君) 今外部委託の推進ということで、検討委員会の活用で、保育所民営化推

進協議会というのを設立して半年以上にわたって検討してこられたと。私は、この方向、これ

はもう行財政改革の中身にもうたってあります。確かに方向づけとして研究してこられた、こ

れについては私も評価します。しかし、せっかく方向として正しい方向を推進していったとし

ても、それを実現するためのやり方、これは非常にまずいものがあるんじゃなし、かと。 1つ

は、もちろん専門職による検討委員会というのは必要でしょう。しかしながら、今の行政の対

議会、議会に対する情報開示と開示の仕方、それとタイミング、ここらあたりがそれぞれ組織

的にばらばら。どうしてかと。やっぱりそこに一つの基本的な考え方、基本的な線がないのじ

ゃないかと。保育園の民営化の問題が出ましたので、この前の段階で、中部小学校の学務課の

問題で紛糾をしております。これも、さっきも言いましたけど、喜ばしいことの事業をするの

に挫折をするという、その考え方、進め方、議会に対する情報の提供、地域住民に対する説

得、そこらあたりが今の行政の姿勢に一番欠けとるんじゃなし、かと。これについて町長の見解

をちょっとお聞きしたいと思いますが。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) ただし、まの質問でありますけども、これまで、何ていいますか、いろんな

この検討委員会に限らず、いろいろ審議会とか協議会とか持ってますけども、以前は、議会の

ほうの皆さん方のご理解も得るということで、そういった中にも、それぞれの委員会がありま

すけども、そういったほうからどなたか1人委員のメンバーとして入っていただくということ

で、ずっと取り組んできた経緯がありますけども、議会のほうからそういった委員会、協議会の

中に、議会はいわゆる議決機関で、あって独立しとるんだから、そういうところに入るのは避け

るべきだという、一般質問等でも相当ありました。そういう関係で、現在は、どうしても入っ

てもらわんとし、かん部門については入っていただいておりますけども、それまでいろいろ何か
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を進める場合は、理解を得るためにも議会のほうからの立場ということで、入っていただいて、

入られた後は、もうそのメンバーとしていろいろ発言なり意見を出してもらうわけですけど

も、そういったものも一つなくなったのも、そういうとこに入っておられれば、議会の立場と

して、こういう段階ではいわゆる中間的な報告等もすべきじゃなし、かとか、いろいろその辺の

連絡も密にいくと思いますけども、そういったものが欠けて、行政のほうとしては、精いっぱ

いいろいろやって、最近その進め方に問題があるということでご指摘を受けて、こちらも十分

反省すべき点は反省しなければならないところも感じておりまして、いろいろ質問がありまし

て、本当はやはり新しいことを、大きな金をかけるときは同じような気持ちで進めたいという

思いはあります。

そういった面で、今後その辺十分我々もまた、さっき言われたように、県下の中では一番人

口が増加している。そういう中で、県内の人口が年間に6，000人から7，000人減る中で、菊陽町

は1， 000人を超えておりました。最近、不況になって若干減っておりますけども、それでも県

内の中で一番人口もふえておるようなところで、それは長い歴史の中で先人の方々が取り組ん

でこられて、そして今現在に引き継し、どる中でこういう発展を遂げているわけでありますの

で、そういうところも、議員さん言われるように、自身を持って取り組まなければならないと

思っているところであります。

0議長(吉村豊明君) ) 11俣鍛也君。

010番(JII俣銭也君) 町長には、大きな題目で、ちょっと後で質問事項で議論をさせていただ

くと思いますので、よろしくお願いします。

今町長のお答えがありましたが、やっぱり、これは私たちが、その単純に言う、その事情が

わからなくて、言いっ放しで言うのには非常にちょっと抵抗もありますが、やはり先ほども言

ったように、本当に政策的に早急に大事なことで進めなければならないという政策について

は、いろいろ行政のほうもやっぱり一番事情のわかった状態で進められとるわけですから、町

のためにこういう方向が一番いいと。そりゃもう情報量も、実際の企画立案権も提案権もある

わけですから、そこらあたりはやっぱり説得のできる内容で、説得のできる方法で、一番スム

ーズにいくように、そして議会もやっぱり納得をさせられるような情報提供、やり方、そこら

あたりはもうちょっと工夫をしていいんじゃなし、かと思います。

3番に移ります。組織機構の見直し。見直しの効果はどうだ、ったかということで質問をさせ

てください。

O議長(吉村豊明君) 総務課長。

O総務部審議員兼総務課長(吉田典次君) それでは、ただいまの組織機構の見直しについてご説

明を申し上げます。

組織機構につきましては、平成13年度以降の基本構想についてということですんで、それ以

降の分の主なものについてまず申し上げます。

平成14年に農政商工課を農政課と商工振興課に分離、それから下水道課を環境生活課に改
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称、それから平成17年には行財政改革推進室を新設、保健衛生課を健康・保険課に改称すると

ともに、介護保険を福祉課から移管しております。 18年には、部制を施行するとともに、総務

課の行政係を庶務法制係に改称いたしまして法制事務の強化を図っております。さらに、企画

財政課から財政係を総務課へ移管し、企画財政課を総合政策課に改称いたしまして、情報管理

係を総務課から移管しております。健康・保険課にさらに介護予防係を新設いたしておりま

す。平成19年に財政課を新設しております。総務課から、財政及び管財の両係を移管しており

ます。さらに、健康・保険課内に高齢者医療係を新設するなど、社会経済状況の変化あるいは

権限の移譲、それから国の制度の新設等に対応できるような組織機構の見直しを行ってきたと

ころでございます。この結果、各課聞の連携あるいは専門性の向上等を図ることができたもの

と考えております。また、効率的な行政の執行ができているんではないかというふうに考えて

いるところでございます。

なお、今後も、社会経済状況の変化あるいは制度の変化、新設等に対応するためには、今後

も必要に応じて組織機構の見直しというのは必要があるというふうに考えているところでござ

し、ます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 川俣銭血君。

010番(川俣銭也君) 今総務課長の答えがありましたが、確かにそうでしょう。ただ、私たち

議会側から見て、今菊陽町は、その組織もそうですし、部長制をしいて、 3人の部長にその関

連の総合調整機能を担わせるとし、う機能になってますね。それと、審議員さんという部長級の

審議員が三、四人おられると思いますが。その考え方はすごく、別に反対するものではありま

せん。しかしながら その連携機能といいますか、そこらあたりの組織、この前も 1度言った

と思いますけど、町、役場の機能というのは、国や県が縦割りでできたやつを、やっぱり広く

町民に、一番末端の町民に接しとる役所だけに、やっぱりその横の連携というのが国や県と違

って必要じゃなし、かという気がします。その横の連携が本当にとれとるのかと Lづ疑問を持っ

てますが、それについて課長はどういう感想を持ってますか。

O議長(吉村豊明君) 総務課長。

O総務部審議員兼総務課長(吉田典次君) ただいまの質問ですけども、横の連携につきまして

は、部内の分につきましては、その決裁の権限等に基づいて、それぞれの課からの分が 1人の

部長に集まってまいりますので、その範囲の業務の状況というのは 1人が把握しますので、そ

の分については十分その部制によって図られてるというふうに思います。それから、部問の状

況につきましては、現在毎週部長会議を週の当初に開いておりますので、そういったものの中

で協議を進めておりますので、そういった意味では、以前に比べるとかなり連携が図られてる

というふうには考えております。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君 J11俣錨也君。
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010番(JI/俣銭也君) ちょっと指名が間違うとりましたね。宮本総務部長にちょっと感想を聞

いてみたいと思いますが。町をまとめる部長さんですけん、今の組織機能が十分働いとると思

うとるのか、ちょっとご意見をお願いします。

0議長(吉村豊明君) 総務部長。

O総務部長(宮本義次君) ただし、まのご質問でございますが、部長制がしかれまして、私も部長

になりまして 3年目ということでございますが、ただいま総務課長のほうで申し上げましたよ

うに、毎週月曜日、いろいろな課題、各部においての課題等についていろいろ相互調整をやっ

ております。それと、仕事関係、職員、ライン部門としての働きはある程度いってるんじゃな

し、かと思います。

それとあわせまして、今度はスタッフ部門、それについてのもろもろの問題等もあろうかと

思いますが、そういった部分では、各部長が各課長に相談なり、いろいろ検討させているとい

うようなこともあります。

部制で、今部長が、会計管理者もおりますが、いろいろと課題、それがどうしても解決でき

ない場合につきましては、もう一つ政策調整会議というのが部長会で組織しておりますが、各

課等によります政策的な課題等につきまして検討をやっております。その後、最終的には庁議

ということで、町長、三役のほうが入られてまして最終決定というような方向で、やっておりま

して、ただ

ど総務課長が申し上げましたように、各施策の展開によりまして、総合的、横の連絡調整並び

に支援体制ということで、各部問におきまして、職員がそこの一定の職場、自分の担当部署で

なくて、他の部課に応援体制をするようなシステムの構築をしているところでございます。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 川俣鏡也君。

010番(JI/俣銭也君) 部長、よろしゅうお願し、しますね。しっかり機能するように。あなたが

実務ナンバーワンなんだから、お願いしますね。

4番目、定員管理。これは、行財政改革のところで、将来の27年までの町の人口見積もり予

測というのが出とりますが、もうはるかにオーバーしとりますね、町の人口は、町が予測しと

る人口増というのは。その中で、将来的に4.6%職員を削減をするという行草の方針が出とり

ますが、これも総務部長に答えていただいて結構ですが、今の菊陽町の 3万5，000、 3万

6，000近い人口がふえたこの町の中で、今217名かな、ちょっとはっきりとわかりませんが、職

員 1人当たりの人口というのは近隣市町村と比べても非常に高いと思います。だから、それな

りに職員さんも効率的に頑張っとるとは思います。そこらあたり、総務部長としてどう考えて

いるのか、ちょっとそこんところのお答えをお願いします。

O議長(吉村豊明君) 総務部長。

0総務部長(宮本義次君) ただいまの質問でございますが、定員管理ということで、ただいま議

員のほうからおっしゃいましたように、 4.6%、10人の削減ということで数値目標を定めてお
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りますが、 21年、今年の4月1日ですが、職員数が211人で、 6減いたしたこととなっており

ます。また、目標を達成するためには、来年4月にあと 4人減らすべきということで、目標と

しては定めておりますが、これは、第 3次菊陽町行財政改革大綱を策定した17年の人口、将来

見通しでは、平成21年10月 1日の人口を 3万4，994人としておりましたが、平成21年4月 1日

で既に 3万5，470人となっておりまして、予想、を超えて人口が増加をしているような状況で

す。このため、現状の職員に余裕があるとは言えない状況にありますが、職員一人一人の質の

向上を図り、行政サービスが低下しないように努めることが必要であると思います。

それから、職員 1人当たりの住民ですが、平成4年から職員定数、条例で218から221という

ことで、 3人ほどふやしております。当時、平成 3年3月31日ですが、人口が 2万4，506人、

その中で185人という職員がおりました。中でも保育園と学校のほうで52名ということでござ

いますので、単なる事務員を比較しますと、事務職員だけで133人、当時でありますと、 1人

当たり 184人ということになります。現在を申し上げますと、今人口が 3万を超しております

が、それで今218人ということで、やっております。この中に、保育所が39人、それから学校が

8人ということで、 47名を引きますと 171名ということになっております。職員、事務職員数

は28人ほどふえておりますが、住民に対しましては、 1人当たり 204名ということになってお

りまして、事務職員数は若干、以前と20名ほど住民相手がふえているというような状況ではご

ざいますが、定数条例に、その221の中に、行政委員会、監査、教育委員会とか農業委員会、

選挙管理委員会などもありまして、そういう中で、現在では非常に少ないような状況でありま

す。これは、比較しますと、県下の47市町村の中でも、 1人当たり住民に対する職員は一番少

ないんじゃなし、かと思し、ます。

ただ、特異性がありまして、うちの場合は公立保育所が 8、小・中学校が 8校ということ

で、そういうことも含まれておりますので、それを差し引けば、一般事務職員につきましては

相当厳しいような状況です。というふうに申し上げますのも、ご案内のように、都市計画、そ

れに下水道といったハード部門が相当占めておりますので、類似団体とし 1う定員管理でありま

すが、この中でも保育園関係等につきましてはプラス要因と、それから都市区画整理、それか

ら下水道についても類似団体としますとプラス要因ということになっております。

0議長(吉村豊明君 J11俣銭也君。

010番(川俣銭也君) よくわかりました。

次に移りますね。 5番、人材育成と確保ということで、ちょっと町長にこれはお聞きしたい

と思いますが、人事異動とか職員の管理とかというのはもう町長の専権事項ですから、私たち

がいろいろ言うもんじゃないと思いますが、やっぱりこれだけ人口も多くなり、都市化をし、

やっぱりいろんな住民サービスの多様性ということを考えれば、やはりもう少し専門職、その

専門職を置くべきじゃなし、かというのは、育てるべきじゃなし、かと。これは、都市計画にして

も、福祉関係にしても、図書館あたりにしても、いろんな分野にして、やはりゼネラリストだ

けじゃなくて、定期異動でそれぞれかわる。そしたら、かわったすぐはわけがわからんという
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のは失礼だけど、そういうことじゃなくて、やっぱりそこに行けばあの人がおるからこの分野

についてはすべて答えられるというな人材育成、人事制度をとるべきじゃなし、かとご提案申し

上げたいんですが、町長のご意見をお願いします。

O議長(吉村豊明君) 後藤町長。

O町長(後藤三雄君) ただいまのご質問でありますけども、ちなみに本町職員の212名の内訳を

申し上げますと、そういった専門職といいますか、土木技師が16名、建築技師が 2名、それか

ら保健師が 8名、保育士が31名、調理員が16名、それから司書が正職は 1名で、あとは一般行

政職員が139名となっているところであります。

司書とか、保育士、保健師とか、そういう専門職につきましては、もうその専門部門で、ずっ

と在職し終わっていくわけでありますけども、土木技師が、人事異動でいろいろ動かしており

ますけども、非常に同じところに長くおると、やはりほかのところも ほかの部門のところも

経験してみたいというような職員が結構出てきます。気分転換的に二、三年ぐらいまた事務職

のほうも経験させるのもいいんじゃなし、かということで、今させて、最終的にはまたその専門

職に戻ってもらうというような考えでやっておりますけども、やはり菊陽町、さっき川俣議員

が言われましたように、人口 3万6，000も超えて、今市が14ありますけども、その中でも菊陽

町はもう 10番目、先般人吉市よりも、その前に阿蘇市、上天草市、水俣市よりも人口規模から

いうと上位にありました。先々月ぐらし1から、もう人吉市とも人口規模では入れかわったよう

な状況でありまして、そういったもともとの市あるいは合併して職員数も多いところについて

は、そういう専門職をしながら、より、いわゆる行政、住民の皆さんにとってサービスが届く

ようなところの専門職も抱えているところでありますので、そういうような面から見ると、非

常に菊陽町は、そして都市化も一番激しく、人もふえておるということは、そういう人が望ま

れるところでありますが、なかなかそういう限られた中での採用というのも難しいところもあ

りまして、専門職については現時点では必要最小限のところにとめておりますけども。

ただ、一般職のほうにつきましでも、人にとっては、もうその特定のところに10年も、それ

以上も専門職的な仕事をしてる人もおるところはおります。ただ、育成という面からは、専門

知識の習得のために、市町村の中央研修あるいは全国市町村国際文化研修所、それから民間で

ありますけども、日本経営協会、このあたりがかなり専門のそうしづ研修があります。それか

ら、全国建設研修センタ一、これ土木建設部のほうが行きます。それから、県のほうの市町村

職員研修協議会等にも参加しておりますので、そういった面に積極的に参加させる中で、専門

知識の取得の機会を与えながら、職員の資質の向上に努めているところであります。

特に最近は、さっき総務課長も言いましたように、この庶務法制関係、法律関係、が非常に、

いろんな専門的に入っていきますと、そういった法律等に準じて、従ってやっとるか、または

条例等をつくっていく場合、そういうのが必要ということで、庶務法制係というのを置いて、

そこにはできるだけそういうものに関心を持って勉強しておる職員あるいは大学の法学部を出

た、そういった勉強をした、そういう人たちを配置しながら、今この都市化の中での町とし
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て、職員の資質を上げるようなところに努めているところであります。

O議長(吉村豊明君) 川俣銭也君。

010番(川俣銭也君) ちょっと時間がなくなりよりますので、 6番目に行きます。

定期的な調整会議の開催、調整会議が有効に働いているかと。ここですね。さっき総務部長

がお答えで言いましたが、確かに会議はやられてその調整はされとると。されとるでしょう。

しかし、有効に働いとるように見えんから、レッドロックに乗り上げとるわけでしょう。そこ

らあたり、そういうところが不足しとるから、なかなか議会も説得できない、住民も説得でき

ない、混乱を起こす。原因はどこにあるか。その次は町長に個別的にしとりますので、総務部

長にお願し、します。どう思うのか。

O議長(吉村豊明君) 総務部長。

O総務部長(宮本義次君) 調整会議の機能と申しましては、先ほど申し上げましたように、各部

からいろいろ課題、各課等によります課題等でございます。この調整会議は、部長クラスで編

成しておりますので、ある程度トップ、町長のリーダーもわかりますが、もう責任は私たち部

長クラスでほとんどやるというふうなほうがまともなことじゃなし、かと思います。特にリーダ

ーとしましては、要するに町の住民に対しまして、木を見て森を見ないことのないようにと

か、それから行政のアンテナになるとか、それからない物ねだりをせずある物で考えるという

ような、そういうニュアンスの中で、やっておりますので、調整会議の今後の機能としまして

は、一層強力に進めていきたいというふうには，思っております。いろいろな情報を各課長等か

ら提供いただいてやっていくという方向でいきたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 川俣銭也君。

010番(川俣銭也君) 菊陽町は、もう形、設備、これは完壁です。町民センターだ、って学校単

位にあるし、大津あたりは 1つ、 2つしかないんですよ。やっぱりそういう役場の組織でもそ

う、もう形は完壁ですよ、本当に。だけど、それが本当に有効に機能してるかどうかと、これ

はやっぱり十分工夫をしてやっていただきたいと。部長よろしくお願いしますよ。

次、大きな題目で、 2の町長の姿勢を問うというのをしとります。

個性と強力なリーダーシップを発揮すべきじゃなし、かと。これは、私は町長を応援するつも

りで聞いていただきたい

本当に今のこの菊陽町の置かれとる立地条件、それと財務内容、役場のスタッフ、これだけ

抱えていて、なかなかスムーズな行政運営ができないということはどこにあるかと。この前議

員研修で、蒲島県知事が「さんふれあJの研修センターに来られました。政治というのは決断

とリーダーシップだと。自分は政治学者としてやってきたけど、知事になってつくづくそう思

うという話をされました。私は、今まで蒲島知事というのは、どうも器量が余りようなし、から

評価しとらんだったですけど、あの言葉を聞いて物すごく感銘を受けました。この人はすごい

なと。その中で、県の財政は、この前町長が言われましたけど、もう何をするにも金がなし、か

らでけんというような状況の中にあるわけです。
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ところが、翻ってみて菊陽町は、町長のリーダーシップと個性を発揮していただければそれ

なりに工夫する余地は十分あるんじゃなし、かと思います。町長のまじめさは人一倍買います

が、やっぱり人間的にまじめというのと、やっぱりリーダーというとは違うんじゃなし、かと。

ですから、基本的な条件はすべて満たされとるわけですから、あとやっぱりこの菊陽町という

船団をこの目標の「人・緑・元気輝く生活創造都市Jを実現するために、町長の果たされるリ

ーダーシップと決断というのは今こそ大事なときじゃなし、かという気がしますが、町長、かが

んでご答弁されんで、正々堂々と真っすぐでちょっと答弁をしてください。よろしくお願いし

ます。

0議長(吉村豊明君) 後藤町長。

0町長(後藤三雄君) この町政の中でのリーダーシップということでありますけども、私なりに

考えているところについて申し上げますと、やはりこの市町村の、特に町の場合の中での、ど

う町政を運営していくかということになると思いますけども、やはり一番大事なのは、これま

での伝統と歴史ある、そしてその中でも、県下の中でも注目を浴びるような人が外部からも入

ってきてここまで、になってきたという、町になったということは、やはりこれまでのこの町の

中で先人の方たちが真剣に取り組まれたところで今こういうような結果になっとるわけであり

ますけども、そういう中で、時代の潮流といいますか、今どういう時代の中でこの町が進んで

いるかということを踏まえて、そしてそれを町民の目線に立って、やはりそこに住んでおる

人、子どもから高齢者まで、すべての人にとって安全で安心で、この町に住んでよかった、生

まれてよかったと言われるような住みよいまちづくりというのを肝に銘じながら取り組まなけ

ればならないと思ってるところであります。

そういった中で見てみますと、今100年に一度という経済不況の中で、かなり厳しい、国も

地方も財政状況にあることはもうご承知のとおりであります。そういった中で、一方では少

子・高齢社会が急速に進みまして、一番大事な若者の失業者がふえとるというような大きな影

響が出ているところであります。そして、いよいよ、もう今日の新聞に出て、政権交代による

鳩山内閣も誕生し、これから国の政治のほうも、さっき議員さん言われましたように、大きく

変わっていくのではなし、かと思っているところであります。

そういった制度等の改革による市町村への影響がどう出るかということで、このためには、

部長のほうにも言われましたけども、いわゆる現在の、これを実際に取り組んでいくのは職員

であります。職員をどう、こういった時代の流れの中で意識改革をさせ、そして取り組んでい

くかっていうことが一番大事じゃなし、かと思うところであります。いろんな進める中で、行財

政改革、これも進めなければ、先ほど財政的な数字はいいと言われましたけども、昨年の、

19年度の決算では経常収支比率は90%まで、上がったところであります。 20年度で88%まで落ち

ましたけども、これも経常収支比率が90%といいますと、経常的に入る収入で経常的に出てい

く経費が90%あるということで、政策的に回せるのはもう 10%しかないというような状況なん

ですよ。そういうことになりますと、そういった中で、やはり財政の硬直化、かなりそういう
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面では一方ではしているような状況でありますけども、そういう中では、やはりこの行財政改

革というのは強力に進めなければならないということであります。

そして、一方ではやはり、そういう中でも、厳しいと言われる中でも、菊陽町というのは非

常に、もっと厳しいところがほかの団体あるわけですから、そういう中では、今議員さんが言

われたように、その辺の、本当に活性化するような町にするためには、さらに自分たちの、や

はり常に反省もしながら、評価もしながら取り組みが必要だと考えます。

さっき言われました、制度的にはいろんなものを備えてあると言われますけども、その辺は

私も同じような感じで、なかなか思うように動かないというのが現状であります。今思ってお

るのは、やはり部長制度はしいておりますけども、もともと町で、部制がなかったところで、ま

だ年数も長いということで、うまく機能してないものがあるかもしれませんが、そういう面で

は、人口の同規模またはもう少し大きなところでうまく動いているようなところに部長クラス

を研修にやって、どうしたらそういうことがうまく流れるかとか、そういう勉強もさせなけれ

ばならないというふうに思っております。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 川俣餓也君。

010番(川俣鑓也君) 町長、余りまじめに考えんでええんですよ。ある程度はええかげんに考

えて、やっぱり時々は、昨日の鳩山新首相じゃないですけど、失敗もあるかもしれんと、そう

いうつもりで、まじめさはもうわかっとりますから、やっぱり「おお、すごいなJと思われる

ぐらいちょっと破天荒なことを一回やってみられたらええんじゃなし、かと、激励をします。

最後、幹部職員の姿勢を問うということで、これも毎回言っております。課長さん、今部長

さんがおりますけん、課長さんはたまに遊んどってよかですよ。たまに町の中をぶらぶら、た

った37.57平方キロしかない町だから、自分に与えられた施策、やっぱり現場を知ることが一

番、現場の中間の責任者としては、判断を下す、下から上がってきたことに対する判断を下す

一番判断材料になると、これは私もう毎回言うんですね。

こうして見ても、もう座っておられて、全然楽しそうな顔しとる課長は一人もおらんです

よ。いつも暗い。たまには、やっぱりここだったらまじめな顔しとらんとし、かんけど、やっぱ

り自分ところの部署に帰ったら、人が訪ねてきたら、 「わあ、あの人は今日は笑いょんなっ

た。よかこつがあったばいなj って思うぐらいの喜怒哀楽ぐらい出せるような職場の雰囲気で

なければ仕事はできないと私は思うんです。せっかく一番、 8時半から 5時半まで、天道さん

の上がっとる問、一番よか時間を職場で過ごすわけだから、やっぱりタイミングを見て、長靴

を履けとは言わんから、タトを回って、気分転換をして、町民と意見を交わす。外に出たら、そ

りゃ文句言われることが多いでしょう。だけど、たまには激励をされたり、この農村地帯で今

できとる収穫物をくれたり、やっぱりそこらのところが人間関係ですよ。

今まさに天高く馬肥ゆる秋です。芸術の秋、読書の秋ですよ。そうしづ感覚も余りないでし

ょうか。だから、顔にそげんかいである。やっぱり末端の役所だから、それなりにきちっと毎
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日背広を着て、むちゃよか格好しとかんでええですよ。やっぱりそういうふうな考え、柔軟な

考えで仕事をしていくことが町民のためにもなるし、自分たちも気が楽になるし、たまには私

たち議員も遊びに行きましょうて、なかなかそがん言うとし、かんかもと思いますけど、それぐ

らいのやっぱり余裕があっていいんじゃないかと。

私たちは25万円の貴重な報酬をもらいよるけど、あなたたちのほうが高給取りだから、たま

には一杯おごりますよて、いやいや、たまにはそがん元談でも言えるような、そういうふうな

気持ちで町民のためにお互いに頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いして、私の一

般質問は終わります。

0議長(吉村豊明君) 川俣餓也君の一般質問を終わります。

しばらく休憩します。

........................................................................................................ 0 ................................................................................................ ............. 

休憩午前10時58分

再開午前11時9分

........................................................................................................... 0 .............................................................................................. ............. 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

坂本秀則君、一般質問を許します。

01番(坂本秀則君) 皆さんこんにちは。最後になりました議席番号 1番の坂本です。

まず、訂正をお願いいたします。質問事項の4番の農業問題についての①の「菊陽町営農生

産組合の会員はJのところで、 「の会員は」を削除してもらい、その後に「農業機械に対し

てJをつけ加えてもらって、 「菊陽町営農生産組合は、農業機械に対して国の補助及び助成事

業が受けられない状況であるJに訂正よろしくお願いいたします。

本日は、質問項目 1から 4番まで質問させていただきます。

それでは、質問席で行し、ます。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) それでは、質問事項 1番のALT (外国語指導助手)の活用に対する疑問

点についての①の菊陽町雇用及び勤務なのになぜ熊本市に居住しているかについてですが、今

ALTさんは、 2名の方、アメリカ出身のカサンドラさんとカナダ出身のキャサリンさん、と

もに女性の方2名を雇用されてるようですが、居住地が熊本市武蔵ケ丘の公団に住まわれてる

とのことです。熊本市の公団に住まわれる特別な理由があるのか、まずお尋ねいたします。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

O教育審議員兼学務課長(大山 晃君) お答えいたします。

現在町で雇用しております外国青年指導助手、ご指摘のとおり、今現在 2名でございます

が、この居住地につきましては、現在、ご指摘のとおり、熊本市の武蔵ケ丘にありますところ

に住んでおります。この経緯をご説明をいたしますと、実はこの外国青年招致事業は昭和63年

に開始をいたしました。この当時、町で初めて受け入れるに当たりまして検討をしたわけでご
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ざいますが、外国から初めて日本にお見えになる、しかも英語が余り通じない、日本語もほと

んどおできにならない状況ということで、子どもたちに英語を教えるという期待はありますけ

れども、しかし生活はどうなるんだろうか、そういった不安を抱いておられるんではなし、かと

いうふうに考えました。このために、実はこの不安を少しでも和らげたいという気持ちがござ

いまして、いわゆる住環境につきましてはやはり十分配慮すべきではなし、かということになり

ました。住環境をどう配慮するかと申しますと、通常の買い物が住居のそばにある。いわゆる

食料品とか、あるし、は日常雑貨品になりますけども、こういったものが、買い物が便利なとこ

ろが 1つ要件になるだろう。次に、やはり母国との連絡には、現在はメールとかそういうのが

ございますが、当時は電子メールがございませんので、やはり郵送の外国郵便になるというこ

とで、やはり郵便局も近くにあるべきだろう、あるいは通常お金の支払いにやはり銀行も必要

になるということで、郵便局あるいは銀行もそばにあるところがよろしいだろう。なおかつ、

交通アクセスが問題になります。これは 外国青年が必ずしも車を運転しない状況にあるとい

うのが 1つございます。そのために、 jRやパスの交通アクセスに近いところというところで

実は検討し寸こしました。

なおかつありますのが、いわゆる一戸建てのアパートではなかなか難しいだろうと。アパー

トのほうが、かぎが 1つで、戸締まりができます。なおかつ、アパートの場合、木造ですとどう

しても隣の部屋とかの生活音が聞こえてくる状況にある、そういったことを避けるためにはや

はり鉄筋コンクリートのアパートが好ましいんではなし、かと、こういう状況の中で住居を検討

いたしました。

今でこそたくさん町内にもそういった鉄筋コンクリートづくりのアパートがございますが、

63年、約20年ほど前になりますけれども、当時はやはり民間のアパートっていうのは少のうご

ざいました。また、そういった生活の利便性の高い立地条件のところというのは場所的に限ら

れてまいります。そういうことで、実は武蔵ケ丘にございますこ、指摘のアパートをお借りする

経緯に至ったわけでございます。

ここでございますと、いわゆる武蔵ケ丘中学校にも徒歩で通えます。かつまた、菊陽中学

校、あるいは役場に対しても、 jRを使う、あるいはパスで来るということが可能でございま

す。こういった経緯で、実は武蔵ケ丘にありますアパートを借用してるというところでござい

ます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) もう最初の昭和63年当時の公団で住まわれるいきさつはわかりましたけ

ど、今現在、役場周辺にも鉄筋のアパートもできております。また、郵便局もすぐ隣にありま

すけど、この役場周辺に居住すれば、通勤時間、役場に来られる通勤時間も短縮されると思わ

れます。また、菊陽町内の住民さんとの触れ合いもでき、昨今の不況の中、アパートも空き部

屋が目立っております。空き部屋の弁償にもつながると思われます。特に外国人登録など等の
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手続が、わざわざ市内の役所まで行く必要もなくなると思います。その分仕事に専念できるか

と思いますが、居住地を役場周辺に変えるということはできないんですか。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 実は、お二人の、毎年雇用につきましては、外国青年お

二人ということで今進めております。そのお二人をいわゆる役場周辺に住まわせると、今度は

武蔵ケ正に行くという、逆に通勤距離が出てまいります。 2人一緒のやっぱりアパートという

形になりますので、そりゃもう役場周辺に行くか、武蔵ケ正、要するに場所を変えるかってい

う話になりますので、どちらかは中学校に遠い、近いっていう問題も出てまいりますが、ご指

摘の点は、今後やはり検討をさせていただきたいと思っております。

以上であります。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀員IJ君。

01番(坂本秀則君) 質問事項の 2番の国際交流について、ちょっと益城の国際交流協会みたい

なインターナショナルクラブの代表の方にこの点をちょっとお聞きしましたけど、そういう、

益城町では考えられないと、 ALTさんが自分とこの町に住んでないということはどういうこ

とですかと言われたんですけど。武蔵ケ正の方面だ、ったら武蔵中学校に近いと、じゃあ菊陽中

学校には遠いですよね。せめて真ん中の三里木周辺とかに住まわせたらどうなんですか。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 私が申し上げましたのは、 2人一緒の生活が望ましいだ

ろうということでございまして いわゆるどちらかによるとそういった弊害が出る、弊害とい

いますか、どっちかが遠くなる、そういった三里木に住むことも今後検討したいということで

ございまして、お一人ずつそれぞ、れの中学校の校区に住まわせることは考えてないという趣旨

でございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) ぜひとも町内に居住させていただ、くようよろしくお願し、したいと思いま

す。

次に、 2番のALTをもっと活用し、英会話講座の会場をふやすべきではなし 1かに移りま

す。

現在、三里木町民センターと西部町民センターのみ、大人向けの英語講座が行われているよ

うですが、中央公民館や南部町民センターなどの講座の会場をふやす考えはないか、また大人

向けだけではなく、幅広い年齢が受講できるよう、時間帯などの工夫はできなし、かをお尋ねい

たします。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) お答えいたします。

外国青年の活動内容の主なものは、中学校や小学校、町立保育園で英語指導補助を行い、ま
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たご指摘のとおり、一般町民向けに英会話の講師として活躍をしていただいております。

具体的に申し上げますと、中学校に月平均大体15日ほど勤務をいたしまして、月に 1回ず

つ、小学校3校を半日ほど訪問いたします。また、保育園4園を月に 1回半日巡回し、毎週水

曜日の午後は教育委員会に参りまして、日本語学習あるいは教材作成等々を行っていただいて

おります。

英会話講座につきましては、毎週第 1、第 2、第3水曜日の午後 7時から 9時まで、センタ

ー主催の英会話講座の講師を務めていただいております。会場につきましては、今ご説明あっ

たとおりでございます。

実は、町と外国青年とは労働条件の契約を交わしております。その内容は、勤務時聞が月曜

日から金曜日までの午前8時から午後 5時30分までの 7時間を基本といたしまして、週35時間

以内の勤務となっております。また、勤務日数は、月20日以内の勤務となっております。この

勤務時間が、週35時間、月 20日以内のこういった制限といいますか、縛りがございます。この

ため、町民向けの英会話講座の会場をふやす、あるいはその時間をふやすということになりま

すと、その英会話に、一般町民向けなり、あるいは幅広くということでございますが、そうい

ったことで活動の時間をふやすということになりますと、中学校、小学校、保育園、そういっ

たいずれかの活動時間を削るとしづ事態に至るかと思います。保育園では外国青年と園児が触

れ合うことを楽しみにしておられるようでございますし、小学校は小学校で、ことしから英語

の授業が始まったということで、青年の派遣をふやせなし、かというご相談もあっている状況で

ございます。そういうことで、これらの時間を削ることはやっぱり難しいだろうというふうに

理解をしております。

一方、中学校での活動時聞が多ございまして、その中学校の活動時間を減らすことにつきま

しては、これは教育委員会といたしましては、外国青年を招致しております目的が中学校の英

語教育の充実を図るために招致をしているところでございます。そういうことから、中学校の

活動時間を減らすことは、これは絶対的に避けたいというふうに考えております。

こういったことで、せっかくのご提案でございますが、一般町民向けの英会話につきまし

て、これをふやすという方向では現状では困難というふうに考えておるところでございます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) わかりました。じゃあ、次の 3番に移ります。

小・中学校の英語力向上のためALTの学校派遣をふやすべきではないかに移ります。

平成23年から新教育課程が実施されるに当たって、先駆けて、本年度から本町では小学校の

外国語の授業時間を20時間、さらに22年度は35時間に決められたようですが、現在のALTさ

んの小学校、中学校への派遣状況をまず教えてください。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 先ほど申し上げたとおりでございまして、月 20日のう
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ち、中学校に大体平均15日程度、それから小学校につきましては、月に 1回、小学校 3校を半

日程度の訪問ということでございます。

以上です。

(1番坂本秀則君「月に 1回、半日 j の声あり)

すみません、失礼しました。小学校につきましては、月に 1回ずつ、小学校 3校を半日ずつ

回ります。よろしいでしょうか。

(1番坂本秀則君「お二人おるから、 3校に……j の声あり)

ええ、だからその倍になります。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) 現在グローパル化が進んで、英語の教育が重要視されている状況ですの

で、 A LTさんには苦労をかけると思いますが、派遣回数はもうそれが限界なんですか。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) 先ほどの答弁との繰り返しになりますけども、週の35時

問、それから月の20日という縛りがございます。この中での外国青年指導助手に活動いただく

という形になりますので、どこか、先ほど申しましたとおり、どこかをふやせばどこかを削る

必要があるというふうなことでございます。ですんで、結論から申しますと、こういう形、今

の形が一番よいのでなし、かなというふうなことを考えとるところでございます。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) じゃあ、この中学校に15日間、小学校に半日を 3校、ほかに保育園にも行

かれてるようですが、この時間の割り振りはこれがベストなんですか。どうなんでしょう。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) ベストかどうかは私ども判断っきかねるとこでございま

すが、それぞれの、保育園なりのご要望、また園児が、先ほど申しましたとおり、月 1回では

ございますが、保育園の子どもたちと触れ合うことをまた外国青年も楽しみにしております

し、園児も楽しいようでございます。小学校につきましても、少ない回数かもしれませんけど

も、訪問をしておる形でございます。

やはりメーンにつきましては中学校ということを考えますと、改めてまた検討する必要があ

るかもしれませんが、満遍なくしつつ、かっ重点的に活動していく中で、押さえるべきところ

というと、やはりどうしても中学校における英語教育の充実でございますんで、あるいは国際

交流もあるかもしれませんが、そういった中で、また先ほど申しましたとおり、英会話教室も

やっておる形で動かしておりまして、検討すべきとこはあるかもしれませんが、ベストかどう

かと、ではないにしろ、それなりに効果を上げているところではないかというふうに思ってお

ります。

以上でございます。
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0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) もう時間が、仕事の時間が限られているようですので、効率的に活用でき

るようによろしくお願いいたします。

続きまして、質問項目の 2の国際交流協会設立についてですが、まず 1の町内居住の外国人

向けに町内での生活ガイダンスが必要ではなし、かについてですが、町内では、現在外国人登録

の国籍の内訳を申しますと、中国の方が一番多く 139名、アメリカの方が18名、韓国の方が 5

名、次いで、ネノミールの方が 4名、タイの方が 2名、それからブラジル、インドネシア、カナ

ダ、シンガポール、マレーシア、ルーマニア、ポーランド、 トルコが各 1名ずつ、計190名の

方が登録されております。当然異文化から来た人なので、自分たちの常識が日本の常識と異な

るわけです。特にごみの分別方法など、町独自のことは大変戸惑っておられるとお聞きしまし

た。県の国際交流会館には外国人向け生活のガイダンスがあるらしいですけど、町独自の外国

人向けのガイダンスが必要だと思われますが、作成する考えはないか、お聞きいたします。

O議長(吉村豊明君) 総合政策課長。

0総合政策課長(松本東E君) こちらのほうからお答えをいたします。

議員が今おっしゃいましたように、本町の外国人登録の国別人員はそのような状況だとこち

らも把握しております。役場では、まず来庁された場合のことになりますが、総合窓口案内に

おいて英語と韓国語のできる職員を配置しておりまして、役場の関係のご案内をしてるところ

でございます。

中国に関しましては、一例といたしまして、学校現場では、中国から転入してくる場合、既

に菊陽町に居住しておられる方と何らかのつながりがある世帯が多いため、ある程度の事前情

報が入ってまいります。この場合、学校と学務課で連絡をとり合い、日本語指導員として雇用

している方に通訳として付き添ってもらって対応している状況でございます。福祉課において

も、同じ日本語指導員の方の活用をしております。環境対策の面から、平成18年度に中国語の

ごみカレンダーを作成いたしまして配付したところでございます。ごみの分別の基本的な部分

は変わらないということで、それを現在も活用してるところであります。

以上の状況でありまして、現段階としては、統一的な生活ガイダンスのための説明会とか、

それから概要書、そういったのは作成しておりません。しかしながら、ご相談の内容に応じま

して、各担当者のほうから詳しく資料を取り寄せまして対応させたいと思っております。

また、今現在ホームページの再構築を検討しておりまして、その中で、ホームページの内容

を英語、中国語、韓国語に自動翻訳する機能がございまして、そういったのもあわせて導入し

たらと考えます。そういった翻訳機能を使いまして、職員がそれを活用いたしましてサービス

の向上を図りたいと、かように考えております。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) 町内には誘致企業もあり、今後外国人の労働者がふえると思われます。今

課長の答弁では、今後作成の方向でということで、どうぞよろしくお願いいたします。
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続きまして、 2番のオーストラリアからのホームステイ生徒及び先生たちを囲んでの一般町

民との交流会はできなし、かについてですが、中学生海外派遣事業で、本年は中止になりました

が、毎年12名の町内の中学生がオーストラリアのほうに留学、ホームステイされております。

そのかわりじゃないですけど、オーストラリアのバッカスマーシュグラマー校から 2年に 1回

程度ホームステイに来られているようですが、交流が中学校内での出来事にとどまってるとお

聞きしました。せっかくオーストラリアから来られたのですから、外部との交流もできなし、か

と思います。とても残念で住方ありません。できれば、生徒及び同伴の先生たちを囲んで、一

般町民との交流会などできないか、ちょっとお伺いいたします。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) お答えいたします。

オーストラリアからのホームステイでございますが、ご承知のとおり、オーストラリア、今

年につきましては、私どものほうから中学生を派遣することあるいはオーストラリアからこち

らにホームステイというのはインフルエンザの関係で残念ながら中止をさせていただいた次第

でございます。オーストラリアからのホームステイということですけど、ここ 3年ほどは毎年

お見えになってるような状況でございます。平成20年度は 9月15日から 9月27日まで、生徒8

名、引率2名で菊陽町へ来られております。菊陽町でのホームステイ期間は約 1週間ですが、

平日は中学校での授業に参加するほか、茶道や華道体験、それから県内の観光名所見学などを

行い、休日はホストファミリーとともに過ごして交流を深めておる状況でございます。滞在期

間中には、ホストファミリーを交えての歓迎会、日程が短いんで、日程次第ではお別れ会にな

るんですけども、そういった日程をしながら実施をしております。こういった日程につきまし

ては、事前にオーストラリアにありますバッカスマーシュグラマースクール校との打ち合わせ

を行いまして日程を組んでおる状況でございます。

こういう日程の中で、一般町民の方と交流の機会を設けるといたしますと、どういう形で交

流をするのか、あるいはそういった目的とか内容、所要時間を事前にオーストラリア側にお伝

えする必要があり、協議をさせていただくことになるかと思いますので、その辺につきまして

はもう少し詳しくお尋ねなりをしていただきまして、今後検討させていただければと思ってお

ります。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) 例えば日本の農業の作業の体験とか、せっかく日本に来られて、日本の文

化や郷土料理、また菊陽町の風景とかを体感し、それを本国に持ち帰って体験談を伝えられる

と思うんですよ。農業の形式もオーストラリアとは全然違いますので、そういうことができな

いかと思い、質問いたしました。どうですかね。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) よろしければ、議会終わりましたら、また詳しく打ち合
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わせさせていただいてということでよろしいでしょうか。

(1番坂本秀則君「はしリの声あり)

この場ではちょっと時間がまたかかると思し、ますので、よろしくお願いしたいと思います。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) それでは、次に移ります。

3番の町民との協働で町内居住の外国人及び外国語指導助手を含めた交流活動を発展させる

ためにも国際交流協会の設立が必要ではなし、かに移ります。

隣接する大津町、合志市、菊池市、益城町には、民間主導ではありますが、国際交流協会が

ございます。特に大津町と合志市では、本町の頭上を飛び越えて交流会などがなされておりま

す。益城町では、県の国際音楽フェスティバルのホストホームステイに積極的に協力されてお

られまして、また資金面などで、益城町では、県の21ファンドや民間の笹川ファンド、ほかに

150程度のファンドがあるそうですが、このようなファンドを利用して、必要に応じて助成を

受けられているようです。本町の武蔵剣豪太鼓のアメリカでの文化交流の際もこのようなフア

ンドが利用されたんじゃなし、かと思いました。また、大津町では、国際交流協会が独自で、こ

れですね、県の国際協力事業助成を受けて、町内登録外国人向けの町内マップなど作成されて

いるようです。

本町にも幾つかのグルーフ。が国際交流をされているようですが、このようなク、、ルーフ。を輪に

して、 ALTを含め町民と協働で国際交流協会を設立したら国際交流活動を活発にすることが

できるのではなし、かと思います。また、人権のまち菊陽フェスタでの熊日の記事の中で、中国

残留日本人を祖母に持つイノウエアカネさんの言葉で、中国人に対する差別がなくなってくれ

ればうれしいと載っていました。このような差別の解消にも寄与できるかと思われます。そし

て、 2番目の質問の中のホームステイ先の受け皿とかこういうのにもこの協会が寄与できると

考えます。

そこで、菊陽町でも国際交流協会を立ち上げてはし、かがと思いますが、どうでしょう。

O議長(吉村豊明君) 総合政策課長。

0総合政策課長(松本東E君) 菊陽町の現在の外国人につきましては、 15カ国約190名に及んで

るというようなことは先ほどお答えしたところでございます。そして、今議員がおっしゃいま

したように、中国人の方々につきましては、先日の図書館ホールで、ありました人権のまち菊陽

フェスタにおいて、武蔵ケ丘小学校中国アジア文化クラブとその児童による、これには帰国児

童も含まれますが、中国語の朗読劇があったところで、日ごろの学習とその交流の成果をいか

んなく披露してくれたところでございます。それからまた、東部町民センターにおける識字学

級、これは中国の方とフィリピンの方でございますが、ともに学んだ成果や、その学びを通し

ての交流が紹介されたということで、生活に密着した交流が進んでると、関係者のご協力によ

りまして進んでるようなところでございます。

その他の国籍による交流の状況は、ちょっと私どものほうでも現時点ではちょっと把握して
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おりませんです。

それから、外国語の指導助手の活用については、先ほどの勤務時間等、運用においても課題

がありまして、議員のおっしゃるように、町としては協会の設立のご趣旨は理解しております

が、個々の民間の交流の実態がどのようになってるか、またはどのような活動をされておる

か、そういったのの把握ができておりませんので、そうした調査を教育委員会と連携とりなが

らちょっとやりたいと思し、ます。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) そのグループ。の把握がで、きていないということですが、早急に把握しても

らって、先ほどの生活ガイダンスの作成時とかにそのグループ。のリーダー的な人を集めて、一

緒に作成に協力してもらうのを機に結び、つきを強くされて、そこから国際交流協会の設立に結

びつけていけばどうかなと考えるんですが、どうでしょうかね。

0議長(吉村豊明君) 総合政策課長。

0総合政策課長(松本東E君) 今述べられたように、行政主導ではなく、民間の方々の活動と、

交流となりますと、人的な交流は特に時間をかけてゆっくり、相手方とのことも考えながらと

いうことで考えておりますので、行く行くはそういうことも考えなければなりませんが、現時

点では手前のほうから進めたいと考えております。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) 最初は、もう立ち上げのときは、なかなか各グループ。が結びつくのは難し

いと思います。そこで、行政の力をおかりして、波に乗るまで、設立ができるまで力添えをよ

ろしくお願いいたしたいと思います。

では、質問項目事項の 3番の小・中学校における新型インフルエンザの対応についてに移り

ます。

1番の、小・中学校における新型インフルエンザ感染拡大が懸念されるが、感染防止のため

の対策は十分にできているかについてですが、 9月14日に商工振興協同組合から新型インフル

エンザ感染予防に対し消毒液が18リッター缶で25缶寄贈されたとのことです。これ、小・中学

校、保育園向けですか、大変ありがたいことです。町では、小・中学校での集団感染が懸念さ

れると思いますが、感染防止のため、どのような対策をしてるのか、またどのような予定があ

るのか、ちょっとお聞きいたします。

O議長(吉村豊明君) 教育次長。

0教育次長(田中真治君) 坂本議員と同じように、町教育委員会としても、新型インフルエンザ

の拡大というのが非常に懸念されているということで、心配しているところでございます。

菊陽町の小・中学校の児童・生徒につきましては、昨日 9月16日現在で22名の感染が確認さ

れておりまして、出席停止の扱いがなされてきておるわけでございます。それから、学級閉鎖

につきましては、小学校 1校、 1学級とられておったわけですが、咋日から授業が再開されて

きております。
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ご質問の感染防止のための対策でございますが、菊陽町、それから熊本県の関係がございま

すので、それについて少し申し上げたいというふうに思います。

熊本県教育庁新型インフルエンザ対策部会というのがございますが、会長は県の教育長の山

本先生でございます。そこから各市町村の教育長あてに新型インフルエンザの対応についてメ

ールが配信されてきております。一昨日来ましたので、現在37のメールが配信されてきており

ます。その内容でございますが、かいつまんでご報告したいと思います。

5月18日付の第 1報は、熊本県教育委員会新型インフルエンザ対応行動計画に基づいた対応

策についての通知でございました。中身は、修学旅行への対応、それからスポーツ大会等への

参加、それから健康管理の徹底、臨時休業に備えた対応等が示されております。

また、 6月24日付の第17報でございますが、これは感染拡大防止のためにうがい、手洗いの

さらなる励行、それから健康状態のより一層の把握に努めること、そういった内容のことにつ

いて徹底するように通知されております。

そして、 7月 7日付の第20報では、臨時休業等の基準、それから臨時休業等に際しての対応

例が通知されております。

さらには、 8月28日付でございますが、これが第31報でございます。臨時休業等の基準が再

度示されております。それにつきましては、新聞等で報道されておりますのでご存じかと思い

ますが、例えば学級閉鎖の基準につきましては、学級で 2名以上が発症し、かっその割合が学

級の10%を超えたときというふうになっております。先ほどの学級閉鎖はそういうことで行わ

れているということでございます。

さて、先ほど述べましたように、新型インフルエンザに関する対応について県から通知が配

信されてきておりますが、即座に各学校にその通知文はおろしております。また、町内の定例

の校長会がございますが、その中で内容を確認して、教育委員会として指導をしているところ

でございます。

本年度は 2学期が、議員もご存じのように 8月27日から始まっております。 26日に臨時の校

長会議を開催しております。その中身でございますが、新型インフルエンザの感染防止等につ

いて、それから新型インフルエンザ発生の疑し、が生じた場合の対応について、さらには新型イ

ンフルエンザと確認された場合の対応についてで、マニュアルをつくっておりますので、それに

ついて説明をしているところでございます。そのような対応を行っているところでございま

す。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀員IJ君 9月14日の商工振興協同組合からの消毒液はもう配備なされたんですか。

どうでしょう。

O議長(吉村豊明君) 教育次長。

0教育次長(田中真治君) 配備がされてるところとされていないところがまだあるようなんです
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が、先ほど学級閉鎖になった学校がございますが、そこにはもう配備済みでございます。早速

使ってるという状況にあります。

それから、先ほど町内の臨時の校長会議ということで申し上げましたが、先ほどおっしゃっ

た消毒液につきましては、もうこの時点で各学校に配備していただくようにお願いしてありま

す。ですから、各学校ではもう使ってる状況にあるわけです。そして、先ほどいただし、たもの

を今後使っていくというふうなことになります。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) じゃあ、 2番の感染者が判明した場ー合の措置は迅速にできるかですが、感

染者が学校内で判明した場合、先ほど基準を教えてもらいましたが、学級閉鎖及び学校閉鎖の

措置をとられると思いますが、この措置が長期間にならないように迅速に措置ができるのか、

多分大丈夫とは思いますが、どうでしょう。

O議長(吉村豊明君) 教育次長。

O教育次長(田中真治君) 新型インフルエンザと季節型のインフルエンザの違いが少しあります

ので、それについて少し申し上げたいと思います。

1点目は、報告の流れでございますが、学校から新型インフルエンザの感染者が発生した場

合は、発生速報を菊陽町教育委員会、それから菊池教育事務所、さらには菊池保健所のほうに

すぐ知らせるようなことで対応しております。その後は、学校でございますが、学校医、それ

から教育委員会等と相談しまして、出席停止、それから学級閉鎖等の措置をとることになって

おります。それから、拡大防止の意味で、学校行事の延期もしくは中止、それから部活動の自

粛等の措置をやはり相談をしてとるような形にしております。

それから、 2点目でございますが、新型インフルエンザの場合は、同居家族の中に感染者が

出た場合は家族全員が外出を自粛していただくということにしております。そういうことで、

新型インフルエンザに感染していなくとも、感染拡大防止という観点から出席停止になるお子

さんが出るということになります。そういうことで、できるだけ拡大防止に努めているところ

でございます。これにつきましては、県の基準もございますので、それに沿って対応している

ということでございます。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) じゃあ、次の 3番に移ります。中学、高校受験への影響も懸念されると思

われるが、受験者対象に新型インフルエンザ用ワクチン接種を優先することはできなし、かにつ

いてですが、優先順位が、これも熊日の新聞からの引用ですが、 1番が患者を診療する医療従

事者約100名、 2番が 2つありまして、妊婦約100万人、 2番目が基礎疾患のある人約900万

人、 3番が 1歳から就学前の幼児約600万人、 4番手に 1歳未満の乳児の両親約200万人、次に

優先接種が望ましい者として、仮に 5番手としますけど、小・中高校生約1，400万人。
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菊陽中学校では、平成20年にはしかの集団感染がありまして、 2月6日から13日の間 8日間

の学校閉鎖がありました。特に 3年生は高校受験で大事な時期でした。このはしかの感染で、

1名の方が私立高校の受験を取りやめた経緯もあります。

集団感染すれば、高校受験、人生を左右する大事な高校受験で貴重な時聞が、勉強時聞が短

くなると思われます。優先順位が望ましいと小・中高校生もされておりますので、受験生を特

別扱いするのもいけなし、かと思いますが、優先順位を4.5番目ぐらいにできなし、かと思います

が、どうでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 健康・保険課長。

0健康・保険課長(阪本修一君) ただいまのご質問に対してお答えしたいと思います。

ただ、いま、坂本議員のほうから優先順位について、新聞報道された内容についてお話が少し

ありました。私のほうで、この新型インフルエンザワクチンの接種に関する、固といいます

か、厚生労働省の方針等について少し述べさせていただきたいと思います。

まず 1つ目なんですけども、新型インフルエンザのワクチンの接種でございますけども、こ

れにつきましては、国民の大多数の方が免疫を持っていないということでございます。ですか

ら、これから秋、冬に向けて、季節性のインフルエンザを大きく上回る感染者が発生し、医療

を初め日本の社会経済に深刻な影響を与えるということでございます。このため、今回のウイ

ルスの特徴を踏まえまして、新型インフルエンザ対策の目標を、国民生活や経済への影響を最

小限に抑えるとしづ感染拡大防止を防ぐとともに、基礎疾患を有する方を守ることにより死亡

者や重症化を防ぐということになっております。

インフルエンザのワクチンにつきましては、一般的には重症化予防、それから死亡数の減少

を主な目的として使用されておりますけども、今回の新型インフルエンザに対する予防接種

も、死亡者や重症者の発生をできる限り減らすと、それからそのために必要な医療確保をする

ということが目的ということでございます。

優先接種の必要性についてですけれども、ワクチンの接種につきましては、確保できるワク

チンの量が限られております。本年度中に1，800万人分が製造されると言われております。一

定量が順次供給されることから、死亡や重症者の発生をできる限り減らすこと、及びそのため

に必要な医療確保をすることという目標に即し、優先的に接種する対象者を決めるべきである

という見解が出されておるところでございます。

優先接種の対象者については先ほど議員が言われたとおりでございまして、そのほかに必要

な方ということで、現在国内の事例等を見てみますと、発症者の 7害IJが10代以下の若年層とい

うことになっております。また、現時点では、新型インフルエンザの感染者数が総体的に少な

いため、基礎疾患を持たない高齢者の重症事例が多く報告されているわけではございませんけ

ども、今般の新型インフルエンザが季節性のインフルエンザと類似した性質を多く持っている

ということから、基礎疾患を持たない高齢者も重症化のリスクが高い可能性があると言われて

おります。こうした観点から、小学生、それから中学生、高校生、それから高齢者についても
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優先的に接種することが望ましいということで言われております。

以上のように、ワクチンの供給量というのが、先ほど申しました1，800万人分ということで

限られております。また、接種のできについても、 10月下旬から国が示した優先順位に、医療

事務従事者からハイリスクの高い方に対してワクチンの接種に応じて確実に接種する必要があ

るということで、これにつきましては国が直接関与するということになっております。よっ

て、ご質問のことでございますけども、国が示した優先順位で接種されるということになると

思っております。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) 国の方針だそうですが、できれば受験生には、もう行き渡った後すぐにで

も集団接種とかをしてほしいと思います。

次に、 4番の農業問題についてに移ります。

1の菊陽町営農生産組合は農業機械に対して国の補助及び助成事業が受けられない状況であ

ると。農協サイドもかなり努力されているが、町は農業発展のためにもこの状況をどうとらえ

ているかに移ります。

菊陽町農業生産組合がなぜその農業機械に対しての国や県の事業に取り組めなし、かですが、

本来ならば各集落ごとに組合が設立されなければならなかったので‘すが、本町においては、露

地野菜の作付が多く、交付金の対象作物の米、麦、大豆などの普通作物の生産者が少なかった

ため、町で一つの営農生産組合になったわけです。この組合の会員数が約350名で、国や県の

事業に取り組む際、組織が大き過ぎるため、組合内の機械の保有台数 作物別の耕地面積等の

事務作業に時間がかかり、事業に取り組めない状況でございます。

ちなみに、大津町では、法人のアグリ大津を核として白川流域の17集落が各組合を設立し、

それ以外の地区の対象作物生産者は、近くの組合に入会したり、直接アグリ大津に登録して、

機械導入の際、国や県の事業を活用しているそうです。

]A菊陽中央支所の、ちょっとこれ総会資料ですが、国の事業への取り組み準備についてを

ちょっと読み上げますと、当営農生産組合は、平成19年、 20年と国の作物に対しての交付金に

関する事業に取り組んできましたが、機械等に関する事業に取り組むことができませんでし

た。国の事業については会計検査対象となりますので、事業申請をするためには体制整備が必

要となります。このため、事務局を含めた体制について及び申請条件等について、関係機関と

協議検討したいと考えてますと明記されております。

今後、どのように組織運営をしていけばいいか、 ]Aでもかなり知恵を絞って検討されてい

るようですが、なかなか答えが出てきません。この現状を町として今現在どうとらえている

か、ちょっとお聞きいたします。

0議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) お答えいたします。
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営農生産組合等ニーズ、については、今坂本議員が言われたとおりでございます。事務局も J

Aで、町としても協力体制をとっております。また、国の補助金制度というのは、営農生産組

合の団体向け、また認定農業者に地域担い手経営基盤強化総合対策事業、また融資と、認定志

向農業者には資金融資などの個人向げがありますが、現在町の営農生産組合のために、ハード

面での機械補助及びソフト面での事務経営、国、県補助等の紹介を随時行っておりますが、そ

れと補助事業につきましては、菊陽町営農生産組合として申請は可能であります。しかし、

21年度につきましては、事業の取り組み準備ということで要望がありませんでした。

今後、事業申請条件や将来性、必要な機械の合理化計画等を検討し、購入する目的、利用

者、管理者を明確にし、使用できる方法を組合、関係機関と協議をする必要があると思いま

す。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) わかりました。じゃあ、 2番の今後の対応と対策はなし、かについてです

が、菊陽町には菊陽町に向いた集落営農組織の形態をっくり上げなければいけないと思いま

す。そうじゃないと、生産組合が長続きしないと思われます。

この菊陽町の美しい田園風景を守っていくためにも、食料自給率向上のためにも、普通作の

重要性は高いと思います。農業が発展する上で、機械力と土地の条件は最重要課題です。北海

道研修の際、由仁町では、水田面積を 1筆当たり 2ヘクタールにする 2回目の基盤整備が行わ

れていました。今後、本町でも何年か先に新たな基盤整備が必要になるかと思われます。

また、機械に対しては、大津町では、集落営農生産組合が国や県の事業に取り組んだ際、 2

分の 1の補助を受ける場合、町が 1害IJプラスして、組合が残りの4割、 3分の 1補助の場合、

町が30%補助を行って、これも組合が4割負担で済むよう町独自の補助もされているとのこと

でした。

そこで、こういう町の補助は別として、今後菊陽町に合う営農生産組合をっくり上げるため

に、町として対応とか対策、また考えとかあるならば、ちょっとお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) お答えいたします。

先ほど大津町の件を申されました、 17団体があるということです。菊陽町は、営農生産組合

1つということですけど、まず組織の分散化、これは集落単位で組織化を図る必要があると思

し、ます。

また、さきに実施されました菊陽町営農生産組合の営農形態に関する調査票が、結果が出て

おりますので、今後この営農生産組合でこういった方針を図られ、それに対しても町としても

協力していきたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01香(坂本秀則君) 例えば、各集落のリーダーとなられるような人を営農生産組合の先進地、
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スムーズな運営が行われている組合とかに町がそのリーダーの人を募って研修に行かせると

か、そういうことはできないんでしょうか。どうでしょう。

O議長(吉村豊明君) 農政課長。

0農政課長(荒木一雄君) 一応 jAと協議しまして、そういったことも考えていきたいと思いま

す。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) 今菊陽町の営農生産組合は、本当大き過ぎて、活動ができない、機械に対

する助成への取り組みもできない状態であります。菊陽町に合った営農生産組合ができるよ

う、本当私祈っております。

これで私の一般質問を終わります、皆様、 3日間の一般質問、お疲れさまでした。

O議長(吉村豊明君) 坂本秀則君の一般質問を終わります。

以上で通告されました一般質問は全部終了しました。

....................................................................................----0 ..............------------~ 

日程第2 請願第 1号の取り下げについて

O議長(吉村豊明君) 日程第 2、請願第 1号の取り下げの件を議題とします。

お諮りします。

お手元に配付しました請願第 1号については、請願者から取り下げたいとの申し出がありま

したので、これを許可することにご異議ございませんか。

( r異議なしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 異議なしと認めます。したがって、請願第 1号の取り下げは許可すること

に決定しました。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会します。

ご苦労さまでございました。

----------------0 ----------------

散会午後 O時 7分
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1.議事日程 (6日目)

(平成21年第3回菊陽町議会 9月定例会)

平成21年 9月28日

午前 10時間議

方合 議 場

日程第 1 議案第47号 菊陽町支所設置条例の一部を改正する条例の-制定について

日程第 2 議案第48号 菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について

日程第3 議案第49号 菊陽町手数料条例の一部を改正する条例の制定について

日程第4 議案第50号 菊陽町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

日程第 5 議案第51号 菊陽町立診療所の設置等に関する条例の制定について

日程第6 議案第52号 平成21年度菊陽町一般会計補正予算(第 3号)について

日程第 7 議案第53号 平成21年度菊陽町土地取得特別会計補正予算(第 1号)について

日程第8 議案第54号 平成21年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)について

日程第9 議案第55号 平成21年度菊陽町介護保険特別会計補正予算(第 1号)について

日程第10 議案第56号 平成21年度菊陽町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1号)について

日程第11 議案第57号 平成21年度菊陽町下水道特別会計補正予算(第 1号)について

日程第12 議案第58号 町道路線の認定について

2. 出席議員は次のとおりである。

1番 坂本秀則君 2番 北山正樹君

3番 石原武義君 4番 甲斐栄治君

5番 芝 和長君 6番 岩 下和 高君

7番 佐藤竜巳君 8番 大塚 昇君

9番 福島知雄君 10番 川俣餓也君

11番 吉本 堅君 12番 小林久美子君

13番 酒井良 君 14番 上田茂政君

15番 梅田清明君 16番 鍋島有志男君

17番 永野輝全君 18番 吉村豊明君

3. 欠席議員は次のとおりである。

な し

4. 会議録署名議員

8番 大塚 昇君 9番 福島知雄君

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名

町 長 後藤三雄君 教育委員長 三島誠 君

教 =同t 長 赤 峰 洋 次 君 教 育 次 長 田 中真治君

総務部長 宮 本 義 次 君 福祉生活部長 大川育男君
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産業建設部長 服 部 貞 夫 君 会計管理者兼 大野秀治君
会 計 課 長

兼総務総部務審課議長員 吉岡典次君 総合政策課長 松本東 E 君

財政課長 買取初雄君 税 務 課 長 贋野豊徳、君

人権教育・
j度遺幸伸君

福祉部審議員
員鍋清血君

啓発課長 兼福祉課長

健康・保険課長 阪本修 君 環境生活課長 吉野邦宏君

町民課長 堀 川 正 信 君 武蔵ケ正支所長 村田 保孝 君

農政課長 荒木 雄君 建 設 課 長 松 村孝 雄君

都市計画課長 坂本恭 君 下水道課長 山崎謙=君

商工振興課長 平 野 誠 也 君 兼総庶務務課法長制補係佐長 服 部誠 也君

教育書審議員兼 帆保 勇君
教育審議員兼

大山 晃君
図 館長 学 務 課 長

中央公民館長 堀 川 俊 幸 君 生涯学習課長 佐 藤清 孝君

農業委員会事務局長 志 垣 敏 夫 君

6. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 阪本健治君

書 記 山川真喜子君
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~~~~~~~，...."".. 0 ................................................~............，...."".. ............ 

開議午前10時 O分

O議長(吉村豊明君) おはようございます。

これより本日の会議を聞きます。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

~'""'-'............................................................，...."".. 0 ~~........................~........................~ 

日程第 1 議案第47号 菊陽町支所設置条例の一部を改正する条例の制定について

0議長(吉村豊明君) 日程第 1、議案第47号菊陽町支所設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。

武蔵ケ正支所長、内容の説明を求めます。

0武蔵ケ丘支所長(村田保孝君) おはようございます。

議案第47号菊陽町支所設置条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げま

す。

内容は、住居表示の実施により支所の所在地に変更が生じるため、支所設置条例を改正する

ために議会の議決を求めるものでございます。

最後のページをお聞き願います。

左側が現行で、右側は改正案となっております。改正する箇所は、第2条の表 1の欄でござ

います。大宇津久礼3566番地14を右側の武蔵ケ丘 3丁目50番 1号と改めるものでございます。

なお、この条例は平成21年10月 5日から施行するものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願し、します。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第47号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を厚郎、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第47号は原案のとおり可決されました。

................................................，....""...................................... 0 .................................................................................... ............ 

日程第 2 議案第48号 菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について
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0議長(吉村豊明君) 日程第2、議案第48号菊陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。

福祉課長、内容の説明を求めます。

0福祉部審議員兼福祉課長(真鍋清也君) おはようございます。

議案第48号菊陽町立保育所設置条例の一部を改Eする条例の制定についてご説明を申し上げ

ます。

この議案は議案第47号と同じでございまして、武蔵ケ正地区内の住居表示が実施されること

に伴いまして、その実施区域内に保育所の所在地がございますので、変更を行うために議会の

議決を求めるものでございます。

それでは、最後のページをおあけし、ただきたし、と思います。

新旧対照表でございまして、左側が現行、右側が改正案でございまして、第 2条の名称及び

位置について変更をするものでございます。変更部分についてはアンダーラインを引し、ており

ます。下から 2行目の菊陽町立武蔵ケ丘第 1保育園の位置について、現行につきましては大宇

津久礼3566番地15を武蔵ケ正 3丁目50番2号に、それから町立武蔵ケ丘第 2保育園の住所、大

宇津久干し3600番地161を武蔵ケ丘 1丁目 13番 1号に変更するものでございます。

改正文に戻っていただきますと、附則の中にこの条例は平成21年10月 5日から施行するもの

でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第48号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第48号は原案のとおり可決されました。

...........................--------........................... 0 ----------------

日程第 3 議案第49号 菊陽町手数料条例の一部を改正する条例の制定について

O議長(吉村豊明君) 日程第 3、議案第49号菊陽町手数料条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題とします。
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建設課長、内容の説明を求めます。

0建設課長(松村孝雄君) おはようございます。

それでは、議案第49号菊陽町手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。

提案理由は、菊陽町境界確定事務取扱要綱の制定及び施行に伴い、菊陽町手数料条例を改正

する必要があり、地方自治法第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求めるものでござ

います。

内容は、町道法定外公共物の境界立ち会いについて菊陽町境界確定事務取扱要綱を制定する

ところでございますが、境界確定事務取扱要綱第10条の境界証明書の交付で境界証明願の申請

があった場合、町道法定外公共物境界証明書を交付することとしておりますが、その際要綱第

11条で手数料を納付するものとしております。これに伴いまして菊陽町手数料条例の一部を改

正するものでございます。

参考資料の新旧対照表をお聞き願し、ます。

菊陽町手数料条例の第 2条の徴収すべき事項の別表の抜粋でございます。アンダーラインの

箇所が改正箇所でございます。別表その他の項の手数料を徴収する事項の欄に「町道法定外公

共物境界証明書交付手数料Jを追加し、手数料の欄に r1件につきj 及び r300円」をそれぞ

れ追加するものでございます。

なお、この条例は平成21年10月 1日から施行するものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

議案第49号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第49号は原案のとおり可決されました。

，....."，.，.，........................................................................................ 0 ....................................................--------

日程第4 議案第 50号 菊陽町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

0議長(吉村豊明君) 日程第4、議案第50号菊陽町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制
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定についてを議題とします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) おはようございます。

議案第50号菊陽町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてご説明を申し上げ

ます。

提案理由といたしまして、健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い本条例の

一部を改正する必要があり、地方自治法第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求める

ものでございます。

続いて、参考資料のほうをごらんいただきたいと思います。

左側のほうが現行で、右側が改正案でございます。今回の一部改正は第 7条に関する内容

で、附則のアンダーラインの部分のとおり第2条を加えるものでございます。平成21年10月か

ら平成23年 3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する特例、第 2条で被保険者が平成

21年10月 1日から平成23年 3月31日までの聞に出産したときに支出する出産育児一時金につい

ての第 7条の規定の適用については、同条第 1項中35万円とあるのを39万円と定めるものでご

ざいます。

施行期日なんですけども、平成21年10月 1日からとしております。よろしくお願いいたしま

す。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

議案第50号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。

~~--..............-......----............. 0 ..............-........--..-.......-......--..............-...... 

日程第 5 議案第 51号 菊陽町立診療所の設置等に関する条例の制定について

0議長(吉村豊明君) 日程第5、議案第51号菊陽町立診療所の設置等に関する条例の制定につい

てを議題とします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。
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0健康・保険課長(阪本修一君) 議案第51号菊陽町立診療所の設置等に関する条例の制定につい

てご説明を申し上げます。

提案理由といたしまして、新型インフルエンザの蔓延期において菊陽町内での感染拡大を防

止するために新型インフルエンザの専用の診療所を設置するための条例を制定する必要があ

り、地方自治法第96条第 1項第 1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。

それでは、条例の内容について説明をさせていただきます。

この条例は、第 1条から第 9条からになっております。第 1条で設置等について定めており

ます。第 1項で、新型インフルエンザの蔓延期において新型インフルエンザの専用の診療所を

設置することにより町内での感染拡大を防止するため菊陽町立診療所(診療所という)を臨時

的に設置する。第2項で、診療所の開設及び休止の時期は菊池地域新型インフルエンザ対策協

議会(熊本県新型インフルエンザ対策協議会設置要綱第 7条の規定により地域対策協議会(以

下対策協議会という))において重症度や地域での発生状況を勘案して決定する。

第 2条で、名称及ひ、位置について定めております。第 1号で名称、を菊陽町立診療所、第 2号で

位置は菊陽町大字久保田2623番地の菊陽町老人福祉センター内に設置するとしております。

第3条で診療科目について定めております。診療科目は内科、小児科とする。

それから、第4条で、診療時間について定めております。診療所の診療時間は第 1条第 2項に

定める開設期間の午前9時から午後 9時までの12時間とする。ただし、菊池地域の他市町と協

議の上、開設期間の4週間につき 1週間は午後 9時から午前9時までの時間外診療を行うもの

とする。

第5条で、診療事項について定めております。診療所は問診、診察及び薬剤の投与を行うもの

とする。

第6条で診療費について定めております。診療費は診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働

省告示第92号)に基づ、いて算定した額とする。

第 7条で従事職員について定めております。第 1号で医師及び看護師は対策協議会で選定

し、地方公務員法第3条第3項に定める特別職とする。第2号で医師及び看護師の報酬は菊陽

町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。第 3号

でその他の従事者は町長が職員の中から選定する。

それから、第8条で、所管について定めております。診療所の設置、運営に関する事項は、菊

陽町新型インフルエンザ対策本部が所管し事務局を健康・保険課に置く。

第9条で委任について定めております。この条例の定めるもののほか、必要な事項は町長が

別に定める。

附員1j1で施行期日を定めております。この条例は公布の日から施行する。

附則 2で菊陽町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のよ

うに改正する。別表中の第27号を第29号とし、第22号から第26号までを 2号ずつ繰り下げ、第

21号の次に次の 2号を加えるとしております。
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それでは、参考資料をお聞きいただきたいと思います。

条例の新旧対照表の改正案のアンダーライン、番号22、区分の町立診療所医師を追加し、報

酬額を 1時間 1万円と定め、ただしということで勤務時間、第2条第 1号に規定する勤務時間

をいう。次号において同じ。以外は 1万2，000円を定めております。

次に、番号23、区分に、町立診療所看護師を追加し、報酬額を 1時間2，500円と定め、ただ

し書きとして勤務時間以外は3，000円と定めております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) 議案第51号菊陽町立診療所の設置等に関する条例の制定について質問をい

たします。

小さなことです。第 1条の第2項、表現の問題ですが、中括弧が4っそこにありますです

ね。ですから、これは例えば以下対策協議会という部分のこの括弧を違う種類の括弧にすべき

じゃなし、かと思いますが。小さなことですけど。

以上です。

括弧がどこまでかわからないということです。

O議長(吉村豊明君) 健康・保険課長。

0健康・保険課長(阪本修一君) 今のご質問ですけども、これ一応条例を策定するときに基本的

にこういった書き方でされておりますので、ご理解し、ただきたいと思います。

(4番甲斐栄治君[はい、わかりましたJの声あり)

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑はありませんか。

[ Iなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これから討論を行し、ます。

討論はありませんか。

[ IなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

議案第51号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。

......................................................................................................... 0 ................................................................................................. .............. 

日程第6 議案第 52号 平成21年度菊陽町一般会計補正予算(第3号)について
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O議長(吉村豊明君) 日程第6、議案第52号平成21年度菊陽町一般会計補正予算(第 3号)につ

いてを議題といたします。

財政課長、内容の説明を求めます。

0財政課長(宣取初雄君) おはようございます。

議案第52号の平成21年度菊陽町一般会計補正予算(第 3号)についてご説明申し上げます。

この件につきましては、歳入の区分ごとの増額や減額などがあり、また既定の歳出予算に不

足額が生じたものまたは不用額が見込まれるものがあり、さらに状況の変化等により支出すべ

き事案が発生しましたことから、既定の予算に追加または変更を加える必要が生じましたの

で、補正をお願いするものでございます。

内容につきましては、主なものについてご説明申し上げ、詳細につきましてはご質問に応じ

担当課長等がお答えしますので、よろしくお願いいたします。

まず、表紙をめくっていただき 1ページをお願いします。

町長の提案理由にありましたように、歳入歳出の予算の補正は第 1条で歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ 5億9，451万3，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

108億5，982万4，000円と定めるものでございます。

また、第 2条で債務負担行為の追加を第 2表の債務負担行為補正で、地方債の追加及び変更

を第 3表の地方債補正で計上しているところでございます。

2ページをお聞き願います。

まず、歳入でございますが、款の区分ごとに補正額の主なものを申し上げます。

12の地方交付税は 1億6，618万9，000円の増額、次に16の国庫支出金1，615万6，000円の増額は

国庫補助金の増額、 17の県支出金 2億2，427万4，000円の増額は主に県補助金の増額、 20の繰入

金 1億5，336万2，000円の減額は基金繰入金の減額、 21の繰越金 3億127万7，000円の増額は平成

20年度からの繰越額が決定しましたことによるもの、 22の諸収入5，492万円の増額は下の 3ペ

ージで雑入の増額、次に23の町債1，710万円の減額は民生費の減額等によるものでございま

す。歳入合計といたしましては補正として 5億9，451万3，000円を増額し、歳入総額を108億

5，982万4，000円としております。

4ページをお聞き願し、ます。

歳出でございますが これも款の区分ごとに補正額の主なものを申し上げます。

2の総務費2億6，216万7，000円の増額は主に総務管理費の増額、 3の民生費6，963万3，000円

の増額は児童福祉費の増額、 4の衛生費5，832万7，000円の増額は保健衛生費の増額、 6の農林

水産業費3，048万円の増額は農業費の増額、下の 5ページで 7の商工費は4，961万3，000円の増

額、 8の土木費5，651万9，000円の増額は主に道路橋梁費及び都市計画費の増額、 10の教育費

3，018万1， 000円の増額は主に教育総務費、小学校費及び中学校費の増額によるものでございま

す。

6ページをお聞きいただ、き、 14の予備費を3，337万8，000円増額しております。
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歳出合計といたしましては、補正として 5億9，451万3，000円を増額し、歳出総額を108億

5，982万4，000円としております。

下の 7ページをごらんいただき、第 2表の債務負担行為の補正で、追加を行っております。

まず、新地方公会計制度関連業務委託は、期間を平成22年度から23年度までとし、限度額を

1，500万円としております。また、 「さんふれあj 温泉熱エネルギー供給事業は、期間を平成

22年度から35年までとし、限度額を7，217万1，000円としております。

8ページをお聞き願し、ます。

第 3表地方債の補正で追加として 3事業を、変更については限度額のみの調整を行っており

ます。まず、追加につきまして起債の目的及び限度額について説明させていただきます。

安心こども基金特別対策事業は、変更の 3番目にあります次世代育成支援対策施設整備事業

からの組み替えで2，190万円を、菊陽杉並木公園園路舗装改修事業は、都市公園安全・安心対

策緊急総合支援事業費補助金分で1，500万円を、公園施設長寿命化計画策定事業は公園施設長

寿命化計画策定事業費補助金分で200万円をそれぞれ限度額として定め、地方債総額としては

3，890万円を追加し 8億5，700万円とするもので、なお起債の方法、利率、償還の方法について

は掲載しているとおりでございます。

次に、変更として臨時財政対策債は普通交付税の算定の結果2，180万円を増額し4億3，180万

円に、役場庁舎耐震補強事業分は120万円を増額し560万円に、次世代育成支援対策施設整備事

業分は組み替えにより Oに、老人福祉センター空調設備改修事業分は地域活性化公共投資臨時

交付金の充当により Oに、県営上井手かんがい排水事業分は40万円を増額し970万円に、県営

下井手かんがい排水事業分は20万円を増額し130万円に、土地区画整理事業分は1， 210万円を減

額し8，100万円に、武蔵ケ丘中学校耐震補強事業分は1，110万円を増額し4，640万円としており

ます。したがいまして、地方債総額としては5，600万円を減額し 8億100万円とするものでござ

います。

9ページ以降は補正予算に関します説明書としております。主なものの補正額についてご説

明申し上げます。

12ページをお開き願し、ます。

まず、歳入でございますが、款の12地方交付税、項の 1地方交付税、目の 1地方交付税、節

区分の 1地方交付税は 1億6，618万9，000円を増額しておりますが、これは普通交付税の算定の

結果2億5，488万9，000円とするものでございます。

なお、平成20年度の 1億7，621万円と比較しますと7，867万9，000円の増額となり、 44.7%の

増となりました。

次に、下の13ページで款の14分担金及び負担金、項の 2負担金、目の 3土木費負担金、節区

分の 2公共施設管理者負担金43万円は、合志市からの説明欄の負担金を計上したものでござい

ます。

次に、款の16国庫支出金、項の 2国庫補助金、目の 1総務費国庫補助金の節区分の4経済危
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機対策補助金で地域活性化・経済危機対策臨時交付金は、今回4，385万8，000円を増額し限度額

の 1億4，330万9，000円とするもので、歳出予算への充当といたしましては土地改良費に

1，685万8，000円を、企業誘致費に1，400万円を、防災管理費に200万円を、小学校管理費に

300万円を、中学校管理費に800万円を充当しております。

下段の地域活性化公共投資臨時交付金は、後で説明します都市公園安全・安心対策緊急総合

支援事業費等補助金の補助裏分の90%の範囲で交付される分を計上したものでございます。

次に、目の 2民生費国庫補助金で節区分の 3児童福祉費補助金 1億2，937万円の減額は、説

明欄の交付金を県補助金に組み替えるもの、節区分の 7子育て応援特別手当給付事業交付金は

国の補正予算による平成21年度分の交付金を計上したものでございます。

次に、目の 3衛生費国庫補助金で節区分の 2老人保健費補助金635万4，000円は、国の補正に

よる女性特有がん検診に対する補助金を計上したものでございます。

14ページをお聞きいただき、目の 6土木費国庫補助金で節区分の 2土地区画整理事業費補助

金1，650万円の減額は説明欄の交付金の事業費の減額に伴うもの、節区分の 3市町村道改良費

交付金2，750万円の増額は南方大人足線道路改良事業費に対する説明欄の交付金を計上したも

の、節区分の 6公園費補助金1，700万円は新たに設けたもので説明欄のとおりでございます。

次に、款の17県支出金、項の 2県補助金では、目の 2民生費県補助金で節区分の 3児童福祉

費補助金 2億2，057万2，000円の増額は、民間保育所2園の施設整備に対する国庫補助金からの

組み替えとして説明欄の補助金を計上したものでございます。

次に、下の15ページで、目の 5商工費県補助金で節区分の 1商工振興費補助金227万3，000円

の増額は、緊急雇用創出交付金を増額し1，887万5，000円とするものでございます。

16ページをお聞きいただき、款の20繰入金、項の 2基金繰入金につきましては、歳入が確保

できました範囲で、減額による調整を行っておりまして、当初予定しておりました基金繰入金 6

億4，751万2，000円から 1億5，336万2，000円を減額し4億9，415万円としております。内訳とい

たしましては、財政調整基金繰入金を5，336万2，000円減額し 2億8，000万円に、減債基金繰入

金を 1億円減額し 1億円としております。

次に、款の21繰越金、項の 1操越金、目の 1繰越金、節区分の 1繰越金を 3億127万7，000円

増額し 4億5，127万7，000円としておりますが、平成20年度からの繰越金が決定しましたので補

正するものでございます。

次に、款の22諸収入、項の 5雑入、目の4雑入で、節区分の 2臨時診療収入は、議案第51号

で審議いただきました新型インフルエンザに対する発熱外来診療所の設置に伴う診療収入

5， 700万円を計上しております。

次に、下の17ページで、款の23町債につきましては、先ほど地方債の補正で説明したとおりで

ございます。

18ページをお開きいただき、下の19ページをごらんください。

歳出でございますが、人件費の給料、職員手当等及び共済費につきましては、職員の人事異
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動による組み替え等でありますことから、説明を省略させていただきます。

なお、総額で申し上げますと、一般職の職員の給料は1，612万円を減額し 7億7，752万

4，000円に、時間外手当及び退職手当を除く職員手当は2，307万9，000円を減額し 3億5，846万

7，000円に、社会保険料を除く共済費は768万9，000円を減額し 1億9，826万2，000円としており

ます。

20ページをお聞きいただき、款の 2総務費、項の 1総務管理費では、目の 1一般管理費で節

区分の18備品購入費39万9，000円は、生活安全対策関係、で防犯用備品として青ノ〈ト散光式蛍光

灯 1基を予定しております。

次に、下の21ページで目の 3財政管理費で節区分の28繰出金は、光の森の(仮称)多目的グ

ラウンド整地後の管理費として土地取得特別会計に187万2，000円を繰り出すものでございま

す。

次に、目の 5財産管理費で節区分の12役務費112万円は、町有施設から排出するごみについ

て10月から処分手数料が発生しますことによる経費を計上しております。

次に、目の 6企画費で節区分の13委託料250万円は、新しいまちづくり交付金事業について

の調査委託料を予定しております。

次に、目の 8財政調整基金等費で節区分の25積立金 2億3，000万円は、地方財政法第 7条第

1項の規定により平成20年度歳計剰余金4億5，127万8，000円の 2分の 1を下らない額を積み立

てるものでございます。

次に、目の11電子計算費で節区分の13委託料483万5，000円は、説明欄の委託料を増額するも

のでございますが、ホームページリニューアル関係の増額、住居表示や子育て応援手当関係な

どのシステム変更に伴う経費を補正するものでございます。

24ページをお聞きいただき、 24ページでございます、項の 3戸籍住民基本台帳費では、目の

2住居表示事業費で節区分の13委託料51万円は、武蔵ケ正地区の住居表示の案内板の設置を予

定しております。

26ページをお聞きいただき、款の 3民生費、項の 1社会福祉費では、目の 1社会福祉総務費

で節区分のm操出金597万5，000円の減額は、説明欄記載の特別会計への繰出金について調整す

るもので、また緊急雇用創出交付金102万3，000円を受けて行し、ます雇用創出分を含んでおりま

す。

次に、目の 2老人福祉費で節区分の13委託料144万4，000円は、国庫補助金を受けて実施しま

す25名程度の生活介護支援サポーター養成のための委託料でございます。

28ページをお聞きいただき、目の 8老人福祉支援センター管理費は、老人福祉センターの空

調設備改修事業の財源入れかえでございます。

次に、下の29ページで項の 2児童福祉費では、自の 1児童福祉総務費で節区分の19負担金補

助及び交付金5，408万7，000円は、説明欄にありますように民間保育所2園の設置に対する次世

代育成支援対策施設整備交付金を安心・安全こども基金特別対策事業補助金に組み替えて増額
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するものでございます。

次に、目の4保育園費で30ページをお聞きいただき、節区分の日工事請負費447万5，000円

で、施設改修工事は武蔵ケ丘第 1固のトイレ及び武蔵ケ丘第 1園の砂場、屋恨、支柱の改修

を、駐車場整備工事は白鈴国駐車場の防護さく等を設置する費用で増額するものでございま

す。

次に、目の 8子育て応援特別手当給付事業費5，122万5，000円は、 3歳から 5歳までの児童 1

人当たり 3万6，000円を支給するための事務費及び手当を計上しております。第 1子まで拡大

されたものと思います。

32ページをお聞きいただき、款の4衛生費、項の 1保健衛生費、下の33ページで目の4老人

保健費471万9，000円は、国の補助を受けて女性特有がん検診の無料クーポン券を送付して受診

を促進するための経費でございます。

次に、目の 5臨時診療所費は、議案第51号で審議いただいた臨時診療所の費用を計上してお

ります。

34ページをお聞きいただき、下の35ページで款の 6農林水産業費、項の 1農業費で目の 1農

業委員会費75万円は、農業委員会において耕作放棄地解消のための事業を推進するものでござ

し、ます。

36ページをお聞きいただき、目の 8土地改良費で、下の37ページの節区分の13委託料110万

円及び節区分の日工事請負費の施設整備工事800万円は鼻ぐり井手公園のトイレの設置費を、

節区分の日工事請負費の農道舗装工事1，850万円は 3カ所の農道舗装を予定しております。

38ページをお開きいただき、目の17農業構造改善事業費で節区分の日工事請負費の下水道排

水設備工事400万円は、総合交流ターミナル「さんふれあJの流量計の設置工事費でございま

す。

次に、下の39ページで款の 7商工費、項の 1商工費、目の 1商工振興費で節区分の13委託料

125万円は、緊急雇用創出交付金を活用して町シルバー人材センターに説明欄の業務を委託す

るものでございます。

次に、目の 2企業誘致費で節区分の15工事請負費4，581万円は、南方大人足線改良工事費の

追加及び熊本県との連携により実施いたします下大谷1号線の改良工事費でございます。

40ページをお聞きいただき、下の41ページで款の 8土木費、項の 2道路橋梁費では、目の 2

道路橋梁維持費で節区分の11需用費は町道の修繕費の不足額483万6，000円を、節区分の12役務

費は軽作業による道路清掃等手数料で382万5，000円を、節区分の15工事請負費は1，288万

7，000円を増額し4，994万5，000円としておりますが、道路維持工事は道路の舗装工事等でござ

います。

42ページをお聞きいただき、項の 3都市計画費では、目の 1都市計画総務費で節区分の13委

託料3，500万円は、都市化の著しい菊陽町の航空写真撮影及びデジタルデータでの都市計画基

本図の作成業務を委託するもの。
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次に、目の 2土地区画整理費は、補助対象経費の減額に伴う調整を行っております。

次に、自の 3公共下水道費で節区分28繰出金1， 318万3，000円の減額は、下水道特別会計繰出

金の額を調整しております。

次に、目の 4公園管理費で節区分の12役務費84万円は軽作業等の手数料等を、また節区分の

13委託料で公園施設長寿命化計画策定業務委託料460万円は公園を調査して長寿命化を図るた

めの計画の策定を、実施計画等委託料200万円及び44ページをお聞きいただき、節区分の日工

事請負費で公園整備工事3，080万円は菊陽杉並木公園の園路舗装工事等を予定しております。

次に、項の4住宅費では、目の 1住宅管理費で節区分の日需用費は、町営住宅の修繕費とし

て155万2，000円を増額しております。

下の45ページで款の 9消防費、項の 1消防費では、目の 2非常備消防費で節区分の18備品購

入費214万2，000円は消防団への投光器を、自の4防災管理費、節区分の18備品購入費283万

5，000円は災害避難場所15カ所への防災マットを配置するものでございます。

46ページをお聞きいただき、款の10教育費、項の 2小学校費、目の 1学校管理費では、下の

47ページで節区分の日工事請負費407万円は武蔵ケ正小学校音楽室へのエアコンの設置費を、

節区分の19負担金補助及び交付金86万8，000円は、菊陽北小学校で取り組まれる事業に対し県

補助を受けて説明欄の補助金をそのまま交付するものでございます。

次に、目の教育振興費で節区分の日需用費101万8，000円は、小学校英語活動補助教材の購入

費でございます。

48ページをお聞きいただき、項の 3中学校費では、目の 1学校管理費で節区分の日工事請負

費1，019万7，000円は、菊陽中学校及び武蔵ケ丘中学校の音楽室へのエアコンの設置費を計上し

ております。

下の49ページで項の 5社会教育費では、自の 3公民館費で節区分の13委託料268万8，000円

は、中央公民館の耐震補強設計委託料でございます。

50ページをお開きいただき、下の51ページで款の12公債費、項の 1公債費、目の 1元金は、

特定財源、として減債基金繰入金を充当しておりましたが、一般財源への財源の入れかえのみを

行うものでございます。

52ページをお聞きいただき、最後に款の14予備費を3，337万8，000円増額しておりますが、こ

れは歳入補正額が歳出補正額を上回ったものについて計上しているものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

吉本堅君。

01  1番(吉本 竪君) ページ 7ページです。 iさんふれあJ温泉熱エネルギー供給事業

7，217万1，000円、もうちょっと詳しくどういう事業をされるのか、それとせっかく温泉の排水
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がありますので、その辺の排水利用というのは考えておられるのか、それが 1点です。

それから、中部小学校の件で、すけど、中部小学校の建てかえということで46ページですか、

建てかえということは載ってないんですが、一般質問あたりも 5人ほどの方々が一般質問され

ました。町長は 1案、現在地というのは、もうそこはないということで、あとの 2案というこ

とで絞りましたということのようでしたが、これを見る限り本議会にも何の提案もされません

でしたが、農地法の改正あたりを考えますと、 6月24日の法改正からして六月以内に施行され

るということを考えますと、町長はその辺はどのように考えておられるのか、間に合うような

工程で不動産鑑定あたりももう発注されているのかどうか、その辺をお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 産業建設部長。

0産業建設部長(服部貞夫君) ただいま吉本議員さんの質問についてお答えいたします。

まず、 「さんふれあ」の温泉の熱エネルギーにつきましては、事業の内容としましてこの事

業につきましては富士フィルム九州株式会社に現在供給されています天然ガスを、この熱エネ

ルギーの一部を「さんふれあJ温泉のお湯を加温したいということでございまして、それとと

もに気候変動に関する国際連合枠組条例の京都議定書の中で、地球温暖化の原因となっておりま

す二酸化炭素、 CO2でございますけど、温室効果ガスの削減につきまして先進国におきまし

ては削減率を平成2年、 1990年を基準としまして日本は 6%を削減すると、最近では先ごろあ

りました気候変動サミットにおきまして鳩山首相より 2020年には25%を削減する目標を立てら

れております。このように大企業におきましては削減する方法といいますか、これにつきまし

てクリーンな開発とか排出量の取引、それから CO2排出の吸収源の活動、さらには国内クレ

ジットの制度ということを設けられておりまして、今回「さんふれあJが利用するのはこの国

内クレジットの制度ということで、国内のCO2排出を減らすために政府が平成20年10月につ

くった制度でございまして、中小企業や医療機関がCO2を減らした分を大企業が排出枠とし

て購入すると、そうすればCO2は削減したことになるということでございまして温室効果ガ

スが削減されると。今回は先ほど言いましたように富士フィルムさんが隣で天然ガスを使って

おられますので、 「さんふれあJ独自で天然ガスを引し、てかえるということはちょっとできな

い相談でございますが、そういったことで「さんふれあ」温泉の熱エネルギー供給事業につき

ましては、現在温泉、それと洗い場の温泉の加温につきましては、 「さんふれあ」のボイラー

だきですね、ボイラー5基を使いまして灯油をたいております。これを富士フイノレム九川で使

用されておる天然ガスをこれによりまして熱エネルギーを切りかえたいと。 rさんふれあj 温

泉の燃料費が安くなるのはもちろんでございますけど、 C O2を削減した分については富士フ

ィルムのほうから国内クレジットで販売したいということでございます。さらにはこの工事を

するとなれば、今議会の債務負担で議決をいただいた後、工事を大体10月以降着工するならと

考えております。それにつきましては、あくまでもこの事業を富士フィルムのほうに熱を供給

されております新日鉄エンジニアリングさんのほうで施工をお願いしたいと。それにつきまし

て天然ガスに切りかえると。その場合にここに限度額の7，217万1，000円を出しておりますけ
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ど、一応概算の工事費としましては5，596万5，000円、それとそれに伴います金利分と固定資産

税、償却資産税を含めまして1，620万6，000円、これを合わせましたのが7，217万1，000円となり

ます。これを債務負担で、ございますので13.5年間、平成35年 9月まで町が延べ払いするという

ことになるわけでございます。そうすることで、この富士フィルム九州のほうに熱を供給して

おられる新日鉄さんのほうからこれが15年間の契約ということで、あと残りが13.5年間ござい

ますので、その分について「さんふれあJ、町、それと富士フィルムと契約するということ

で、途中もしも富士フィルムが撤退した場合は、これ天然ガスが来なくなりますので、そのた

めに債務負担を起こさせていただきまして単年度単年度の支払いということで、 1年間には

534万6，000円の町の支出ということになるわけで‘ございます。

先ほど言いました国内クレジットの制度というのがどういうものかといいますと、先ほども

ちょっと言いましたが政府がつくった制度でございまして、 「さんふれあj の温泉は天然ガス

の熱で加温することで灯油と比較しましてCOzの削減、減った分を富士フィルムのほうへ売

却したいということでございます。この売却額については、使用した実績に基づいてお金が計

算できるわけでございますけど、大体の計算方法としましては、年間323トンの削減ができる

ということで、大体トン当たり1， 500円と計算しますと、年間48万3，000円を富士フィルムのほ

うに売却したいということを思っております。

さらには「さんふれあj のメリットとしまして、現在「さんふれあj で使用しておりますボ

イラーは温泉水と洗い場の水を加温しているボイラーが 4基、さらには外のほうにかまぶろ蒸

気がございまして、このかまぶろ蒸気サウナのほうにはボイラーが 1基ございます。今回はこ

のかまぶろ蒸気サウナのほうは、もうそのまま現在と同じ灯油を使ってやっていただくと、あ

と4基のボイラーについてが灯油を天然ガスのほうに変えたいということで思っております。

そうすることによりまして灯油の年間の使用料、これが蒸気ボイラーのままならそのままでご

ざいますけど、温泉水と洗い場のお湯の加温ボイラーにつきましては、大体年間に現在「さん

ふれあ」のほうでは37万6，007リッターの灯油を使っておられます。大体ドラム缶で1，880本ぐ

らいですかね。これを燃料費で見ますと 19年、 20年には特に単価が高うございましたので、

19年度は実績で3，958万3，000円、そうすると平成20年度では3，676万円の灯油料が支払ってお

られるようでございます。これは現在は灯油の価格がリッター60円弱で推移しておるそうでご

ざいまして、リッター55円で計算をしてみますと、かまぶろのほうはそのまま使えますので

544万4，000円かかります。それと、温泉水と洗い場の湯につきましては、 55円でしたら

2，076万8，000円の費用がかかって、計2，621万2，000円の費用が発生すると、これ55円で計算し

た場合ですね。今回灯油だけのかまぶろのサウナはこのまま計上しますので、これは544万円

かかるとしまして、天然ガスに切りかえますと、年間の天然ガスの熱エネルギ一利用は大体

1，117万9，000円で試算しております。それとメンテナンスの328万4，000円で、合わせまして

1，990万7，000円で見ております。さらには富士フィルムのほうに国内クレジットの売却としま

して48万3，000円を売りたいということで、年間のメリットとしましては668万円の差益が灯油
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と比べて生じるということでございますので、大体事業内容としては以上でございます。よろ

しくお願いします。

それから、温泉水の排水の利用については、やはり量の問題もございますけど、それと熱で

すね、農業用に使えればとは一応思つてはおりますけど、現在のところはそちらのほうに使う

計画はありません。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

(11番吉本 堅君「町長にお願いしたいんですが。もう学務課はい

いですJの声あり)

後藤町長。

O町長(後藤三雄君) 吉本議員の中部小に関する予算の関係が出ていないというようなことと、

土地の鑑定はどうしたかということでありますけども、この予算措置関係につきましては、先

般一般質問の中でもありましたように、この補正予算の編成時期までにそれぞれの説明会、そ

して保護者に対するアンケート結果等がまだ出ておりませんでしたので、今回のこの予算措置

のほうには出しておりません。近々また全員協議会等もお願いしたいと思っておりますので、

そういった時点でいろいろ議会のほうとも相談しながらということでしておりましたので、そ

ういった状況を見て、また補正等については臨時会の対応になるかと思いますので、その時点

でお願いしたいと考えております。

O議長(吉村豊明君) 吉本堅君。

01  1番(吉本 堅君) 今服部部長のほうから「さんふれあ」温泉熱エネルギーに関してはちょ

っと説明があったんですが、これは町だけの費用負担でしなきゃし、かんのでしょうか。富士フ

ィルムさんの天然ガスを利用するということであれば、富士フィルムさんとしても熱エネルギ

ーということで世界的にメリットのあるところでもあるでしょうし、町負担だけなのか、富士

フィルムさんのほうにはそういう工事あたりの負担をちょっとばかりお手伝いできんのかとい

うところを 1点ですね。

それから、 1つ忘れておりまして、ページ39ページです、目の 2の企業誘致費のところで、

工事請負費の道路改良工事の中で下大谷とかという説明をちょっと今先ほど賓取課長のほうで

されたんですが、場所がどの辺なのか、もうちょっと具体的に教えていただけませんでしょう

か。その 2点です。

O議長(吉村豊明君) 産業建設部長。

0産業建設部長(服部貞夫君) 富士フィルム九州さんの協力はないかということでございます

が、当然天然ガスを向こうで使っておられるのをこっちに回してもらいますので、その点には

協力していただいております。それと、その聞に温泉をぬくめるために蒸気で90度以上のお湯

を持ってきますその500メーターぐらいの送水管というか、それが要るわけですけど、それに

ついては敷地内を通させていただくというような協力もいただいておりますので、いろんな面

で協力していただいとるということでございます。
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0議長(吉村豊明君) 商工振興課長。

0商工振興課長(平野誠也君) 下大谷 1号線の箇所ということでございますけれども、ご承知の

ように県道大津植木線がございますが、ソニーへの入り口の道路でございます。

(11番吉本堅君「交差点Jの声あり)

はし、

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑はありませんか。

北山正樹君。

02番(北山正樹君) ちょっと何点かお尋ねをいたします。

まず、 21ページをお願いします。ここで企画費で委託料、先ほど新しいまちづくり企画とい

うようなことがありました。この件につきまして町のほうとしては新しいまちづくりの基本的

な考え方を示しているのかどうか、示しているのであればどういうものを示しているのかお答

えいただきたいと思います。

それと、 26ページをお願いします。老人福祉費のやはり 13委託料です、生活介護支援サポー

ター144万4，000円がありますが、これはどのような介護支援を念頭に養成をしていくのか、そ

の内容についてお尋ねをします。

さらに、 39ページです。商工振興費の13委託料、ここは緊急雇用ということで高齢労働者就

労促進というのがあります。これも前回にもありましたが、緊急雇用なので雇うのが目的で、

仕事の質については余り考えていないような答弁がありました。今回もそういうことなのかど

うか、具体的に緊急雇用として高齢者という方々にどういう内容の仕事、どういう質の内容の

仕事をあらかじめ考えてらっしゃるのか、その辺についてお尋ねをいたします。

0議長(吉村豊明君) 総合政策課長。

0総合政策課長(松本東E君 21ページの委託料の内容でございますが、町全体の大きな基本構

想、というのは来年度総合計画の中でつくっていくわけですが、ここで取り上げてる新しいとい

う意味は、既存の中で必要な具体的にちょっと詳しく設計と委託をお願いして固めてし、かなけ

ればならない事業というような趣旨でございます。

0議長(吉村豊明君) 健康・保険課長。

0健康・保険課長(阪本修一君 26ページの老人福祉費、委託料の144万4，000円の件でございま

すけども、この事業の目的なんですけども、これにつきましては町の地域包括支援センタ一、

それから町の社協、それから民生委員と連携をいたしまして福祉支援を必要とする人の在宅生

活やそれから悩み、それから介護の相談、それからひとり暮らしの高齢者等の安否確認、それ

から見守り、それから認知症サポーター活動を行う生活介護支援サボータ一等を約25名程度養

成をいたしまして、住みなれた地域で高齢者の在宅生活を支援をするシステムで、ございます。

事業内容なんですけども、先ほどちょっと申しましたけども、社協に委嘱しています地域サ

ポーターを核といたしまして国の補助要件を満たす生活介護支援サポーターを養成する事業を

同協議会に委託をすると、その事務関係、の費用でございます。
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以上でございます。

O議長(吉村豊明君) 商工振興課長。

0商工振興課長(平野誠也君) お尋ねのこれ緊急雇用対策ということで、事業内容についてはも

うご存じのとおりでございますけども、一応今回この補正に上げておりますのは追加というこ

とで事業を上げております。緊急雇用対策につきましては、現在これを含めますと 5事業ほど

やることになるわけですけども 一応ここの説明で書いておりますように、高齢労働者就労促

進、労務管理等の業務委託ということですが、現下の高齢化社会ではありますが、やはり就労

したいというご高齢の方はたくさんいらっしゃいます。そういうのを何とか就労させたいとい

うことが目的としてはあるわけなんですが、一応コーディネートをしていただこうと、まず高

齢の方で就労したい方は登録をしていただいて、その後高齢者の方を雇い入れていただけるよ

うな企業の調査等をやって、そういうのを確保した上で就労させたいというような考えでおり

ます。ただ、緊急雇用につきましては、もうご承知のとおり短期の事業でありますが、これが

引き続きできるような形になればいいなあというふうに考えてるところでございます。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) ページ31ページの子育て応援特別手当が19の負担金のところでありま

すが、先ほど説明では 3歳から 5歳、 1人当たり 3万6，000円ということでしたけれども、こ

の概要と町内の対象者ですね、あとこれ期限がどうなっているのかということが第 1点です。

それから、ページ43ページの款土木費の4公園管理費の中の節の13の委託料ですけれども、

これ600万円の委託料がありますが、実施設計等委託料が200万円、公園施設長寿命化計画策定

業務委託料が460万円で、先ほど公園調査、寿命を長くするのに調査をするということでした

けど、これはどういう内容でどういう業者が受け持たれるのか、その辺がもし状況がわかれ

ば、ちょっと説明をお願いしたいと思います。

それから、ページ44ページの工事請負費の節の15の公園整備工事ということで杉並木公園等

という説明がありましたけど、これが内容がちょっとつかめなかったので、すみません、その

3点についてお尋ねをします。

O議長(吉村豊明君) 福祉課長。

0福祉部審議員兼福祉課長(真鍋清也君) ページ31ページの目の子育て応援手当給付事業の具体

的な内容ということでございますが、先ほど財政課長のほうから若干説明申し上げましたけど

も、この子育て応援特別手当につきましては、平成21年4月10日に決定されました経済危機対

策の一環として国の平成21年度の第 1次補正に盛り込まれた事業で、あります。

まず、目的でありますが、現下の厳しい経済情勢を踏まえ、幼児教育期の負担に配慮する観

点から、これは平成21年度限りの措置として幼児教育期の子ども 1人当たり 3万6，000円を支

給するものであります。対象となる児童につきましては、平成21年度において小学校就学前3
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学年の児童であります。具体的には生年月日が平成15年4月 2日から平成18年4月 1日までの

児童であって、基準日において菊陽町に住民登録している方または菊陽町に外国人登録してい

る方のどちらかに該当する児童を対象といたします。支給対象者は、基準日において対象とな

る児童が属する世帯の世帯主であって菊陽町に住民登録している方または菊陽町に外国人登録

している方のどちらかに該当する方を対象といたします。ちなみに基準日につきましては平成

21年10月 1日が基準日となりますので、 1日以降に約 6カ月をかけて支給をしたいということ

で、菊陽町の対象者につきましては現在のところ1，355人を予定したところで予算をお願し、し

ておるところでございますけども、 10月1日が基準日でございますので、もう少し期間があり

ますので、確定数値については現在のところわかっておりませんけども、予算では1，355人と

いうことで想定をしております。

以上でございます。

0議長(吉村豊明君) 建設課長。

0建設課長(松村孝雄君 43ページの公園管理費の委託料についてご説明申し上げます。

実施設計等委託料200万円、公園施設長寿命化計画策定460万円、これに関連して15の工事請

負費も出てくるわけなんですけども、まず公園施設長寿命化計画460万円についてご説明申し

上げます。

内容につきましては、将来的には公園施設の老朽化に伴う維持管理費が増大するということ

で、将来について改築時におけるコスト低減を図ることを目的として、業務内容としましては

公園施設の設置状況の把握、点検実施体制の構築、修繕補修実施判断基準の設定、公園施設の

健全度の把握、点検頻度の設定、施設の改築計画の設定等の業務を委託するものでございま

す。一応この長寿命化計画を策定していないと、平成26年度以降において公園を改築したい、

国庫補助としてやりたいといっても、この計画を策定していないと採択にならないという条件

になっております。菊陽町に90の公園がございますけども、全公園を対象としております。業

者さんについては、測量設計の業者さんになるかと思います。

次の実施設計等委託料につきましては、早速この長寿命化計画策定を行いまして、杉並木公

園の園路の舗装の補修をやろうと考えておりますけども、それの実施設計を行うこととしてお

ります。これが200万円でございます。

次のページの工事請負費の3，140万円ですけども、このうち3，080万円につきましては、杉並

木公園の園路の補修の改築を行し、たいと思っております。これについては都市公園安全・安心

対策緊急総合支援事業が今年から創設されたということでございまして、これが単年度事業費

で3，000万円が補助対象となっておりますので、その国庫補助を利用して改築をやりたいと思

っております。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑はありませんか。

[ iなしJの声あり〕
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0議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これから討論を行し、ます。

討論はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第52号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。

しばらく休憩します。

............................................................................................................... 0 ............................................................................................ ............. 

休憩午前11時15分

再開午前11時28分

........................................................................................................... 0 --.......................................--------

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

----------------0 ----------------

日程第7 議案第 53号 平成21年度菊陽町土地取得特別会計補正予算(第 1号)について

O議長(吉村豊明君) 日程第 7、議案第53号平成21年度菊陽町土地取得特別会計補正予算(第 1

号)についてを議題といたします。

財政課長、内容の説明を求めます。

0財政課長(責取初雄君) それでは、議案第53号の平成21年度菊陽町土地取得特別会計補E予算

(第 1号)についてご説明申し上げます。

なお、詳細につきましては、ご質問に応じ担当課長等がお答えしますので、よろしくお願い

します。

まず、表紙をめくっていただき 1ページをお聞き願います。

町長の提案理由にありましたように、歳入歳出予算の補正は、第 1条で歳入歳出予算の総額

に歳入歳出それぞれ187万2，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2億

3， 986万1， 000円と定めております。

8ページをお聞き願し、ます。

歳入でございますが、款の 2繰入金、項の 1一般会計操入金、目の 1一般会計繰入金、節区

分の一般会計繰入金187万2，000円の増額は、管理に必要な額を補正したものでございます。

下の 9ページをごらんいただき歳出でございますが、款の 2諸支出金、項の 1財産取得費、

目の 3土地建物管理費187万2，000円の増額は、武蔵ケ正東ニュータウン土地区画整理事業地内

の(仮称)多目的グラウンド用地の整地後の管理に必要な経費を計上しておりますが、節区分

の12役務費40万円は、お願い事項を掲載いたします看板2カ所の経費を、節区分の18備品購入
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費135万円は物置き、散水機一式などを予定しております。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第53号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。

..............~.............--........................................-....... 0 ....................................................-.....-.....----

日程第 8 議案第 54号 平成21年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)につ

いて

O議長(吉村豊明君) 日程第 8、議案第54号平成21年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算

(第 1号)についてを議題といたします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) 議案第54号平成21年度菊陽町国民健康保険特別会計補正予算

(第 1号)について説明申し上げます。

予算書の 1ページをお聞きいただきたいと思います。

歳入歳出予算の補正についてですけども、第 1条、歳入歳出の予算の総額にそれぞれ

1，818万6，000円を追加し、歳入歳出の総額を29億4，293万8，000円と定めております。

今回の補正につきましては、歳入については国庫補助金及び前年度からの繰越金の補正を行

っております。また、歳出でございますけども、これにつきましては後期高齢者支援金及び老

人保健拠出金への補正増を行し、まして、不足分については予備費で、調整を行っておるとこでご

ざいます。

それでは、 8ページをお聞きいただきたいと思し、ます。

それでは、歳入の主な内容についてご説明を申し上げます。

款の 5の国庫支出金、項の 2の国庫補助金、目の4の介護従事者処遇改善臨時特例交付金、

節で同じでございますけども231万5，000円の補正増を行っております。

それから、目の 5で、出産育児一時金補助金で、30万円の補正増を行っております。
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それから、款の14繰越金で、その他操越金ということで1，557万1，000円の補正増を行ってお

ります。

次に、下のページなんですけども、歳出について説明を申し上げます。

款の 1の総務費、目の 1の一般管理費で49万2，000円の補正増を行っております。

それから、款の 2の保険給付費で目の 3の一般被保険者療養費で404万1， 000円の補正増を行

っております。

それから、次ページなんですけども、項の4の出産育児諸費、目の 1の出産育児一時金とい

うことで60万円の補正増を行っております。これは今年10月 1日から現在38万円の出産育児金

が4万円加算されるということで、その分の補正増を行っております。

それから、款の 3の後期高齢者支援金等で目の 3の後期高齢者支援金1，780万円の補正増を

行っております。これは平成21年度の高齢者支援金の確定通知によりまして補正増を行ってお

るところでございます。

下のページなんですけども、款の 5の老人保健拠出金、目の 1の老人保健医療拠出金で

840万2，000円の補正増を行っております。これも拠出金の確定通知によりまして補正増を行っ

たところでございます。

12ページをお聞きいただ、きたいと思います。

款の 6の介護納付金、目の 1の介護納付金ということで1.030万7.000円の補正減を行ってお

ります。これも確定通知により当初予算よりか額が減少したということでの補正減でございま

す。

次に、下のページなんですけども、款の14の予備費ということで349万7，000円の補正減を行

っております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行し、ます。

討論はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第54号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を原品、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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............................................................................................................ 0 .............--------..............----

日程第 9 議案第 55号 平成21年度菊陽町介護保険特別会計補正予算(第 1号)について

O議長(吉村豊明君) 日程第 9、議案第55号平成21年度菊陽町介護保険特別会計補正予算(第 1

号)についてを議題といたします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) 議案第55号平成21年度菊陽町介護保険特別会計補正予算(第 1

号)についてご説明を申し上げます。

予算書の 1ページをお聞きいただ、きたいと思います。

歳入歳出の補正についてですけども、第 1条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ3，364万

4，000円を追加し、歳入歳出の総額を16億7，980万3，000円と定めております。

今回の補正の主な内容についてでございますけども、歳入につきましては国及び支払基金の

収入の補正増及び平成20年度からの繰越金の補正増を行っております。

それから、地域支援事業費の一部を補助対象事業費へ予算を組み替えを行い、国、それから

支払基金、県からの補助金を増額を行っております。それから 一般会計からの繰入金の減額

でございます。

続きまして、歳出についてですけども、国、県等への返還金及び地域支援事業費の一部につ

いて予算の組み替え及び基金積み立て等により補正の増減を行っております。

一応 8ページをお聞きいただきたいと思います。

それでは、歳入の主な内容についてご説明を申し上げます。

款の4の国庫支出金、目の 2の地域支援事業交付金ということで、現年度分151万3，000円の

補正増を行っております。それから、節の 2の過年度分の収入ということで精算でご、ざ、います

けども43万5，000円の補正増を行っております。

それから、款の 5の支払基金交付金、目の 1の介護給付費交付金でございますけども、これ

は介護予防事業でございますけども、節の 2の過年度分で105万2，000円の補正増を行っており

ます。

それから、目の 2の地域支援事業交付金、現年度分で181万5，000円の補正増を行っておりま

す。それから、節の 2で過年度収入分で精算ですけども54万1， 000円の補正増を行っておりま

す。

それから、款の 6の県支出金、目の 1の地域支援事業交付金ということで、現年度分75万

6，000円の補正増を行っております。それから、節 2で過年度収入分、これも精算ですけども

21万7，000円の補正増を行っております。

次に、下のページなんですけども、款の 9の繰入金ですけども、繰入金全体では597万

5，000円の補正減を行っております。内容については、目の 1から 5まで説明欄のとおりでの

補正の増減を行っておるところでございます。

次に、款の10の繰越金、目の 1の繰越金ということで3，329万円の補正増を行っておりま
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す。

10ページをお願いいたします。

続きまして、歳出の主なものについて説明を申し上げます。

款の 1の総務費、一般管理費で924万8，000円の補正増を行っております。主なものは、 23節

の償還金で過年度分、前年度分の返還金で、実績より超過分を返還するものでございます。

それから、款の 2の保険給付費、目の 1の介護サービス等諸費でございますけども、ここに

つきましては補正額はOですけども、財源の入れかえを行ってるところでございます。

それから、下のページをごらんいただ、きたいと思います。

款の 4の地域支援事業費、目の 1の介護予防特定高齢者施設事業719万円の補正増を行って

おります。補正の主な内容は人件費関係、で、ございます。

それから、 12ページをお願いいたします。

項の 2の特定包括的支援事業 2事業でございますけども、項の 2の地域支援事業費、それか

ら任意事業費、それからその下の項の 3の特定事業費につきましては、補正の増減を行っては

いませんけれども、予算の組み替えでございます。

それから、下のページでございますけども、款の 5の基金積立金、目の 1の介護給付費準備

基金積立金1，627万9，000円の補正増を行っております。

それから、款の 8の諸支出金、目の 1の第 1号被保険者保険料還付金ということで87万

7，000円の補正増でございます。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

( rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

( rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

議案第55号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を房長し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。

---.............................................................................................. 0 ............................................................................................ .............. 

日程第 10 議案第 56号 平成 21年度菊陽町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1号)

について
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0議長(吉村豊明君) 日程第10、議案第56号平成21年度菊陽町後期高齢者医療特別会計補正予算

(第 1号)についてを議題といたします。

健康・保険課長、内容の説明を求めます。

0健康・保険課長(阪本修一君) 議案第56号平成21年度菊陽町後期高齢者医療特別会計補正予算

(第 1号)について説明を申し上げます。

予算書の 1ページをお聞きいただきたいと思います。

歳入歳出予算の補正についてですけども、第 1条で歳入歳出予算の総額にそれぞれ574万

5，000円を追加し、歳入歳出予算総額を 2億4，586万7，000円と定めております。

今回の補正につきましては、歳入でございますけども、繰越金の補正増を行いまして、歳出

については広域連合への納付金の補正増によりまして予算の調製を行っております。

それでは、 8ページをお聞きいただきたいと思います。

歳入についてですけども、款の 4の繰入金、目の 1の事務費繰入金ということで81万

1，000円の補正減を行っております。

それから、款の 5の繰越金ということで655万6，000円の補正増を行っております。

下のページなんですけども、歳出でございます。款の 1の総務費11万7，000円の補正増、そ

れから款の 2の後期高齢者医療広域連合納付金でございますけども562万8，000円の補正増を行

っております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行し、ます。

討論はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

議案第56号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。

................................................................................................................ 0 ............................................................................................... .............. 

日程第 11 議案第 57号 平成 21年度菊陽町下水道特別会計補正予算(第 1号)について

O議長(吉村豊明君) 日程第11、議案第57号平成21年度菊陽町下水道特別会計補正予算(第 1

号)についてを議題といたします。
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下水道課長、内容の説明を求めます。

O下水道課長(山崎謙三君) それでは、議案第57号平成21年度菊陽町下水道特別会計補正予算

(第 1号)についてご説明申し上げます。

予算書の 1ページ目をお聞きいただきたいと思います。

最初に、歳入歳出予算についてでございます。第 1条で歳入歳出予算の総額にそれぞ、れ

377万2，000円を追加し、歳入歳出の総額を18億2，955万6，000円と定めております。

第 2条で、債務負担行為については第 2表債務負担行為によると定めております。また、第

3条で地方債の変更を第 3表の地方債補正で計上しているところでございます。

4ページをお開き願し、ます。

第 2表の債務負担行為でございますが、企業会計に移行に係る資産整理業務委託料について

期間を平成22年度から平成23年度までとし、限度額を1，100万円としております。

5ページをごらんください。

第 3表地方債の補正で限度額のみの調整を行っております。流域下水道事業負担金が減額に

なりましたことから、 660万円を減額し限度額を4億3，620万円としております。

10ページをお聞き願し、ます。

まず、歳入でございますが、款の 1使用料及び手数料、目の 1下水道使用料、節の 1現年度

分をし 000万円増額し 6億2，826万1，000円としておりますが、これは処理人口の増加分を考慮

して増額としております。

次に、款の 5繰入金、目の 1一般会計繰入金、節の 1一般会計繰入金を1，318万3，000円減額

し4億4，667万円としておりますが、これは使用料の増額と繰越金の決定により一般会計から

の繰入金を減額したものでございます。

次に、款の 6繰越金、自の 1繰越金、節の 1繰越金を1，355万5，000円増額し3，064万円とし

ておりますが、平成20年度からの繰越金が決定しましたので補正するものでございます。

次に、款の 8町債、目の 1土木債、節の 1土木債の660万円の減額でございますが、これは

先ほどご説明しましたとおり流域下水道事業負担金の減額によります補正でございます。

11ページをごらんください。

歳出でございますが、人件費につきましては職員の人事異動による組み替えでございますの

で、説明を省略させていただきます。

款の 2維持費、目の 1公共下水道維持管理費、節の11需用費100万円の増額は修繕費でござ

いまして、マンホール周辺の舗装費で、ございます。節の13委託料は増減はございませんが、水

質調査業務委託料の入札残を管路等の補修業務委託料に組み替えたものでございます。次に、

節の19負担金補助及び交付金の1，081万7，000円の増額でございますが、熊本北部流域下水道維

持管理負担金でございます。歳入の内訳でもご説明しましたが、北部流域下水道への流入量が

当初の予想より多くなりましたので、増額になっております。

次に、目の 3セミコンテクノパーク下水道維持管理費、節の23償還金、利子及び割引料の
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71万1，000円の減でございますが、 20年度の精算確定によるものでございます。

次に、款の 3事業費、目の 1流域下水道事業費、節の19負担金補助及び交付金の658万

6，000円の減でございますが、流域下水道処理場建設負担金の今年度負担分の確定による減で

ございます。

次に、目の 2流域関連公共下水道事業費、節の 9旅費 8万円は、構造検査用の旅費でござい

ます。次に、節目の需用費450万円の減でございます。これは消耗品でございますが、これを

減額しまして委託料などに回しております。節12の役務費の20万円でございますが、これは節

目の委託料、 17の公有財産購入費にも関連しますけれども、辛川地区の汚水管を布設する際に

一部民地に管が通りますため用地買収が必要になります。その際の不動産鑑定料になります。

節目の委託料60万円は、先ほどの用地買収に伴います登記委託料でございます。実施設計等委

託料154万2，000円の減額は入札残でございます。下水道現場技術業務委託料の504万円につき

ましては、昨年6月の補正でも計上しましたが、事業費に対しまして課の職員が不足しており

ますので、設計、積算、現場管理ができます専門的な技術を擁する技術員を 1名雇用する予定

でございます。次に、節14の使用料及び賃借料の 3万8，000円の減額でございますが、これは

入札残でございます。次に、節目の工事請負費は215万円の増額になりますが、汚水工事改築

更新工事の入札残と節22補償補填及び賠償金の地下埋設物の移設補償費の不用分を整理しまし

て増額しております。節17の公有財産購入費は、先ほどご説明しました辛川地区の用地買収費

でございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し 1ます。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

議案第57号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。

~............，......"，.".............................................-- 0 ----------------

日程第 12 議案第 58号 町道路線の認定について

0議長(吉村豊明君) 日程第12、議案第58号町道路線の認定についてを議題といたします。
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建設課長、内容の説明を求めます。

0建設課長(松村孝雄君) それでは 議案第58号町道路線の認定についてご説明申し上げます。

道路法第8条第 1項の規定によりまして町道路線を認定するため、同法第8条第 2項の規定

により議会の議決を求めるものでございます。

1ページを、表紙をめくっていただきます。今回ご承認をいただきたいのは、下原29号線、

杉並台団地13号線及び新山21号線の 3路線でございます。内容につきましては参考資料の位置

図によってご説明申し上げます。

参考資料をお聞き願います。

まず、下原29号線は JA菊陽中央支所南側で、開発行為によって設置されたものでございま

す。

次のページをお聞きください。

杉並台団地13号線でございますが、合志市境になりますが、これも開発行為によって設置さ

れたものでございます。

次のページをお聞き願し、ます。

新山21号線でございます。この路線につきましでも、開発行為によって設置されたものでご

ざいます。

以上、 3路線の町道認定について議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いし

ます。

0議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

議案第58号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会します。

"""""--'.......................................................................................... 0 ............................................................................................. ............. 

散会午前11時53分
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第3回菊陽町議会9月定例会会議録

平成21年 9月30日(水)再開

(第 10 日)

菊陽町議会
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1.議事日程(7日目)

(平成21年第 3回菊陽町議会 9月定例会)

平成21年 9月30日

午前 10時 開 議

於 議 場

日程第 1 委員長報告(付託案件) ・質疑・討論・表決

日程第 2 発議第 3号 地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書(案)について

日程第 3 発議第4号 協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書(案)に

ついて

日程第4 議員派遣について

日程第5 常任委員会の閉会中の特定事件(所管事務)調査について

日程第 6 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について

追加日程

日程第 1 議案第61号 工事請負契約の変更について

日程第 2 発議第 5号 教育予算の拡充を求める意見書(案)について

日程第 3 発議第 6号 医師・看護師の大幅増員と独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院・

菊池病院の存続・拡充に関する意見書(案)について

2. 出席議員は次のとおりである。

1番 坂本秀則君 2番 北山正樹君

3番 石原武義君 4番 甲斐栄治君

5番 一之ι .. ・ 和 長君 6番 岩下和高君

7番 佐藤竜巳君 8番 大塚 昇君

9番 福島知雄君 10番 川俣 鍛也 君

11番 吉本 堅君 12番 小林久美子君

13番 酒井良 君 14番 上田茂政君

16番 鍋島有志男君 17番 永 野輝 全君

18番 吉村豊明君

3. 欠席議員は次のとおりである。

15番 梅 田 清 明 君

4. 会議録署名議員

8番 大塚 昇君 9番 福島知雄君

5. 地方自治法第121条により説明のため出席した者の職氏名

町 長 後藤三雄君 教育委員長 三 島 誠 君

教 育 長 赤峰洋次君 教育次長 田 中真治君

総務部長 宮本義次君 福祉生活部長 大川育男君
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産業建設部長 服部貞夫君 会計計管理者兼
会 課長

大 野秀 治君

総務総部務審課議員
兼長

吉岡典次君 総合政策課長 松本東 E 君

財政課長 賓取初雄君 税務課長 慶野豊徳、君

人権教育・
渡 遺 幸 伸 君 福祉福部祉審課議員 員鍋清也君

啓発課長 兼長

健康・保険課長 阪本修 君 環境生活課長 吉野 邦宏 君

町民課長 堀 川 正 信 君 武蔵ケ丘支所長 村田保孝君

農政課長 荒木 雄君 建設課長 松村孝雄君

都市計画課長 坂本恭 君 下水道課長 山崎謙三君

商工振興課長 平野誠也君 総兼庶務務課法長制補係佐長 服部誠也君

教図育書審議館員兼長 帆保 勇君 教育務審議員兼
学 課長

大山 晃君

中央公民館長 堀川俊幸君 生涯学習課長 佐藤清孝君

農業委員会事務局長 志 垣 敏 夫 君

6. 職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名

議会事務局長 阪本健治君

三<=主ヨ 記 山川真喜子君
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......................，......"".............，......""........................，..."，.... 0 ，......""..，......""..，...................................-............................... 

開 議午前10時 O分

O議長(吉村豊明君) おはようございます。

本日は梅田清明君から欠席の届けが出されております。

これより本日の会議を聞きます。

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりです。

，......""..，......""....-.........--...................-...........-...........-......... 0 ........................-.................................-...........-......... ........... 

日程第 1 委員長報告(付託案件) ・質疑・討論・表決

O議長(吉村豊明君) 日程第 1、委員長報告を行し、ます。

各委員会に付託審議をお願いいたしました案件につきまして、審議の経過と結果を各委員長

において一括して報告を求めます。

順序は、総務常任委員会、文教厚生常任委員会、産業建設常任委員会の順といたします。

まず初めに、総務常任委員長大塚昇君、付託案件についての報告を求めます。

0総務常任委員長(大塚 昇君) 皆さんおはようございます。総務常任委員会の審議の経過と結

果について報告をいたします。

総務常任委員会に今回付託されました付議事項は、認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳

入歳出決算のうち総務常任委員会に属する事項の認定について、認定第2号平成20年度菊陽町

土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第 7号平成20年度菊陽町住宅新築資金等

貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について、請願第 1号境の松区公民館及び広場用地購入

に関する請願については今回は取り下げがありましたので、 3議案が付託されました。

9月18日、 24日の 2日間にわたり、各担当課長及び係長等から詳細な説明を受け、質疑応答

等を行い、慎重に審議いたしました。

なお、平成20年度土地取得特別会計の中で、用地先行取得事業としての武蔵ケ丘東ニュータ

ウン土地区画整理事業地内の多目的グラウンド用地及び複合総合施設用地約 3万5，000平方メ

ートルの現地調査を行い、各担当課より説明を受けました。

審議の経過につきましては、要点を記録した資料を配付されておりますので、その中の主な

ものだけを各課二、三点を報告いたします。

それでは最初に、西部町民センターの歳入歳出について、委員より、委託料について、業者

はどこか、またその選定方法はという質問に、所長より、見積徴収にて選定しているとのこと

でした。

また、その業者は毎年同じかという質問に、現在は同じであるとの答弁でした。

それから、ぜひ地元の業者をお願いしたいという意見も出されております。

次に、児童館の歳入歳出についてです。

委員より、児童厚生指導員とはどのような役割かという質問に、所長より、児童館の企画や

児童館での業務、行事での作成準備などを行っているという答えでありました。
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次に、三里木町民センターを行います。

消防設備点検は業者か消防署か、また常設の消防署があるのだからそちらにお願いはできな

し、かという質問に、総務課長より、これは法定の点検であり、事業所による点検となってい

る。消防署は点検後の査察を行うという答弁でありました。

次に、男女共同参画社会推進の件につきまして、行動計画作成について、業者に委託しない

といけないのか、自分たちで作成すべきではなし、かという質問に、所長より、町としては初め

て計画策定するものであり、男女共同参画は全庁的な業務であるが、各課全部の取り組みを把

握するのは困難であり、業者委託を行っているとのことでありました。

次に、東部町民センターです。

委員より、隣保館とは何かという質問に、人権教育・啓発課長より、人権問題、特に同和問

題を解決するため国からの補助で建てられた施設、隣保館から現在の東部町民センターへ名称

が変わってきているとの答えでありました。

次、人権教育・啓発課の一般会計についてであります。

委員より、報{賞金の支出で400万円となっているが、どのような方に対する支出なのか。答

えとしまして、人権教育啓発課長より、教育集会所で千Tっている小・中学生の学習会での先生

に対するもので、たまには外部からの講師に対するものもあるという答弁でありました。

次に、人権教育・啓発課の特別会計としまして、平成20年度住宅新築資金等貸付事業特別会

計についての審議でございます。

委員から、滞納繰り越しの2，800万円は一般会計の中で、やっていくということかという質問

に、課長より、そうです、平成20年度末で廃止ということで、一般会計の中で、やっていくとい

うことでありました。

次に、総務課に移ります。

委員から、不正経理についてはどうなっているか、またその調査はという質問に、課長よ

り、本町においては、平成18年度に職員を処分しており、これ以前についてはこのとき調査し

ている。これ以降の平成19、20年度を調査中である。平成19年度は調査が終わり、現在平成

20年度分を調査しているとのことでありました。

次に、総務課の中の消防費について、委員より、団員報酬は年間幾らかという質問に、係長

より、年報酬は2万円という答弁でありました。

また、委員から、旧来の部落には消防団があるが、新興住宅地にはない。アンバランスがあ

るが、不満は出ていないかという質問に、係長より、団員に頑張っていただいている。今のと

ころ不満は直接聞いてないという答弁でありました。

次に、総合政策課に移ります。

質問としまして、わがまちづくり支援事業補助金が北地区に偏っているというのはなぜかと

いう質問に、行政改革推進係長より、地域を限っているわけではない。 3月に区長会で説明

し、募集を行う。 20年度は入道水、柳水、光の森地区の 3地区で申請があっているという答え
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でありました。

次に、総合政策課の中の土地取得特別会計歳入歳出決算の中の政策面での質問であります。

委員から、多目的グラウンドにベンチ、 トイレ設置の要望があるがという質問に、課長よ

り、ベンチについては寄附等のベンチを考えている。 トイレについては前向きにただいま検討

しているとの答弁でありました。

次、 9月24日、 2日目の審議に入ります。

最初に、税務課の歳入についてであります。

委員から、滞納処分を強化されて徴収率が向上しているが、生活困窮世帯等への対応はどう

されているのかという質問に、係長より、通常の財産調査で財産が発見できない場合、家宅捜

索等を実施して財産調査を行い、最低生活保障を検討しながら滞納処分の執行停止等実施して

いるとのことでありました。

次に、歳出についてですが、委員より、還付金の内訳はという質問に、係長から、大きな原

因は、国の財源移譲、所得変動に伴う個人への還付金約2，500万円ほか法人町民税の還付がほ

とんどであるとの答弁でありました。

次に、財政課に入ります。

委員から、借り入れについて、高い利息、のものは他のところから借りてでも返したほうがよ

いのではないかなど、経費を抑える努力をすべきであるとしづ質問に対しまして、課長より、

町としても操上償還して返したいというのはやまやまだが、国等も長期財政計画に沿って菊陽

町に貸しているものなので、利子も含んだところで返済が見込まれており、自由にならないと

ころがある。もう一つは、補償金免除の繰上償還があるが、財政力指数が低い市町村に限られ

ているなどの事情があるという答弁でありました。

次に、土地取得特別会計歳入歳出の財政面での審議に入ります。

学校建設基金があるが、これは耐震の事業に使えないのかという質問に対しまして、課長よ

り、学校建設基金の処分としては、学校の建設またはその他町長が必要あると認めるときと定

めであり、学校の耐震についても基金の目的の範囲で活用することができるものと認識してい

るとの答弁でありました。

次に、委員より、借入金の利子は高く、預入金(基金)の利子は低い。そこで、地方債に頼

らずに基金を活用すべきと考えるがし、かがかという質問に、課長より、地方債残高を抑えるよ

うに努めていることを基本とし、各年度の予算編成における財源の確保、世代間の負担の調整

等の点を踏まえ、有効な財源確保手段として地方債を活用していきたい。

なお、普通会計地方債残高約120億円のうち臨時財政対策債が約25億円を占めている点は、

今後気になっているところであるという答弁でありました。

次に、会計課ですが、平成20年度一般会計、特別会計の当初予算約166億5，900万円のほとん

どの窓口で、あったかと思いますけれども、特に質疑等はありませんでした。

最後に、議会事務局ですが、これも主に申し上げるところはありませんでした。
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以上が審査の主な経過でございます。

なお、付託されました 3議案につきまして、予算の執行が適正にかっ効率的に運用されてい

るか、またその成果が出ているか等を慎重に審議した後、採決を行し、ました結果、認定第 1号

平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算のうち総務常任委員会に属する事項の認定について

は、賛成多数により認定と決しました。

認定第2号平成20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定については、全員賛成に

より認定と決しました。

次に、認定第 7号平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついては、賛成多数により認定と決しました。

これで総務常任委員会に付託されました案件についての審査の経過と結果の報告を終わりま

す。議員各位のご賛同をよろしくお願し、をいたします。

なお、質疑については自席にてお伺いいたします。

0議長(吉村豊明君) 総務常任委員長の報告を終わります。

これより各案件ごとに質疑、討論、採決を行し、ます。

なお、認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定については、各委員会に関

連しておりますので、各委員長の報告が終わってから質疑、討論、採決を行います。

まず初めに、認定第2号平成20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について質

疑を行います。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。

討論ありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これより採決を行し、ます。

認定第2号平成20年度菊陽町土地取得特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算に対

する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、認定第 2号は認定することに決定いたしまし

た。

次に、認定第7号平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて質疑を行います。

質疑はありませんか。
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[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 認定第 7号平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について反対討論を行し、ます。

この事業については、もう皆さんもご案内のとおり、同和対策事業として、対象地区の住宅

環境等の改善を図るため、昭和54年から平成4年までに町が私たちが払っています税金から貸

し付けた資金の回収に努める、そのための特別会計でした。それで、この特別会計は、法の失

効とかもありますけれども、平成20年度末で特別会計は廃止をされました。

私は、今回この廃止をされて、今後貸付金の回収については、一般会計の中で償還意識を促

し、滞納金処理に努力しますというふうにありますけれども、これは非常に今の取り組みでは

改善できなし、かとしづ懸念を持っています。といいますのは、一方で、今総務委員長の報告に

もありましたように、私たちがもし生活が困窮してて税金を滞納しますと、今は非常に厳しく

なって、徴収のチームがつくられ、通常の財産調査で財産が発見できない場合は、家宅捜索等

を実施して財産調査を行い、もちろん最低生活保障は検討しながらとは言っていますが、滞納

処分が実施されます。私の知ってる方でも、もう既に通帳から生活費が引き落とされたという

こともあります。これは、今後慎重に、面接も行って十分対応するという一方で、取るほうは

そういう状況でした。

この住宅貸付資金というのは、同和事業の改善、住宅の改善のために町がお金を貸した分で

す。それなのに、この間、私は15年目になりますけれども、毎年この問題についてはもっと対

応が必要ではないかっていうのを再三議会の中で取り上げてまいりました。ほとんど改善が、

どういうふうに町が対応されてきたのかというのに疑問を感じています。

平成16年度の、本当は10年間の状況を見ると、よりもっとリアルにわかると思うんですが、

平成16年度の要するに滞納分、この滞納未済額が3，415万円、平成17年度が3，363万円、平成

18年度が3，325万円、平成19年度に2，888万円あります。 20年度、この特別会計も廃止をされる

というのに、 19年度から20年度に幾ら改善されたかといいましでも、 19年度が2，888万

9，520円、 20年度が2，844万9，635円ですので、 43万9，855円しか改善をされていません。となり

ますと、この滞納、いわゆる焦げつきと言われでも仕方がないこのお金が、今後一般会計の中

で町が運用していくということになりますけれども、今でさえも特別会計をこれだけ取り上げ

て、今まで取り組んできたにもかかわらず、わずか四、五十万円しか返しができてない、これ

は税金を払わないといけない人が払つてない問題とは違って、お金を借り入れしている人が、

財産があるにもかかわらず返してないお金ですので、行革、行革とこれだけ言うのであれば、

こういうところはきちんと対応した上で、一般会計への繰り入れを行うなり、そういう対応が
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必要にもかかわらず、それを怠っていると言わざるを得ない問題だと考えますので、反対討論

とします。

以上です。

0議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

永野輝全君。

017番(永野輝全君) 議案第7号の平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳

出決算の認定について賛成の立場で討論し、たします。

今小林議員、るる指摘されましたけれども、本案件は平成21年度から一般会計に移行すると

いうことで、最後の特別会計決算であるわけですが、これまでに示されておりましたように、

やはり法が停止になったということを境に、これまで調査を進めた結果、一般会計法に移行す

るに当たって、引き続き差別要件は解消できない部分が大きいということで、各市町村、県、

市町村で取り組みを促しておりました。そういうことを受けて、基本法が、県の基本法、町の

基本法が制定されて進められてきているところであります。

一般会計のほうでも同様なことで指摘がありますけれども、そういうことを受けて、町は引

き続き予算を施して対応をしていくということの一環としてこの住宅資金も位置づけられてい

るというふうに理解しております。

確かに滞納があるわけですが、報告もございましたように、その都度家庭訪問や、あるいは

滞納者への連絡を進めていきながら取り組みをされております。それでもなおかつ厳しい状況

にあるという報告のようでございますので、さらなる努力をお願いし、今後の取り組みを進め

ていっていくべきだというふうに思います。

そういうことの観点で、本案件に賛成するものでございます。よろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

[ ["なしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに討論なしと認めます。

これより採決を行います。

認定第 7号平成20年度菊陽町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり

認定することに賛成の方は挙手願います。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 賛成多数です。したがって、認定第7号は認定することに決定いたしまし

た。

次に、文教厚生常任委員長川俣銭血君、付託案件についての報告を求めます。

0文教厚生常任委員長(川俣鍔也君) おはようございます。文教厚生常任委員会からの報告をい

たします。

今回文教厚生常任委員会に付託されました案件は、認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳
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入歳出決算のうち文教厚生常任委員会に属する事項の認定について、認定第 3号平成20年度菊

陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第4号平成20年度菊陽町老人保

健特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について、認定第 6号平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、それから請願が 3件、請願第 2号教育予算の拡充を求める意見書の採択に関

する請願について、請願第3号医師・看護師の大幅増員と独立行政法人国立病院機構熊本再春

荘病院・菊池病院の存続・拡充を求める請願について、請願第4号菊陽町公立保育所の民営化

計画を見直し保育内容の充実を求める請願について、 8議案が付託をされました。

9月18日、 24日、 25日の 3日間、各担当課長及び係長から詳細の説明を受け、請願に関しま

しては、紹介議員であります上回議員からは詳しい説明書を、甲斐議員、小林議員からは直接

委員会に来ていただいて説明を受け、質疑応答を行い、慎重に審議をいたしました。

なお、この委員会付託、この期間について、 24日は一日かけて公立保育園 8園、それと私立

のキャロット保育園、 9園を現地調査をし、園長に公立保育園の現状並びに私立保育園の実態

調査を行いました。

審議の経過については、要点の内容が資料配付されておりますので、その中で主なものだけ

を報告をいたします。

いろいろ順不同になりますけど、皆さん方にお配りをした資料に沿ってご報告をいたしま

す。

まず、図書館。

ホールの使用期限について、 1カ月前までとしている部分について見直しをお願し、をしてい

たけども、その経過はどうなっているかという質問に対して、館長から、現在のところ、条例

等の改正までは行わず、ただし書き部分の運用で行いたいと考えていると。期間については、

15日前や20日前で検討しているが、催しの内容によっても異なると思われる。ふるさと創生事

業による技術陣の育成にも 1年ほど時間を要すると思われるので、もう少し検討の時間をいた

だきたいという答えで、委員から、その養成機関が 1年というのはし、かにも遅過ぎゃしないか

と、もうちょっと短期間で養成をしてほしいとしづ要望がありました。

それから、職員配置について、図書館の臨時職員には、自ら各地の研修に参加し、自己研さ

んに努めるなど優秀な人材がいると聞く。専門家を育てていくことなどは考えていなし1かとい

う質問に対して、図書館の司書職員は大変意識が高く、頑張っていると。人材確保という観点

からも、専門家として育てていくことを考えなければならないという答えがありました。

次、生涯学習課。

委員から、全国大会出場等の補助金の対象はスポーツ大会だけなのかという質問に対して、

課長からは、現在のところスポーツだけだと。

今回菊陽中部小学校の合唱団が全国大会に行くけども、そこらあたりの補助はないのかとい

う質問に対して、今回は学校予算で補正し、今後対応を考えていくと。文化の部分について
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も、全国大会等出場補助要綱の整備をしていく予定であるとしづ答弁でした。

次に、体育施設費の町民総合運動場管理業務委託料について、どこが請け負っておるかとい

う質問に対して、課長から、逓供産業ということでした。

結構予算的に使うもんですから、グラウンドの管理であれば地元の業者もいるし、これだけ

の経費を課の見積もりで、決めたのか。もっと厳正に入札をして、もっと安くできると思うし、

地元業者の育成にもなるので検討してほしいという強し、要望が出ております。

次に、中央公民館。

耐震の結果はどうだったか、また中央公民館も相当古いため、施設の建てかえの計画がある

かという質問に対して、館長から、建てかえの計画はないと。施設の補修について、平成22年

度で耐震補強工事にあわせて、その他悪いところも工事を計画をしていきたいという答弁であ

りました。

南部町民センター。

昨年は盛大に鼻ぐり井手築造400年祭が開催され、南校区の活性化に向け事業に取り組んで

おられるわけだが、今後はどのように考えているかという質問に対して、矢野所長が、今年度

も鼻ぐり井手実行委員会を立ち上げ、鼻ぐり井手祭に向け進めていると。昨年並みの催しを計

画中で、地域とともに盛り上げる必要がある。昨年は、鼻ぐり祭後の井手視察ということで約

7，000人の来場があり、 4月から 8月まで、 1，400人の視察が県内外から来訪されていると。そ

の対応に当たっているのがボランティアガイドで、センターで鼻ぐりのDVDを見ていただ

き、現地で説明をしている。現在、現地にトイレ、物産館等がないので、加工開発した鼻ぐり

菓子類、季節野菜類は販売できない状態であると。今後は整備した中で、販売が可能になると

思うということでした。

次、北小の隣にありますふれあいの森研修センター、ここでは特別質問はありませんでした

が、ふれあいの森研修センターは、今正職員が 1名、臨時職員 2名、それとキャンプ場があり

ますので、社会教育指導員が 1名、計4名で運営をしとるということでした。

次、学務課。

学務課は、いろんな学用品の予算執行というのがかなりいろいろ多岐にわたって多いもので

すから、それに関連して委員から、備品購入の際の見積もりの取り方はどうしているかと。何

社に見積もりをとっているか。できるだけ効率よく、同じものなら安いものを購入して節約を

したらどうかという質問に対して、 3社見積もりを行って購入をしていると。

また、委員から、役所のほうも実勢価格をもうちょっと十分把握をすべきじゃなし、かという

希望がありました。

それと、臨時職員の司書補等の夏休みの任用はどうなっているか、継続的な任用ができてい

るかという質問、それとスポーツ振興センタ一保険負担金はPTA保険とダブることはないの

か、また支払いの流れはどうなっているかという質問に対して、司書補等の任用については、

1学期でーたん任用を切り、 2学期に改めて任用」、引き続き任用していると。 PTA保険は
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個人単位で加入するもので、スポーツ振興センター共済は全国的に加入するものであり、義務

的なものであると。支払いについては、ーたん本人が負担をして医療機関に支払った後、手続

を経て本人口座に振り込まれると、そういう資金の流れになっているとしづ答弁でした。

次、武蔵ケ丘支所。

委員から、年間の来庁者数は何人ぐらいいるかという質問に対して、支所長の答えは、手数

料ベースで 1万5，560件、それ以外を含めると、大体年間 2万人ぐらいが支所を利用している

ということでした。

次、町民課。

委員から、町の顔であります 1階の庁舎内、特に 1階の見通しが非常に悪いと。キャビネッ

ト等を整理して、どうにか明るくできなし、かという質問がありました。私も非常に暗いと思い

ます。答えは、書類やキャビネット等の整理に努めると。これは整理に努めるの確認をしたい

と思います。

町民課の時間外手当が他の部署と比べて少ないと思われるが、仕事はできているのかという

質問に対して、毎月第 1・第3水曜日の 2回、夜の 7時まで窓口延長を実施しているが、時差

出勤で対応していると。そういうことで時間外が少ないと。効率よくやっているという意味で

しょう。

次、環境生活課。

狂犬病予防でお金が出ているが、実際の菊陽町にいる犬の頭数は、それと予防措置をとらな

い犬、そこらあたりの分析はできているかという質問に、課長のほうから、現在2，123頭が登

録をされ、平成20年度は1，705頭に予防注射を実施し、約80%の実施率になっているというこ

とでした。

また、委員から、野良犬、野良猫の捕獲、退治についての現状はどうかという質問に対し

て、現在は原水地域のほうで頻繁に見られるような状況になっていると。昨年の捕獲頭数が、

50頭ぐらいの犬を捕獲していると。牛舎等生き物がいるところに集まってくるような状態であ

り、昨年は、ソニーの入り口の南側に牧場があるが、その子牛が襲われたと。そこには危険な

群れが玉、六頭いて、何とかその群れは、危険なものも含めて捕獲していると。それでも、や

はりイタチご、っこで、なかなか完全に捕獲ということにはならないとしづ状態ということでし

た。

次に、福祉課に行きます。

福祉課の審議に入る前に、町長のほうから、今回の保育所民営化についての議案提出を見送

った理由の説明がありました。そういうことで、後で請願が出ておりますので、そのときに報

告をしたいと思います。

福祉課で、地域活動支援センター及び相談支援事業の委託先の基準はし、かがになっているか

としづ質問に対して、課長のほうから、障がい者施設で、実績等を勘案し、選定している。委

託料は主に人件費に充てられるが、障害者自立支援法は、基本的に国が示した事業を自治体が
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行うものであるため、園、県がそれぞれ 2分の l、4分の 1の費用負担を行う。ちなみに、地

域活動支援センターを菊陽病院、相談支援事業を菊陽病院と菊陽学園に委託をしているという

ことでした。

それから、保育所入所者負担金、現年度、過年度を含めての未済額の理由はという質問に対

して、現年度及び過年度未済額については、母子家庭や失職に伴う生活困窮により支払いが困

難である世帯が多いと o

また、私立国における園児 1人に係る経費は幾らかという質問に対して、今現在菊陽町では

1つの私立保育園がありますが、キャロット園が、 111名に対して 1億2，000万円の補助金を払

っていると。 1人当たり 107万1，000円であると。なお、国、県がそれぞれ 2分の 1、4分の 1

の費用負担を行うので、大体 1園に対して三千四、五百万円の財源の持ち出しになっていると

いうことでした。

次、健康・保険課。

10月から始まる検診の無料クーポン券はいつから配布になるかという質問に対して、村田補

佐のほうから、無料の対象は、子宮がん検診と乳がん検診になると。また、無料クーポン券の

配布については、既に 9月上旬に送付をしていると。

それから、子ども医療費扶助はどんな内容かという質問に対して、対象者はゼロ歳から12歳

まで、医療機関を受診した際の一部負担金、保険適用分の全額が助成の対象となるということ

でした。

この健康・保険課の中で付託をされた菊陽町国民健康保険特別会計、それと認定第4号の老

人保健特別会計、それから認定第 5号の菊陽町介護保険特別会計、これについては特別に報告

するような内容のものはありません。

次は請願に移ります。

まず、教育予算の拡充を求める意見書の採択に対する請願。

これは、趣旨は、教育予算の拡充を求める意見書を採択し、国及び関係省庁に提出していた

だくように請願をしますということで、内容的にこれは初めての請願事項ではありません。も

う三、四回これについては請願が出て、そのときにも議論をされて、これについてはこの説

明、皆さん方にもお配りしとる資料説明で、質疑は出ませんでしたので、一応そういうことで

検討をしました。

それから 2番目、甲斐柴治議員から出ている請願、医師・看護師の大幅増員と独立行政法人

国立病院機構熊本再春荘病院・菊池病院の存続・拡充を求める請願について、これも皆さん方

にお配りをしとる中身については特別な報告をすることはありません。この趣意書を皆さん方

に、その前に、請願ということで趣意書が出ておりますが、この趣意書の内容で、この両病院

とも先端的な病院業務、私立に移行すれば、採算の合わない先進的な内容をやってし、かないと

し、かんとか、特殊な科目、それともう一つは、南に偏っている日赤とか中央病院とか南に偏っ

とる病院だけじゃなくて、やはり菊陽町と隣接をするところで総合病院が欲しいということ
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で、皆さん方からのそうしづ意見で終わりました。

それから、一番議論の対象となるのは、次の保育所民営化の請願だろうと思います。これに

ついては、もうかなり議論が、いろんな意見が出ました。請願議員であります小林議員にも出

席をいただし、て、ここに菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育の内容の充実を求める請

願書ということで、菊陽町町内から1，881名、町外を含めると二千強の民営化…・

(12番小林久美子君 12，405です」の声あり)

全体で2，405ですね、の反対意見が出て、請願内容が出とります。これについて、委員のほ

うから、署名はこれだけ読んでなされたものなのか、担当課は説明会をされているが、そうい

う説明を聞かずに署名されたものなのかと。皆さん方にはこの請願の中身がありますからわか

ると思いますけど、傍聴席の方はなかなかわかりにくいと思いますけど、一応検討があった内

容をすべて報告をしますので、それから質疑を受けます。

委員から今の質問に対して、小林議員が、署名については、請願とは別の文書をつくって、

それでとられていると。

また、この請願の文書の内容はだ、れがつくったかという質問に対して、保護者の趣旨に沿っ

て私も手伝ったが、保護者の方が中心につくられたと。

また、質問として、 「弱者にしわ寄せを押しつける問題j などとあるが、この点はどうなの

か、どういうしわ寄せなのかとしづ質問に対して、小林議員のほうから、民営化によって子ど

もが影響を受ける。子どもが泣いて保育園に行かない、移行期間にけがをしたりなど、そうい

う影響を受けるということであると思うと。

また、委員から、請願は保護者会会長 8名が出されているが、この方たちは、キャロット保

育園など私立保育園をじっくり見られているかと、保育園の実態がわかつての請願なのかとい

う質問に対して、小林議員、直接8人全員と話しているわけではないと、そこはよくつかんで

いないということでした。

また、公立でないと保育ができないという論調である。民営化された保育所もたくさんあ

る。民営化されると今の保育ができないと決めつけている理由は何かという質問に対して、待

機児童の解消や子育て支援は民営化しないとできないことではなし、かということを慎重に考え

てほしいということであると思うと。

また、委員から、保護者の声として、財政難のしわ寄せを子どもに向けるのはやめてくださ

い。公立保育所は町の財産とあるが、公立でないとできない保育とか、何か偏った意見で趣旨

がつくられているように思えると。 8名の方は、趣旨にこのようなことを書くのであれば、私

立を見てもらったり、そこの保護者がどのように言っておられるのか聞いてもらいたいと。公

平さに欠けていると思うという意見に対して、小林議員、公立よりも力を入れている私立もあ

るが、私立になると、 トータル的に見て経営者の意向があり、厳しいところもあると。公立は

一定の質を保つためにやっている。また、働く職員も長期的に働けるし、こういうことで保育

の水準が維持で、きるという答えでした。
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また、委員から、 4名の議員が紹介議員となっている。町が性急にやっているとあるが、検

討委員会など、順序を踏んで、やっている。また、 「弱者へのしわ寄せJと書いてあるが、民営

化で保護者の負担など関係ないと思う。 1年間で年問、公立保育園を私立保育園にすると約

2，000万円の経費節減と内容を知った上で、紹介議員となったのか。子育て日本ーを目指してい

る合志市や大津町でもほとんど私立保育所である。このあたりも把握して紹介議員になられた

かという質問に対して、小林議員のほうは、十分承知してると。

また、請願の趣旨は民営化について反対の意見であるが、請願事項として、今回の計画につ

いては見直すということになっているが、この「今回Jとはどういうことかという質問に対し

て、小林議員、町立8国の歴史を大事にしてほしい。新しくできる 2園の状況をもっと知って

ほしい。私は、 1年ぐらい様子を見て検討してほしいということであると。新しい私立のほう

は、自分の土地、建物を買ってスタートする。しかし、今回の民営化では無償譲渡でやること

になっている。一定の不公平感も出てくる。時期は混乱を生じているのではないか。 1年ぐら

い様子を見てやってほしい。また、先に説明会をやってもらい、進めてもらいたい。財政の問

題もわかりやすく説明し、決めるときも保護者の意見を聞いて進めてほしいということで、そ

れが今回の計画の見直しということであると。

また、委員のほうから、請願の趣旨の文章を見ると民営化反対と見えるが、他の状況を見て

からでも遅くないのではなし、かということか。また、この民営化に永遠に反対なのかという質

問に対して、小林議員、保護者は今回の民営化をやめてほしいということであると。この保護

者 8園の代表は、今回は民蛍化をやめてほしいということであると。しかし、私は、この先の

民営化も、小林議員、請願者である小林議員は将来ともこの民蛍化には反対であると。今度の

請願は、今回の計画を見直せばいいということだと思うという答えでした。

これ、同じことですけど、委員から、 1年延ばせばいいのかとし、う質問に対して、小林議員

は、私は違うと。

また、委員のほうから、 8人の保護者会長が私立保育園を見学されて同じような意見を持た

れるのかどうか、提出を一度持ち帰ってもらって、それから改めて提出していただくことはで

きなし、かという質問に対して、それはできないと。

それから、昨日 9園を見て回ったが、子育てに対する取り組みに公立も私立も変わりはない

と。行革の一環で、町立8園のうち一、二国を民営化して、余剰が出た資金についてはほかの

種類の子育て支援に使いたいということで、同じ保育園を運営することで貴重な財源が浮いて

くる。その財源を、公しかできない保育をするということで、そのあたりとの兼ね合いはどう

かという質問に対して、大津町、合志市で日本一の子育て支援を目指しているが、菊陽町は公

立が 8園あることが子育て支援の一番の応援になっている。行革で余剰を他へ回すことについ

ては、公立8園あることが大きな子育て支援であると思っているので、とらえ方が違うと。行

革ということであれば、他の部分を改革できると思うと。

また、同じ保育園を運用することにおいて、同じ状態で余分な金を使うこと、民間でも補え
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ることで無駄な金を使うことはないじゃないかという質問に対して、雇用も考えないといけな

いと。保育士の雇用ということでは、一定の枠がある大切な雇用の分野でもあると思ってい

る。これは大事なことだと思っていると o

そういうふうな、この民営化の請願に対しては意見でした。

それぞれ、今報告をしましたが、文教厚生常任委員会に付託をされた案件、認定第 1号平成

20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算のうち文教厚生常任委員会に関する事項の認定について

は、全員賛成で認定といたしました。

また、認定第 3号平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についても、

これも全員賛成で認定をしました。

認定第4号平成20年度菊陽町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定については、これも全員

賛成で認定をいたしました。

次の認定第 5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定については、これも

全員賛成で認定をしました。

認定第 6号平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についても、全員

賛成で認定をいたしました。

それから、請願に移りますが、請願第 2号教育予算の拡充を求める意見書の採択に関する請

願について、これも全員賛成で採択といたしました。

請願第 3号医師・看護師の大幅増員と独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院・菊池病院

の存続・拡充を求める請願についても、全員賛成で採択としました。

請願第 4号菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求める請願について

は、この請願者の内容、やっぱり行政の進める保育所民営化 これが平成20年度から約 1年度

かけて 6回の会合を重ねて、一応保育所民営化検討委員会においては民営化の方向でいこうと

いう結論を出されました。それを受けて、議会に対しても、それから関係当事者である保育園

に対しても、説明のないまま新聞報道がされました。これに対する、民営化に関する、やはり

関係部署に対する説明不足、方向的には、文教厚生常任委員会 6人の意思としては、方向的に

はそういうことで必要だという流れでしたけども、結果的には、今の時点でこれだけの請願者

数がおるということで、結論を出すのは早急じゃなし、かと。もう少しその行政の民営化に対す

る必要性、プラス私立の保育園の実態も把握して判断をするべきじゃないかということで、時

間的に今回結論を出すことは無理があるだろうということで、この件については継続審査とい

うことで、全員の賛成を得て、そういうことで決定をしました。

以上、文教厚生常任委員会に付託されました案件についてのご報告を終わります。

質疑がありましたら自席でお答えしますので、お願いします。

O議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長の報告を終わります。

しばらく休憩します。

......................................................................................................... 0 ..-..........-....................................................................................... 
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休憩午前10時57分

再開午前11時 7分

......................................................................................................... 0 .......................................................................................... ............. 

0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

これより各案件ごとに質疑、討論、採決を行し、ます。

認定第3号平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 認定第 3号平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について反対討論を行し、ます。

菊陽町の国保の世帯数は4，435世帯、世帯数全体の 3割を占めています。保険者数が8，500人

です。国が国保財政に対する国庫補助を削減したことにより、資格証の発行など、国民生活に

重大な影響をもたらしています。

国民健康保険は、 1958年の国民健康保険法によって、健康で文化的な最低限度の生活を保障

する日本国憲法第25条を医療面で具体化し、国民皆保険制度を実現するものとして制度化され

たものです。現在、国民健康保険の加入者の状況は、高齢者がふえ、さらに青年の非正規雇用

者の加入などもふえています。加入者の所得は低下をしているため、支払いが困難になってい

る世帯もふえています。

国民健康保険は、被用者の保険の事業日数負担に当たるものがないため、国が国庫負担を定

めています。国保税が高い原因は、医療費の増加とともに、国が国庫負担率を引き下げたこと

によるものが大きく影響しています。滞納者への資格証の発行等により、安心して医療が受け

られない事態となっています。町も、低所得者への減免制度等を実現をしていませんし、また

特に今問題となっているインフルエンザの敏速な対応、今後の問題ではありますけれども、こ

のためにも、保険証の発行など、対応すべきであることを述べ、反対討論とします。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

酒井良一君。

013番(酒井良一君) 認定第 3号平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について賛成の立場で討論を行し、ます。

国民健康保険事業は、国民皆保険制度を支える地域保険としての役割から、低所得者や高齢

者の加入割合が高く、財政基盤が脆弱であるとしづ構造的な問題を抱えております。少子・高
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齢化の進展、低迷する経済状況などの社会情勢により、医療費は増大し、保険税収入は減少す

るなど、依然として厳しい財政状況にあります。

また、国民皆保険制度を堅持し、医療制度を持続可能なものとするために、医療制度改革が

平成18年度から順次実施されることになり、後期高齢者医療制度の創設、生活習慣病に関する

特定健診、保健指導の医療保険者への義務化など、国民健康保険事業に大きな変化をもたらす

改革も実施されております。

このような状況の中、本町の平成20年度国民健康保険特別会計においては、健全で安定的な

運営を図るため、平成18年度に税率改正を行い、保険税収入が確保され、また病気の早期発

見、健康管理のための人間ドックの健診助成やその健診結果による生活習慣病予防対策として

の訪問健康指導事業が実施されております。

決算については、 3，557万円の繰越金が生じて、医療費等の支出に対しては適正な収入が確

保され、厳しい中にも財政運営が行われていることが確認できます。今後とも、国保税の収納

対策には、低所得者には配慮、を加えながら、収納率の向上に努めていただき、また疾病予防の

ための生活習慣病予防対策事業を実施され、健康で生き生きと暮らせるまちづくりを町執行部

にお願いをいたしまして、私の賛成討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願いい

たします。

0議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに討論なしと認めます。

これから採決を行います。

認定第 3号平成20年度菊陽町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算

に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定すること

に賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

0議長(吉村豊明君) 賛成多数です。したがって、認定第 3号は認定することに決定いたしまし

た。

次に、認定第4号平成20年度菊陽町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を行

います。

質疑はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行し、ます。

討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに討論なしと認めます。
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これより採決を行し、ます。

認定第4号平成20年度菊陽町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算に対

する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は挙手を田島、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、認定第4号は認定することに決定いたしまし

fこ。

次に、認定第 5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を行

います。

質疑はありませんか。

[ Iなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これより討論を行し、ます。

討論はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 認定第5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて反対の立場で討論を行し、ます。

皆様ご案内のように、介護保険の施策については、平成20年度、 1，006名の要介護認定を行

っているとあります。保険給付につきましては、在宅介護サービス、地域密着型サービス、施

設介護サービス、特定入所者介護サービスとして13億6，928万9，000円が支出されています。た

だ、介護保険が非常に高齢者の方に負担になっている状況もありまして、この施策の成果のペ

ージ4ページを見ましでも、介護保険料の収納状況が、平成16年度97.2%が、平成20年度では

96.4%まで低下をしています。

また、要介護認定については、国は要介護認定見直しを今年4月 1日強行実施を行いまし

た。それにより、介護度を下げられる方がふえるというふうな状況も生まれています。

介護保険料、この制度につきましては、介護保険料を払っても介護サービスのとき、受ける

ときに自己負担が必要なため、保険料あって介護なしという事態も生まれています。このこと

は、再三私も議会の中でも取り上げてきたところです。介護保険については、みんなが安心し

て受けられるサービスへの改善が必要なことを述べ、反対討論とします。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

永野輝全君。

017番(永野輝全君) 認定第5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて賛成の立場で討論します。

いろいろ新しい制度で、また経過が、年数がそうたっておりませんけれども、 5年経過した

平成18年度に介護認定の区分の変更がありまして、総合的に高齢者の生活支援を行うという地
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域包括支援センターあたりの設置もなされ、地域における認知症の対策を踏まえて、密着型サ

ービスなどと言われて今日に至っております。

本町でも、人口増に伴い、高齢者がふえておりますので、その介護に要する費用も増加して

きている現状であるわけですが、 20年度の決算におきましては、繰越金も出るような適正な、

計画に沿った運営を見ることができるというふうに判断をいたします。

これからも、人口動態あたりをとらえながら、さらなる徴密な介護制度になるように努力を

してもらいたいということを含めて、賛成討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお

願いします。

0議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これより採決を行います。

認定第5号平成20年度菊陽町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算に対

する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 賛成多数です。したがって、認定第5号は認定することに決定いたしまし

た。

次に、認定第 6号平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について質

疑を行います。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 認定第6号平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について反対討論を行し、ます。

国の予算のうち、医療に係る費用を削減するために導入されたのが、 75歳以上の高齢者に重

い負担と差別医療を押しつけるこの後期高齢者医療制度です。 2008年4月にスタートしまし

た。世界に例を見ない仕組みであり、国民、高齢者の怒りが集中しました。

この差別医療の仕組みは一刻も放置できません。この制度は、 2年に 1回、高齢者の人口の

増加や医療費増に応じて保険料が値上がりをします。最初の値上げは来年4月です。 70歳から

74歳の窓口負担の 1割、今まで 1割に据え置いていたものも 2割への引き上げが行われ、これ

も来年3月に行われる予定です。
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私は、国民の願いにこたえて一刻も早く後期高齢者医療制度を廃止することが必要だと考

え、この認定に反対をするものです。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

永野輝全君。

017香(永野輝全君) 確かにご指摘のようにいろいろと課題があり、問題をはらんだ後期高齢

の医療制度であるわけですが、高齢者がふえていって、そしてなかなか医療費が下がらないと

いうような対策として前の政権が打ち出したものであるのはもうご存じのとおりであります。

しかし、ネーミングだとか、あるいは年金からの天引きだとか、プライベートなところでの問

題もありますので、この前の選挙においても一つの争点になっていたようでございますし、新

たな政権が発足しておりますから、見直しも行うという政策も出されているようですし、今後

の課題も期待しながら、今回は初年度の決算でございますので、そういう課題を抱えながら

も、目的に沿った処置をなされてきているというふうに理解したいと思います。どうぞひとつ

そういう意味でご賛問いただければありがたいと思います。

以上で賛成討論とします。

0議長(吉村豊明君) ほかに討論はありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに討論なしと認めます。

これより採決を行し、ます。

認定第6号平成20年度菊陽町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、この決

算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定するこ

とに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 賛成多数です。したがって、認定第 6号は認定することに決定いたしまし

た。

次に、請願第2号教育予算の拡充を求める意見書の採択に関する請願について質疑を行いま

す。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。
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請願第 2号教育予算の拡充を求める意見書の採択に関する請願について、委員長の報告は採

択であります。この請願は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し 1ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、詰願第2号は委員長の報告のとおり採択する

ことに決定いたしました。

次に、請願第 3号医師・看護師の大幅増員と独立行政法人目立病院機構熊本再春荘病院・菊

池病院の存続・拡充を求める請願について質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

請願第 3号医師・看護師の大幅増員と独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院・菊池病院

の存続・拡充を求める請願について、委員長の報告は採択であります。この請願は委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方は挙手を貯晶、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、請願第 3号は委員長の報告のとおり採択する

ことに決定いたしました。

次に、請願第4号菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求める請願につ

いては、委員長から会議規則第75条の規定によってお手元に配付しました申出書のとおり、閉

会中の継続審査の申し出があります。

この件について質疑、討論、採決を行し、ます。

質疑はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 委員長に質問をします。

菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求める請願書は、紹介議員が小林

久美子、鍋島有志男、芝和長、甲斐柴治4名で出しています。それから、保護者の、 8園の公

立保育園の保護者会長さんの連名で提出をされたものです。これは、署名がついていまして、

署名の総数が2，405名、町内が1，881名、町外が524名です。

先ほど川俣委員長の報告にありました文教厚生委員会の議事録のページ 5ページを少し読み

上げさせていただきます。福祉課の部分です。 r福祉課の決算審査に先立ち、後藤町長から菊

陽町立保育所設置条例の一部を改正する条例(武蔵ケ正第 1保育園を削除する改正)を 9月定
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例議会に提出しないこととした理由を説明j とあります。その後、後藤町長の答弁を紹介をし

ます。 r保育所民営化に係る菊陽町立保育所設置条例の改正議案を 9月議会に提出し、冒頭で

審議をお願いしたいと考えていた。しかし、民営化の見直しについての署名及び請願が提出さ

れたことにより、議会事務局とも打ち合わせをしたが、議案審議は請願が出されると、委員会

に付託をされて、最終日に議案審議になるということで、あった。これにより、議案が議会で可

決されたとしても、平成22年4月からの合同保育、平成23年4月からの民営化に向けての必要

な事務の時聞が不足して、日程が非常に厳しい状況になるということで、 9月定例議会の議案

提出は見送ったところである。また、民蛍化計画の見直しを求める請願、署名運動があったと

いうことで、そういうことも踏まえて再検討する考えである。今後についてであるが、 8月

30日の衆議院議員選挙の結果により民主党政権となり、それにより、国の子育て支援策、保育

所に関する施策がどうなるか、そのあたりの動向も見きわめる必要があると考えている。ま

た、来年4月に私立の新設保育所が 2園開国するが、その私立保育所の状況等も検証した上で

進めていきたしリ。

これは、後藤町長が文教厚生委員会でお話をされた内容で、文教厚生常任委員会の議員以外

には全くこのことは知らされていません。ですから、よく文教厚生委員会は最近頻繁に聞かれ

てまして、全員協議会前等にも文教厚生委員会が行われていますが、こうし、う大事な問題を全

議員に知らせる必要があると委員長は答えられなかったのかどうかが第 1番目の質問です。

それから、第 2つ目の質問です。 4点ありますので、ゆっくり言います。 2番目ですけど、

この閉会中の継続審査申出書がありますよね。この中の理由に、 「継続をしたという理由の一

つに、請願の趣旨が町が進めている民営化の必要性について保護者の理解が十分得られていな

いという点Jとありますけども、これはどういう内容を示すのかということです。

2番目が少しおかしいと思うんですが、私は文教厚生委員会に行きまして、先ほど委員長か

らも報告があったように、かなり詳細に、 40分から45分質問攻めにあって、しっかりと質問に

受け答えをしたのにもかかわらず、この 2番、 「今回の公立保育所民営化計画については見直

しを行うこと Jというのが、お母さん方の見直しを行ってほしい、不安だという願し、がこの

2，405名なわけなんですけれども、この後がおかしいんですね、 r r今回Jというのは、時間

的に余裕を持って民営化を進めてくれという意味なのか、趣旨がわからなしリって書いてあり

ますけど、これはだれが判断されたんですか。これだけ民営化を白紙にして検討してほしいっ

て言ってるにもかかわらず、時間的に余裕を持って民営化を進めてくれという意味っていうふ

うに文教厚生委員会が受け取られること自体が余りにもかけ離れてておかしいのではないか。

だれが書かれたのか、これ2点目です。

それから、第 3点目です。これは署名の重さをお伝えしたいと思います。私自身は4期目

で、今15年間議員活動を行ってまいりました。町民の皆さんのご意見を、しっかりやはり福祉

や教育を大事にしたいと思って、かなり議会中は緊張もしながら、身を削りながら皆さんに届

けてまいりました。今回の署名数については、川俣議員はその前の何年かはご存じないかもし
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れませんが、 15年間において初めてこういうふうに出されたものです。この重さを、町長も、

この 5ページでは、見直しを求める請願、署名運動を尊重されて今回議会に出されていないに

もかかわらず、文教厚生委員会ではこの重みをどういうふうに理解されたのかに私は非常に疑

問を持っています。

今回こういうふうに出された理由は、言うまでもなく、 4月28日の町の突然の発表、武蔵ケ

丘第 1園、さくら園を23年度まで民営化するということでしたが、その以前に、保育園の関係

者、保護者、地域の人、議員、だれも 2園が民営化の対象になってるということを知りません

でした。ですから、こういうふうな民営化の進め方をやめてほしいというのがこの請願に込め

られた趣旨です。

しかし、私が再三議会で慎重にと言ったにもかかわらず、行政執行部は、 7月、 8月にはも

う条例を出すということを移行計画に掲げていたではないですか。 8月には、委託法人の選考

委員会の準備も文教厚生委員会で既に説明をされています。人選をだれにするかも考えている

ということも文教厚生委員会では聞かれていたはずです。ですから、当初は 7月、 8月に民営

化の条例を提出すると言われたので、保護者の方は、 5月、 6月、 7月とそんなに早く決めて

ほしくないということで、これだけ一人一人回られて署名を集められたわけです。それが、今

回の見直しをやめてほしいとしづ、急いでほしいという内容にもかかわらず、なぜ継続審議に

されるのかということです。

文教厚生委員会の委員長は、多分こういう署名数は経験が今までもないと思いますけど、こ

の重みをどう受けとめられたのかということです。

それから、次の問題ですが、これを今後継続したということは、全会一致でされたというの

はお聞きしました。全会一致で継続をしたときは、この議員必携にもありますけれども、結局

継続をしますと、その責任は議会の権限で、執行機関の意見はあくまで参考にすぎません、で

すから執行機関に、行政に調査をお願いして、それで考えるということはできないんです。議

会が自主的に勉強をして、判断して、結論を出すべきなのがこの継続審査です。そして、 12月

には、委員長はもうご案内だと思いますけれども、結論を出さなければいけません。

私は、文教厚生委員会はすごく努力をされて、 24日に 8園の公立保育所へアンケートもとら

れ、回られ、話も聞かれ、キャロット保育園にも行かれています。それだけ慎重に審議をされ

たにもかかわらず、その可否ができずに、こういうふうに町がどんどん進めてくる今の段階

で、町民が今の不十分な説明の中での民営化計画は見直して保育内容を充実させてほしい、今

回の公立保育所の民営化計画については見直しを行ってほしいと言ってるのにもかかわらず、

この時間的に余裕を持って民営化を進めてくれという意味なのかというのを実際だれが書かれ

て、この趣旨がどうなのかっていうことも質問をしたいと思います。

請願の内容というのは、言うまでもなく、願望が妥当であるか、実現の可能性があるか、町

村の権限、議会の権限事項に属する事項であるか。委員長というのは自己の意見を述べること

ができないというのも書いてありますので、その辺も、もう十分ご存じだと思いますけれど
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も、そういう請願であると。そして、急ぐ内容で、町がどんどん進めるものですから、本当は

7月、 8月に出さなければならない内容だったにもかかわらず、こういうふうになってきたわ

けですけれども、町長でさえこういうふうに認められてる請願を、なぜ住民の代表である議員

自身がそのことを十分受けとめられなかったのかについてお尋ねをします。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長川俣餓也君。

(12番小林久美子君「前でいいです、前でj の声あり)

自席で結構です。

(12番小林久美子君 ft，、や、前のほうがj の声あり)

自席で結構です。

0文教厚生常任委員長(川俣銭也君) 文教厚生常任委員会で、この保育所民営化の反対をすると

いう請願について十分検討をしました。それで、この継続審査にした理由、まず 1番、請願の

趣旨が、町が進めている民営化の必要について保護者の理解が十分得られていないと、これは

その請願の出されておるその趣意書の中にも書いてあるわけですね。私たちも、今小林議員が

言われたように、町がその保育所民営化検討委員会を20年 9月にスタートをして、それの構成

メンバーが、学識者 2名、それから民生児童委員の代表が 1名、私立の園長が 1名、公立保育

園の園長が 1名、また町民代表として、私立の保護者の代表、公立の 8園の保護者の代表、そ

れと子育てサークルの代表と L、う、その計 9名で6回の審議を重ねて結論が出たのが平成21年

4月17日です。これが、翌日、菊陽町としては 8保育園うちの保育園を民営化をしたいと、い

ずれかを民営化したいというのが、 4月8日、それから 4月28日に、先ほども言いましたけ

ど、私たち議会に対しての説明もなし、また当該の保育園ないし保育園の保護者に対しても説

明なしに、 4月28日にもう固有名で2つの公立保育園の民営化の発表があったと。それから、

こういうふうな動きが出てきたと思います。ですから、この請願についても、その後その動き

が出てきたと思いますが、この小林議員外 3名おられますが、この請願の事項が、この請願の

趣旨、ちょっと読んでいいですか。

(12番小林久美子君「し 1え、読まなくていいです。もう皆さんわか

ってるからJの声あり)

そしたら、何を言いたいわけ。

請願の理由。

(12番小林久美子君「その時間的に余裕を持って民営化を進めてく

れっていうのはだれが書いたんですか。川俣委員長の申出書にある

でしょう」の声あり)

(12番小林久美子君「継続審査の理由」の声あり)

はいはい。継続審査の理由。継続審査の理由は、先ほども言いましたけども一

(12番小林久美子君「一番最後の文章はだれが書いたんで、すかj の

声あり)
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これは、審議の中にでも、小林議員が委員会に出てきてこられたときも、福島議員の質問の

中で、 「今回の公立保育所民営化計画については」となっとるけどもどうかということで、そ

の議論の中で、ここさっき報告したじゃないですか。

(12番小林久美子君「余裕を持って民営化を進めてくれっていうの

はだ、れが言ったんですかj の声あり)

だから、時間的な余裕をくれということでしょう、結論的には。そういうことで、小林議員

も委員会に出てきたときに・・

(12番小林久美子君「民営化を進めてくれって書いてありますよ、

これは。私は民営化をやめてくれっていう請願を出してるわけでし

ょう。何でこの民営化を進めてくれっていうふうに書いてるんです

かj の声あり)

民営化を進めてくれって、民営化を考えていくという意味ととってください。民営化を進め

てくれと、そういうきめつけたことじゃなくて、文教の委員会としては、やっぱりその方向と

しては民営化のほうが一番妥当だろうと、いろんな町の将来像を考えたみた場合も。そういう

ことで、文教の 6委員、構成委員のほうとしては、その進め方には問題があるけども、今町の

状況からするならば、行政の進めとるその民営化というのは妥当だろうというふうな総意のも

とでこういうことになっとるわけですよ。これでいいですか。

(12番小林久美子君「だめで、すJの声あり)

いえ、だ、めで、すって、もう委員会の決定だから。

0議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 川俣委員長が、閉会中の継続審査の申出書の中に、今回の公立保育所

民営化計画については見直しを行うこととなっているが、 「今回Jというのは時間的に余裕を

持って民営化を進めてくれとしづ意味なのか、趣旨がわからないって書いてありますけど、だ

れも民営化を進めてくれって全く請願書にないのに、なぜこういう、議員はもちろん民営化の

方が大半かもしれません。そうなれば、町が条例を出したときに、そのことは十分意見を述べ

ればいいことで、あって、今回はこの請願に対して議員としてどうなのかというときに、余裕を

持って民営化を進めてくれとしづ意味っていうふうに、なぜこういう文章がこれから見直され

るのか、全く理解できないんですけれども、そのことについてお願いします。

0議長(吉村豊明君) 川俣餓也君。

0文教厚生常任委員長(JII俣錯也君) 趣旨は小林議員も理解してもらえると思いますが、確かに

この言葉じりだけを見たら非常に問題がある、そりゃもう私も認めます。ただ、先ほども言い

ましたように、文教厚生常任委員会の全員の意見としては、やはり公立を民営化することだけ

が、この請願に書いてありますけど、公立から私立にするというのが弱者いじめなのかと、そ

りゃ違うじゃないかと。だから、やっぱり民間の保育園の実態もきちっと理解をしてくれと、

そのためにも時間的な余裕が必要じゃないかという意味合いでこういうふうな、継続審査とい
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うことで結論的にはなったということで委員長としてはお伝えをしております。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

(12番小林久美子君「まだほかのを答えてないですよ、署名の重み

とかj の声あり)

ほかに質疑ありませんか。

川俣銭也君。

(12番小林久美子君「し、や、答えてません。質問したことを完全

に。 4項目質問してるのにJの声あり)

O文教厚生常任委員長(川俣銭也君) 先ほどのこの 8保育園の代表者、その後ろにいる署名、

2， 504名の人の署名の重みをどう感じるかということですか。

(12番小林久美子君 f4つ言ったでしょう」の声あり)

いきなりそれを、この場で4っと言ったって、あなたの質問の内容を聞いとかにやL、かん

し、そんな…-。

O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 議長、回数に数えなくて、 1つずつもう一度言います。

私は、かなり今回 1つずつわかりやすいように言ったつもりですけど。

まず 1つ、ゆっくり言いますので、メモを書いてください。文教厚生常任委員会の議事録の

中に、ページ 5ページ、町長がこういうふうに説明をされています。それで、この間、中部小

の問題とかいろいろありまして、議員にきちんと情報を伝えるというのがお互いのルールとい

うか、お互いこの間頑張ってきたことなんですが、これだけ重要な町長の、これは町長、 9月

定例議会の冒頭にも、条例を設置しないのはこういう理由だ、っていうのは説明されませんでし

たので、文教厚生常任委員会だけに説明をされました。ですから、これは全議員に説明するべ

きではなし、かと委員長は考えられなかったのかっていうのが第 1の質問です。わかりました

か。

それから、第 2の質問が、今言いました、閉会中の審査の申出書が、今回というのは時間的

に余裕を持って民営化を進めてくれという意味なのか、趣旨がわからないっていうのは、私が

三、四十分委員会で説明したのは何だったんだろうと思いますので、この部分は不適当であれ

ば、委員長認められましたので、もうそこを削除して再提案をお願いしたい。

それから、第 3番目です。先ほど言いましたでしょう、私は4期15年間でこうしづ署名が菊

陽町では初めてのことでしたと。その重みをしっかり受けとめるのが議員の役割ではなし、かと

思いますが、その点について委員長はどうお考えなのか。

それから、第4点目。書かれましたか。第4点目、継続審査で12月にもちろん再度決定する

わけですけれども、この継続審査というのは、行政の方に何かを調べてほしいとか、行政が

10、11、12といろんな調査をして進めてほしいとか、保護者説明会をしてほしいという中身で

は全くありません。請願審査というのは、文教厚生委員会に判断をしてください、町民がお願
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いしますということですから、文教厚生委員会はこの12月議会までに何を調査をされる予定な

んですか。その4点です。

O議長(吉村豊明君) 川俣銭也君。

0文教厚生常任委員長(川俣銭也君) じゃ、 1つずつ説明しますね。

文教厚生委員会で、この審議に入る前に、福祉課の説明に入る前に、町長のほうから保育園

のことについて少しお話をさせてくれという申し入れがありましたから、それは受け入れまし

た。その内容については、私どもも全くどういう内容かということは承知しておりませんでし

た。検討に入る前に町長が来られて言われた内容については、このレジュメのとおりです。=

れをどうしてほかの議員に文教厚生常任委員会として公表しなかったかということですか。

(12番小林久美子君「はしリの声あり)

だから、それは、いつも問題になりますけど、一応保育園民営化についての請願としづ状況

が出とるもんですから、それについては、その内容にかかわらず、文教厚生常任委員会とし

て、やっぱりこの町長の趣旨はある程度踏まえた上で判断をしてし、く、議論、判断をしていか

んとし、かんということで、そこまで全員にこれは知らせる必要があるかどうかという、そこん

ところまでは私は考えが及びませんでした。そういうことで、あくまでも文教厚生常任委員会

としてフェアな、町長の意向は別にして、もう提案は出ておりませんけど、請願が出とること

について、その請願の趣旨を判断するために文教独自で審査をするとしづ姿勢でやりました。

2番目、今回の公立保育所民営化計画について、時間をかけて、余裕を持って民営化を進め

てくれという、これを削除してくれということですか。

(12番小林久美子君「そうですね」の声あり)

民営化を進めてくれということは削除しても構いません。ただ、し、時間をかけてじっくりと

検討していくという姿勢は固辞していきたいと思います。そういうことです。

3番目、署名の重みと言われました。これはもう小林議員がうちの委員会に来て、お互いの

5人の委員さんとの議論の中でも、確かに新開発表があって、いきなり固有名詞が出て、 2つ

の保育園の民営化っていうのがもう決まったような状況で進める、進んでいくということに対

してこの署名が出されたと思いますが、私たちも、文教常任委員会としても、執行部とは違っ

た意味で、やっぱり公立保育園の民営化については真剣に町の将来のことを考えて検討してい

くべきだという思いがありますので、全体的な流れからすると、先ほども言いましたように、

今度新しい私立の保育園が 2園、来年の4月開国予定です。さっきの報告にありましたけど、

1園については大体3，000万円近い町の持ち出しがある。菊陽町は ありがたいことに、子ど

もがふえるということは本当に一番ありがたいことですけど、ふえるからといって、無尽蔵に

その子どもに対する手当を出せるかといった場合、やっぱり考える部分はあると。だから、そ

うしづ意味で、同じ保育の内容、それ以上に子育てができる私立ということで、その機関が変

わる、変えて、私立で担えるものであれば、その民営化することによって 1園につき2，000万

円余裕の財源ができるのであれば、やっぱりそういう方向もあわせて考えていくべきじゃない
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かということで、やはりこの署名をされた保護者の方にも十分私立の実態というのも知ってい

ただく必要があると。そういう意味で、やっぱり時間的に今回結論を出すべきじゃないじゃな

いということですね。そういうことでそうなりました。

確かにその署名の重みは十分感じながらも、やはり全体的な、行政と違って、やっぱり議会

としても町のこの子育て、子どもに対する手当てというのを考えてし、く、違った意味で将来の

町の姿も考えてし、かにやし、かんということでそういう結論に達しました。

4番目が、継続審査は議会が判断することですよということです。もちろん議会で判断、継

続審査という結論に達した以上は、議会で判断してし、かにゃならんと思います。ですから、や

はり私たちも、公立だけじゃなくて、まだまだある程度時間をかけて、やっぱり皆さんが公か

ら私ということだけで弱者いじめと感じられるような私立と保育園の実態調査あたりも、十分

皆さん、反対されとる保護者あたりも説得できるのであれば、やっぱり私立の優位性あたりも

勉強してお話し合いをしてし、かんとし、かんのじゃないか。もちろん結論は議会で出さんとし、か

んから、議会で出すつもりでおります。

今日、こういうのがあったもんですから、私も昨日 1日お休みがあったから、熊本県の私立

保育園連盟の理事長さん…-

(12番小林久美子君「すいません。簡単に言うと、何を文教として

するかっていうことを聞いてるんですj の声あり)

いや、だから、本当にその民営化をするのがいいのか、それとも公立で残しとるのがいいの

か、そこらあたりの判断材料となる勉強をしたし、と思います。

(12番小林久美子君「具体的には何をするんですかJの声あり)

いろいろあります。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) 先ほど小林議員からありました福祉課のところの町長の説明の中で、 「今

後についてであるが、 8月30日の衆議院選挙の結果により民主党政権となり、それにより国の

子育て支援施策、保育所に関する施策がどうなるか、そのあたりの動向も見きわめる必要があ

ると考えている。また、来年4月に私立の新設保育所が 2園開園するが、その私立保育所の状

況等も検証した上で進めていきたしリとありますが、各委員さんたちは、この文言、どうも私

ちょっと解釈しづらいんですが、来年4月に新設する保育所が開設して、状況等を検証した上

でということであれば、せめて 1年か、 2年、 3年と検証しなければいけないと思うんです

よ。この請願の審査、また採択の判断に当たっては重要なポイントと思いますので、各委員さ

んはどのように解釈されていたのかをちょっとお聞きします。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長。

0文教厚生常任委員長(川俣銭也君) 各委員さんがどういうふうなというとこまで確認はしとり

ませんが、町長、執行部としてはそういうことで思し、があると思います。やっぱり議会として
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は、この請願とは別に、執行部が提示する内容によっての議論しかできませんので、そのとき

の対応しかできないということです。

0議長(吉村豊明君) 坂本秀則君。

01番(坂本秀則君) じゃあ、これは検証しながらじゃなくて、検証を終えて考えていくという

ことでいいんですかね。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生委員長。

0文教厚生常任委員長(J/I俣錯也君) あくまでも私たちは、この議案審議といいますか、付託さ

れた案件についての審議ということで、町長のこの思いといいますか、それを審議するという

内容の場ではありませんので、そこらのところは突っ込んだ意見というのは出ておりません。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君) 私も小林議員も同じところをお尋ねしたかったんですが、ほとんど言わ

れましたけど、今委員長の答弁の中で、今坂本議員も言われたんですが、その検証するには 2

年とか3年とかという話であればちょっとどうかなと。先ほど小林議員の言われたとおり、今

の9月議会で議案審議ということで請願が上がっておりますが、このまま議会が持ち越すとな

ると、 12月議会で再提案をせにやし、かんと。執行部との協議も当然あるでしょうけども、そこ

の3カ月間で議会が果たして何ができるのかなと。その辺の思いが、やっぱりそういうことで

あれば、いずれにしてもこれをそぎゃん何年も延ばすわけにはし、かないし、何か議会が後手後

手に回りはせんかなっていう思いがするんです。だから、もう一度、小林議員の質問に対する

答弁と同じになるかもしれませんが、もうちょっと慎重にといいますか、委員会で答えをやっ

ぱり早く出してやるべきじゃなし、かなと。 2，405名の方々が保育園の民営化に対して見直しを

していただ、きたいと、この思いというのは、やっぱり余り長く持つべきではないと。マルかパ

ツかというのは、議員も委員会でも相当確認はされておると思いますので、そこはもう少しす

っきりした形で答えを早目に出すべきではなし、かなと思いますが、委員長、そこはし、かがでし

ょうか。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長。

0文教厚生常任委員長(川俣銭也君) 確かに請願のこの署名の2，405名という方の民営化反対と

いうことは重いと思います。ただ、この前の私たちの委員会でも、請願者の小林議員に対しで

も質問は何回もしましたが、この趣旨の内容で、一つ一つを言うとまたちょっと切りがありま

せんけど、公立から私立というのがし、かにもやっぱり何か弱者切り捨てみたいなニュアンス

の、そりゃおかしいと。やっぱり、先ほど言いましたけど、そこらあたりは、やっぱり公立の

よさ、私たちも 8園田りました。 1園、私立も回りました。 8園回った公立のその保育所とい

うのは、非常にやっぱりいい意味ではおおらかでのんびりとしておると。確かに子どもは、遊

びには安心でしょう。余裕を持って、保育士さんも余裕でしょう。しかし、やっぱり私立の 1

園に行きますと、やっぱり園長さんがそれなりに保育園の理念というのをしっかり持って、時
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代に合った保育プラス教育まで考えた保育所運営をしとると。そこらあたり、やっぱり本当に

その署名をされた方が、不安を持っとられるだけじゃなくて、私立のよさも知ってもらって総

合的に判断してもらったほうが一番ベターじゃないかというつもりで、この継続審査というこ

とに全員一致でなりました。だから、そういうことで、結論を早く出せと言われますけど、早

く結論を出すということについては、やっぱり私たち文教の委員会としては、それは拙速じゃ

なし、かと、時間をもうちょっとくれということで、結論づけたということです。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 私が議長から今指名を受けましたので、私のほうから討論をさせてい

ただきますが……。

0議長(吉村豊明君) 質疑ですよ。

016番(鍋島有志男君) ああ、質疑です。

私も、今までいろんな質問の中から、重複するところがありますが、それについて最初まず

お尋ねいたします。

5ページの問題です。先ほど坂本議員も言われましたが、 5ページの問題の中で、上から 3

行目で議会事務局長とも打ち合わせをしたと書いてありますが、この保育園の問題は、長鍋課

長が終始一貫これまで、やってこられましたが、やらないということは、議会事務局長と相談さ

れたわけですかね。その点のところを委員長に聞いても仕方ありませんので、この問題は町長

にさせていただきたいと思います。

O議長(吉村豊明君) 委員長が答弁するべきことじゃなかで、すかね。

016番(鍋島有志男君) いや、それは、私があえて申し上げたのは、先ほどからもありました

が、文教委員会にだけは当分は民営化しませんよというような話をしながら、私たち議員はこ

れを見てはっきりわかったわけですよ。こういうことを今まで続けてこられたからこんなにも

めているわけですよ。町長は、こういう気持ちになられたならば、請願も出ておるわけですの

で、全員協議会でも開いてそれなりの説明をすべきで、はなかったかと、それを言いたいわけで

すよ。その機会も全然ないので、初めて私はこれを見まして、本当かどうか、町長の意見を確

かめたい思いで町長を名指しましたが。それでは、この問題は別な方で、町長からはっきりこ

の内容について全員協議会か何らかの中で説明をお願いいたします。

それでは、川俣委員長に、すぐ後ろからですが、なかなかあれですが、お尋ねいたします

が、まず最初、梅田議員の質問がここに載っておりますね、 「署名された方のうちから524名

は町外であると。国に提出をされるものであるならばわかるが、他の市町村の問題について署

名されていることはおかしいのではないかj。この件、この件を見たばっかりでなくて、これ

以外に、梅田議員が、 6期もしとる鍋島議員がおるのになぜかというようなことで質問をされ

たという話を聞いております。そういうことでございますので、私はこのことに対して答弁を

させていただきますが、この2，405名の署名の方は、そりゃもう町外の方が524名ということで
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ありますが、これは、今保育制度は、自分の勤務先の状況でお隣の町にお世話になる場合があ

るわけですよ、多々。菊陽町から合志市のほうの保育園にお願し、する、合志市のほうから菊陽

町のほうにお願し、するという、そういう交流があるから、やはり隣近所の町村にしても非常に

関心を持っておられるということでもあります。と同時に、菊陽町は今若い人の人口が担当ふ

えておりますが、そういう人たちがやはり公立の保育園にお世話になっておられると思います

が、これが民営化になれば、保育園の親はもちろんでありますが、やはりよそから来られた方

などは、実家のほうからの親さんたちも心配して、娘から相談があれば、そりゃ名前は書きま

すよ。そういうことがあってこういうあんぱいに署名がふえたのではなし、かと、そういう思い

でおりますし、請願というのは、 1人でも請願ができますし、また未成年者でも請願はできま

す。ましてや法人でもできます。外国人でもできます。そしてその請願については国が保障し

ております。そうしづ制度に、今回の場合は2，400名からの署名も裏づけして請願が出てる重

みを考えれば当然のことです。私を、長くしとる割には内容を知らないというふうな趣旨の発

言があったそうですが、それはそっくりお返ししますので、委員長のほうから梅田議員に申し

上げていただきたいと思います。

それからまた、同じことがもう一つ はぐってみると 10ページですが、 4名の議員が紹介議

員となっているが云々とあって、 1園で年間2，000万円の経費削減の内容などは知った上で紹

介議員となっとるのか、こういうことが書いてありますが、それは、私も紹介議員であります

ので、そのときこうしづ問題が名指しであるならば、私も出て説明したかったわけですよ。ぜ

ひそのとき、直接委員長から、名指しで質問があってるので、小林議員だけではなく鍋島も出

てくれというような要請があれば、私は飛んできて説明しますよ。こういうことは私たちは十

分知った上で、署名議員になっとりますよ、そりゃ。その上で、今や何が大切かということで、

やはり私は行革で片づけていこうとするこの保育行政に対して憤りを持っておるわけです。こ

れは、やはり何としても、町長の姿勢になってきますが、私ならば、少々の経費がかかって

も、やはり福祉行政を大事にした行政をやっていきますよ。そして、今度のように、何です

か、民間の 2園の業者は自分の金でいろいろ建てられるそうでありますが…・・・。

O議長(吉村豊明君) 鍋島議員に申し上げます。今質疑の場です。

016番(鍋島有志男君) いや、それは、梅田議員から質問を受けとるもんで、伝えてもらおう

と思ってますよ。

結局、町が建物から橋一本まで無償でやろうとする姿勢、そしてまた土地に対しては無償貸

し付けで、本当に至れり尽くせりのやり方で、やっていこうという、そういうことにも反対し

て、私たちは紹介議員になっとるわけですよ。その点についてもぜひ梅田議員に話をしていた

だきたいと思います。

それから、この報告書を見てみますと、委員長の川俣委員長はいろいろ質問されておられま

すね。委員長は、普通の場合、やはり中立の立場で、あって、委員の方がそれぞれ質問をされる

のを司会者的な役割で進めていくのが委員長の仕事だと思し、ますが、これはどういうことです
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か、お尋ねします。

O議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長。

0文教厚生常任委員長(JI!俣銭也君) 質問の 1つ2つは、私がちょっと答えるものではありませ

んので省きますので、 3番目ですね。確かに、そこのとこはわきまえております。だから、発

言したのはこの 1回で、この発言の内容は、この内容を聞いていただ、くとわかりますが、公平

な状態での内容のお話を確認をしたいと、どう思われとるかということでしたつもりでおりま

す。偏ってどうこうというふうな、左右するような質問をした覚えはありません。あくまで

も、その質問の内容を見ていただきますと、請願者に対して公平な判断を下していただく、内

容の質問をしたつもりでおります。そういうことです。

O議長(吉村豊明君) 鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 最後に、もう一つお尋ねいたしますが、文教委員会では、先ほどから

話になっておりますが、町立保育園、それからキャロットの視察もされて、この請願について

は、私から、外から見れば十分審議をされてきたことと思っておりますが、その請願の内容に

また、やっぱり不十分と思われておられるわけですか、それをお尋ねいたします。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長。

0文教厚生常任委員長(JI!俣銭也君) 先ほどから、申しわけないけど、何回も言いますけど、非

常にやっぱり大事な、本当に町の将来を左右する、まちづくりという観点からも左右する大事

な案件ですので、ぜひとも同じ保育園、公があり、民がある。菊陽町は特にやっぱり公が 8園

がある、さっきの話じゃないですけど、大津町は同じような人口規模で公立は 1園、合志は、

菊陽よりも1.5倍の人口を抱えても、公立の保育園はありません、皆私立です。そのお隣の菊

池市も、あれだけの人口を抱えとっても、公立 5園のうちに、今民営化検討委員会が立ち上が

って、民営化をぜひ考えてほしいというような動きの中にあります。ですから、私たちも、そ

ういう流れの中で、やはり一番いい選択をしたいがために、やっぱりある程度、行政の打ち出

し方も、非常にそのやり方もまずかったという点があるのも加えて、少し、やっぱりお互いに

もうちょっと勉強して結論を出すべきじゃなし、かという思いでこういう報告になっておりま

す。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) 委員長にお尋ねします。

もうほかの方が随分質問されましたので、簡潔に 2点だけちょっとお尋ねしたいと思いま

す。

第 1点目は、この文教厚生常任委員会の記録ですが、 5ページです、先ほど小林議員が触れ

られましたし、それから坂本議員も触れましたが、町長発言の部分です。これは、やはり

2，400名の今回署名を出された方々にしてみると大変大事な要点であるかと思います。
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まず、精密なこれは議事録じゃなくて、要点筆記だと思いますが、大体このとおりに受け取

ってよろしし、かどうか、これ一応確認しておきたいということが 1点。

それからもう一点は、どうも文教厚生委員会の委員長さんの話を聞いておりますと、今回の

この保育所の民営化計画については見直しを行うことという請願、それと将来にわたる民営化

の問題、これが混同されてるような感じがしてなりません。私は、この署名議員の一人になっ

ておりますけれども、あくまでも今回の公立保育所民営化計画については見直しを行うこと

と、この 1点で納得をしましたので署名議員になっております。もう一回繰り返しますが、将

来にわたる民営化の問題と今回のこの請願についての、ちょっと混乱がありはしないか、その

辺は委員長としてどう見ておられるか、それをお聞きしたいと思います。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長。

0文教厚生常任委員長(川俣銭也君 2番目から、甲斐議員の質問のとおりです。理解しとるの

は、甲斐議員と全く同じ状態で理解をしとるつもりでおります。いいですか。

1番、何ですかね。

(4番甲斐栄治君 r1番Jの声あり)

(4番甲斐柴治君「町長の発言はこのままでしw、かということで

すJの声あり)

町長の談話の文言をこのままとっていいかという質問ですけど、これは私のほうから何とも

言えません。私が言った話じゃありませんので、一応言われたとおりの状態でここに載せてあ

ると思いますので、そう理解をしていただきたいと。私のほうからどうかということは何とも

言えませんので、ちょっとお答えできません。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長。

0文教厚生常任委員長(川俣銭也君) じゃあ、もう一回。この要点筆記で、この内容について大

まかに間違いはないかということですけど、間違いはないと思います。

0議長(吉村豊明君) 甲斐栄治君。

04番(甲斐業治君) 第 1番目の質問はわかりました。

その次のことですけれども、私と同じ考え方だというふうに今おっしゃいましたが、だとす

れば、もう町長の考え方がここに出ております。これ読みますと、もうここ 1年、少なくとも

丸 1年、これは、来年の平成21年度 1年間はこの問題についてはもう提案がないというふうに

私は理解しましたが、そういう状況を受けたときに、今回のこの詰願は、今回の民営化計画に

ついて見直しをしてくれという、こういう内容ですので、これはやはりここで答えを出すとい

うか、何をこの後審議をするのか私もよくわからないんですよね。その辺をもう一回、すみま

せんが、何をされるのか説明いただきたい。

0議長(吉村豊明君) 文教厚生常任委員長。

0文教厚生常任委員長(川俣銭也君) これは、先ほどの小林議員の質問とも微妙に絡んでくると

思いますが、私たちが受け取ったやつは、今甲斐議員が言われたように、 2，405名のこの民営
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化に対する進め方がやめてくれと言われる趣旨が 今回は時間的な 性急に結論を出さんでく

れというふうな受け取り方をしとるということで、その意味がよくわからないと、この小林さ

んの詰願で。だから、一応そこらのところも判断材料として継続審査にさせてくれということ

です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これから討論を行し、ます。

討論はありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君) 請願第4号菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求

める請願書に対する委員長の継続審査とすることに反対の立場で討論し、たします。

現状での保育園を民営化することのメリットとして、公立保育園建設においては県の支援は

ないということですが、民間保育園建設においては県の支援が 3分の 2あるということ、また

公立保育園と民間保育園では、運営費の町負担が園児 1人当たり約20万円多く負担をする必要

があるということ、さらに民間保育園が新たに 2園、来年4月開園したとしますと、町の一般

財源ベースで約7，000万円の別枠の町負担が考えられるそうです。隣の合志市には、皆さんご

存じのとおり、公立保育園はありませんが、大津町に公立保育園が 1園あるということです

ね。保育園の運営においては大きなトラブルはないようです。また、民間保育園と公立保育園

を比べても、必ずしも民間保育園が公立保育園に劣っておるとは言い切れないところではない

かなと思っております。

このように、私の考えは、将来的に保育園の民営化を否定するものではありません。ただ、

今回の請願書を提出された方々の意向は、民営化に対する不安がある状況であり、性急過ぎる

ということには賛同するものであります。

また、このたびの選挙で、町長も言われておりますとおり、自民党政権から民主党政権に移

り、公立保育園に対する支援の仕方、民間保育園に対する支援の仕方、どうなるかというとこ

ろはしっかり確認をする必要があると考えております。

さらに、来年4月、新たに 2園の民間保育園が開園するのであれば、当然 1年間その様子を

見ることも必要と考えます。

さらに今回継続審査としましでも、先ほど質疑で言いましたとおり、次の12月議会で再審査

をすることを考えますと、 2，405名の方々の、請願者の思いを酌んで素早く結論を出すべきと

考え、委員長報告がありました継続審議とすることに反対をするものであります。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

甲斐柴治君。
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04番(甲斐栄治君) 請願第4号菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求め

る請願書の採択に関して、委員長報告は継続審査でございましたけれども、私はそれに反対の

立場で討論をいたしたいと思います。

今まで、ずっとお聞きしましたけれども、文教厚生常任委員会の方々は本当に大変な努力をな

さっていらっしゃると思います。 9園の訪問、これは 1日だけでも大変ですし、そういう現状

を踏まえて判断をしようという姿勢は、これはやっぱり評価せなし、かんのじゃなし、かというふ

うに思います。

また、この署名を受け取られての町長のご判断というのも、これはやっぱり多としたいとい

うふうに思います。

が、それはそうなんですけれども、私としては、いつも言っておりますように、総論として

は民営化に賛成でございます、総論としては。つまり菊陽町の中に今 8つの保育所があって、

1カ所が私立保育園ですか、そうし、う状況なんですが、先々を、ずっと先を考えたときに、私

立の保育所と公立の保育所と、ふさわしいバランスをとって存在するということですね。両方

が刺激し合っていい保育をするという形をとることは非常に望ましいんじゃなし、かというふう

に思います。その場合に、私立の保育所というのは、私立というのは通常、採算ベースとかそ

ういうのも考えるかと思いますけれども、通常できるところを私立の保育所でやると。それか

ら、公立については、社会的な弱者、障がい児であるとか、あるいは、ほかにもいろいろ弱点

持ったところがあると思いますけれども、そういう社会的弱者を専門に、そこに税金を使って

対処をする、あるいは保育所のモデ、ルとして、高度なレベル、ほかの保育所の見本になるよう

なレベルを維持するという意味で、そういう保育所も公立としてあってしw、かと思います。

そういった保育所と私立の保育所と、これが刺激をし合って全体的に保育のレベルを上げる

と、そういう意味で、私は将来的にはそういう形がいし、かなという持論を持っておりますが、

今回はまだし、ろんなことが十分でないと、条件が十分でないというふうに思っております。余

り長く言うといけませんので、要点だけ申し上げますが、 1つは、関係者、保護者、それから

町民への説明不足ですね。これ、町立とは何か、私立とは何か、その辺についても全然理解が

行き渡っていない。それからもう一つは、先ほど2，000万円浮く問題とかなんとか出てまいり

ましたけれども、財政上の問題ですね、こういったのをやっぱりきちんと町民に説明すべきだ

というふうに思います。

それから、現在の職員の身分、これも引受法人にお願いをするとしづ程度のことで、具体的

にどうなるのかはっきりしてないですね。

それから、引受法人の選定、それから選定の基準、それから実際の選定、その辺に本当に公

平性が保たれるかどうかまだ確信がないとし、う状況ですね。

それからもう一つは、公有財産の処分のあり方ですね。これはかんぼの例がございますけれ

ども、行政がおっしゃる継続性を考えたらというふうな、そのために無償譲渡とか考えたとお

っしゃいますけれども、だけどやっぱり何億円とかけた保育所で、すよね。土地もありますし、
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建物もあります。そういった公有の財産の処分のあり方については、もう少し慎重な、丁寧な

考え方、対応が必要ではないか。その辺もまだ不十分だと思います。

そして、私が今度のこの民営化計画について一番今回はだめだと思った理由は、先ほどから

出てますが、 4月28日にすべての、私たちを含めて保護者あるいはその関係者への説明の前に

新開発表が出てしまったこと。これは、やっぱり手順の問題としておかしいと思います。でき

るだけ町民に参加してもらうというか、そうしづ姿勢が、中部小の問題もそうですけれども、

必要じゃなし、かというふうに考えました。ですから、そのことが、言うならば今の町の大きな

方針であります、これは町長の方針ですけれども パートナーシップによる町政の運堂という

ことに全く反するのじゃなし、かと、これに違反してるというふうに判断をいたしました。そう

いった意味で、今回の民蛍化の計画についてはもう御破算にしてほしいと、一度、仕切り直し

をしてほしいというのが私の意見でございます。

したがし、まして、文教厚生常任委員会に対しては、継続審議ということでございますけれど

も、できれば、この議会の決議次第ですけれども、再度吟味されて、今回の件に関してですか

ら、あくまでも民営化の将来に向けて云々という話ではありませんので、どうぞ議員の皆さん

方もその辺を勘案した上で賛否の態度を明確にしてほしいというふうに思います。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

北山正樹君。

02番(北山正樹君) 請願第4号菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求め

る請願書に関して、委員長報告は継続審議、この継続審議に対して賛成の討論をしたいと思い

ます。

私も文教厚生常任委員のメンバーの一人でございまして、このことについて委員会で審議を

させていただいたメンバーとしての意見も一緒に述べさせていただきたいと思いますが、今回

の質疑に対して、小林議員のほうに出席をしていただきまして、今回のという、先ほどから出

てますが、今回のということについての意味が問題のーっとして取り上げられて議論の対象と

なりました。今回のということについては、今甲斐議員が言われたとおり、今回出された案件

に、出されている、姐上に上っている民営化計画に対して云々するという内容でありました。

そのことに関して、町長のほうから今回のこの民営化については一回取り下げるというような

趣旨の発言があって、その時点で、普通の裁判所的な考え方からすれば、その原告側の請求理

由が消滅したという形で、否決するという形が最も妥当な判断で、はなかったかなということを

僕が考えているところであります。

しかしながら、今回のこの請願については、先ほどから出ているとおり、署名されている

方々が2，400名を超えておる、そして保護者会 8名の方々の連名によりこの請願が出ていると

いう事実、そして将来にわたって、この民営化計画ということに対して、そちらの方向で進ん

でいくという趣旨の話も町長のほうからありまして、そのことに関しては、じゃあこの
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2，400名以上の署名をどのように私たちがとらえていくか、あるいは保護者会長さん 8名が全

員が署名している、そのことに対してどういう判断でこの署名、共同提案という形でなされて

し、るのか、そのことを私たち文教委員のメンバーとしてはきちっとそれをとらえて次の判断に

していくということで、この問題を簡単に否決せず、この 3カ月間をもってさらに検討し、慎

重な審議をして、 12月にはその結論を出していきたいと、そのような思いで継続審議という道

を選びました。よって、継続審議に、委員長報告に賛成する討論といたします。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論はありませんか。

鍋島有志男君。

016番(鍋島有志男君) 私は、継続に反対の立場から、もちろん紹介議員ですので、言わせて

いただきますが、私も長い期間、これまで議員をさせていただいておりますが、これだけ多く

の請願を受けたことは、 2，405名ですか、初めてでございます。 2，405名の署名を集められて出

された請願は初めてのことであります。それだけに、議会としてははかり知れない重い責任が

あるのではなし、かと思っております。そういう中で 文教委員会で継続にされたことは非常に

残念でなりません。

これは過去の話ではありますが、この保育園の民営化に対して保護者の方が反対をして裁判

をされた事例が広島県で、ありました。裁判所は、はっきりと民営化に対して反対の判決を出さ

れまして、そしてそれぞれに賠償責任として、 1人当たり何十万円かの損害補償をしておられ

ます。そういうことを考えれば、このたびの2，405名のお一人お一人が願し、を込めて署名され

た請願は非常に重いものがあります。署名されたこの請願を、やはり菊陽町の議会、議員とし

て、真正面から受けとめて結論を出すことが議会としての最善の方法ではなし、かと思います。

どうか、菊陽町議員の方々の高いレベルでの判断をお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

上田茂政君。

014番(上田茂政君) 先ほどから文教厚生委員会の委員長に対し質疑、討論があっております

が、やはり議会は、文教厚生委員会に請願付託した以上は、その人の議員を尊重しなければな

らないんですよ。皆さん方が付託したんでしょう、文教厚生委員会に。ですから、その重要な

案件だからこそ、 3カ月か 12月上程しでも、それでどうしてもし1かんならば、そのときにま

た考え直せばいいんじゃないですか。どうもその辺のところが私はわからないんですよ。な

ぜ、そのときに付託したんですか。これはいかんから付託しないとすれば問題なかったんです

よ、みんなで考えましょうていえば。付託した以上は 付託したらちゃんと重要性があるんで

すよ。ですから、 12月、たとえ 3カ月間でももうちょっと慎重審議をやりたいと、この道が一

番最大の道ということで文教厚生委員の方々がやった結果で、すよ。それはちゃんと認めてもら

いたいと思います。

請願第4号の菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求める請願の継続審

査に賛成の立場で、私は言っております。どうか議員各位の皆様方のご賛同をよろしくお野郎、を
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申し上げます。

O議長(吉村豊明君) 芝和長君。

05番(芝 和長君) 請願第4号の菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求

める請願について継続審議とされたことについて反対の立場から討論をします。

私は、当然公立保育所の 2園の民営化が提出をされるというような状況のもとに想定をして

反対の紹介議員として署名をしたわけですけれども、執行部のほうからこの提案がなかったの

で、もちろんこれは空振りというような状況になりましたが、 2，405名の町民の方の、あるい

は町外の方の心からの願いである署名運動を受けて、やっぱり重みを感じるわけであります。

その点、いろいろな問題点もありますけれども、この民営化のいわゆる発表がありました4月

の時点、これまで、私たちは余り民蛍化についての情報がありませんでした。いわゆる検討委員

会の結論として受けたから民営化を発表したという状況でありますけども、それまでにいろい

ろな情報を町民あるいは保護者の方、我々議員も含めてですけれども、十分に行政からは知ら

されておりません。やはりこの当初新開発表にあった 2園のほかに 6園あるわけですから、 6

園の保護者にも十分説明をするべきで、あって、これらの手順が間違っておるという趣旨のもと

に、私はやはり今回は見直しをしていただきたいという意味で賛成の請願をいたしたわけでご

ざいます。しかるに、やはり一つの事業を行うについては十分な説明と情報提供が必要である

と、そういう意味合いを込めて、継続審議には反対をいたします。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

大塚昇君。

08番(大塚 昇君) 請願第4号の継続審査に賛成の立場で討論をいたします。

先ほどから言われております2，405名の方々の署名というのは、私も重く思っております

し、理解しているつもりであります。しかし、今回出されました詰願の内容というのは、 2園

が民営化に移行する、そういった準備をされている中で、この 9月議会に行政から上程される

という思いというところで、 2，400名もの請願が出されたものと思います。同意書を添えて出

されたものと思います。

しかしながら、今回は、町長の先ほどの委員会の説明でもありましたように、いろいろな条

件を踏まえて、今回は見直すということであります。それについて継続審査をするというの

は、私は妥当な線であろうかと思います。 12月にまた上程されるかもしれませんけれども、継

続審査ということで委員会にかけられるかもしれませんけれども、それはそのときまた慎重に

審議しまして、民営化がいいのか、公立がいいのか、やはり功罪というのはどちらにもあるか

と思います。しっかりと検証して、それからでも私は結論を出すのは遅くはないと思います。

どうぞ、議員の皆さん方は本音、大筋では民営化というのは皆さん賛成されているものと思

います。ただただ今回こういって出されるから、それはちょっとやめてくれ、もう少し時間を

かけてみましょう、検証しましようということでの反対をされている方もいらっしゃると思い
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ます。しかし、やはり継続審査というのはこれで終わりではありませんので、継続審査、次ま

た12月継続審査、それでもできないなら 3月、そうしてお互いが理解し合って結論を出したほ

うがいいと思います。そういう点で継続審査に賛成をしますので、皆さん方のご理解をよろし

くお願し、をいたします。

0議長(吉村豊明君) ほかに討論はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 請願について、委員会では継続審査でした。町長の考えも、署名、保

護者の気持ちを尊重しておられるにもかかわらず、議員が継続審査とされたことは非常に残念

であり、反対の立場で討論を行し、ます。

今大塚議員さんからもありましたけれども、もちろん民営化に対する考えは、それぞれ個々

人によってかなり聞きがあると思います。ただ、私が今回この請願の紹介議員になったのは、

やはり、今日も傍聴見えてますけれども、働くお母さん方が、非常に今厳しい中で、子どもも

育てながら、必死に仕事に行って、また保育園に送り迎えをするという中で子育てをされてい

ます。公立に入れますと、例えば第 1保育園の保護者の方は、非常に団地周辺とかから近いで

すし、また 1人で子どもを育てながら、一生懸命今の公立の保育を受けて、非常に頼りにされ

てます。また、みどり固なども、町立ですけど、伸び伸びとして、運動、遊びの中も非常に工

夫をされてます。そういうところで、そのお母さん方が、やっぱり今のまま同じ先生に見てほ

しい、公立を残してほしいということで、今までやったことのない、全く知らないところに行

って、第 1園の保護者ですけれども、今の保育所を残したいのでぜひ署名をお願いします。ゲ

ートボール場で、あったり、バレーボールをしているお母さん方がいるところで、あったり、もう

全く知らない一軒一軒訪ねてそういう話をされてます。もちろん民間でもよかところはよかっ

ていう返事が来てがっくりしたり、そういうことをこの数カ月間取り組んでこられたわけで

す。

私たち議員は、やはり住民の民意を非常に尊重して、議会の運営を進めなければいけないと

思います。この請願と署名は、その一番大事なところだと思います。大塚議員のおっしゃった

民営化の是非については、町が条例を出してきたときに民営化の是非をそれぞれの議員が考え

るべきで、あって、今度の場合は、保護者の方が議会にこのことを、私たちの不安、今の公立保

育園への信頼、先生がかわってほしくない、このことを受けとめてくださいという内容ですの

で、私は十分今回可決をしてあげたいというふうに思っています。

それから、職場で三、四十年働いてきた園長先生たちもないがしろにした進め方であった。

もちろん事前に検討委員会等で連絡をしたと言われましでも、最終的な該当する園長にも報告

がなかった町の進め方は、何回も申しますが、配慮、が足りないというふうに思います。

それから、これは甲斐議員さんにちょっと見せていただいた資料ですけど、 9月25日の読売

新聞では、 「質が下がる、保護者反発、引き受け先の不足j ということで、今全国では公立保

育園の民営化がちょっとストップしてる、足踏みをしてるというのが全国の情勢です。民主党
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の政権は、子育て支援にかなり力を入れますよって、子ども手当も出しますよということで、

お母さん方は非常に期待をされていると思います。ただ、この民営化っていうのは、やはりあ

る意味では限界に達してまして、社会全体で子どもを育てるという観点が非常に大事であっ

て、やっぱり今の保育政策を抜本から見直すべきだと提言しています。これから、政権がかわ

って、この辺は期待するところですけど、今までの政権は、どんどん民蛍化を進めて、そして

保育サービスを受けた分お金を払うというような仕組みに今後変えるって言ってましたけれど

も、これは民主党政権になって大きく見直されるのではなし、かというふうに思います。

大津や合志が子育て日本ーを目指すって言われてますけれども、この菊陽町は、この前玉名

のほうに聞きましたら、玉名市は 7万の人口で8園だそうです。多分町村の中では、町の中で

は菊陽町が公立 8固というのは一番多いのではなし、かと私は思います。県内でも一番多い公立

8園を大事にしながら、民間の私立の保育園もしっかり受け入れて、今問題になっている待機

児解消、そして子どもを育ててるお母さん方を応援するまちづくり、一番キャッチフレーズで

も私は大事、子育てをするなら菊陽町でと言われるような町にしたいという思いを込めて、今

回の継続審議は否決をして、ぜひ請願を可決をしていただきたいということを述べて、討論を

終わります。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

請願第4号菊陽町公立保育所の民営化計画を見直し保育内容の充実を求める請願について、

委員長から会議規則第75条の規定によってお手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継

続審査の申し出があっております。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすること

に賛成の方は挙手を鹿島、ます。

〔賛成者挙手〕

0議長(吉村豊明君) 賛成多数です。したがって、請願第4号は委員長から申し出のとおり、閉

会中の継続審査とすることに決定いたしました。

昼食休憩といたします。

午後は 1時50分から始めます。

，....，...，，.....，，，，，.--------------0 --------------.......--
休憩午後 O時51分

再開午後 1時49分

-----------------0 ----------------
0議長(吉村豊明君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

次に、産業建設常任委員長佐藤竜巳君、付託案件についての報告を求めます。

0産業建設常任委員長(佐藤竜巳君) 大変お昼遅くなって眠たいと思いますけども、産業建設常
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任委員会の審議の経過と結果について報告いたします。

産業建設常任委員会に付託されました付議事項は、認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳

入歳出決算のうち産業建設常任委員会に属する事項の認定について、認定第8号平成20年度菊

陽町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について、認定第9号平成20年度菊陽町農業集落排水

特別会計歳入歳出決算の認定について、以上 3議案が付託されました。

9月18日、 24日、 25日の 3日間にわたり、各担当課長及び係長等からの詳細な説明を受け、

質疑応答を行い、慎重に審議をいたしました。

最終の25日に熊本北部浄化センターの現地視察を行い、指定管理者、総括責任者ナガウラ氏

の説明を受けました。ちなみに浄化センターの総面積は約14ヘクタール、和風づくりで、処理

能力は最大14万トン、 1日約 5万2，000トンが流入されていて、そのうち菊陽町は1，550トンが

含まれているということでありました。ほか、いろいろな説明を受け、現地を回り、終了し、

本庁で最後に関係課長出席のもと付託案件の採決をいたしました。

審議の経過につきましては、重要な点を記録した資料が議員に各配付されておりますので、

その主な点だけを報告いたします。

まず、商工振興課。セミコンテクノパーク中央公園の管理委託、平成20年度の請負業者はど

こだ、ったのかに対しまして、 A氏の代理人B氏との間で委託契約を提携しています。今年度に

ついては、 A氏との契約はあり得るのかに対しまして、平成21年度はA氏への委託はしており

ません。今後はこのような委託契約はしない方針ですということでございました。

次に、原水工業団地については、企業からの問い合わせばあっているのかに対しまして、本

年4月以降 5件ほどの問い合わせがあったということです。詳しいことはそこに書いてあると

おりであります。

めくっていただきまして、原水工業団地については一括して販売する計画であるようだが、

小規模の要望があった場合はどのように対応するのかに対しまして、一括の販売を計画してい

るところですが、小規模の企業からのオファーにも対応しなければなりません。その場合は、

南側の奥のほうから分譲していきたいと考えているとのことでございました。

下のほうに、今後、商工振興課として所管する業務をどのように町長に提案していくのかに

対しまして、やはり企業誘致を積極的に進めていくための方策を提案したいと考えています。

その下で、雇用の創出が大きい工場等を積極的に誘致したいと考えておりますということでご

ざいました。

めくっていただきまして、企業誘致費の負担のうち、セミコンテクノパーク維持管理負担金

についてということに対し、合志市が管理する工業用水、簡易水道等の維持管理等に要する費

用を負担するものであるということでございます。

めくっていただきまして、原水工業団地以外で、今後も市街化調整区域で開発を行う必要が

生じた場合、議会に対して事前に説明を行っていただきたいに対しまして、情報提供のタイミ

ングが難しいところがありますが、可能な限りお知らせするとともに、開発等の計画につきま
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しては事前に説明をしたいという考えでありました。

次に、都市計画に移らせていただきます。

菊陽第 1、第2地区の保留地の売れ残り状況について説明をに対しまして、菊陽第 1保留地

が8筆、一般公募地が 2筆、第 2は公募にかけて売れ残っているのが42筆と新たにできた 5筆

を合わせて47筆だそうでございました。

いつまで、に売ってしまうつもりかに対しまして、一日も早く売りたい。一般財源、を投入せず

に済むように早く売却したいということでございます。

下のほうに、第4期基本構想、の中で、残る 1年半で都市計画として何をされるのか伺いたい

ということに対して、区画整備事業だそうでございます。

めくっていただきまして、集落内開発で500平米の基準があるが、 510平米の場合で分筆、ブ

ロック等をさせなくて済むようにできないか、県の規約ですかに対しまして、県の条例です。

現在の取り扱いでは分筆の必要はありません。ただし、農地転用が必要になれば、分筆が必要

になるということでございました。

下のほうで、っかさパチンコとの交渉は進展しているのかに対しまして、駐車場はつかさパ

チンコの所有でなく賃貸で10名弱の地権者がおられますということで、換地の交渉を行ってい

ますが、減歩により賃料が下がりますので、基本的には反対されています。っかさパチンコが

最終的に反対した場合の方向性を検討しているということでございます。

下のほうで、下原堀川線の全線開通はかなりおくれると思うがに対しまして、めくっていた

だきまして、区画整備は同意を必要としませんので、どうしても反対される場合には、仮換地

指定通知を出して裁判で進めて行かなければならないと思うということでございました。

次に、移ります。建設課でございます。

シルバーと臨時職員の賃金はに対しまして、シルバーは時給770円、臨時職員は時給1， 000円

になりますということです。

光の森公園などの管理はどのような支出になるかに対しまして、公園緑地管理業務委託料

987万5，282円に含まれているということでございました。

住宅管理費の役務費の保険料は町営住宅全体の金額ですか。金額が安いように思いますがに

対しまして、全町営住宅の分です。全国組織の保険であるため、安くなります。下原住宅の火

災もこの保険により工事費全額を出しているということでございました。

めくっていただきまして、土木総務費の負担について、必要なのか見直す必要はないのかに

対しまして、国道57号線、 443号線がありますが、特に443号線については、上村橋の老朽化に

よるかけかえ、歩道のない場所の歩道設置などを要望してし、かなければならないため、必要で

す。

それに対しまして、委員のほうから、必要なものとそうでないものをもう一度見直してほし

いと要望がありました。

また、道路新設改良費の委託料、不動産鑑定委託料87万6，750円について、随意契約が50万
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円以内なのか、契約の仕方について教えてほしいということに対しまして、随意契約の金額は

50万円以内です。 3社見積もりにより随意契約を行っていますということでございます。

随意契約の理由を教えてくださいということで、不動産鑑定の報酬基準が評価額に対して定

められており、競争する余地が少ないことから随意契約としたということでございます。

植栽管理の委託業務の内容はに対しまして、道路植栽が 9件と公園管理で2件発注したとい

うことでございます。

20年度は 1社がほとんどを請け負う結果となっているが、今年度はに対しまして、 21年度は

7社が請け負っているということでございます。

次に、農業委員会に移ります。

独身後継者の交流会負担金について、交流のみに使われているのかに対して、 ]A菊池菊陽

支所農業青壮年部主催の独身後継者交流のみであるということでございます。昨年は行われ

ず、咋々年には 1組か2組がカッフ。ルが成立していると伺っているということでございまし

た。

結婚相談員としておられたが、今は事務局長がされているのかに対しまして、今はいらっし

ゃいませんので、農業委員の業務の一環として対応しているということでございます。

農業法の改正についてということで、農業法の改正は、 6月に公布され、 6カ月以内に施行

するとなっておりますということでございます。詳しくはその文書に書いてあるとおりでござ

し、ます。

次に、めくっていただきまして、耕作放棄地について、機械を協議会で 1台購入したらに対

しまして、機械を買うとなると負担が生じ、管理委託をしなければならなくなるので、リース

という形になると思いますとのことでございました。

局長は農業を今後どのように引っ張っていこうと考えているのかに対しまして、収益が大き

な農家は、農協ではなく独自の販路開拓が必要と考えるということに対しまして、委員から、

販路の開拓が必要と思いがあります。農家のための農協で、あってほしいとの気持ちでございま

した。

次、めくっていただ、きまして、議会も 4年に 1度は東京に行っているが、菊陽産の PRを行

つてはどうか。東京、大阪に行っている人の名簿を作成し、特産品を入れて販路の開拓、ブラ

ンドの確立を図るべきではないだろうか、検討してくださいということでありました。

続きまして、下水道課に移ります。

大津菊陽水道企業団の徴収事務委託、もう少し安くはならないのかに対しまして、 20年度に

つきましては、 1件当たり 158円、今年度は152円で、本年度は安くなっているところですが、

徴収件数が年々ふえていますので、急に安くなることは難しいということでございます。

その下の町のほうでも試算をする必要があると思うがに対しまして、もう一度精算をして、

企業団と話し合いをしたいというお考えでありました。

一番下に移ります。普及率ですが、残りの4.4%はどの辺が残っているか、また100%を目指
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しているかに対しまして、下水道の処理区域面積は977ヘクタール、残りの4.4でございますけ

れども、白川左岸の辛川地区、道明地区、リハビリテーション病院、第2土地区画整理事業地

区内、バイパスの北側、こちらの整備が残っております。当然100%を目指している考えであ

りました。

めくっていただきまして、委員のほうから、土地を分譲された方が資格を持っておらず、個

人が分筆して切り売りして、そしてあとは町に寄贈してしまうという場合がいっぱい出てく

る。そこは用心しとかないと、町の負担は相当になると思います。事業課、下水道課、建設

課、都市計画謀、その辺の絡みをしっかりと検討してし、かないと大きな問題になる気がしま

す。

対しまして、区画整理内などで町自体が要件の中にきちんと入ればというお考えでございま

Ltこ。

ずっとめくっていただきまして、平成20年度菊陽町農業集落排水特別会計の中の歳入の決算

についての委員からの質疑でございましたが、道明地区は農集ではいけなかったのか、どっち

がよかったのかに対しまして、もともと計画にはいつてなかった、もともと井口まで農集で計

画にあったと思いますが 外れて 今の 3地区が農集となっているという。

なぜかという質問に対して、辛川、井口は浄化センターができなかったためということでご

ざいます。

続きまして、最後に、農政課に移ります。

農道舗装の残りはどのくらいあるのか。平成20年度末で、農道全体延長の90%以上は舗装済

みになっており、ほとんど農道は舗装済みになっていますということでございます。

上井手の護岸工事はいつから着工するのかに対しまして、県が事業主体で平成20年度より進

めている。本年度、菊陽地区では、菊陽北小学校の入り口より東側約400メートルの工事が予

定されており、関係地権者に単価買収面積の説明を行い、ほとんどの方の契約が終わりました

ので、今後発注するということでございました。

一番下に移ります。

自立経営体育成資金利子助成金を詳しく説明をに対しまして、助成金は、それぞれ違います

が、 10件分です。最高は142万3，969円です。豚舎、牛舎、農業用倉庫を建てるときに利用さ

れ、貸付審査に通れば、複数回も可能ということでございました。

補助金で、畜産組織活動育成補助金以下4つの補助金を詳細にということで、畜産組織活動

育成補助金は、畜産分区、放牧組合、ヘルパーと市酪の4件に補助しているということであり

ます。詳しくは、そこに書いてあるとおりでございます。

次に、移ります。

委員の質問ですが、林業振興費で90万円減額補正しであるが、その理由はに対しまして、横

道合志 2号線高架橋のところの杉を加工するための費用を翌年度に変更したための補正です。

町有林管理業務委託料は森林組合が見積もったのかに対しまして、森林組合で見積もってい
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ただいておりますということでございます。

森林組合任せではなく、積算内容を県に問い合わせるなどして、少しでも安く委託してもら

いたいという委員からの要望でございました。

白川漁場汚染防止補助金はどのような補助金なのかに対しまして、白川漁協が魚の放流等に

使われているものです。

名称がそぐわないと感じるので、今後検討してはに対しまして、今後検討したいということ

でございました。

以上が審議の主な経過でございます。

なお、付託されました 3議案につきまして採決を行し、ました結果を申し上げます。

認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算のうち産業建設常任委員会に属する事項

の認定につきましては、全員賛成で認定と決まりました。

認定第 8号平成20年度菊陽町下水道特別会計歳入歳出決算の認定については、全員賛成で認

定と決まりました。

認定第 9号平成初年度菊陽町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定については、全員賛

成で認定と決まりました。

これで産業建設常任委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過と結果の報告を

終わりたいと思います。どうぞ議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

あとは自席で質問を承ります。

0議長(吉村豊明君) 産業建設常任委員長の報告を終わります。

以上で各委員長の報告が終わりましたので、これより認定第 1号平成初年度菊陽町一般会計

歳入歳出決算の認定についてを質疑します。

質疑はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これより討論を行し、ます。

討論はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について反

対討論を行し、ます。

平成20年度の決算につきましては、幾つかの点について評価できます。第 1、妊娠中の妊婦

健康診査が 2回から 5回の公費負担で1，349万5，750円、 2つ目に、子どもの医療費の無料化の

ための扶助として 1億1，400万281円、 3つ目に、児童福祉の中では、放課後児童健全育成事業

2，414万8，000円、病児・病後児保育事業、集いの広場事業などです。 4つ目に、教育関係で

は、各小・中学校の改修工事、また特別支援指導助手として2，171万5，500円、基礎基本の学習

サポート事業で842万6，400円、歳出の構成比を見ましても、土木費より民生費が上回っていま
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す。

しかし、その反面、町は第 3次行政改革大綱のもと、先ほど議論がありました保育所民営化

の検討などを進めてきました。行革については、議員 2名の削減、各種事務事業の見直しなど

が進められています。

しかし、法の失効に対して町は、人権の根っこは部落問題という考えから一歩も外に出てい

ません。教育の中の人権教育費1， 295万8.895円、その中で集会所を利用した学習会等lこ406万

6，910円の支出、子ども集会ノ《ス借り上げ13台で68万2，500円、人権教育推進費補助金158万

4，935円、人権啓発推進費3，069万3，590円、同和団体補助金401万円、人権啓発推進費が

3，069万円、教育費の1，295万円を合わせますと、何と4，365万円になります。この点について

は、行革のメスが入らない聖域とされています。行革と言いながら、この部分についてはほと

んど手をつけられていません。

町長もご案内だと思いますが、ちなみに玉名市では、同和団体補助金は、法律そのものが廃

止されたときから年々縮小され、平成21年度から廃止をされています。菊陽町も行財政改草を

進めなければ町の財政が運営できないというのであれば、このような他町村に見習って、でき

るところから、また全般的に視野を持って税金の見直しをしていくべきだと考え、反対討論と

します。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

上田茂政君。

014番(上田茂政君) 認定第 1号の平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について賛

成の立場で討論を行います。

まず、歳入では、町税が前年度から約4億6，000万円の増、約59億6，000万円で、歳入総額を

占める構成比も6.1%増の56.8%となり、また徴収率も、現年課税分で0.3%増の98.7%、滞納

繰越分を含め、合計でも0.8%増の93.9%となっております。さらに、自主財源比率も前年度

から3.4%の増で71.5%という状況になっており、これまでのまちづくりと徴収に対する努力

の成果がうかがわれます。

一方、歳出では、繰越明許費の執行でありますが、限られた財源をもとに、効率的に、効果

的に事業の推進により、町の将来像である「人・緑・元気輝く生活創造都市Jを見据えた事業

が実施されています。なお、町の財政の弾力性をあらわすーっの指標である経常収支比率につ

いては、前年度から1.6%の減で88.4%となっており、行財政改革の推進などによる努力を評

価したいと考えています。

具体的な施策としては、まず菊陽町に住む人たちのために、健康づくり、教育、生涯学習、

スポーツの振興、子育て支援、青少年の健全育成、各種福祉事業が推進されており、その中で

も保育園の臨時職員賃金の単価アップによる職場環境の改善や施設の改修、特別保育の充実、

学校教育環境の整備として菊陽北小学校の耐震補強工事が実施され、小学校3年生までの子ど
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もの医療費助成事業の実施など、菊陽町らしい独自の施策が展開されています。

次に、暮らしを快適にするために、横道合志 2号線などの道路改良事業や、町営原水団地の

第 2期分の建てかえ工事、計画的な防犯灯や交通安全施設の整備など、ソフト面で、は防災ハザ

ードマップの作成と配布、住居表示事業の推進、利用者数も増加しているため町内巡回パスの

運行などがあり、課題はあると思いますが、暮らしを快適にするための施策を確実に実施され

ています。

次に、環境関係ですが、ごみの減量化とリサイクル推進、それから水環境の保全、緑の推進

などに取り組まれ、地球温暖化対策を見据えた事業でもあります。

次に、活力ある産業が育つために、限られた予算の範囲でありますが、農業、工業、商業、

観光などの振興が図られています。

最後に、パートナーシップのまちづくりを進めるために、効率的で効果的な行政経営をする

ために、行財政改革の推進や事務事業評価の実抱、住民との共同によるまちづくりを進めるた

めの仕組みづくり、また人権を尊重する社会づくり、男女共同参画の推進、地域ボランティア

などの連携により、まちづくりも取り組まれています。

このような施策を展開する中で、地方債の年度残高については、前年度末から約 2億

6，000万円の減の約104億8，000万円となっており、公債費の抑制に努め、一方で基金の年度末

残高は、財政調整基金が前年度末から約8，000万円増の約15億2，000万円、 j成債基金も増、その

ほか特定目的基金も約 1億3，000万円の増の約18億4，000万円で、一般会計の総額で約 2億

1，000万円の増で、約38億1，000万円が確保されており、このことは健全な財政運営に心がけら

れている成果だと考えております。

これらのことから、平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算につきましては認定すべきもの

であり、翌年度の繰越明許費の繰越額としては、計上された約 9億9，000万円の事業が早急に

推進され、また今後とも効率的に、効果的な行政経営と財政の健全化に努めることをお願い

し、私の賛成討論といたします。議員各位のご賛同をよろしくお願し、を申し上げます。

0議長(吉村豊明君) ほかに討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

認定第 1号平成20年度菊陽町一般会計歳入歳出決算の認定について、この決算に対する各委

員長の報告は認定とするものです。この決算は各委員長の報告のとおり認定することに賛成の

方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 賛成多数です。したがって、認定第4号は認定することに決定いたしまし

た。

次に、認定第 8号平成20年度菊陽町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について質疑を行い
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ます。

質疑はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これより採決を行し、ます。

認定第8号平成20年度菊陽町下水道特別会計計歳入歳出決算の認定について、この決算に対

する委員長の報告は認定とするものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに賛

成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、認定第8号は認定することに決定いたしまし

た。

次に、認定第 9号平成20年度菊陽町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について質疑

を行います。

質疑はありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これより討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これより採決を行し、ます。

認定第9号平成20年度菊陽町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定について、この決算

に対する委員長の報告は認定するものです。この決算は委員長の報告のとおり認定することに

賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、認定第 9号は認定することに決定いたしまし

た。

............."""""-'--............，--------0 ----------------
日程第2 発議第3号 地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書(案)につい

て

O議長(吉村豊明君) 日程第 2、発議第 3号地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意
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見書(案)についてを議題といたします。

議案は、さきに配付のとおりであります。

この議案は、梅田清明君外5名の議員から提出されたものでございます。

提出者を代表して、大塚昇君から趣旨の説明をお願いします。

08番(大塚昇君) 皆さんこんにちは。

地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書(案)についての発議につきまし

て、朗読をもって趣旨の説明にかえさせていただきます。

新政権の発足とともに、民主党のマニフェストに示された政策、制度への変更が進められる

ことになります。

一方、前政権下において、我が国が直面している未曾有の経済危機を克服するために、平成

21年度予算及び同年度第 1次補正予算が可決成立しています。総額で14兆円を超えるこの予算

には、地域活性化・公共投資臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、経済対策関

連の自治体に公布される15の基金などの創設等が計上されており、各地方自治体は、当該基金

などの活用を前提に、経済危機対策に視する事業を計画し、補正予算の議決、事業の執行を目

指して準備を行っているところです。

新政権によって前出の経済危機対策事業についての予算執行が見直されることになれば、既

に関係事業を執行中あるいは執行準備が完了し、当該事業の広報、周知が済んでいる地方自治

体にとってまことに憂慮すべき事態の発生が懸念されます。万一関係事業を中止せざるを得な

い事態になれば、地方自治の混乱を招くだけでなく、地域雇用情勢にも深刻な打撃を与え、経

済対策の効果によって景気底入れから成長に転じる兆しの出てきた日本経済に悪影響を及ぼし

かねないおそれがあります。

上記の状況を考慮し、政府におかれましては、政策の見直し、税制の改革、制度の変更に当

たっては、平成21年度予算及び同年度第 1次補正予算によって地方自治体の進めてきた施策や

事業について、財源問題で執行に支障が生ずることのないように行われることを強く求めま

す。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成21年 9月30日。熊本県菊池郡菊陽町議会議長吉村豊明。

内閣総理大臣鳩山由紀夫様、総務大臣原口一博様、財務大臣藤井裕久様、経済産業大臣直嶋

正行様。

以上です。よろしくお願いをいたします。

O議長(吉村豊明君) 趣旨の説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

小林久美子君。

012番(小林久美子君) 地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書(案)で、今
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説明が提案者の方からありましたが、全般的には、今までの前政権が出していた補正予算を自

治体に関係する分は守っていただきたいという内容だと思うんですけれども、この下から 6行

目ぐらいで、 「万一関係事業を中止せざるを得ない事態になればJということであるんですけ

れども、例えば川辺川事業なども今中止ということがありますので、その辺も考慮したほうが

いいのか、それともこれは菊陽町だけのことを考えておられるのか この点についてお尋ねい

たします。

0議長(吉村豊明君) 大塚昇君。

08番(大塚 昇君) 国は国で、いまだにテレビ等でも問題になっており、いろいろ話がされて

おりますけれども、この意見書は、地域、特に市町村での問題だろうと思います。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

北山正樹君。

02番(北山正樹君) この内容の中にあります、大体これは、前政権が14兆円の補正予算を組ん

だ、その補正予算というのは、ほとんどちゃんと精査されずにやつつけで、組み上げたというこ

とが、大体報道なり、その後の検証でそういうことが確実な情勢であるということは言われて

おります。先日行われた衆議院の選挙で、そうし、う大盤振る舞い的なことはいけないというこ

とで、民主党が大多数の国民の皆さんの支持をもって政権をとって、今その政策に転換を迎え

ようとしているわけです。

民意に対して逆らうといいますか、民意に対してそれは承服できないということの意見書だ

と思いますが、そのことについてどのようにお考えなのか、答弁をお願いします。

0議長(吉村豊明君) 大塚昇君。

08番(大塚 昇君) これは、今行政が行われている事業に対して予算執行ができないというこ

とでありまして、民意のあらわれではなかろうかと思います。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) じゃあ、確認のお尋ねをいたしますが、ここに書いてあるとおり、今小林

議員が指摘したとおりですが、万一関係事業を中止せざるを得ない事態というのは一体どうい

う事態であるのかをご説明お願し、します。

O議長(吉村豊明君) 大塚昇君。

08香(大塚 昇君) それは、今まで旧の政権で決められたことを、新しい政権では、やはり前

の政権をそのまま継続してはマニフェストに反するということで、新しい政権下では新しい考

えでいくことだろうと思います。

0議長(吉村豊明君) 北山正樹君。

02番(北山正樹君) これは菊陽町が国会に意見書として出すわけですよね。ですから、この万

一事業を中止せざるを得ないと言ってるわけですから、具体的な事業を念頭に置いてつくって
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し、る、そうでなければこの意見書そのものの存在価値が問われると僕は思うんですよ。ですか

ら、僕がお尋ねしているのは、こういう事業が停止されたら町民にこういう支障がある、その

ことをきちっと説明していただかないと、この意見書そのものを認めるというか、そういう形

には回らない。そういうことで、もう一回質問いたしますので、回答お願いします。

0議長(吉村豊明君) 大塚昇君。

08番(大塚 昇君) 先ほどは大きいことを、国のことを言いましたけれども、町におきまして

は、横道合志2号線の橋の場合でもそうでありますが、予算ができて、もう工事も進めてられ

ると思います。そういったものにも影響が、今国政に入つてないという意見でしたけれども、

そういうことにも影響しかねないということで、やはりちゃんと予算をそのまま継続してやっ

ていただきたいという思いであろうかと思います。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) こういう意見書というのは単独で出てくるということはまずないと思うん

です。連携してこそ初めて力を持ってくるわけで。ですから、これが出てきた背景、例えば市

町村の議長会なら議長会で申し合わせたこととか、その辺の事情があれば教えていただきたい

と思います。単独で、菊陽町単独で考えたことじゃないでしょう。

O議長(吉村豊明君) 大塚昇君。

08番(大塚 昇君) 大変申しわけありませんけれども、委員長が急に事情があって休みました

ので、あえて答弁させていただいておりますので、質問者には大変答弁にならないかと思いま

すけれども、その点容赦していただきたいと思います。

やはり地方が困っている、それが、新しい政権になってもちゃんと民意を酌んで、進めてい

かなければならないのはちゃんと進めてくださいという意味だろうと思いますし、議長会とか

そういったもので議決、議論してここに持ってきて、全協なりで検討しでしたものでもなく

て、みんなが思っている民意であろうかと思います。

以上です。

O議長(吉村豊明君) 小林久美子君。

012番(小林久美子君) 先ほどの意見に続いてですけれども、これは梅田議員が提案者だ、った

と思いますので、もし継続性を守るための予算執行を求める意見書(案)で、 トータル的にも

し菊陽町のいろんな事業が非常に影響を受けるという説明があれば賛成はできるんですよね。

だから、町内のどういう、菊陽町がこれから21年度の予算でどんな内容、横道合志線だけなの

か、幾つかの事業が、どういう内容が含まれてるのかがわからないとちょっと賛成しづらいっ

ていうのがありますので。だから、そこがないと、例えば私自身は川辺川とかそういうところ

は中止していただきたいというところがあるので、そうなればこれとはちょっと反するなとい

うふうに思うので、判断がしにくいんですよね。川辺川はもう違いますと、町内のこういう影

響があるからこれを継続してほしいんで、すっていうふうに説明を納得していただけるようにし
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ていただかないと賛成できませんので、梅田委員長が帰られてから再提案したらどうですか。

O議長(吉村豊明君) 大塚昇君。

08番(大塚 昇君) 副委員長では大変力不足で申しわけありませんけれども、その影響がある

だろうということでもあろうかと思います。これを進める分については、政権がかわって新し

い政策になるというのは、これ当たり前のことであるかと思いますし、その予算が完全に、町

のために計画されていたのがちゃんとつくようにしてくれというような願いであろうかと思い

ます。

それと、国の事業についても、反対される方、賛成される方、いっぱい意見は分かれている

かと思います。ただただ国がこう決めたから、政権がかわったから決めるというのは、テレビ

でもあっていましたように、政権がかわったたびに、もう今まで何十年とやってきたことが変

わるのかと反対もあっていたように、やはりいろいろと賛否あろうかと思いますけれども、や

はり住民の生活が維持してし、かれるようにしていくのが私たちの努めであろうかと思いますの

で、その点を理解されて、今回は賛成をしていただ、くようにお願いします。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これから討論を行L、ます。

討論ありませんか。

北山正樹君。

02番(北山正樹君) 地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書(案)について反

対の立場で、討論をいたします。

この意見書の中身に書いてあるとおり、これは本町の議会が提出するわけですから、本町の

事業に対してどういうことがあるのかということが具体的に示されていない、非常にあいまい

な意見書であるということが第 1点です。

もう一点は、先ほどの質問でも言いましたが、第 1次補正というものは、本当に実効性の疑

わしい、国の選挙を目の前にした、実は国民買収のための補正予算で、はなかったかと。そうい

うものに対して国民が明らかにノーという判断を示したことに、また地方議会がそのことに対

して意見書を上げるという、非常に民意を無視した内容の意見書になっているということが 2

つ目の理由です。

先日、熊日新聞のヤマグチカズヤさんとしづ政治のデスクが、今回各地方議会から、県議会

も含めてですが、いろんなところから同様の意見書がどんどんと出されていると。要するに、

国からお金をくれ、お金をくれというようなやり方の地方自治の中では全然ひとり立ちができ

ない、いつまで、たっても国や県からおんぶにだ、っこされた地方自治の運営でしかない、そうい

うことこそ今改革が求められているのではなし1かというような趣旨のフォーラムがあって、つ

いこの間私も聞いてきたばかりであります。
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こうしづ意見書を出す前に、菊陽町が自立していくためにはどこを見直していくのか、国民

が必要とする資金に、どこを見直せば本当に国民の足元に資金が回っていくのか、国民が助か

るためには何が必要なのかということを改めて提案をしていただくことを希望に添えて、今回

の提案書に対して反対の討論とします。

0議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

甲斐栄治君。

04番(甲斐柴治君) こういうことが許されるかどうかわかりませんけども、留保の討論をした

いと思います。

といいますのが、今大塚議員がおっしゃることも実によくわかります。やっぱり継続性、政

権がどうかわろうと、一定の継続性というのは、こりややっぱりなくちゃし、かんと。政権がか

わったから突然ぽんと、そりゃ大きな暇症のある政策であれば途中で変わることがあるかもし

れませんけど、基本的には継続するというのが大原則であろうかと思います。

しかしながら、新しく生まれた政権が、まだ私たちも見とってよくわかりませんが、しばら

くはこのやり方というか、それをじっと見守って、守るべきは守るとしづ態度もやっぱり必要

ではなし、かというふうに私は思います。

意見書一つの小さな話と思われるかもしれませんけれども、やっぱりこんな小さなことか

ら、議員としては良心に問うて、今賛成できることかできないことか、留保すべきことか、そ

の辺のことをしっかり考えた上で、態度を表明しなくちゃいけないというふうに思います。現時

点で市l断がつきませんので、賛否を留保したいと思います。

O議長(吉村豊明君) ほかに討論ありませんか。

永野輝全君。

017番(永野輝全君) 賛成の討論をいたします。

やはり、今いろいろ疑問点が出されましたけれども、既に 1次、 2次、 3次の補正予算をも

とに、 3月以来、本町においても一般会計なり、それなりの予算が組み込まれております。そ

ういうのが、いわゆる緊急雇用対策なり、あるいは学校関係なり、その他の施設なり、道路関

係なり、出てきておりますので、そういうのがもし中止になるならば、これはもう地方とし

て、菊陽町として影響を受けるわけでございますから、そういうことを簡単に覆すということ

は非常に地方自治にとっては困るわけでございますので、そういう意味で、はぜ、ひ守ってもらい

たいというふうに思いますので、賛成といたします。

O議長(吉村豊明君) 甲斐議員に申し上げます。賛成か反対か、どちらかでお願いいたします。

留保はできません。

ほかに討論はありませんか。

( rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに討論なしと認めます。

これから採決を行います。

-299 



発議第 3号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。

(12番小林久美子君「議長、留保はできますよj の声あり)

もう一度挙げてください。

(12番小林久美子君「議長、棄権はできますから、きちんと説明し

てあげたほうがいいと思います」の声あり)

ちょっと手を挙げてください。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君 9名ですね。したがって、発議第3号は原案のとおり可決されました。

(12番小林久美子君「甲斐議員さんにはきちんと、留保じゃなく、

棄権もできるので、その点は説明してあげないとわからないと思い

ますよJの声あり)

どちらかに、賛成か反対かに挙手をしてもらわないと一

(12番小林久美子君「だから、棄権というやり方もあるので、そこ

はやっぱり 1期目の議員さんですから、きちんと説明をしてあげた

ほうがいいと思いますJの声あり)

ちょっとょうございますか。もし棄権の場合は、留保の場合は退場されればよかわけです。

(4番甲斐柴治君「はい、わかりましたJの声あり)

次に進みます。

.--......................................................................................... 0 .............................................................................................. ............. 

日程第3 発議第4号 協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書(案)

について

O議長(吉村豊明君) 日程第3、発議第4号協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求

める意見書(案)についてを議題といたします。

議案は、さきに配付のとおりであります。

この議案は、永野輝全君外4名の議員から提出されたものでございます。

提出者を代表して、永野輝全君から趣旨の説明をお願いいたします。

017番(永野輝全君) じゃあ、資料に基づきまして説明と提案をいたします。

表題は、協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書(案)。

提案理由として、個人が出資し、経営し、働く協同組合であり、自由な意思に基づき、協同

で決定した就労規定により事業に従事する。自主的な事業活動の健全な発展を促進し、活力あ

る地域社会の実現に寄与するため、法人格を付与する法律の制定を求めるものであります。

意見書の本文を代読していきます。

協同労働の協同組合法(仮称)の速やかな制定を求める意見書(案)。

現在の日本社会は、年金、医療・福祉などの基本的な社会制度は疲弊し、グ、ローパル化によ

る国際競争などで労働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、ワーキングプア、ネットカフェ難
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民、偽装請負(派遣)などに象徴されるような、働いても十分な生活が維持できない、働きた

くても働く場所がないなど困難を抱える人々が増大するなど、新たな貧困と労働の商品化が広

がり、社会不安が深刻さを増しています。

このような中、地域の問題は自ら地域で解決しようと、 NPOやボランティア団体、協同組

合、自治会などさまざまな非営利団体が、住みやすい地域社会の実現を目指し活動していま

す。これらの一つである協同労働の協同組合は、働くことを通じて人と人とのつながりを取り

戻し、コミュニティーの再生を目指す活動を続けています。

この協同労働の協同組合は、働く者が出資し合い、全員参加の経営で仕事を行う組織であり

ますが、国内ではワーカーズ、コープ、ワーカーズ、コレクティブ、農村女性ワーカーズ、障がい

者団体など、 10万人以上がこの協同労働という働き方で20年、 30年という長い歴史の中で働い

てきました。その中で、自分たちの働き方に見合った法人格が欲しい、労働者として法的保護

を受けられるような社会的認知をしてほしいと法律の整備を求めてきました。

世界の主要国では、働く仲間同士が協同し、主体性を高め合い、力を発揮し合う新しい働き

方イコール労働者協同組合(ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ)についての法制度

が整備されています。日本でも、協同労働の協同組合の法制度を求める取り組みが広がり、 1 

万を超える団体がこの法制度化に賛同しています。また、国会では、 160名を超える超党派、

これはこの前の選挙の前の状態ですが、の議員連盟が立ち上がるなど、法制化の検討が始まり

ました。

だれもが希望と誇りを持って働く、仕事を通じて安心と豊かさを実感できるコミュニティー

をつくる、人とのつながりや社会とのつながりを感じる こうした働き方とこれに基づく協同

労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造するものであり、働くこと、

生きることに困難を抱える人々自身が社会連帯の中で仕事を起こし、社会に参加する道を聞く

ものです。

上記理由により、国においても、社会の実情を踏まえ、就労の創出、地域の再生、少子・高

齢化社会に対応する有力な制度として協同労働の協同組合法の速やかなる制度を求めるもので

す。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成21年 9月30日。熊本県菊池郡菊陽町議会議長吉村豊明。

衆議院議長横路孝弘様、参議院議長江田五月様、内閣総理大臣鳩山由紀夫様、厚生労働大臣

長妻昭様、総務大臣原口一博様、経済産業大臣直嶋正行様。

以上でございます。

質疑は自席にてお答えします。よろしく皆様方のお力添えをお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 趣旨の説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。
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[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

発議第4号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を房長し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、発議第4号は原案のとおり可決されました。

，......""...，......""，.，.............，......"，.，.-........---.......................... 0 ..................................................................................................... ............ 

日程第4 議員派遣について

0議長(吉村豊明君) 日程第4、議員派遣の件を議題とします。

お諮りします。

各種議員研修会に別紙のとおり議員を派遣したいと思います。

あわせて、内容に一部変更が生じた場合は、その取り扱いを議長に一任願し、たいと思います

が、ご異議ありませんか。

[ r異議なしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 異議なしと認めます。したがって、各種議員研修会への議員派遣について

は、別紙のとおり派遣することに決定しました。

..................................................................................................................... 0 ----------------

日程第5 常任委員会の閉会中の特定事件(所管事務)調査について

0議長(吉村豊明君) 日程第5、常任委員会の閉会中の特定事件(所管事務)調査の件を議題と

します。

各常任委員長から所管事務のうち会議規則第75条の規定によってお手元に配りました特定事

件(所管事務)の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

各委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

[ r異議なしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり閉会中の

継続調査とすることに決定しました。

----------------0 ----------------

日程第6 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について

O議長(吉村豊明君) 日程第6、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とします。

議会運営委員長から会議規則第75条の規定によってお手元に配りました本会議の会期日程と
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議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

委員長から申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。

[ r異議なしj の声あり〕

0議長(吉村豊明君) 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長からの申し出のとおり

閉会中の継続調査とすることに決定しました。

以上で本会議に当初提案されました案件はすべて終了しました。

お諮りします。

追加議案3件が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第 1から第3として議題と

したいと思いますが、ご異議ありませんか。

[ r異議なし」の声あり〕

O議長(言村豊明君) 異議なしと認めます。

以上 3件を日程に追加し、追加日程第 1から第3賭して議題とすることに決定しました。

議案は、さきに配付のとおりであります。

それでは、議案審議に入ります前に、町長の提案理由の説明を求めます。

後藤町長。

0町長(後藤三雄君) 議員の皆様におかれましては、 9月 7日から本日までの24日間にわたりま

して、提案しましたすべての付議事件につきまして慎重審議いただき、ご承認を賜り、ありが

とうございました。

大変お疲れのこととは存じますが、急を要する案件が生じましたので、追加議案としてご審

議いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議案第61号は、武蔵ケ正中学校耐震補強ほか建築工事変更請負契約の締結について議会の議

決を求めるものであります。

内容は、現在施工しております武蔵ケ丘中学校耐震補強ほか建築工事の渡り廊下改築におい

て、第 2校舎及び第 3校舎の接続部において、建築確認申請の折、離れ幅について変更するよ

う指導がありましたことと、平成22年度において、生徒増加、学級数の増でありますが、これ

に伴います県費教職員が 5名増員となる見込みで、現在の職員室の広さでは確保が困難となる

ため、職員室の改修を追加し、変更契約するものであり、地方自治法第96条第 1項第5号の規

定により議会の議決を求めるものであります。よろしくお願し、申し上げます。

0議長(吉村豊明君) 提案理由の説明を終わります。

，....."，...............................................-......，.......................... 0 ............................................................................................ ............ 

追加日程第 1 議案第 61号 工事請負契約の変更について

0議長(吉村豊明君) 追加日程第 1、議案第61号工事請負契約の変更についてを議題といたしま

す。

学務課長、内容の説明を求めます。
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0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) それでは、議案第61号工事請負契約の変更についてご説

明を申し上げます。

武蔵ケ丘中学校耐震補強ほか建築工事請負契約につきましては、平成21年 6月17日に議会の

同意をいただきまして順調に工事を進めてまいりましたが、工事の内容を変更する必要がござ

います。この変更に伴い、契約金額6，961万5，000円を7，364万9，068円に増額となりますので、

工事請負契約の変更につきまして議会の議決を求めるものでございます。

なお、契約の相手方及び工期につきましては変更ございません。

変更します工事の内容をご説明いたします。参考資料の次の図面をお聞きいただ、きますでし

ょうか。下のほうに 1ページと打つであるやつでございます。

図面の中央の図面でございますが、第2校舎と第3校舎をつなぎます渡り廊下で、この部分

は実は 3階建てになりますが、この部分は改築部分になります。第2校舎と第 3校舎との接続

部分赤丸で表示をしております部分になりますが、ここにアルミ製のエキスパンションジョイ

ントカバーを設置をいたします。左下に前の図面がありますが、その図面の下のほうに10セン

チと書いておりますが、その幅を10センチで計画しておりましたが、建築確認申請の中でその

幅を20センチ、下の右側のほうですけども、 20センチへ変更するよう指示がありまして、この

ために、この図面のとおり 20センチ幅に変更するものでございます。

次に、次のページをお聞きいただきますでしょうか。

また、来年度、平成22年度でございますが、生徒数増加に伴います県費負担教職員数が 5名

増員となる見込みでございます。このため、現在の職員室の広さでは収容できませんため、図

面の下の黄色い部分でございますが、図面の中央部分が職員室でございますが、職員室の下

側、黄色い部分、この黄色い部分が、現在印刷室、それから湯沸室ございますが、この部分を

撤去いたしまして、放送室の上のほうに赤い部分ございますけども、ここは現在書庫でござい

ますが、ここに印刷室の部分を移転し、また左側のほうに赤い部分ございます、ここに湯沸

室、書庫を移転し、職員室を拡張する変更でございます。

現在、請負契約金額6，961万5，000円に変更増額403万4，068円を追加いたしまして、変更請負

契約金額を7，364万9，068円とするものでございます。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

O議長(吉村豊明君) 説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 竪君) 今、アルミ製の、 100から2001こ変えたと、建築確認の段階で、変わった、

指示があったということなんですが、その建物の撤去部分と新設部分ということの変更は入札

発注前にわからなかったのかどうか、事前に学校関係者の方々との協議はされなかったのかお

尋ねします。
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0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) まず、 1点目が、建築確認申請の件かと思いますけれど

も、事前にということですか。現在のこの接続部分の話でございますが、一般的にこの接続部

分、エキスパンションジョイントでございますが、これは通常10センチの幅で施工されており

ます。その施工を前提に設計をしておりました。しかし今回、 2号棟、 3号棟というのは鉄筋

コンクリートづくりでございますが、渡り廊下は鉄骨づくりで改築いたします。このために、

渡り廊下部分が鉄筋コンクリートづくりであれば通常の10センチ幅だ、ったと思うんでございま

すが、鉄骨づくりのために20センチの幅に変更ということで求められた次第でございます。

それから、学校との協議ということでございますか。

(11番吉本 堅君「その 2ページの分ですねj の声あり)

2ページ。この職員数の増員につきましては、本年8月の校長ヒアリングというのがござい

ます、これは22年度に向けての学級編制等々、先生方の配置の大枠の数を定めてし、く作業でご

ざいますが、その中でわかった次第でございます。

以上でございます。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

福島知雄君。

09番(福島知雄君) このエキスパンションジョイント、防火帯としてアルミ製で設置するとい

うことなんですが、このアルミ製の厚み、このアルミの材質の厚みが何ミリなのか。

それと、当然これは防火帯ですから、温度が関係してくると思いますけども、耐火温度が何

度なのか、それに対して耐火時間がどうなのか、その辺を教えてください。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) まず、このアルミ製の防火帯の厚みということでござい

ますが、ちょっとお待ちいただけますか。申しわけございません。ちょっとアルミ製の延長、

長さは持っておりますけども、手元に厚みについては資料を持っておりません、申しわけござ

いません。

それから火事の際の耐火時間ということ、何度の熱にどれぐらい耐えるかということでござ

いますが、このアルミ製の部品につきましては、耐火時間は 1時間が基準になっておるかと思

います。 1時間。ただ、何度の熱で 1時間かというところでございますが、一般的に火事と申

しますんで、高温という表現でよろしゅうございますか、すみません。

O議長(吉村豊明君) 福島知雄君。

09番(福島知雄君) この問題、常任委員会のときに私課長に質問したかと思いますけども、そ

れで調査しときますということで、私に報告しますということでしたけども、その報告がなか

ったもんだから、今あえて質問してるんですけども。当然それから今日まで、時聞があったわけ

ですから、当然調べるべきだと思うし、またこういう防火帯を設置するということは、当然そ

の基準があるわけですから、だから普通の火災で、火災の温度でも建物の質によって相当違う

-305 -



わけですよ、材質によっても。当然これは、こうしづ防火帯を設置するということは、その耐

火温度というのを何度というふうに設定しであるはずですけど、いかがですか。

O議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君) ご指摘のとおりだと思います。すみません、勉強不足で

申しわけありません。この点につきましては、せんだ、ってお尋ねいただいておりましたが、確

認いたしまして、後ほどご説明をさせていただきたいと思います。それでよろしいでしょう

か。

0議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

吉本堅君。

01 1番(吉本 堅君 2ページの図面を見ますと、何か印刷室と湯沸室、間仕切りを撤去する

だけなのかなと。それから新設部分として間仕切りを入れるだけなのかなと。備品あたりもそ

れに含まれるのかどうか。何か個人の住宅あたりを見ましても、今の増額が四百何十万円とい

うことを考えると、どういうふうなやつが内容的に含まれてるのかなと。結構値段が張ってく

るなという思いがするんですが、し、かがでしょうか。

0議長(吉村豊明君) 学務課長。

0教育審議員兼学務課長(大山 晃君 400万円の増額の内訳でございますが、職員室分が、宇

の2ページの部分ですね、この部分が250万、それから 1ページの渡り廊下の部分、ジョイン

ト関係が140万円でございます。

職員室部分につきましては、これはあくまでも間仕切りを、印刷室の上の部分、こちらのほ

うに耐力壁を設けまして、それに伴って、あわせまして印刷室、それから書庫等を設けてまい

ります。間仕切りにつきましては軽量鉄骨で行う予定と聞いておりますが、新たに備品関係、が

出てくるのは、湯沸室関係の配管が若干あるかと思いますが、基本的には備品は含まれていな

し、状況かと思います。

以上です。

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑ありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) ほかに質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ rなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行います。

議案第61号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
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..........................---.............................................................. 0 ........................................................................................ ............. 

追加日程第 2 発議第5号 教育予算の拡充を求める意見書(案)について

0議長(吉村豊明君) 追加日程第 2、発議第 5号教育予算の拡充を求める意見書(案)について

を議題とします。

この議案は、川俣餓也君外5名の議員から提出されたものでございます。

提出者を代表して、川俣餓也君より趣旨の説明をお願いいたします。

010番(JI/俣錯也君) 先ほど請願で出ておりました、皆さん方にご検討いただ、いて賛成をいた

だし、た分です。これを発議第 5号として、教育予算の拡充を求める意見書(案)として提出を

させていただきました。

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第 1項及び第2項の規定により提出をします。

提案理由。義務教育費国庫負担金の縮小や地方交付税の削減により、自治体の教育関係予算

確保が非常に散しい状況にあるため。

案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。

子どもたちに豊かな教育を保障することは、社会の基盤づくりと国の将来にとって極めて重

要なことです。現在の社会経済不安の中で、貧困と格差は世代間で引き継がれる状況が出現

し、経済的な理由から高校を中退する子どもがふえています。

日本の子どもに関する公的支出は、先進国中最低レベルとなっており、諸外国並みに、家計

基盤の弱し、家庭の子どもに係る給付拡充などの施策の実施が必要です。また、家庭の所得の違

いによって子どもたちの教育や進路に影響が出ないよう、高校教育の無償化、就学援助、奨学

金制度の抜本的拡充など、公教育の基盤充実と支援体制の確立が不可欠です。

しかしながら、骨太の方針以降、義務教育費国庫負担金の負担割合が 2分の 1から 3分の 1

に縮小されたり、地方交付税が削減されたりしたことにより地方財政が逼迫し、自治体におい

て教育予算の確保が困難となっています。そのため、本来なら各自治体で平等であるべき少人

数教育の推進、学校施設、旅費、教材費の充実、就学援助奨学金制度など、さまざまな面で格

差が拡大しています。

一方、社会や子どもの変容と多様化に伴い、教職員が一人一人子どもと向き合う時間の確保

が急務であるにもかかわらず、雑務の増加により十分に対応できない厳しい状況があります。

また、文科省による勤務実態調査でも、教職員の勤務実態の改善が緊急の課題となっていま

す。ここにも、先進国の中で 1クラスの定数が倍近い弊害があらわれており、教職員の定数拡

大が求められているにもかかわらず、予算削減が響き、大きな問題となっています。

自治体の財政力や保護者の所得の違いによって子どもたちが受ける教育水準に格差があって

はなりません。教育予算を国全体としてしっかりと確保、充実させる必要があることから、次

の事項の実現について強く要望いたします。

記。 1、子どもと向き合う時間の確保を図り、きめの細かい教育の実現のために義務制第8

次・高校第 7次教職員定数改善計画を完全に実施すること。
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2、教育の自治体間格差を生じさせないために、義務教育費国庫負担制度について、国庫負

担率を 2分の 1に復元することを含め、制度を堅持すると同時に、一般財源化を廃止するこ

と。

3、家庭の所得の違いによって子どもたちの教育や進路に影響が出ないよう、就学援助制度

を拡充すること。また、そのための国の予算措置を行うこと。あわせて、奨学金制度につい

て、貸与から給付方式に改善すること。

4、学校施設整備費、教材費、図書費、旅費、学校・通学路の安全対策など、教育予算の充

実のため、地方交付税を含む目の子算を拡充すること。

5、教職員の人材を確保するため、教職員給与の財源を確保、充実すること。あわせて、

40年ぶりに実施した文科省の勤務実態調査の結果を施策に反映し、実効ある超過勤務縮減対策

を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成21年 9月30日。熊本県菊池郡菊陽町議会議長吉村豊明。

提出先、衆議院議長横路孝弘様、参議院議長江田五月様。内閣総理大臣鳩山由紀夫様、総務

大臣原口一博様、財務大臣藤井裕久様、文部科学大臣川端達夫様。

以上、議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

また、質疑については自席より答弁させていただきます。

O議長(吉村豊明君) 趣旨の説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑ありませんか。

[ rなしj の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論ありませんか。

[ rなしJの声あり〕

O議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。

これから採決を行し、ます。

発議第 5号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、発議第 5号は原案のとおり可決されました。

.................................................................--................................. 0 ........................................................................................ ............ 

追加日程第 3 発議第6号 医師・看護師の大幅増員と独立行政法人国立病院機構熊本再春荘

病院・菊池病院の存続・拡充に関する意見書(案)について

0議長(吉村豊明君) 追加日程第 3、発議第6号医師・看護師の大幅増員と独立行政法人国立病

院機構熊本再春荘病院・菊池病院の存続・拡充に関する意見書(案)を議題とします。
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この議案は、川俣銭也君外5名の議員から提出されたものでございます。

提出者を代表して、川俣餓也君より趣旨の説明をお願し、します。

010番(JI/俣銭也君) この件も、甲斐議員の請願、皆さん方賛成していただいた分について、

その件です。これを発議第6号として提案をいたします。

医師・看護師の大幅増員と独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院・菊池病院の存続・拡

充に関する意見書(案)。

上記の議案を別紙のとおり会議規則第14条第 1項及び第2項の規定により提出します。

提案理由。安全・安心の医療体制確立と、急速に複雑、高度化する医療内容に対応でき、高

度先駆的な医療や政策医療を低下させないため。

案文の朗読をもって趣旨説明にかえさせていただきます。

熊本県北部に総合病院的役割を果たす病院がなく、リスクが高い患者を引き受ける病院が限

られており、国立病院機構熊本再春荘病院で受け入れる割合が大半を占めます。さらに、熊本

県の難病拠点病院にも指定されており、県内各地から患者を受け入れております。また、診療

のみならず、臨床研究、医療従事者の教育研修、情報発信にも積極的に取り組み、診療機能と

一体となった医療体制で地域医療に貢献しております。

国立病院機構菊池病院では、かねてより脳と心の専門的な医療を行っております。昭和62年

からは、厚生労働省認知症老人対策の西日本モデ、ル施設に指定され、診察・研究及び研修事業

を積極的に行っております。さらに、一昨年より司法精神病棟も開設され、全国的にも重要な

一翼を担っております。また、老年期精神医療に関しては、県北はもとより県内外からも幅広

く患者を受け入れております。

安全・安心の医療体制確立と急速に複雑高度化する医療内容に対応するため、熊本再春荘病

院、菊池病院で働く医師・看護師を初めとする医療従事者を増員することが切実に求められて

います。

高度先駆的な医療や政策医療を低下させる非特定独立法人化を行わないよう強く求めるもの

です。

つきましては、次の事項につき、強く要望いたします。

記。 1、医師・看護師を初めとする医療従事者の増員を行い、安全・安心の医療を確立する

こと。

2、県北はもとより、県内外からの医療要求と救急医療不採算分野の診療、認知症、精神科

急性期医療、触法精神医療などの充実のため、熊本再春荘病院、菊池病院を機能強化するこ

と。

3、熊本再春荘病院、菊池病院が果たす役割は極めて大きく、合理化や中期計画、中期目標

終了時に非特定独立法人化しないこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

平成21年 9月30日。熊本県菊池郡菊陽町議会議長吉村豊明。
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提出先、内閣総理大臣鳩山由紀夫様、厚生労働大臣長妻昭様、財務大臣藤井裕久様、総務大

臣原口一博様。

議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。

また、質疑については自席より答弁させていただきます。

O議長(吉村豊明君) 趣旨の説明を終わります。

これから質疑を行し、ます。

質疑はありませんか。

[ Iなし」の声あり〕

O議長(吉村豊明君) 質疑なしと認めます。

これから討論を行います。

討論はありませんか。

[ Iなしj の声あり〕

0議長(吉村豊明君) 討論なしと認めます。これから採決を行います。

発議第6号は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願し、ます。

〔賛成者挙手〕

O議長(吉村豊明君) 全員賛成です。したがって、発議第 6号は原案のとおり可決されました。

以上で本日の日程は全部終了しました。

これで平成21年第 3回菊陽町議会定例会を閉会します。

ご苦労さまでございました。

---.................................................................................................. 0 ................................................................................................ .............. 

閉会午後 3時16分

上記会議次第は事務局長の記載したものであるが、その内容が正確であることを証するため

にここに署名します。

平成年月日

菊陽町議会議長 吉村豊明

菊陽町議会議員 大塚 昇

菊陽町議会議員 福島知雄
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